
  

己
 主
義
的
傾
向
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ス
ミ
ス
が
 

、
社
会
経
済
的
観
点
を
抜
い
て
で
は
あ
る
が
、
母
系
 

制
 社
会
か
ら
父
系
制
社
会
 1
 

づ
が
 、
個
人
主
義
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
し
か
も
、
 

そ
 0
 個
人
主
義
は
、
商
業
経
済
の
発
展
に
よ
る
利
潤
追
求
 

と
あ
い
ま
っ
て
、
多
分
に
利
 

ンに現 

マ
ホ
メ
ッ
ト
が
生
き
た
時
代
は
、
ワ
ッ
ト
な
ど
も
指
摘
す
 

 
 

あ
り
、
部
族
的
統
一
り
 

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
唯
一
絶
対
な
る
ア
ッ
 

期
の
部
分
す
な
わ
ち
メ
ッ
カ
の
啓
示
（
現
行
コ
ー
ラ
ン
 

ラ
ー
の
啓
示
で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
は
、
史
実
的
に
い
え
ば
 

で
は
最
後
の
部
分
）
は
、
の
ど
 ビ
 文
体
で
あ
る
こ
と
な
ど
 

西
暦
上
八
一
 
0
 年
か
ら
六
三
二
 

か
ら
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
 最
 

年
の
二
十
年
余
の
間
に
 、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
が
語
っ
た
も
の
 で
 一
句
一
旬
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
 あ
る
。
コ
ー
ラ
ン
の
 初
 

冊
初
は
 、
本
目
三
コ
的
な
神
が
か
り
の
状
態
に
陥
い
っ
 
て
 神
の
啓
示
を
伝
え
た
の
は
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
と
 考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 そ
 

麒
 
れ
は
、
後
期
に
向
う
に
 つ
 れ
俗
世
間
的
な
調
子
に
な
 り
 、
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
に
は
、
結
婚
、
離
婚
、
姦
通
、
財
 陸
相
続
、
親
子
関
係
な
ど
 極
 

窩
 
め
て
日
常
的
な
問
題
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
当
時
、
社
 全
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
家
族
共
同
体
の
様
 相
が
 、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
 

れ
 

わ
あ
る
。
 

コ
ー
ラ
ン
に
現
わ
れ
た
家
族
 共
 同
体
 

結
婚
に
関
す
る
章
句
を
中
心
に
  
 

片 

倉 

素 

子 
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制 l 節 用 は 順 編 ァ 
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な に は の し 明 陵デ ア 意 は ｜ ま ら " ）目玉 Ⅰ ニ @   
結 制 フ さ に し 長 語 
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  よ そ ュ 紙 す つ に 語 
り の l 面 る 分 よ る 
も も ゲ を ア 折 っ 糸吊 

性 の ル 貫 l を て 密 
的 に 版 す ャ す 順 に 
一 文 っ に の の す 次 検 
渉 い 代 で み め 排 討 

と て っ 要 を ね 列 す 
い は て 点 と ば さ る 
う 何 ひ の り な れ 作 

責 味 らるる出ら 述 た 美 

で べ 
く に し な 章 が 
便 し 年 い 何 な 

用 いね ら用 さ た代 。 順本 。 なさ 、 れ 
ら て れ コ に 論 ） る 

之き -. 奏詞 許 

  ア   
紙数の 版によというとい 9 る ） 。 う読ん たいと のの ビ （       っ （で 員 、 都 の l 

    ラン 葉も言葉六 @@O ） 1 0 しナ -@ Ⅱ う 。 今上 シー 

だ い 、 ぅ を 
がジ 、 ャ け ち 年 な 史 
子 l   
孫 ヒ ば ち 順 根 と 

を リ 幸 コ 庫 太 し 

残 l い l 洪 史 て 

す ャ で ぅ 定 料 扱 
こ 時 あ ン に と う 

と 代 
な と こま る 。の 全 関 す 比較 一｜ 

日 周 な 文 る し " 

（
 
6
 ）
 

臼
 l
 円
 p
-
q
 

守
ゴ
 
な
ど
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
 

コ
ー
ラ
ン
原
文
の
一
旬
一
句
が
啓
示
さ
れ
た
時
の
社
会
 
的
 背
景
を
追
跡
し
っ
 っ
 、
し
か
 

す
る
護
教
論
的
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ー
 ヒ
リ
ー
   

婚
が
ふ
つ
う
で
妻
の
数
を
決
め
る
の
は
男
の
財
力
の
み
で
 
で
 

（
 
3
 ）
 

ム
 で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
 

こ
の
時
代
の
社
会
を
反
映
し
た
唯
一
の
同
時
代
史
料
が
 

的
 視
点
に
立
っ
て
お
り
、
特
に
、
当
時
の
家
族
共
同
体
 の
 

か
 。
コ
ー
ラ
ン
以
外
の
史
料
、
例
え
ば
、
田
上
 ゅ
 6
 曲
 ず
囲
口
 
 
 ヤ

 に
お
い
て
は
、
家
父
長
制
社
会
の
も
と
で
女
性
の
地
 位
は
極
端
に
低
く
売
買
 

あ
っ
た
。
そ
れ
を
四
事
に
ま
で
制
限
し
女
性
の
地
位
を
一
 
畳
 め
た
の
が
 ィ
 ス
ラ
ー
 

コ
ー
ラ
ン
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
コ
ー
ラ
ン
の
解
釈
 は
 、
お
お
む
ね
護
教
論
 

あ
り
方
は
、
か
な
り
歪
曲
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
 来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
 

（
 
ス
 
5
 
）
 

（
 
4
 ）
 

一
木
 ざ
囲
 ヴ
口
 丁
卜
 内
村
二
コ
 
デ
 
の
丁
付
仁
村
ぽ
岡
（
 

i
@
 の
が
す
Ⅰ
 

甘
 。
の
 干
 %
 安
目
一
目
 1
 本
岡
ヨ
二
め
 

続
 性
が
明
確
に
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
発
生
自
体
も
 、
こ
 う
い
っ
た
時
代
と
の
関
連
性
に
お
い
て
と
ら
え
ね
ば
な
 ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
 

 
 

 
 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
栄
光
を
意
識
し
す
ぎ
る
余
り
ジ
ャ
ー
 ヒ
 リ
 ー
 ヤ
 を
全
く
否
定
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
歴
史
が
は
じ
 ま
っ
た
か
の
如
く
主
張
 
ひ
 

 
 

時
代
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
、
ジ
ャ
ー
ヒ
 

リ
 ー
ヤ
 か
 ら
 イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
 

連
 
2
 



 
 

の
斗
 
ド
角
り
（
 

も
ス
 

よ
 フ
 し
て
し
 

ま
っ
た
 

斗
 

も
の
は
（
（
し
か
た
が
な
 

し
 

い
か
ら
）
）
除
外
し
て
）
と
い
う
語
句
が
つ
け
加
え
ら
れ
 て
い
る
こ
と
に
当
時
、
 

 
 

一ラソ に現われた家族共同体 

（
 
p
+
.
 

ヴ
叫
 
）
を
払
う
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
す
べ
か
ら
く
 結
 婚
 す
べ
し
。
で
き
な
い
者
は
断
食
を
す
べ
し
（
精
力
を
 減
退
さ
せ
る
べ
く
）
。
 

こ
れ
こ
そ
が
身
を
守
り
保
っ
（
 毛
曲
オ
 
w
.
 

）
方
法
で
あ
る
と
 

 
 

持
っ
て
い
る
欲
望
を
否
 

建
 す
る
聖
人
君
子
的
な
教
訓
は
決
し
て
た
れ
な
か
っ
た
 。
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
人
間
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
え
ん
で
 も
あ
る
。
 

し
か
し
社
会
の
指
導
者
と
し
て
、
し
て
は
な
ら
ぬ
結
婚
 も
 明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
メ
ッ
カ
か
ら
 
メ
 デ
イ
 ナ
ヘ
 ヒ
ジ
ュ
ラ
し
た
翌
年
 

に
 、
ま
ず
近
親
婚
の
禁
止
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
「
 父
親
の
妻
で
あ
っ
た
女
、
母
親
、
娘
、
姉
妹
、
父
方
の
伯
 曲
似
皿
叫
 

、
兄
弟
の
柚
 炊
 
、
 姉
 

妹
 の
 娘
 、
自
分
に
乳
を
飲
ま
せ
て
く
れ
た
母
、
乳
姉
妹
、
 妻
の
母
親
、
自
分
が
肉
体
的
交
渉
を
も
っ
た
妻
が
以
前
 に
 生
ん
で
連
れ
て
来
た
 

娘
 で
、
今
は
自
分
の
と
こ
ろ
で
後
見
し
て
い
る
も
の
 

ま
だ
交
渉
を
持
た
ぬ
 う
 ち
な
ら
罪
に
は
な
ら
な
い
 

自
分
の
腰
か
ら
出
て
来
の
 

た
 息
子
の
配
偶
者
、
姉
妹
と
同
時
に
結
婚
し
て
は
な
ら
 ね
 」
（
 

Q
4
 

・
 
2
 
2
-
4
 

2
 、
 
@
3
 
i
 
 

）
。
 

）
 し
か
し
、
こ
の
一
節
の
中
で
 
三
拝
灰
も
、
円
目
ゅ
目
 

ゅ
 金
色
 

的
に
す
る
男
女
の
結
合
と
い
う
意
味
の
結
婚
と
い
う
 意
 に
 用
い
ら
れ
る
よ
う
に
ば
っ
た
の
は
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
 法
 に
お
い
て
は
じ
め
て
で
 

あ
っ
た
。
し
か
し
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
 2
%
 岡
 甘
を
肯
定
的
 な
も
の
、
奨
励
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
 、
 多
く
の
伝
承
の
伝
え
 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
は
結
婚
す
れ
ば
、
も
 ，
 
っ
 そ
れ
だ
け
で
半
分
宗
教
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
 と
 述
べ
て
い
る
こ
と
や
、
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

ま
た
、
結
婚
し
な
さ
い
、
そ
 う
 す
れ
ば
こ
の
 C
 日
日
 曲
が
 大
き
く
な
る
。
結
婚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国
は
栄
え
る
 も
の
。
と
い
っ
た
と
い
 

う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
い
年
末
 
下
 w
n
n
 
の
 伝
 -
 
え
る
 ハ
デ
ィ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
る
時
一
人
の
男
が
 マ
ホ
 メ
ッ
ト
の
も
と
へ
や
っ
 

て
 来
て
 、
 私
は
女
に
接
し
ま
せ
ん
。
一
生
、
聖
な
る
者
 て
い
た
い
と
思
い
ま
す
、
と
い
っ
た
。
も
う
一
人
の
男
が
 、
 私
は
い
つ
も
断
食
を
 

い
た
し
て
お
り
ま
す
と
い
い
、
も
う
一
人
が
私
は
粗
末
な
 場
所
で
寝
る
こ
と
で
満
足
で
す
。
最
後
の
者
が
 、
 私
は
 い
っ
も
お
祈
り
を
し
て
 

い
ま
す
、
と
い
っ
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
こ
れ
に
答
え
て
、
 

私
は
、
断
食
も
す
る
が
、
食
べ
る
こ
と
も
す
る
。
私
は
 お
 祈
り
も
す
る
が
、
 
寝
 

（
 
リ
 
i
 
セ
）
 

る
こ
と
も
す
る
。
そ
し
て
女
に
も
接
す
る
。
こ
れ
ら
を
 し
な
い
者
は
私
に
つ
い
て
来
る
者
で
は
な
い
。
と
述
べ
た
 と
い
う
。
ま
た
生
活
費
 

  

  

  



  

  

 
 

一
般
に
母
系
 制
 社
会
で
は
、
自
分
を
本
当
に
生
ん
で
く
れ
 た
 母
と
、
母
の
姉
妹
と
の
間
が
非
常
に
せ
ば
め
ら
れ
て
 い
る
も
の
で
あ
る
。
 

母
の
姉
妹
お
よ
び
彼
女
ら
と
世
代
を
同
じ
く
す
る
母
系
 集
団
の
女
性
は
、
「
 
母
 」
と
同
等
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
 ，
 
ら
れ
た
。
「
母
方
の
伯
叔
 

母
は
母
と
同
じ
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
母
方
の
伯
叔
父
 
は
 父
と
同
じ
。
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
頻
繁
に
用
い
ら
 れ
た
。
姉
妹
が
交
替
し
 

ハ
ム
 

l
l
 

り
 
）
 

て
 乳
を
飲
ま
せ
た
り
、
ま
た
乳
の
よ
く
出
る
女
が
、
乳
母
 に
な
っ
て
子
供
を
あ
ず
か
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
母
と
 子
の
間
が
、
父
系
制
 社
 

余
 で
の
よ
う
に
独
占
的
な
愛
情
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
 る
 。
こ
う
い
っ
た
乳
母
は
 、
 母
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
 た
し
、
ま
た
、
そ
の
 乳
 

き
ょ
う
だ
け
は
、
血
縁
き
ょ
う
だ
い
と
同
様
に
考
え
る
 れ
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
、
は
か
ら
ず
も
、
こ
こ
で
乳
縁
 関
 保
 と
血
縁
関
係
を
同
等
 

の
 レ
ヴ
ェ
ル
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
ジ
ャ
ー
 ヒ
 リ
ー
 ヤ
 の
母
系
共
同
体
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
ま
た
 姪
 と
の
結
婚
ま
で
禁
止
し
 

て
い
る
の
は
、
母
系
共
同
体
の
中
で
 姪
 と
の
結
婚
は
か
な
 り
 低
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 旧
 約
 聖
書
に
も
な
い
こ
と
 

@
 
Ⅱ
）
 

を
 、
わ
ざ
わ
ざ
 つ
 け
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
母
系
共
同
 体
で
の
血
縁
関
係
を
 、
 新
し
い
関
係
に
組
み
変
え
よ
う
と
 し
た
で
ホ
 
ブ
ソ
ト
 の
 努
 

力
 の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
同
じ
集
団
内
に
い
る
こ
と
 の
 多
か
っ
た
妻
の
母
や
姉
妹
を
同
時
に
妻
に
す
る
こ
と
も
 禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
ジ
 

セ
 ー
 ヒ
 リ
ー
 ヤ
 に
お
い
て
は
、
母
方
の
者
と
の
近
親
婚
を
 禁
止
す
る
の
に
厳
し
か
っ
た
が
こ
こ
で
は
父
方
の
者
 と
 の
 近
親
婚
も
禁
じ
て
い
 

る
 。
こ
れ
は
当
時
、
住
居
が
徐
々
に
父
方
の
方
に
移
り
 つ
つ
あ
り
、
父
方
を
中
心
と
す
る
家
族
集
団
が
出
て
来
た
 こ
と
、
す
な
わ
ち
父
系
 

が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
来
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
 る
 。
「
肉
体
交
渉
を
も
っ
た
妻
が
以
前
に
通
れ
て
来
た
娘
 で
、
今
は
自
分
の
と
と
 

こ
う
い
 う
 近
親
婚
が
、
か
な
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
 一
 
ホ
 し
て
い
る
。
こ
の
 ア
 ー
 ヤ
 は
 八
 
ヒ
ジ
ュ
ラ
後
ま
も
低
い
 メ
 デ
イ
ナ
初
期
、
 
マ
ホ
 

@
5
-
 

1
 

メ
ッ
ト
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
妥
協
的
で
あ
っ
た
頃
の
啓
示
で
 あ
り
、
こ
の
内
容
も
、
旧
約
聖
書
の
規
定
と
似
て
い
る
 こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
 

る
が
、
 姪
 と
の
結
婚
を
禁
止
し
て
い
る
点
で
旧
約
聖
書
 よ
り
強
い
程
度
に
お
い
て
近
親
結
婚
を
禁
止
し
て
お
り
、
 ま
た
 乳
 関
係
を
血
統
 関
 

保
 と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
扱
っ
て
い
る
点
、
連
れ
子
に
つ
 い
て
の
規
定
の
あ
る
点
、
旧
約
聖
書
に
あ
る
月
の
さ
わ
り
 の
女
に
近
づ
く
こ
と
と
 

同
性
愛
は
禁
じ
て
い
な
い
点
な
ど
、
か
な
り
多
く
の
諸
白
 一
で
異
な
っ
て
い
る
。
 

(108) 4 



 
 

た
い
る
。
Ⅲ
 
、
汝
 
ら
の
右
手
の
所
有
す
る
も
の
（
 

日
卸
 

く
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

Q
4
.
 
射
で
は
、
さ
ら
に
「
そ
れ
か
ら
結
婚
し
て
な
 

の
、
 
即
ち
実
子
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
強
調
し
て
い
る
 

日
 が
寸
 
帝
ぎ
ミ
ヨ
ぎ
仁
オ
 

年
日
）
と
は
、
彼
女
た
ち
が
 

結
 

し
て
お
り
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
父
系
制
き
か
え
に
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
同
じ
 

ア
 ー
 ヤ
 で
す
ぐ
続
け
 

ら
ぬ
の
は
正
式
の
夫
を
持
っ
 

て
 l
u
 

Ⅰ
 
る
女
 

-
9
-
i
 
 

，
 （
 
目
ィ
岸
ヴ
牲
臣
ゆ
丑
 

）
 

の
は
、
腰
か
ら
出
な
い
子
供
も
、
自
分
の
集
団
円
 

へ
母
 

婚
し
て
い
て
も
結
婚
し
て
よ
 

 
 

と
一
緒
に
入
り
こ
ん
で
 

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
 

家
 

拙
 い
。
 
日
阿
ョ
ぎ
 

村
里
㏄
 

せ
日
岡
 

二
戸
村
口
ョ
と
は
、
奴
隷
 

女
と
 
捕
虜
の
女
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
い
わ
ゆ
る
 

楽
 し
む
（
 

m
 巨
 、
 
じ
 結
婚
を
許
 

現
 

爪
 し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ヒ
 

リ
 ー
ヤ
に
お
け
る
 

 
 

地
位
を
変
え
る
こ
と
な
く
し
 

（
 
琉
穏
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  (109) 

ろ
で
後
見
し
て
い
る
 女
 …
…
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
 間
の
推
移
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
母
系
 制
 社
会
に
お
い
 て
は
、
子
供
は
母
方
に
 

属
し
、
そ
こ
で
育
て
ら
れ
た
。
そ
れ
が
父
系
制
に
な
っ
 て
く
る
と
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
も
 、
 別
の
箇
所
で
規
定
し
て
い
 る
と
う
に
、
子
供
は
父
 

方
 に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
過
渡
期
に
あ
っ
て
は
、
 女
 は
そ
れ
ま
で
自
分
に
属
し
て
い
た
子
供
を
連
れ
て
男
の
方
 に
 嫁
入
り
す
る
と
い
う
 

形
を
と
る
。
も
ち
ろ
ん
、
父
系
制
社
会
に
お
い
て
も
、
 母
 の
 連
れ
手
と
い
う
現
象
は
お
こ
る
が
こ
こ
で
は
そ
う
い
 う
 現
象
が
極
め
て
普
通
 

で
あ
り
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
こ
つ
い
う
規
定
が
一
般
的
な
林
 
示
止
 
婚
の
項
に
な
ら
ん
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
例
外
的
 で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
 

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 ア
 ー
 ヤ
 の
後
に
「
だ
が
 、
も
ち
ろ
ん
、
 去
だ
 交
渉
を
も
た
ぬ
 う
 ち
な
ら
罪
に
は
 な
ら
ぬ
」
と
あ
る
の
 

は
 、
当
時
、
ま
だ
ま
だ
 父
 と
し
て
の
責
任
、
義
務
観
念
 が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
連
れ
子
の
娘
と
も
簡
単
に
 交
渉
を
も
つ
こ
と
が
 多
 

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
に
す
ぐ
 続
 い
て
「
自
分
の
腰
 

-
8
-
 

Ⅰ
 力
ら
 
、
、
 

出
た
 息
 子
 

」
と
い
 二
 
Ⅱ
 
ノ
 
舌
口
 
華
 末
が
 
自
分
の
腰
か
ら
出
た
も
 

 
 

  

  



  

  

さ
れ
る
が
、
元
来
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
母
 系
制
 社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
に
と
っ
て
も
男
性
に
と
っ
 て
も
性
は
一
つ
の
 
楽
し
 

み
と
し
て
極
め
て
原
始
的
自
由
の
中
に
存
在
し
た
。
 生
 れ
た
子
供
は
、
母
系
集
団
で
、
共
有
財
産
に
よ
り
育
て
 ろ
 れ
た
。
し
か
し
、
女
性
 

か
ら
財
産
が
奪
わ
れ
、
私
有
財
産
観
念
が
で
て
く
る
と
、
 こ
の
結
婚
は
 
、
 徐
々
に
女
性
の
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
が
 多
く
な
っ
て
来
た
。
 
そ
 

こ
で
 マ
ホ
メ
ッ
ト
は
 、
 ヨ
日
、
 
p
 結
婚
を
認
め
は
す
る
が
 代
価
（
日
吉
Ⅱ
）
を
強
調
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
 0
 代
価
は
 
ヨ
斗
 Ⅰ
と
司
 

義
 的
で
あ
り
、
男
か
ら
 支
 へ
渡
す
べ
き
も
の
と
し
て
 
規
 足
 さ
れ
て
い
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
 亡
古
 （
に
よ
り
、
こ
う
 い
っ
た
楽
し
む
結
婚
を
 

-
 
お
ノ
 

す
る
者
と
、
 
ヨ
茎
ハ
 に
よ
り
父
系
的
結
婚
を
す
る
者
と
 を
 区
別
し
、
前
者
の
女
性
た
ち
を
 ョ
鮭
 生
面
（
と
よ
 び
 
後
者
の
女
性
た
ち
を
 

-
6
 

つ
ろ
 

）
 

ョ
ロ
 ケ
ゅ
ぎ
弾
 と
よ
ん
だ
。
 
Q
4
.
 
あ
 で
は
、
資
産
が
な
 く
 て
ヨ
 u
 ゴ
ゅ
ぎ
瞠
と
 結
婚
で
き
な
い
も
の
は
の
 巨
 す
口
ロ
 
口
 の
の
許
し
（
 鮭
三
 ）
 を
 

得
て
ヨ
餅
ヨ
の
 団
 左
注
が
下
ヨ
 ぎ
巳
ぎ
ヨ
と
 結
婚
す
る
が
 よ
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
や
、
ま
た
は
、
お
金
 が
な
い
か
ら
結
婚
で
き
 

な
い
と
訴
え
に
や
っ
て
来
る
男
た
ち
の
多
か
っ
た
こ
と
 な
ど
の
例
か
ら
す
る
と
、
ヨ
の
 
ゴ
ハ
 は
三
目
よ
り
、
は
る
 か
に
多
い
も
の
で
あ
っ
 

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
 

Q
4
 
.
 あ
の
 
ヨ
 刮
ヨ
目
キ
笘
の
せ
 ヨ
倒
コ
 
u
 下
ヨ
と
目
 ぎ 岸
コ
コ
 
が
の
解
釈
は
様
々
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
 、
奴
隷
 女
 で
、
後
考
 

-
 
幻
 -
 

は
 、
そ
の
奴
隷
女
の
家
族
の
者
と
い
う
の
が
一
般
的
で
 あ
る
。
し
か
し
、
奴
隷
女
の
家
族
と
い
う
解
釈
は
果
し
て
 妥
当
で
あ
ろ
う
か
、
 
奴
 

隷
の
家
族
と
い
う
も
の
は
、
概
し
て
不
明
の
も
の
が
 多
 か
っ
た
し
、
ま
た
判
明
し
て
い
て
も
、
娘
の
結
婚
に
許
可
 を
 与
え
る
程
の
権
限
を
 

も
っ
て
い
た
と
 は
 考
え
ら
れ
な
い
。
奴
隷
の
親
、
ま
た
 は
 家
族
の
者
に
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
の
娘
さ
ん
を
妻
に
し
 て
い
い
で
し
ょ
う
か
と
 

聞
く
の
は
む
し
ろ
奇
妙
で
あ
ろ
う
。
 

p
 ぎ
に
は
、
家
の
 者
、
家
の
民
と
い
う
意
味
が
勿
論
あ
る
が
、
 

そ
 

持
主
、
所
有
生
と
い
う
 

意
味
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
ヨ
り
日
日
の
下
（
 ば
 日
目
 コ
 目
方
目
ョ
 0
 所
有
王
と
解
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
 考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
 

（
 
舶
 
㏄
 
-
 

ち
 、
 Q
4
.
 
恋
の
意
味
は
、
も
し
、
日
目
 ゅ
ョ
コ
 

㌣
と
緒
 婚
 で
き
れ
な
ら
所
有
主
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
所
有
生
 が
 、
右
手
で
所
有
し
て
い
 

(110) 

（
 
舛
 ）
 

（
 
3
 
0
%
 
ノ
 

の
も
と
に
き
た
り
し
、
別
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
 は
 
許
可
し
 て
い
る
。
こ
の
日
三
、
 
p
 結
婚
 は
 、
し
ば
し
ば
売
春
と
 同
義
語
の
よ
う
に
解
釈
 
6
 



る
女
 
す
な
む
ち
奴
隷
 

女
 か
ま
た
は
捕
虜
の
女
と
結
婚
す
 

る
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
・
奴
隷
 

女
 た
ち
が
 ョ
焉
 
ま
 ま
型
 と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
 

側
 が
多
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
 

Q
 袖
  
 

な
ろ
う
と
す
る
奴
隷
文
に
 

ヨ
 鬼
ま
 
ヨ
 盟
約
行
為
を
強
 
い
て
は
な
ら
ぬ
と
あ
り
、
㏄
け
方
ォ
 

曲
 
（
Ⅵ
が
伝
え
る
と
こ
ろ
 

に
よ
る
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
 

は
 、
「
奴
隷
 

女
を
ヨ
こ
 
す
り
 
ぎ
 笘
に
し
て
や
っ
た
も
の
は
、
 
す
は
 ね
ち
、
教
育
し
、
解
放
し
正
式
な
結
婚
を
し
 

て
や
っ
た
も
の
は
 

二
倍
の
報
酬
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
日
日
お
ぎ
卍
に
な
っ
 

た
 女
に
も
二
倍
の
報
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 

ピ
 と
述
べ
た
と
い
う
。
 

ま
 

た
 Q
4
 
.
 

㈲
で
は
 

目
 鬼
 甑
下
瞠
が
ョ
け
汀
ぎ
 

型
に
な
 る
こ
と
を
奨
励
 

し
 、
も
し
、
か
つ
て
 
日
 u
s
a
 

め
す
緊
で
あ
 

っ
 た
も
の
が
、
姦
通
を
 

働
い
た
時
は
 
ヨ
目
す
ゅ
ぎ
 

㌣
の
罪
の
半
分
に
し
て
や
ろ
う
 

と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

Q
4
.
 
あ
 の
 ヨ
り
 
日
の
）
 

曲
村
注
斡
 

せ
ヨ
り
ヰ
 

由
季
 
ヨ
を
ワ
ッ
 

ト
が
ヨ
桶
ま
ヨ
曲
 

（
と
解
釈
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
意
味
 

に
お
い
て
は
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

れ
に
と
も
な
う
肉
体
の
商
品
化
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
口
舌
（
 

 
 

が
あ
い
ま
で
，
 

て
 ョ
日
 
ガ
 結
婚
は
、
売
春
的
に
な
り
、
 

女
 奴
隷
に
売
春
を
さ
せ
る
ひ
も
も
出
現
し
た
。
円
が
 

サ
リ
 
（
Ⅱ
 
の
 伝
え
る
解
釈
に
よ
る
 

と
 Q
 射
 ・
舖
に
お
い
て
は
、
）
 

ヴ
コ
 
こ
す
ロ
ゼ
せ
の
ひ
も
 

的
 行
為
を
さ
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
 

Q
 射
 ・
 お
は
、
 
め
 る
 プ
 
@
 
ツ
色
Ⅰ
（
イ
ロ
ハ
 

出
 
-
 広
五
 

事
件
の
直
後
で
の
（
 

2
 
3
 
 

）
 

ぺ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
 

こ
 と
さ
ら
け
目
ヒ
 

ヴ
 
の
 
せ
 
ぜ
の
名
が
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
 

る
が
、
そ
の
他
に
も
、
こ
う
 

 
 

に
 乗
じ
て
、
ま
た
父
系
社
会
の
副
産
物
と
し
て
あ
ら
れ
 

れ
は
じ
め
て
い
た
と
考
え
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
㎝
）
 

 
 

い
っ
た
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
残
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  



  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

契
約
結
婚
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
 

い
る
。
 

-
6
 

3
 
 

）
 一
方
、
夫
に
保
護
さ
れ
る
 

ョ
亡
 
甘
 
ゆ
ぃ
コ
 

緊
を
奨
励
 
し
て
い
る
の
は
、
 

日
申
 
（
 
-
a
 
 

ひ
 
 
 

、
 
Ⅰ
（
 姦
ヨ
巨
 

す
か
 

結
婚
に
関
連
し
て
、
当
時
の
姦
通
に
つ
い
て
、
（
 

4
 
0
 

）
（
 

4
 
 

、
 
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
へ
来
て
「
二
目
～
～
の
ま
 

上
 
D
 
）
 

・
１
 

 
 

る
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
概
念
に
反
し
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
 

ラ
ー
ム
以
前
の
女
の
地
位
が
決
し
て
抑
圧
さ
れ
た
も
の
 

が
、
ヨ
巨
び
 

結
婚
に
否
定
的
で
あ
っ
た
の
は
 

ヨ
呉
 
：
 

単
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
 

（
結
婚
保
証
人
）
を
結
婚
に
必
要
な
も
の
と
し
た
り
、
 

離
 

 
 

 
 

て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
学
者
で
あ
る
彼
が
、
こ
こ
 

で
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
 

が
 、
そ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
 

ョ
巨
 
-
p
 
結
婚
で
 

 
 

結
婚
に
お
い
て
は
余
り
に
も
女
性
に
自
由
が
あ
り
す
ぎ
 

 
 

婚
を
阻
止
す
る
規
定
を
も
う
け
た
り
し
て
い
る
。
本
曲
 

、
こ
れ
は
結
婚
に
対
す
 

え
よ
う
。
 

り
 、
 日
巨
 
Ⅰ
結
婚
は
 

、
 

が
 、
結
婚
は
 

、
ィ
ス
ラ
 

 
 

 
 で

か
宙
 

ぎ
も
マ
ホ
メ
ッ
ト
 

は
 不
要
で
あ
る
毛
が
）
～
 

 
 

に
あ
る
。
下
目
（
 

樫
 と
は
解
放
さ
れ
た
女
の
意
で
あ
る
。
 

す
 な
わ
ち
奴
隷
の
身
分
で
も
な
く
、
捕
虜
の
身
分
で
も
な
 

い
も
の
は
、
 

ヨ
 
Ⅰ
切
が
か
す
 

鉤
田
 

的
 行
為
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
男
た
 

ち
が
 
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
に
来
て
 

、
 「
わ
れ
わ
れ
商
人
 

に
は
、
 

z
 
ぎ
ゅ
 
を
許
し
て
 

も
ら
れ
ね
ば
困
る
の
で
す
」
と
い
っ
 

た
 記
述
も
あ
 

。
（
 

ぷ
 
2
 
）
 こ

で
ぃ
ぎ
 

目
は
 
、
ョ
巨
げ
 

結
婚
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
 

い
る
。
コ
ー
ラ
ン
中
に
 

は
 、
十
八
節
も
の
多
く
を
割
い
て
 

ぃ
ぎ
ゆ
 

に
つ
い
て
述
べ
 

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
姦
通
は
、
擬
制
的
 

ヨ
 三
 、
 
p
 結
婚
 
｜
 す
な
わ
 



コーフン 現
 

 
 

 
 

われた家族共同体 

（
 
6
 
4
 ）
 

い
う
謹
言
口
を
ま
き
ち
ら
し
た
も
の
は
み
な
罪
の
責
を
負
 

，
 
っ
 、
な
か
で
も
そ
の
張
本
人
（
 
S
 毛
毒
面
乙
 6 ロ
 r
a
 
）
は
 

い
ま
に
ひ
ど
い
天
罰
 

 
 

  
どり し Ⅰ 、 
日 参 
@c  く 

あ の 
つ 字 
た 句 
と が 
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え 明 
て か 
は に 
な こ 

ら め 
ぬ 事   
こ @% 

舌ロ れは。 及 し 

お て 
ま い 

・ 二た @ る 。 
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（ ツ 
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1@ K 
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と こ 
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の な 

た り   
@c  手 
な だ 
つ つ 
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ら 
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あ く 

(1J3) 

の
事
件
に
つ
け
こ
ん
で
非
難
攻
撃
を
な
し
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
 を
 窮
地
に
押
し
こ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
後
世
、
い
わ
 
仙
 
m
 @
 
る
ぎ
年
 Ⅱ
（
 

ゴ
往
 @
 
守
 ～
 

 
 

の
事
件
の
直
後
に
 、
 定
め
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
姦
通
に
 関
す
る
 Q
 別
 ・
 騰
 2
 列
 

（
 
4
 
4
 ）
 

で
あ
る
。
日
頃
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
反
対
し
妨
害
を
す
る
 
ヨ
口
 n
 翫
 斤
目
、
と
く
に
そ
の
リ
ー
い
 れ
 Ⅰ
ー
 肪
格
川
で
 

十
本
つ
っ
た
Ⅰ
 
ヴ
に
己
ヴ
 ㏄
 せ
せ
 等
が
 、
こ
 

嫌
疑
を
か
け
て
も
ほ
か
に
三
人
の
証
人
を
得
る
こ
と
が
、
 で
き
な
け
れ
ば
か
え
っ
て
嫌
疑
を
か
け
た
者
の
方
が
 、
 刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
 

な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
事
態
に
な
ら
ぬ
 ぱ
な
、
 
ら
ぬ
事
情
が
、
こ
の
 ア
 ー
 ヤ
 の
背
後
に
は
、
あ
る
の
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
 マ
ホ
 

メ
ッ
ト
の
愛
妻
、
ア
ー
 イ
 シ
 ャ
 が
 、
日
 け
の
（
が
 

目
ガ
 討
伐
 

に
し
た
が
っ
た
が
、
若
い
一
兵
士
と
二
人
だ
け
遅
れ
て
 

帰
 っ
て
来
た
と
い
う
事
件
 

は
で
き
ぬ
と
い
う
。
要
す
る
に
、
姦
通
に
関
す
る
限
り
、
 

四
人
の
証
人
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
（
 

3
 
4
 
 

）
 

至
難
で
あ
り
 
リ
ラ
っ
 か
り
、
他
人
に
姦
通
の
 

ち
岸
ヨ
 （
を
払
わ
な
い
日
ま
 -
u
 結
婚
を
さ
す
と
 考
 え
ら
れ
、
現
在
の
概
念
で
の
姦
通
と
は
意
味
が
ち
が
う
 こ
と
に
注
意
が
は
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
定
で
は
、
姦
通
に
つ
い
て
の
刑
罰
は
 厳
し
い
と
一
般
に
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
百
回
答
打
ち
 の
刑
 と
か
（
 Q
 

2
 ）
死
刑
と
か
（
 Q
4
.
5
 
）
の
言
葉
が
、
コ
ー
ラ
ン
 の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ラ
ン
に
関
す
る
 限
 り
 、
そ
の
啓
示
さ
 

時
の
歴
史
的
背
景
と
考
え
合
せ
て
、
コ
ー
ラ
ン
の
原
文
 に
あ
た
る
と
、
姦
通
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
寛
大
で
あ
 
る
と
も
い
え
る
の
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
、
百
回
答
打
ち
の
刑
に
し
て
も
、
死
刑
 
に
し
て
も
、
そ
の
刑
が
成
立
す
る
に
は
、
四
人
の
証
人
 
が
 必
要
な
の
で
 

（
 
Q
4
.
 巧
 ）
。
さ
ら
に
四
人
の
証
人
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
 き
ず
に
、
人
に
姦
通
の
罪
を
言
い
た
て
た
も
の
は
、
 逆
 に
人
 0
 回
の
答
 打
 

に
な
る
。
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
証
人
は
、
男
女
が
一
 一
人
だ
け
で
い
る
こ
と
や
、
彼
ら
の
外
見
の
様
子
の
み
を
 
も
っ
て
証
言
 ロ
 
す
る
 こ の あ で れ 24 ，り 

と 別 る あ た   わ 

  

  

  



  

  

  

い
た
の
 

M
 才
 、
 

は
マ
ホ
 

ー
ジ
 ン
 

ア
ー
 ヤ
 

の
刑
に
 

4
 人
の
 

度
繰
り
 

の
方
で
 

と
う
な
 

は
心
理
 

ま
た
 

な
い
よ
 

0
 者
に
 

土
 Ⅰ
一
一
 

ノ
 

で
は
な
い
か
。
当
時
、
こ
う
い
っ
た
結
合
は
頻
繁
に
あ
 っ
 た
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
時
二
八
二
七
年
）
 、
ア
 １
々
シ
ャ
が
 
、
 

マ
ホ
メ
ッ
ト
が
 
酩
方
 で
あ
っ
 

な
お
さ
ら
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 

公
け
 に
 認
め
る
こ
と
 

-
 
か
 
り
）
 

メ
ッ
ト
に
反
対
す
る
 ヨ
目
コ
き
 片
リ
 
コ
 を
増
長
さ
せ
る
こ
と
 に
な
り
、
ア
ー
 ィ
 シ
ャ
の
 父
 、
ア
ブ
ー
バ
ク
ル
を
は
じ
 め
と
す
る
 
ム
ハ
 

｜
ン
に
 不
利
に
な
る
と
い
う
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
 ア
 ｜
 イ
シ
ャ
を
無
実
と
し
、
 
%
 高
し
た
も
の
に
不
利
に
な
る
 よ
う
な
一
連
の
 

を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

Q
 挺
 
・
 5
 で
は
、
「
人
妻
を
 中
傷
し
て
 4
 人
の
証
人
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
は
 八
 0
 回
の
答
打
ち
 

（
 
和
 ）
 

処
せ
ら
れ
た
後
、
そ
の
者
は
、
そ
の
後
の
一
切
の
証
人
 に
な
れ
な
い
。
」
と
強
い
語
調
で
規
定
し
て
い
る
。
自
分
 
の
妻
を
非
難
し
、
 

証
人
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
だ
け
が
証
人
で
 あ
る
場
合
に
は
、
「
ア
ッ
ラ
ー
に
自
分
の
い
う
こ
と
が
 真
 実
で
あ
る
と
 四
 

返
し
て
証
言
し
、
五
度
目
に
、
も
し
真
実
で
な
か
っ
た
 な
ら
私
に
ア
ッ
ラ
ー
の
呪
い
が
か
け
ら
れ
て
も
よ
い
と
 申
 す
が
 よ
い
。
 女
 

は
 刑
罰
を
の
が
れ
る
た
め
に
、
夫
の
い
う
こ
と
は
嘘
で
 あ
る
と
い
う
こ
と
を
四
度
繰
り
返
し
、
五
度
目
に
も
し
 彼
 の
 言
葉
が
ほ
ん
 

ら
 私
の
上
に
ア
ッ
ラ
ー
の
呪
い
が
か
け
ら
れ
て
よ
い
と
 申
せ
ば
よ
い
。
」
（
 Q
 射
 
・
 6
.
7
.
8
.
9
 
）
と
啓
示
し
 て
い
る
。
こ
れ
 

的
 警
告
を
意
図
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
量
刑
的
に
は
 意
 味
 を
も
っ
て
い
な
い
。
 

-
 
り
 
@
 
）
 

一
方
、
目
 臼
ぎ
 
ダ
レ
 コ
 の
の
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
 

z
i
 
コ
目
に
つ
い
て
聞
き
に
来
た
男
に
「
 分
 け
に
す
る
な
 。
人
に
見
ら
れ
 

う
に
や
れ
ば
神
は
助
け
て
下
さ
る
。
（
 せ
 ㏄
 簗
 a
 （
～
（
旺
の
～
 

計
 

 
 

す
る
に
、
四
人
 

見
ら
れ
な
い
よ
う
に
 い
ぎ
 目
を
な
す
な
ら
そ
れ
で
神
は
よ
 し
 と
さ
れ
る
と
い
う
寛
大
な
も
の
で
あ
る
。
 

二
年
末
に
規
定
さ
れ
た
近
親
婚
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
 

一
 
刊
述
 し
た
が
、
六
二
三
年
八
月
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
住
宅
が
完
 成
し
た
あ
と
、
 

 
 

配
し
た
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
、
 

 
 

ぃ
ぎ
 囲
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
内
心
認
め
て
 
ひ
 

め
て
い
る
。
彼
女
の
潔
白
を
認
め
る
ま
で
に
時
間
が
か
 か
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
妊
娠
を
た
し
か
め
て
そ
れ
 に
よ
っ
て
無
実
に
し
た
 

 
  
 

を
 喰
 う
 だ
ろ
う
。
」
（
 

Q
 勿
 ・
Ⅱ
）
と
述
べ
「
彼
等
も
証
 

大
を
 4
 人
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
し
て
 

ア
 １
 4
 シ
ャ
の
無
実
を
認
 0
 



及
び
六
二
四
年
二
月
キ
ブ
ラ
の
変
更
を
し
た
直
後
に
 、
め
 
本
数
 的
 規
制
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
結
婚
に
つ
い
て
述
べ
 ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
 

ち
、
 「
お
ま
え
た
ち
、
聖
典
（
 蚕
蒜
 ③
を
与
え
ら
れ
た
 
民
 た
る
女
と
は
結
婚
し
て
も
よ
い
」
（
 Q
5
.
5
 

）
。
 

聖
 典
を
与
え
ら
れ
た
民
と
 

は
ユ
 タ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
 ト
 教
徒
を
さ
す
。
，
 

@
3
 

5
 
 

）
 こ
の
啓
示
 の
 一
年
程
の
ち
に
、
「
 
ヨ
 u
s
 
キ
 ヨ
 緊
 
と
は
結
婚
し
て
は
な
 ら
ぬ
。
」
と
述
べ
て
い
 

 
 

訳
さ
れ
て
い
る
が
、
 Q
5
,
5
 

に
お
い
て
許
可
さ
れ
て
 

い
る
聖
典
の
民
が
含
ま
 

れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
安
易
 に
こ
の
日
 

u
s
%
 

安
 緊
は
 、
多
神
教
徒
を
さ
す
の
で
あ
り
 、
 Q
5
.
5
 

の
聖
典
の
 

民
は
除
外
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 果
 し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

マ
ホ
メ
ッ
ト
が
、
ど
う
い
う
状
況
の
も
と
で
、
こ
の
二
つ
 の
 見
解
を
披
歴
し
て
い
る
か
を
し
ら
べ
比
較
し
て
み
る
 と
 、
 Q
5
.
5
 

の
方
 

は
 、
メ
デ
イ
 ナ
 の
初
期
、
即
ち
ま
だ
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
ユ
ダ
 ヤ
 人
た
ち
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
と
友
好
関
係
に
あ
り
 、
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
教
 か
 

ら
 摂
取
す
る
と
い
う
段
階
に
あ
っ
た
時
に
、
啓
示
さ
れ
 た
も
の
で
、
 

Q
2
.
 

笏
の
方
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
と
決
裂
 

し
て
後
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
 

Q
2
.
 

笏
で
、
 

甘
 掛
を
用
い
ず
、
ヨ
垢
 ォ
 （
 
ヂ
翼
 と
い
 

  

う
 言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
 ユ
 ダ
 ヤ
教
 そ
の
他
の
も
の
 

が
、
 キ
ブ
ラ
の
変
更
を
し
、
い
わ
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
の
 独
 立
を
 宣
喜
口
を
し
た
直
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
 
こ
と
が
判
明
す
る
。
 従
 

っ
て
 

Q
2
 
 

で
使
わ
れ
て
い
る
 

ヨ
巳
串
良
 ぎ
は
 、
ユ
 ダ
ヤ
教
徒
た
ち
も
含
め
た
非
ム
ス
リ
ム
と
い
う
意
味
を
 持
っ
て
い
る
と
考
え
る
 

邨
 
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
多
神
 教
徒
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
以
来
の
偶
像
崇
 
持
者
た
ち
を
指
す
時
に
は
、
 

 
 

る
 。
例
え
ば
 Q
 闘
 ・
巧
で
は
、
偶
像
崇
拝
者
た
ち
が
 メ
 ッ
カ
 の
 二
 女
神
を
ア
ッ
ラ
 ｜
 

田
の
子
供
た
ち
な
ど
い
っ
た
こ
と
に
関
す
る
 
ア
 ー
 ヤ
 で
 あ
る
が
、
こ
の
偶
像
崇
拝
者
は
 ガ
卸
串
 で
あ
り
、
ま
た
 、
 Q
 ㏄
・
㎎
で
メ
ッ
カ
の
 偶
 

 
 

肋
像
 崇
拝
者
の
夫
か
ら
逃
げ
て
来
た
女
は
、
も
と
に
 戻
 す
 な
と
あ
る
 ア
 ー
 ヤ
 に
お
い
て
も
 ガ
囲
力
 

（
と
い
う
手
苗
 
葉
 が
 用
い
ら
れ
て
い
る
。
 Q
 初
 

 
 

の
と
し
て
強
調
し
て
い
る
時
に
は
、
モ
ス
レ
ム
以
外
の
 も
の
を
さ
し
て
 ョ
拐
 甲
声
 瞠
 

-
 
Ⅰ
 
5
 
1
 
）
 

づ
 

（
ま
た
は
、
 日
拐
串
 東
宝
）
と
ょ
ん
で
い
ろ
。
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分
の
う
ち
に
置
く
と
い
う
例
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
（
㏄
）
 

第
二
に
、
 Q4
.
3
 は
 、
ウ
フ
ド
 の
戦
い
の
直
後
に
書
 
か
れ
て
い
る
。
こ
の
 
ウ
フ
ド
 の
戦
い
で
は
 
セ
 五
人
の
 々
ス
 ラ
ー
ム
教
徒
が
殺
さ
 

@
l
 

ム
 
v
 
）
 

妻
は
例
外
的
存
在
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ヒ
 リ
 ー
ヤ
に
お
い
 
て
は
、
と
く
に
メ
デ
ィ
ナ
に
お
い
て
は
、
男
が
二
人
以
上
 の
妻
を
同
時
に
持
ち
自
 

か
ら
区
別
し
て
用
い
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
 0
 タ
フ
 シ
 

 
 

結
婚
し
て
よ
い
。
し
か
 

し
 女
は
、
聖
典
の
民
の
男
と
は
結
婚
し
て
は
な
ら
ぬ
と
 折
衷
的
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
社
会
的
 に
み
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
 

ム
 教
徒
と
聖
典
の
民
の
女
と
の
結
婚
を
、
ま
ず
許
し
て
お
 い
て
、
後
の
事
情
に
よ
り
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
と
 い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
 

コ
ー
ラ
ン
に
は
、
こ
う
い
っ
た
例
が
多
い
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
 は
 、
そ
の
時
々
の
社
会
情
勢
に
従
っ
て
矛
盾
す
る
言
辞
 を
 弄
し
た
り
、
い
わ
 

-
 
㏄
）
 

ば
 、
い
き
あ
た
り
ぱ
っ
た
り
に
判
断
を
下
し
て
い
る
か
 

制
限
的
規
則
で
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
ジ
ャ
ー
 ヒ
リ
｜
 

の
よ
う
に
み
え
る
。
後
世
の
解
釈
で
は
、
年
代
の
遅
い
 啓
 

ヤ
 に
お
い
て
は
四
人
以
上
の
妻
を
持
っ
て
い
た
も
の
が
 多
 

示
の
方
を
優
先
さ
せ
る
 

か
っ
た
と
い
う
確
か
 

と
 決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
代
順
序
決
定
は
 、
当
 然
 の
こ
と
な
が
ら
宗
教
的
考
慮
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
 が
 多
い
。
 

六
二
五
年
三
月
 ウ
フ
ド
 の
戦
い
の
直
後
に
啓
示
さ
れ
た
 の
が
、
最
も
よ
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
 Q
4
.
3
 
 「
も
し
 父
 な
し
 児
 
（
 
下
蒜
日
ぜ
 

に
 邪
悪
な
扱
い
を
し
そ
う
な
ら
、
誰
か
気
に
入
っ
た
 女
 と
 結
婚
し
な
さ
い
。
二
人
な
り
三
人
な
り
四
人
な
り
 

」
で
あ
る
。
こ
れ
が
 制
 

限
的
 規
則
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
ま
で
の
無
制
限
な
 多
 妻
を
四
人
に
ま
で
制
限
し
た
の
だ
と
す
る
大
部
分
の
 学
者
と
、
そ
う
で
な
い
 

（
 
9
 
氏
 
s
 
）
 

（
㏄
）
 

と
す
る
少
数
の
学
者
と
議
論
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
 る
 。
前
者
で
あ
る
と
す
る
者
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
ユ
ダ
ヤ
 教
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
影
 

饗
 さ
れ
て
妻
の
数
を
制
限
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
 る
と
主
張
す
る
。
 

な
 証
拠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

H
 
ヴ
コ
 の
 p
 、
口
に
は
 一
 人
の
男
の
妻
が
何
人
も
で
て
く
る
が
、
同
様
に
あ
る
い
は
 、
そ
れ
以
上
に
女
の
方
 

に
も
何
人
も
の
夫
が
存
在
し
た
例
が
で
て
く
る
。
そ
れ
，
 
り
が
同
時
に
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
次
々
に
何
人
か
の
妻
 、
 夫
を
持
っ
た
の
か
は
 

判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
離
婚
の
記
述
が
非
常
に
多
い
 点
 、
後
者
の
可
能
性
の
方
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
世
界
史
 ぬ
 に
み
て
も
多
夫
や
多
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コーランに現われた 家族共同体 

抽
 
（
 
3
 、
大
量
の
未
亡
人
と
孤
児
が
生
れ
た
。
当
時
の
人
口
 

）
 

は
 明
か
で
は
低
い
が
、
こ
の
 ウ
フ
ド
 の
戦
い
に
は
 
て
ホ
メ
 ッ
ト
 は
 セ
 百
名
あ
ま
り
 

の
 軍
隊
を
率
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
 セ
 五
人
と
い
 う
と
そ
の
十
分
の
一
強
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
な
り
の
 人
 数
を
意
味
す
る
。
ま
た
 

こ
の
 タ
 フ
 ド
 の
戦
い
は
、
敗
戦
で
あ
っ
た
か
ら
、
な
お
の
 こ
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
対
策
を
講
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
 た
 。
多
妻
が
当
時
の
慣
 

習
 で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
、
こ
の
 戦
 億
の
非
常
時
に
、
わ
ざ
わ
ざ
 そ
 れ
を
制
限
す
る
よ
う
な
 規
則
を
作
る
と
は
考
え
 

，
 
ら
れ
な
い
し
 

第
三
に
 
ゼ
 が
（
凹
ヨ
目
は
 
、
せ
 ㏄
（
Ⅱ
 

ヨ
の
 複
数
形
で
あ
り
 父
甘
 し
旧
ル
 
の
こ
と
で
あ
る
。
（
㏄
）
コ
ー
ラ
ン
に
で
て
く
る
孤
児
は
 

全
て
 
ゼ
 豊
岡
 目
囲
 で
あ
 

る
 。
共
有
的
母
系
 制
 社
会
か
ら
私
有
的
父
系
制
社
会
へ
の
 移
行
 期
 に
あ
っ
て
男
が
財
産
所
有
権
を
掌
握
し
 、
 又
は
 掌
握
し
つ
つ
あ
り
、
 
し
 

か
も
父
系
共
同
体
が
、
機
能
的
に
未
だ
確
立
し
て
い
な
 か
っ
た
情
勢
 下
 に
あ
っ
て
 、
 父
を
失
っ
た
孤
児
が
も
っ
と
 も
 哀
れ
で
、
一
番
大
き
 

な
 問
題
に
な
っ
て
い
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
自
身
、
生
れ
た
 時
に
、
す
で
に
父
親
、
ア
フ
 ド
 ・
ア
ッ
ラ
ー
 フ
 は
な
く
、
 六
オ
の
時
、
母
親
 ァ
｜
 

ミ
ナ
 も
世
を
さ
り
、
彼
は
父
方
の
強
い
親
族
に
全
財
産
を
 奪
わ
れ
、
何
の
遺
産
相
続
も
受
け
ず
、
女
大
商
人
 ハ
デ
 イ
 ー
ジ
ャ
と
結
婚
す
る
 

ま
で
は
経
済
的
に
非
常
に
み
じ
め
で
あ
っ
 た
 -
5
 

。
彼
が
 

6
 ）
 

と
さ
ら
孤
児
に
同
情
を
も
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
い
わ
れ
 る
 o
Q
 稼
 
・
め
で
、
 子
 

供
 に
も
正
当
な
遺
産
相
続
が
な
さ
れ
る
よ
 う
 規
定
し
た
 あ
と
、
 
ウ
フ
ド
 の
戦
い
で
父
を
失
っ
た
哀
れ
な
 父
 な
し
 児
 が
 、
正
当
な
相
続
分
も
 

得
ら
れ
ず
強
者
の
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
阻
止
 す
る
た
め
、
孤
児
に
ば
正
し
い
扱
い
を
し
て
や
る
べ
き
だ
 が
 、
も
し
、
出
来
な
け
 

れ
ば
、
そ
の
孤
児
の
母
親
の
う
ち
気
に
入
っ
た
も
の
と
 結
 婚
す
る
が
よ
い
。
二
人
な
り
、
三
人
な
り
と
述
べ
 た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ワ
ッ
ト
は
 

Q
4
.
3
 

に
つ
い
て
、
戦
争
未
亡
人
が
問
題
で
 は
な
く
、
未
婚
の
女
性
で
孤
児
に
な
っ
た
も
の
が
問
題
 に
さ
れ
て
い
た
と
 

い
う
。
ベ
ル
も
、
こ
の
節
は
孤
児
に
関
す
る
 Q
4
.
2
2
 
㎎
お
よ
び
 迫
 陸
相
続
の
 
ア
 ー
 ヤ
 Q
4
.
 は
 ?
M
 

の
あ
と
 

で
 述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
 

と
し
、
や
は
り
、
こ
こ
で
の
孤
児
は
女
の
孤
児
を
さ
し
 て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
 父
 な
し
 児
 の
中
に
は
女
の
孤
児
、
 

す
な
わ
ち
未
婚
の
女
性
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
 そ
 し
て
そ
れ
ら
女
の
孤
児
と
不
当
な
結
婚
を
す
る
男
も
輩
 出
し
た
に
ち
が
い
な
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く
る
が
、
そ
の
た
め
の
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
い
ず
れ
 に
も
せ
よ
、
急
激
に
増
え
た
女
性
と
孤
児
に
対
す
る
救
済
 策
 と
し
て
、
 
マ
ホ
メ
ッ
 

ト
が
 多
妻
を
、
す
す
め
た
と
み
な
す
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
 る
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

第
四
に
、
四
人
以
上
の
妻
を
も
っ
た
場
合
の
制
裁
規
定
 が
な
い
点
で
あ
る
。
「
公
平
に
女
を
扱
え
な
 い
 の
な
ら
 奴
 隷
女
 で
我
慢
し
て
お
 

け
 」
と
い
う
こ
と
は
逆
に
公
平
に
扱
い
得
る
な
ら
、
 五
 大
 で
も
六
人
で
も
容
認
さ
れ
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
 

マ
ホ
メ
ッ
ト
自
身
、
特
 

別
の
啓
示
を
つ
け
て
、
（
 
Q
 ㏄
・
 杓
 f
 訂
 ）
少
く
と
も
 一
 四
人
の
正
妻
に
加
え
て
、
奴
隷
 女
 、
信
者
で
身
を
捧
げ
 た
も
の
な
ど
多
数
の
妻
 

（
㏄
 
-
 

を
も
っ
た
。
彼
が
多
妻
の
害
毒
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
 と
い
う
こ
と
は
、
制
限
的
規
則
だ
と
す
る
学
者
も
み
 と
め
 て
い
る
。
 

ま
た
、
も
し
 四
妻
 に
制
限
す
る
規
定
な
ら
ば
、
「
二
人
 な
り
、
三
人
な
り
、
四
人
な
り
・
・
・
…
（
 ロ
 田
の
 
w
,
 
ヨ
 ㏄
（
ゴ
ロ
 

摺
 
ま
麓
 （
下
 
け
 ）
 
ゆ
 任
す
 

p
,
 

毛
が
 

q
E
 
す
 w
-
 
）
と
い
う
文
体
で
な
く
、
「
四
人
以
上
は
結
婚
し
 て
は
な
ら
な
い
。
（
試
み
に
表
現
す
れ
ば
、
Ⅰ
 劉
甜
降
 笘
叶
ヒ
 
、
 
曲
 曲
コ
 ヰ
 
の
 ヰ
ゅ
 
N
 ㏄
 毛
ど
 

定
日
 ち p
n
 
ヴ
 -
p
 
三
 %
.
 ）
と
明
確
に
宣
言
さ
れ
る
筈
で
あ
 ろ
う
。
 

こ
れ
ら
五
点
か
ら
は
、
 
Q
4
.
3
 

は
 、
タ
 フ
 ド
 の
戦
い
 に
よ
る
女
性
人
口
過
剰
の
解
決
、
武
力
に
訴
え
た
初
期
の
 布
教
政
策
と
関
連
し
 

（
Ⅰ
 

く
 
1
 
u
 
）
 

て
の
人
口
増
加
策
、
の
一
環
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
 も
の
と
考
え
る
。
 

家
族
共
同
体
の
住
居
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、
母
方
 居
 往
 な
の
か
父
方
居
住
な
の
か
、
直
接
の
記
述
は
コ
ー
ラ
ン
 中
に
出
て
い
な
い
。
 

し
か
し
、
ワ
ッ
ト
な
ど
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
、
 母
方
居
住
か
ら
父
方
居
住
へ
移
行
し
て
来
て
い
た
よ
う
 で
あ
り
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
 

も
 、
そ
の
風
潮
を
奨
励
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ワ
ッ
ト
は
 、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
が
、
父
方
居
住
を
奨
励
し
た
の
は
複
数
の
 妻
 を
も
つ
た
め
に
、
 
母
 

方
 居
住
で
は
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
と
そ
の
理
由
を
述
べ
 て
い
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
自
身
は
、
最
初
の
結
婚
ハ
デ
ィ
ー
 ジ
ャ
と
の
生
活
は
 、
明
 

令 の 
層 み 
が る 
判 問 
開 題 
す に   
ば た Q 
戦 4 

後   
EC@ 127 
末 で 
亡 は 
大 友 
が め 

ふ 孤 
え 児 

C@ ㏄（ たのか、 囲 
未富 ・ 

婚 呂 

占ドのが女性の増・ ・） ， 
加 と 

の 明 
は 言 - 己 

， っ さ 
が れ 
著 て   
か る 
  
た ゥ 
0 フ   
が め 

、 戦 
さ い 
ら め 
に 戦 

、 死 
は 者 
っ セ 

き 五 
0 名   
て 年 

(118)@ 1 

い
 。
し
か
し
ワ
ッ
ト
 
や
べ
ル
 の
よ
う
に
孤
児
の
う
ち
若
い
 

女
性
の
み
を
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
と
す
る
の
に
は
 

疑
 問
 が
あ
る
。
女
の
孤
児
 



コーランに現われた 家族共同体 

 
 

 
 

た
ち
）
に
対
す
る
結
婚
の
規
定
を
、
ほ
と
ん
ど
無
視
し
 て
よ
い
こ
と
、
例
え
ば
、
四
人
以
上
の
妻
も
よ
い
し
、
 彼
 等
を
不
公
平
に
扱
っ
て
 

30 
  マ 

32  ホ   
33  ツ 

  
37  自 身 
40  の   
49  婚 
  @ こ 

51  関 
z し 

55  て ま ｜ Q 
49  コ   
Ⅰ 工 う   
Q の 
66  一 
  五 
1  @p も 
4 の 

） 多 
こ く 

% を 
を 割 
整 い 

理 て 
す 特 
る 男 U 

と な 
  規 

Ⅲ - 般設 定 を 

人 け 
（ て     

  

6@ イスラ お ・ 
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し
か
し
、
 

た
り
せ
ぬ
よ
 

お
ま
え
た
ち
 

妻
に
 
ナ
コ
 （
 
円
 

団
 が
出
来
上
 

り
の
あ
る
 社
 

矛
盾
す
る
が
 

住
を
奨
励
 し
 

結
婚
年
余
 

ら
れ
る
よ
う
 

い
少
女
が
 、
 

が
、
 伝
え
る
 

の
時
、
床
 亡
 コ

ー
ラ
ン
中
で
は
、
イ
 
ソ
ダ
 を
過
す
場
所
と
し
て
、
「
お
 ま
え
た
ち
男
の
方
に
置
い
て
や
れ
」
。
「
離
婚
し
た
後
も
 

追
い
出
し
 

会
 、
す
な
わ
ち
母
方
の
親
族
の
 力
 の
大
き
い
社
会
に
あ
 

 
 

す
で
に
結
婚
の
対
象
に
な
り
離
婚
し
た
り
さ
え
し
た
ら
 

故
に
、
父
系
制
確
立
と
併
行
し
て
父
方
居
住
の
傾
向
が
 

り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
、
母
系
集
団
の
名
残
り
が
、
 裏
 

う
 、
な
る
べ
く
な
ら
お
ま
え
た
ち
の
家
の
方
に
住
ま
わ
 

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ア
ー
 ィ
 シ
ャ
は
、
六
才
の
時
に
 マ
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
 

に
、
ア
 ㏄
 ゼ
リ
 
（
月
の
も
の
）
の
 よ
ぶ
ん
て
ひ
井
は
い
女
も
 

4
 

、
イ
 

に
 関
し
て
は
、
コ
ー
ラ
ン
に
は
、
何
ら
の
規
定
が
な
い
。
 

の
方
に
置
い
て
や
れ
 @
 …
、
と
あ
る
の
は
、
一
見
、
奇
 

の
目
リ
ぜ
 

リ
ガ
が
Ⅱ
の
 
オ
ユ
 ト
 
ト
 
Ⅰ
Ⅰ
 

ヲ
 
（
 
Ⅰ
 
目
ノ
ト
 

9
-
6
 
 

と
官
書
ロ
し
た
の
ち
や
は
り
、
 

返
し
に
な
っ
た
形
で
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
母
系
 

妙
 で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
の
母
系
集
団
に
お
い
て
 

し
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
 

宇
ロ
の
 u
 、
ロ
 
-
 切
目
方
 
ゴ
 

せ
て
や
る
よ
う
に
」
（
㏄
・
 
6
 ）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

で
て
来
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
も
、
こ
の
時
代
の
流
れ
に
 悼
 さ
し
 

ホ
 メ
ッ
ト
か
ら
結
婚
の
申
込
み
を
受
け
、
九
才
で
結
婚
し
 

っ
て
、
母
方
居
住
の
結
婚
は
、
父
方
の
親
族
の
力
を
の
ば
 

ッ
ダ
 を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
あ
る
例
か
ら
も
、
月
経
を
 

そ
の
集
団
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
 

一
般
に
非
常
に
早
婚
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
 

Q
 ㏄
 

 
 

離
婚
後
も
、
 

ゅ
 ～
Ⅱ
ム
ハ
 

け
ト
片
 

Ⅰ
 

。
父
系
 集
 

制
の
名
残
 

す
こ
と
と
 

一
八
才
 

ま
だ
み
 な
 

は
、
 夫
が
 

て
 父
方
 居
 

・
 4
 
 
に
 み
 

-
 
㏄
）
 

た
 。
の
ち
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
彼
の
妻
た
ち
に
家
を
各
々
 あ
 て
が
っ
て
や
り
、
自
分
は
、
そ
の
家
を
順
番
に
ま
わ
っ
 た
と
い
わ
れ
る
。
 

か
に
彼
女
の
住
居
の
方
で
な
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
 る
し
、
ア
ー
イ
シ
ャ
と
の
生
活
も
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
 彼
女
の
家
の
万
で
過
し
 

へ
 

  



 
 

せ
 

も
よ
い
。
㈲
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
妻
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 住
居
に
内
幕
（
 ゴ
ご
ゆ
す
 

）
（
 

1
 
7
 
 

）
 を
用
い
る
こ
と
。
㈲
 
マ
ホ
メ
ッ
 ト
の
 死
後
、
彼
の
妻
 た
 

ち
ま
 
@
 
 
再
婚
し
て
ま
な
ら
な
い
こ
と
。
 

１
（
 
2
 
@
 
 

）
 ㈹
姦
通
し
た
 て
ホ
 メ
ッ
ト
の
妻
は
二
倍
の
罪
を
き
せ
ら
れ
、
二
倍
の
刑
罰
を
 受
け
る
べ
き
こ
と
。
 

（
 
Q
 ㏄
・
 為
 f
 め
 、
 Q
 鵠
 ・
 皿
 ）
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。
 

こ
コ
 の
 u
.
&
 
の
 八
巻
に
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
と
婚
約
を
し
た
 が
結
 括
し
広
か
っ
た
者
、
結
婚
し
た
が
性
交
渉
を
も
た
 な
か
っ
た
 考
 ま
で
 含
 

め
て
彼
を
と
り
ま
く
 二
セ
 八
人
の
女
性
に
つ
い
て
（
も
 ち
ろ
ん
、
彼
の
親
族
な
ど
性
的
交
渉
の
対
象
で
な
か
っ
 ゎ
 @
 
者
も
含
め
て
）
一
人
一
 

人
の
伝
記
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
も
 う
 こ
れ
 以
上
の
女
は
御
法
度
で
あ
る
。
」
（
 
Q
 郎
 ・
 引
 !
 酩
 ）
 と
 自
戒
し
て
い
る
と
こ
ろ
 

も
あ
り
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
人
間
ら
し
さ
が
如
実
に
表
わ
 れ
て
い
る
面
で
も
あ
る
。
自
分
の
妻
に
対
し
て
の
み
は
、
 自
分
の
死
後
の
再
婚
を
 

禁
じ
た
り
、
姦
通
の
罪
は
 、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
の
妻
に
限
り
、
 二
倍
の
処
罰
に
処
す
な
ど
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
は
 
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
妻
 た
 

ち
は
、
お
お
か
た
の
女
へ
の
模
範
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
 か
ら
と
解
釈
す
る
の
が
、
一
般
の
タ
フ
シ
ー
ル
で
あ
る
が
 、
自
分
だ
け
は
、
妻
た
 

ち
を
不
公
平
に
扱
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
と
し
、
一
晩
 ず
 つ
 回
ら
ず
、
順
番
を
飛
び
こ
え
る
特
権
を
み
ず
か
ら
 許
 し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
 

考
え
る
と
模
範
意
識
よ
り
も
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
人
間
 臭
 さ
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
 

-
 
円
円
）
 

（
㌍
 
-
 

ワ
ッ
ト
な
ど
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
結
婚
は
 、
 全
て
政
治
 結
 婚
 で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
面
は
あ
っ
 た
 。
し
か
し
、
彼
の
 

結
婚
が
全
て
計
算
づ
く
の
冷
た
い
政
策
的
な
も
の
で
あ
 
た
と
は
舌
ロ
 
い
瑚
 
地
外
い
。
 

-
5
 

7
 
 

）
 む
し
ろ
、
彼
の
人
間
性
が
如
実
に
 出
て
い
る
と
み
る
方
が
 

真
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
ら
 、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
の
結
婚
に
関
す
る
規
定
、
ま
た
 彼
 の
 結
婚
生
活
は
現
代
の
西
欧
的
モ
ラ
ル
か
ら
す
れ
ば
 許
 さ
れ
る
べ
き
も
の
で
 

@
 ナ
し
力
 
当
時
、
さ
し
た
る
非
難
が
な
か
っ
 ）
た
の
は
 

-
6
 

7
 

社
 会
 全
体
と
し
て
結
婚
が
非
常
に
自
由
な
む
し
ろ
ル
ー
ス
 に
 近
い
雰
囲
気
の
中
で
 

ま
 こ
よ
Ⅰ
 
ゴ
 ）
 

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
当
時
 は
 、
四
人
以
上
、
十
人
の
妻
を
持
っ
て
い
て
も
非
難
さ
 れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
 

う
 。
四
人
以
上
の
女
は
禁
止
と
い
う
規
定
は
、
後
世
に
 な
っ
て
か
ら
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
、
当
時
は
 、
四
 と
い
う
数
字
に
明
確
な
 
  (120) 16 
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ィ は ス 
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村 @  こ っ 

会 と て 
と か コ 
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こ
の
こ
と
は
父
系
的
傾
向
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
過
渡
期
 

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

以
上
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
生
き
た
時
代
の
様
相
と
 

コ
 ー
 

か
な
り
断
定
的
解
釈
と
響
く
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
 

｜
ヒ
リ
 ー
 ヤ
 か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
移
行
 
期
を
 ア
ラ
ビ
 

続
 性
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 に

お
い
て
は
女
の
音
ギ
心
を
聞
か
ず
し
て
強
引
に
結
婚
し
よ
 
う
と
す
る
男
も
出
て
い
 

ラ
ン
と
の
か
ら
み
合
い
に
つ
い
て
、
結
婚
に
関
す
る
も
 の
の
み
考
察
し
て
来
た
。
 

な
い
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
に
お
け
る
母
系
 制
 社
会
の
存
在
お
よ
び
ジ
ャ
 

ァ
 語
原
史
料
に
よ
り
詳
細
に
分
析
し
証
明
す
る
作
業
の
 後
に
、
そ
の
作
業
と
の
 連
 

め
 、
病
中
は
、
ア
ー
 
ィ
 シ
ャ
の
家
に
い
た
い
が
同
意
し
 

て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
他
の
妻
た
ち
の
 

責
ギ
ゅ
 

を
た
ず
ね
て
 

い
る
。
ア
ー
イ
シ
ャ
が
（
 

7
 
9
 ）
 

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
女
の
意
志
に
反
し
た
結
婚
 

は
い
け
な
い
と
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
、
彼
女
の
父
ア
フ
ー
バ
ク
 

ル
 に
話
し
た
と
い
う
。
 

れ
は
後
世
の
宗
教
的
偽
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
例
で
 あ
る
。
 

母
系
 制
 時
代
の
強
い
母
権
の
名
残
り
を
も
っ
て
女
は
 プ
 -
 
ブ
 イ
ド
が
高
く
、
ム
ス
タ
リ
ク
討
伐
に
も
従
っ
た
 ア
 ー
 イ
 シ
ャ
の
如
く
戦
場
に
 

も
お
も
む
き
、
ま
た
好
き
な
男
性
と
通
じ
る
こ
と
も
 自
 由
 に
行
な
っ
た
。
結
婚
に
は
ジ
ャ
ー
ヒ
 リ
 ー
ヤ
時
代
か
ら
 ひ
き
続
き
、
依
然
と
し
 

て
 女
の
意
志
が
必
要
で
あ
っ
 た
 。
マ
（
 

8
 
ァ
 ）
 ホ
メ
ッ
ト
で
さ
え
、
 タ
 ン
 ム
 ，
ハ
ビ
ー
バ
 と
 結
婚
す
る
に
あ
た
り
、
ア
ビ
 シ
 エ
 ア
 へ
 わ
ざ
わ
ざ
手
紙
 

を
や
っ
て
彼
女
自
身
に
申
込
ん
で
い
る
。
ま
た
 で
ホ
メ
 ッ
ト
 は
死
期
が
近
づ
い
た
の
を
知
る
や
、
全
て
の
妻
を
 マ
 ィ
ム
 １
々
の
家
に
集
 

 
 

難
さ
れ
た
と
い
う
例
は
、
根
本
史
料
の
中
に
（
 少
 く
と
 も
 筆
者
の
み
た
限
り
に
お
い
て
）
唯
一
 つ
 見
出
さ
れ
る
の
 み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
 

意
味
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
男
も
女
も
次
々
に
 

相
手
を
か
え
て
い
る
例
は
非
常
に
多
い
が
四
人
以
上
の
妻
 

 
 

Q
 

  

  



注
 

1
8
 

（
 1
 ）
 
旧
曲
 （
（
・
 

ツ
ミ
 
っ
 %
 ヰ
幅
 
。
 ヨ
 0
 Ⅰ
 セ
 @
 ノ
ミ
ロ
 

ブ
ぃ
ヨ
 
日
の
由
㏄
（
 
ト
ミ
 
の
 n
c
a
,
 

。
 巨
 0
 三
目
 お
 ・
客
年
豆
 日
 2
%
 

二
三
の
ま
 目
 ・
 0
 臣
 。
田
は
ま
 

 
 

（
 2
 ）
の
 ヨ
ま
 す
・
 も
 く
・
 オ
っ
ヴ
 
の
「
打
っ
 

コ
 @
 ヌ
 ぎ
の
三
つ
安
目
㏄
「
 ヱ
ぃ
 
内
の
 ぎ
 
Ⅱ
ハ
ユ
 
ぜ
下
 （
 ぃ
ヴ
す
 
・
（
下
の
之
 

e
t
 

ア
の
 
ユ
ル
 
コ
ロ
 
の
・
）
の
む
の
 

 
 
 
 
 
 

（
 3
 ）
こ
う
い
っ
た
考
え
方
を
す
る
者
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
 

 
 

が
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
 

る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
Ⅰ
の
 4 セ
 ・
お
の
し
 
ヴ
 の
 コ
 （
 
円
串
 の
の
 濤
 ㍗
 -
 の
宙
宙
れ
き
 
Ⅱ
 
0
 音
㌃
 寸
ヨ
 ・
の
 ハ
ヨ
串
 三
的
 り
己
臣
ぎ
 0
 Ⅰ
の
 
ぎ
 Ⅱ
㌧
Ⅱ
 0
 ㏄
の
・
 

も
憲
ワ
っ
こ
、
 
目
ま
タ
ロ
の
 旨
 ハ
 %
.
 Ⅰ
 ア
 の
中
む
 拓
ぎ
コ
 @
0
 （
 ギ
由
 い
つ
つ
の
Ⅱ
 

鋒
い
 「
 
0
 （
 
す
い
コ
 
の
・
 之
 0
 名
 
べ
 o
r
k
-
 
ト
 の
の
 
つ
ワ
い
 ㏄
）
・
 
の
 @
 
す
ヴ
，
 
Ⅰ
・
 
下
 ・
 
オ
 

（
の
 
ア
 0
 Ⅱ
 田
 
0
 Ⅱ
 し
コ
 
。
㎏
 
ユ
 。
ロ
ハ
 
0
 色
 ざ
 。
 円
 Ⅰ
 
凹
い
ヨ
 
・
Ⅰ
 ゑ
 Ⅰ
の
 
コ
 。
 ト
 の
む
 
ゲ
 Ⅰ
・
 
ト
 ミ
 ・
 z
 ぎ
ゆ
オ
社
れ
 陰
 
0
 宇
 三
目
・
 下
 ・
 
オ
 ・
 目
 。
 田
 ヨ
ヨ
 ま
い
 田
の
 
ヨ
 ・
 レ
コ
 %
 ず
（
 
っ
 「
 T
 巴
 

の
申
 
「
 4
0
 
セ
 ・
 0
 Ⅹ
（
 
0
 「
 
オ
ロ
コ
ぎ
窯
 立
円
 
セ
 ㌧
「
の
の
の
）
の
 

肚
 0
.
 寸
ぃ
ト
 
）
 、
 な
ど
、
西
欧
の
権
威
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
も
、
家
族
に
関
し
 
て
は
、
 極
く
 安
易
 

に
 、
こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
。
 

（
 4
 ）
下
 す
由
と
 ，
 巾
 a
r
 
ど
目
 1
 寸
寸
 す
倒
三
 @
 ニ
 （
 
リ
ヴ
巴
 1
 レ
 的
プ
釧
コ
 

～
）
 甘
臼
 P
 些
 l
0
 

け
年
 

T
p
 

ト
 ㏄
 り
 ㏄
 由
 

（
 5
 ）
 
巴
，
 し
佳
 
オ
ゴ
ゆ
ユ
 
@
 の
ハ
ア
 
@
 
オ
 ・
 木
ぎ
ゆ
 
ヴ
土
 1
 才
 守
斜
す
 
・
 木
 @
 
（
 
曲
す
巴
 1
 ド
ド
 
扇
 Q
.
 不
 （
均
す
 
巴
 L
 三
色
 

a
.
 

メ
 ざ
 り
す
巴
 l
N
 
り
守
 p
%
 
（
 
，
巴
 l
Q
 
竹
玉
「
 
ダ
ト
い
印
 
㏄
 由
 

（
 6
 ）
）
 す
口
生
 l
 や
 （
 
巨
 Ⅱ
 
巴
 i
 本
村
 
ヨ
 ご
ホ
 巴
 l
 円
 り
 「
守
二
 つ
 三
の
・
 
巴
 １
 0
 ゅ
す
オ
 
の
・
 ト
 の
り
Ⅱ
 

（
 7
 ）
コ
ー
ラ
ン
が
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
第
三
 
代
 カ
リ
フ
の
ウ
ス
マ
ー
ン
（
在
位
の
か
 4
3
 

め
の
の
）
の
治
世
中
の
 

こ
と
で
本
質
的
に
は
、
 

こ
の
時
の
も
の
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
 マ
ホ
メ
 

の
時
代
を
知
る
唯
一
の
同
時
代
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
  
 

（
 8
 ）
 
邑
コ
 出
ず
す
 
ゅ
ヨ
 が
編
集
し
た
も
の
に
し
か
現
存
し
て
い
 な
い
。
）
 ヴ
 コ
 %
 ず
ダ
ゆ
ヨ
 
@
 住
 1
 の
 甘
い
凹
 1
 名
ハ
オ
ハ
ミ
 

ゼ
 p
.
 の
 マ
 三
の
 
い
 て
 0
 卸
す
 
オ
ぃ
 
。
 ト
つ
 
中
白
 

（
 9
 ）
Ⅰ
 す
コ
 の
 p
 、
 
d
@
 臼
 1
 円
か
す
り
曲
目
（
 

田
 1
%
 
臣
オ
 
「
 
a
.
 ㏄
 く
 0
 デ
 ・
 し
 ㏄
 セ
 「
 
巾
 （
・
Ⅰ
の
り
Ⅱ
 

@
 切
 ㏄
 

（
 托
 ）
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
転
写
法
は
次
の
方
法
に
よ
る
。
但
し
 
繍
、
ヨ
の
 
「
寸
口
㎡
 

い
 と
語
頭
の
ぎ
 ヨ
 N
p
 と
は
一
切
省
略
し
、
冠
詞
 は
 常
に
目
 ｜
と
 転
写
し
 

た
 。
 
、
 
-
 す
 ・
（
 
，
ま
 ・
 ナ
オ
 ・
 ガ
ゴ
 
・
 
&
,
 
Ⅰ
 ゴ
 ・
 グ
ダ
タ
 ㏄
 オ
 ・
 ゅ
 。
 &
.
 
ダ
ダ
・
・
的
 
す
 ・
（
・
 
出
，
オ
 
。
 -
.
 
ヨ
 ・
 コ
 ・
 ゴ
 ・
 ま
、
せ
 

（
Ⅱ
）
㏄
二
ォ
 
時
ユ
 ・
 パ
 @
 
繍
ヴ
目
 １
 %
 ぎ
曲
廿
 第
 7
 節
 

（
は
）
 ヨ
ご
 ，
第
 9
 節
 

（
㎎
）
客
臣
目
ガ
 ダ
 下
墨
の
呂
 目
毛
い
 
け
曲
目
 L
 ヨ
ゆ
ヨ
下
岡
二
 
%
 田
 l
 の
 ゅ
王
尽
 ，
 ト
の
 
㏄
Ⅱ
 
丁
 、
木
目
 ゅ
ヴ
巴
 l
 名
 ぎ
曲
ゴ
 第
 3
 節
 

（
 M
 ）
 
Q
4
.
 桟
 ?
 為
は
、
コ
ー
ラ
 
ソ
 第
 4
 章
羽
節
か
ら
㏄
 節
 
の
意
 、
以
下
、
こ
れ
に
準
ず
る
。
 

（
 巧
 ）
レ
ビ
 記
 
㎎
 、
 7
l
 ㎎
 節
 

（
㏄
）
 
マ
ホ
 ノ
ッ
ト
自
身
も
 ヌ
ゴ
 村
上
ヨ
 
い
 と
い
う
乳
母
に
育
て
 ら
れ
て
い
る
。
 

旨
 ど
井
 ゆ
め
 気
候
を
さ
け
て
、
郊
外
の
里
の
方
 で
 乳
母
に
育
て
ら
れ
る
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女
 
、
後
者
を
家
族
の
者
と
訳
し
て
い
る
 

0
 ミ
リ
（
（
は
、
前
者
を
 

ヨ
年
 

倦
め
 

下
痒
と
 

解
釈
し
、
後
者
を
そ
の
女
の
部
族
の
者
と
解
 

し
て
い
 

（
 
恭
 
）
右
手
で
契
約
書
に
署
名
し
奴
隷
を
や
と
っ
た
こ
と
か
ら
 

右
手
で
所
有
す
る
も
の
と
い
う
の
は
奴
隷
の
こ
と
を
さ
す
よ
う
 

に
な
っ
た
。
 

（
 
釣
 
）
起
立
 

甘
す
ゅ
ユ
 

。
 
杢
 
（
 
ぎ
 ド
ア
 

Z
 
弄
り
 

ヴ
第
初
 

l
 
為
筋
で
っ
・
の
 

ム
 
 
 

（
㏄
）
・
詳
し
く
は
、
片
倉
前
掲
論
文
。
 

（
 
皿
 
）
 円
曲
ヴ
 

㏄
ス
ト
ア
 

ド
 
の
の
 

韻
ド
 

ヰ
ダ
 

ワ
 
の
㏄
 

耳
 

（
㏄
）
 

注
 
朽
を
参
照
 

（
㏄
）
 

Q
 
㏄
・
㏄
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
信
者
の
方
で
身
を
捧
 

げ
る
 
女
 
」
と
い
う
の
は
、
 

ヨ
互
 

ま
ま
 

自
 
（
を
さ
す
も
の
と
考
え
 

ら
れ
る
し
、
）
 

す
コ
 

の
 
ぃ
ど
 

（
 
（
 
（
 

（
 
（
 
（
 

ト
 
0
 
9
 
3
3
 
0
0
 

7
 
3
 

3
 
つ
 
4
 
9
 

ミ
 
り
 
廿
 
リ
）
 

リ
 
）
 
し
 
）
 

）
 
）
 

 
 

 
 

（
 
即
 
）
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
敵
方
の
大
将
 

ま
の
 
E
*
 

）
 
ゆ
コ
 

の
妻
で
あ
 

っ
 
た
が
、
の
ち
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
側
に
つ
い
た
女
丈
夫
。
 

（
 
ぬ
 
）
Ⅱ
 

ヴ
コ
 

か
り
 

p
 
、
 
&
 
せ
日
 

・
の
。
 

つ
 
・
 
ト
い
 

の
 

（
 
蛇
 
）
Ⅰ
 

ヴ
コ
由
乙
甘
リ
 

ヨ
。
や
 

む
 
下
旬
 

（
 
蔀
 
）
 
し
 
-
-
 

ガ
ォ
ゅ
宙
 

，
 
杏
 
（
 
ぎ
 注
 
1
 
名
ォ
芸
集
目
 

節
 

(1 ぬ 0 20 



コーラン   に 現われた家族共同体 

（
 
丑
 ）
 旨
呂
舟
 
，
キ
ー
ヨ
 

偉
ま
笘
宙
づ
 
・
 
お
へ
 

（
 
乾
 ）
言
出
 庁
 ，
 
木
 Ⅰ
（
 

ゅ
ヴ
斗
 
山
主
君
 第
駐
節
 

（
㏄
）
実
際
上
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
。
 

（
 
村
 ）
井
筒
俊
彦
 コ
 コー
ラ
 ソ
ヒ
 上
中
下
（
岩
波
書
店
昭
和
 
㏄
 年
 ）
に
よ
る
。
し
占
 
-
 は
、
ぎ
 
0
-
p
 

（
の
（
陸
の
と
訳
し
て
い
る
。
 

（
 
肪
 ）
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
最
初
に
と
り
入
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
七
三
 

舶
 さ
や
め
、
 窩
ギ
ぃ
 を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
祈
り
の
方
向
に
 

定
め
た
。
こ
れ
は
、
 
そ
 

れ
 以
後
一
切
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
妥
協
は
し
な
い
と
い
う
決
意
を
は
 

っ
ま
巳
 

Ⅵ
 ノ
 
ヰ
介
し
た
Ⅰ
も
の
と
い
わ
れ
る
。
（
 

Q
 り
夕
 
・
）
㏄
の
）
 

（
㏄
）
男
性
 
形
 、
単
数
 宙
へ
 
複
数
形
が
が
 ロ
由
卸
 

（
女
性
 形
単
 拉
が
 宙
り
力
 

ま
、
何
故
 
形
が
木
レ
毛
 
目
ホ
 
づ
 

（
 
辞
 ）
井
筒
俊
彦
は
、
邪
宗
教
と
い
う
言
葉
で
 

殆
 ん
ど
全
部
を
 
訳
し
て
お
ら
れ
る
が
、
最
近
刊
の
甲
 

呂
 n
o
l
 

田
旧
 。
納
の
 
0
 由
の
の
 

其
の
ぎ
の
 

G
r
,
a
 

コ
害
 0
 コ
 
・
 

巨
 0
 
巴
 ・
 ト
 
の
つ
い
で
は
、
，
 

日
君
 
の
 
下
 
（
 
庁
デ
 （
 
オ
の
臼
 
（
の
 

c
 （
 っ
 
つ
で
。
四
宮
。
 

（
 已
仁
の
コ
ヨ
，
と
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
 
P
,
I
 

の
Ⅰ
）
 

21 (1 あ ) 

る
 。
 

（
㏄
）
例
え
ば
、
自
分
の
娘
や
息
子
の
結
婚
の
証
人
に
も
な
れ
 な
い
と
い
う
も
の
。
 

の
 年
は
、
こ
う
い
う
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

（
 
杓
 ）
 ヨ
目
と
 i
 
き
 目
の
一
番
の
長
老
で
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
最
も
 た
よ
り
に
し
て
い
た
者
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
死
後
、
第
 1
 代
カ
リ
 フ
 に
な
っ
た
 0
 も
し
、
 

こ
の
噂
で
マ
ホ
メ
ッ
ト
 と
下
 サ
ロ
 ロ
注
 Ⅰ
と
の
 成
情
 が
こ
じ
れ
る
 と
 、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
団
結
に
致
命
的
な
打
撃
に
な
っ
た
 
ろ
 う
と
 考
え
ら
れ
 

（
Ⅱ
）
 ナ
コ
 
の
目
の
第
工
の
実
力
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
が
 木
 在
ま
 ゑ
 部
族
の
指
導
者
で
あ
っ
た
デ
コ
 己
ヴ
曲
吋
 

早
で
あ
 づ
た
 0
 彼
は
表
面
上
は
 、
イ
 

ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
な
っ
た
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
 に
心
服
し
た
の
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
 カ
 イ
ス
カ
ー
部
族
 と
 同
盟
し
て
 
目
｜
 

審
 注
ぎ
 a
 の
政
界
に
重
ぎ
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
 た
偽
 イ
ス
ラ
 l
 ム
教
徒
の
こ
と
を
い
う
。
 

（
 
朽
 ）
 ヨ
 二
の
（
 

ヰ
 
コ
ガ
討
伐
の
帰
途
の
強
行
軍
で
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
 同
行
し
て
い
た
宴
曲
 協
汗
 
が
落
伍
し
、
遊
牧
民
の
若
い
 イ
ス
 ラ
ー
ム
教
徒
組
 安
ぎ
 

ダ
 
リ
 
ー
 
1
 ヨ
珪
 -
a
 
（
 
り
 
「
に
連
れ
ら
れ
て
 巴
 1
 
呂
注
 旨
 い
に
 帰
っ
て
 来
 た
 。
・
 か
 Ⅱ
の
す
い
と
こ
の
若
者
の
噂
は
、
 
巴
 1
 
目
 え
ぎ
ハ
 に
広
ま
り
 
姦
通
を
禁
止
 

し
て
い
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
対
す
る
良
い
攻
撃
材
料
に
な
っ
た
。
 最
初
に
こ
の
噌
を
立
て
た
も
の
が
目
コ
 己
廿
リ
 
セ
 ヒ
 で
あ
っ
た
 と
 い
 う
 。
 

（
㏄
）
 ま
コ
己
汗
吋
 
Ⅱ
の
こ
と
を
さ
す
。
 

（
 
仰
 ）
島
田
 襄
平
 、
 ヨ
 
預
言
者
マ
ホ
メ
ッ
ト
 L
 角
川
書
店
 
昭
 和
 ぬ
手
 
P
 お
か
 

（
 
毬
 ）
 い
 偉
 
マ
ゴ
ゆ
ユ
 

の
伝
え
る
 9
 才
で
マ
ホ
メ
ッ
ト
と
結
婚
し
た
 こ
と
、
目
口
許
珪
の
伝
え
る
彼
ら
の
結
婚
し
た
年
は
 

ゥ
 
S
 
年
 で
あ
る
こ
と
、
 日
 仁
一
 

の
 
（
 
い
 
㌦
 左
 討
伐
は
総
Ⅱ
 
年
、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
の
没
年
の
年
が
ゆ
㏄
 
吋
 年
 で
、
㏄
 オ
 で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
算
出
す
る
と
、
 マ
ホ
メ
 ッ
ト
と
 
・
 
レ
 せ
の
す
い
 

Ⅰ
 



（
⑱
）
マ
ホ
メ
ッ
ト
研
究
者
で
あ
り
医
者
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
 の

屡
占
幅
の
 
「
は
 、
 
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
こ
う
い
っ
た
一
貫
性
の
な
さ
 を
 指
摘
し
、
ま
た
 
コ
｜
 

 
 

 
 

ラ
ン
の
最
初
の
部
分
の
パ
リ
ヨ
 

ロ
的
 異
様
な
文
体
を
根
拠
に
 、
マ
 
ホ
 メ
ッ
ト
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
で
あ
る
と
い
う
診
断
を
下
し
て
い
  
 

（
 辮
 ）
 
再
 。
 審
臣
 タ
カ
。
 す
 （
・
 
ロ
 の
の
 罷
 5
 ま
の
コ
 
ン
 
の
 仁
 り
づ
の
 
コ
ヒ
コ
 
仁
田
 Ⅱ
 
ヴ
 の
お
 目
 （
 @
 
ヨ
 
0
 年
「
 
り
巴
ア
 
ト
人
 
w
 
る
ぃ
碍
 ，
こ
 0
 ㏄
に
よ
る
 
レ
 
Ⅰ
 、
束
 方

の
民
族
（
 0
 の
（
 
-
@
n
 

す
 め
 コ
 
%
 

 
 

き
ヨ
 の
Ⅱ
 
コ
 ）
の
多
数
に
と
っ
て
多
妻
は
周
知
の
慣
習
を
廃
止
す
 る
 理
由
・
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 

0
 
Ⅰ
（
 づ
 ・
Ⅱ
）
 

（
㏄
）
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
 も
寺
笘
ヨ
 せ
を
念
頭
に
 お
い
て
い
た
（
旧
約
聖
書
に
は
、
教
父
や
諸
王
の
歴
史
上
多
く
 の
つ
 日
せ
 幅
 八
日
ぜ
の
 実
 

側
 が
あ
る
が
、
ど
こ
に
も
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
非
難
が
な
い
）
。
 

の
臼
 や
目
・
 
"
 甘
 @
 
い
の
 ゴ
 笘
の
田
 
呂
 0
 す
り
 
由
 Ⅰ
 
目
 Ⅰ
の
し
 
い
 仁
の
缶
 e
 コ
ヒ
 

Ⅱ
 

二
 %
0
 
コ
 任
仁
ヨ
 
の
 ハ
 %
 内
的
の
目
 

0
 ヨ
ヨ
 l
 

の
ミ
汀
乙
盤
 ，
 ト
の
 
S
 
づ
ワ
 ㏄
 ミ
 ー
 ぎ
 ・
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
 ュ
片
 
ブ
ヤ
 教
 か
ら
何
を
摂
取
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
 教
の
側
か
ら
の
 
視
 

点
で
あ
り
、
多
分
に
西
欧
的
価
値
の
偏
重
が
み
ら
れ
る
。
の
田
の
 

も
ま
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
 球
与
油
 の
 日
 や
を
制
約
し
た
時
、
 

ユ
 ダ
 ヤ
の
 律
法
者
の
意
 

見
に
従
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

ぎ
 す
一
 パ
 0
 「
 銭
串
 キ
ヨ
 ぎ
 a
r
 
田
 し
抜
 n
o
 
目
 「
の
の
 

-
 ㏄
の
 
0
 ヱ
 っ
 コ
 Ⅰ
。
二
ロ
 

0
 コ
 ・
 ト
 つ
い
つ
 

（
㎝
）
出
ル
 ミ
 ハ
 %
 
一
 %
 ヨ
ミ
・
 N
 の
 毛
 せ
っ
 丹
 ・
 P
 の
 印
 ㏄
や
い
の
 

（
㏄
）
後
に
多
数
の
妻
を
も
っ
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
で
さ
え
、
 ヰ
吾
 り
の
頃
ま
で
は
 1
 人
の
妻
を
も
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
 
ち
、
ソ
 ミ
ぃ
オ
オ
ハ
で
は
、
 

ト
 甘
 い
目
 ち
の
み
、
 

目
こ
 尽
の
時
は
の
 ぃ
毛
寸
 Ⅰ
人
で
あ
る
 
0
 

（
㏄
）
二
日
出
 
オ
田
コ
に
よ
 る
。
 

（
㎝
）
 母
 な
し
児
は
、
、
 
下
甘
 ・
両
親
と
も
い
な
い
児
は
守
口
 ヨ
 
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
過
渡
期
に
お
い
て
は
、
強
者
が
全
て
奪
 い
 、
弱
者
に
は
 相
続
分
が
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
 0
 マ
ホ
メ
ッ
ト
の
亡
父
は
 
、
 何
ら
の
遺
産
を
も
ら
れ
 

な
か
っ
た
し
、
ま
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
も
相
続
で
ぎ
な
か
っ
た
。
 父
 系
制
 が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
は
お
こ
な
わ
れ
 得
  
 

（
㏄
）
 オ
 0
 す
め
 
「
（
の
 

、
逼
コ
 l
 お
 
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
㌧
 
三
 ド
窓
 ョ
せ
 
の
 生
口
 
毒
 を
み
と
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
起
る
 
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

私
は
そ
う
は
信
じ
な
い
り
多
分
極
め
て
高
い
教
養
の
水
準
を
も
 っ
た
 人
で
も
、
そ
れ
を
み
と
め
ま
た
は
、
認
め
よ
う
と
は
し
な
 か
 だ
ろ
う
、
 
目
ぃ
｜
 

-
 
鼠
ヨ
（
の
。
 
コ
の
ヰ
岸
 

由
ヰ
 
ざ
コ
 生
年
ず
（
 0
 Ⅰ
 
せ
 0
 （
 め
コ
 
の
 下
コ
ら
ト
 ・
 ロ
 ・
 
む
 S
 
は
、
 ㏄
世
紀
の
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
者
で
さ
え
も
、
例
え
ば
、
 子
 孫
 の
な
い
場
合
に
 

二
度
目
の
結
婚
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
言
及
 し
て
い
る
。
シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
 フ
｜
 自
身
も
、
そ
の
㏄
つ
つ
年
後
に
 
モ
ル
モ
ン
教
徒
が
 

不
自
然
な
 
ヨ
 0
 コ
お
 ト
ヨ
 Ⅱ
の
 姪
 桔
を
撤
廃
し
た
時
に
モ
ル
モ
ン
 教
を
称
揚
し
て
い
る
 0
 
 
由
江
 
毛
ぃ
日
へ
 っ
 コ
ヱ
ぃ
ユ
ヨ
ル
 
コ
コ
の
 
コ
 無
意
 識
 の
替
字
 L
 の
中
 

で
 男
性
の
自
然
の
本
能
は
一
犬
多
妻
的
で
あ
り
、
女
性
の
そ
れ
 は
そ
れ
に
反
し
一
夫
一
妻
的
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
し
。
 

（
 卸
 ）
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
は
西
欧
的
一
夫
一
妻
主
義
を
 
至
高
の
も
の
と
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
も
本
来
は
一
天
一
 妻
制
 で
あ
る
。
な
ぜ
な
 

 
 

ら
し
い
と
条
件
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
 は
、
 甚
だ
酸
味
な
 



コーランに現われた 家族共同体 
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Ⅰ
 

（
 
花
 ）
一
夫
一
婦
制
を
早
く
か
ら
採
用
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
か
ら
 

し
 、
死
期
が
近
づ
い
て
 
目
の
ア
 り
の
家
に
病
い
の
身
を
お
い
た
 

は
 、
非
難
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

の
も
死
後
の
彼
の
後
継
者
に
 レ
 サ
ロ
 
め
曲
 午
を
考
え
て
の
こ
と
 
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
乃
 ）
し
か
し
、
 

律
か
 、
真
実
白
帝
ぎ
を
愛
し
た
こ
と
は
 史
料
に
活
 き
活
 ぎ
と
 え
 が
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
、
か
ち
 
オ
レ
自
身
も
、
彼
女
が
 

2
4
 

マ
ホ
メ
ッ
ト
の
妻
た
ち
の
う
ち
、
唯
一
の
処
女
 妻
 
（
 
庄
年
 ）
で
 あ
っ
た
と
誇
り
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
愛
情
の
深
か
っ
た
こ
と
を
 自
 ら
 伝
え
て
い
る
。
 

均
 

 
 

（
 
行
 ）
 刃
ぃ
 
ミ
ロ
 
自
コ
が
 イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
な
っ
た
時
、
彼
は
十
 人
の
妻
を
も
っ
て
い
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
四
人
を
避
ん
で
、
 他
 か
ら
は
遠
ざ
か
れ
、
 
と
 

い
っ
た
と
い
う
 

ぎ
 臣
子
が
あ
る
が
、
の
 0
 ミ
ぃ
ぎ
 目
も
指
摘
す
る
 
如
く
 、
 
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
規
定
が
如
何
に
社
会
に
顕
現
化
し
て
 い
っ
た
か
を
誇
張
 

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
疑
い
が
濃
い
。
 

ホ
 
%
 ）
女
の
意
志
の
必
要
だ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
の
 
@
&
 
日
 モ
づ
 F
 Ⅱ
Ⅱ
 
l
 の
い
に
井
井
 
し
 

（
 
鴇
 ）
い
目
 ゴ
ゅ
ユ
 
・
 ヌ
ぎ
ゆ
ヴ
曲
ア
之
ぎ
 
目
笑
 ト
っ
 
㏄
 柿
即
 



、 ジャ - タカと菩薩理念の 融合 

（
Ⅰ
）
拙
稿
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
 
と
ボ
サ
ツ
 
@
 特
に
バ
ー
ル
フ
ー
ト
 
彫
刻
に
お
け
る
 
｜
 
宗
教
研
究
一
六
七
号
、
三
八
 

!
 六
二
頁
。
 
 
 

始
 的
意
義
、
印
仏
所
九
の
 
一
 、
一
八
八
 
f
 一
九
一
頁
。
 

み
た
い
。
 

註
 

(129) 

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
点
が
文
献
上
か
ら
は
い
か
に
 跡
 づ
け
ら
れ
る
が
、
今
は
四
部
二
ヵ
ー
ヤ
四
阿
含
及
び
 諸
 佳
典
よ
り
検
討
し
て
 

（
 
1
 ）
 

の
一
 形
式
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
 

タ こ し あ 

Ⅰ
は
し
が
き
 

わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
菩
薩
思
想
の
起
源
及
び
そ
の
展
開
 

を
 解
明
す
る
一
手
続
き
と
し
て
、
現
在
入
手
し
得
る
最
古
 

の
 考
古
学
的
資
料
で
 

る
 バ
ー
ル
フ
ー
ト
彫
刻
に
現
わ
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
 

考
 察
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
が
菩
薩
理
念
と
融
合
す
 

る
 以
前
の
形
態
を
示
 

て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
「
仏
陀
（
即
ち
 

圭
 
ロ
薩
 
）
の
前
生
物
語
」
と
定
義
す
る
こ
と
は
発
生
史
的
に
 

舌
口
っ
て
疑
問
で
あ
る
 

と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
九
分
数
十
二
部
経
中
の
「
 

ジ
 ャ
 ー
タ
カ
」
に
対
す
る
諸
経
論
の
註
釈
と
の
新
た
な
照
合
 

に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ー
 

力
は
 本
来
的
に
は
、
過
去
に
受
け
た
と
こ
ろ
の
生
を
意
 

抹
 し
、
現
在
の
事
件
（
或
は
人
間
）
に
因
ん
で
過
去
の
事
 

を
 説
く
と
い
う
話
法
 

杉
本
卓
 
洲
 

ジ
ャ
ー
タ
カ
 と
菩
 薩
 理
念
 の 

融
合
 

り 

  

や
 



  

ウ
 

ら
は
九
分
 

散
 中
の
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
に
相
当
し
、
前
田
 

博
士
に
よ
れ
ば
「
現
在
 

事
 に
ち
な
ん
で
過
去
事
を
説
く
 

、
 諸天
・
人
間
・
動
物
等
 

の
 生
を
経
た
、
仏
陀
前
生
の
菩
薩
修
行
時
代
の
物
語
」
 

と
 定
義
さ
れ
、
そ
の
実
例
が
し
 

Z
.
 
卜
 し
か
 

?
P
 

お
 ・
 し 
z
 ロ
 ・
 
め
ひ
 

0
 
Ⅰ
 
。
 
の
町
 

拝
ン
 
下
名
 

目
 ・
 
か
切
 

?
 白
 
ナ
ン
 
ミ
 
Z
.
 
ロ
 ・
Ⅱ
 

み
 
?
 ㏄
 
び
 
・
 
レ
 
Z
.
 

Ⅱ
・
ト
ト
ト
ー
ト
ト
の
 

等
に
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
（
 

1
 
）
 

そ
こ
で
先
ず
論
を
進
め
る
順
序
と
し
て
、
こ
れ
ら
五
例
が
 

は
た
し
て
明
確
に
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
で
あ
り
、
「
仏
陀
 

前
生
の
菩
薩
修
行
時
 

 
 

 
 

と
 説
く
も
の
で
あ
る
。
 

註
 

（
 
1
 ）
 円
 ・
 
毛
 ・
オ
プ
 

セ
 
の
し
が
 

つ
乙
ど
 

め
ヒ
 

4
 
口
 
旺
 
二
）
 
コ
黛
ダ
 

Ⅰ
。
 

コ
巨
 

0
 
コ
，
 

）
 
の
 
）
 
づ
 
・
 
毛
 ・
）
 

賈
占
ま
 

・
前
田
博
 

丘
 
、
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
夫
 

研
究
、
三
八
三
 

@
 三
八
 

六
頁
。
 

Ⅰ
：
 

ノ
 

エ
む
之
 
・
Ⅱ
・
お
も
て
丈
の
，
木
目
釘
由
の
三
の
の
三
盆
 

（
 

こ
れ
は
、
刃
ロ
け
曲
 

巨
リ
コ
 

（
 
い
 
と
名
づ
く
バ
ラ
モ
ン
が
仏
に
犠
牲
 

祭
の
方
法
と
供
犠
の
品
物
を
聞
い
た
の
に
対
し
て
、
 

仏
 は
 、
昔
、
目
 

ひ
ゴ
倒
丘
 

甘
辞
 

と
 名
づ
く
王
が
、
祭
官
の
教
え
に
従
っ
て
動
物
を
犠
牲
 

に
す
る
こ
と
な
く
、
 

蛛
 、
油
、
生
酢
等
で
も
っ
て
犠
牲
 

祭
 を
な
し
た
こ
と
を
話
し
、
 

こ
の
話
は
長
阿
舎
（
天
一
、
九
八
 

b
 以
下
）
に
も
見
ら
れ
 

る
が
、
こ
こ
で
は
大
祀
を
な
し
た
刹
利
三
が
仏
の
前
生
 

と
さ
れ
、
そ
の
祭
祀
 

よ
り
も
僧
へ
の
供
養
乃
至
憲
明
を
具
足
し
閑
静
を
楽
し
 

む
こ
と
が
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
説
か
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
仏
の
前
生
な
る
も
の
の
行
為
は
 

低
級
 
祝
 さ
れ
、
経
の
主
旨
は
仏
の
修
行
を
説
く
こ
と
に
 

あ
る
の
で
は
な
く
、
 

 
 

 
 

古
く
は
四
 
%
 の
し
 曲
ヰ
ぎ
ダ
 
最
近
は
前
田
博
士
に
よ
っ
 て
 、
ニ
カ
ー
ヤ
中
に
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
存
在
す
る
こ
と
 が
 指
摘
さ
れ
、
そ
れ
（
 

 
  

 

ニ
 
、
四
部
ユ
カ
ー
ヤ
四
阿
舎
中
に
散
見
さ
れ
る
 
仏
の
前
生
 話
 



  

（
 
Ⅰ
）
 

l
 

と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
 

27 

ゲ
オ
せ
片
ぬ
 

）
の
オ
 

l
 
的
の
す
 

中
 （
㌧
・
 

せ
 O
 
㌃
 N
 
）
・
 

b
.
N
 

Ⅱ
の
・
 

h
O
-
N
 

㏄
㏄
 
ゅ
 。
 
?
N
N
A
p
.
 

）
等
で
は
ま
キ
日
 

的
 0
4
 
ぎ
 守
の
所
行
が
菩
薩
 の
 般
若
波
羅
蜜
円
満
の
実
例
 

  

 
 

れ
し
か
る
に
、
大
智
度
論
（
大
二
五
、
八
五
 b
 ）
 、
 大
毘
婆
沙
論
（
大
工
 
セ
 、
八
九
二
 b
 ）
、
乞
目
ぎ
の
 

ガ
 の
（
 
す
目
 

（
で
・
 

ト
 
の
り
，
の
 

オ
ゼ
 
の
の
 
1
 
ロ
 燵
 Ⅰ
の
す
の
 

｜
り
 

    菩薩理念 

公 に 
は も 
菩 同 
薩 様 
と ァよ 

年 物 
ば 語 

れ が 
て 見 
い ら 

な れ 
い る 
  が 

過 
去 
世 
物 ミ三三 

  
が 

往 「 
-tfc 

Ⅲ 四 日 

縁事 
」 
    
  
  
      
  

  
四 
  
  
五 
行 ） 

と一     
ロわ 

  
て 

  
る 

土と   
@% 
主 
  

の 融合 

と
あ
り
、
大
典
 尊
 
（
 
目
菩
ゆ
の
 
。
 ゑ
コ
 
宙
の
）
が
菩
薩
と
さ
れ
 
、
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
 

一
方
 呂
 ㏄
 ォ
 
w
4
%
 
甘
 
（
 
目
 ・
 P
 
巽
 ?
S
 さ
で
は
、
物
語
は
大
 公
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
仏
が
多
く
の
人
々
と
共
に
 出
家
し
た
の
は
今
日
 

の
み
で
な
い
と
し
て
語
ら
れ
、
最
後
に
そ
の
時
の
 バ
ラ
モ
 ン
の
 0
 つ
 ぎ
③
は
私
で
あ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
が
、
 
経
 名
は
の
 0
 つ
 ぎ
目
 せ
 a
 旧
 

㏄
す
が
 
幅
ゆ
せ
ゆ
日
 

0
 ㌧
 田
 Ⅱ
 
せ
 0
 
コ
Ⅰ
そ
り
の
の
の
㏄
 

も
つ
 
Ⅱ
の
名
目
オ
 

ト
ゆ
 
七
の
由
 ヰ
弓
 
㏄
 
き
 と
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
大
堅
固
 娑
 羅
門
縁
起
 経
 
（
 天
一
、
二
 O
 セ
 c
 以
下
）
 

動
物
犠
牲
の
 

し
か
も
こ
 

コ
 

Ⅱ
 

し
之
 ・
 

ロ
 

こ
れ
は
 ガ
 

政
を
施
し
、
 

ヨ
 ㏄
 的
 的
ひ
）
に
 

八
聖
道
こ
そ
 

こ
こ
で
も
 

と
こ
ろ
が
 

否
 、
更
に
は
犠
牲
祭
の
無
効
性
を
説
く
点
に
あ
る
。
 

の
話
は
し
 
沖
 
（
が
 

ヰ
 
㏄
（
（
 

ゴ
 
が
 
つ
 
の
中
弔
い
 

臣
 
卸
や
他
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
 

編
 藁
本
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

菩
薩
 -
 
時
 、
在
二
所
生
 

処
 -
 
総
明
多
智
。
諸
賢
 

当
 。
 
知
二
 
過
去
 久
遠
侍
 
ご
 

ン
ダ
ル
ヴ
ァ
の
 
下
甜
援
守
は
い
が
 

、
昔
、
 
ま
斗
囲
的
 

0
 
ま
 妻
と
 名
づ
く
バ
ラ
モ
ン
が
 

、
 力
の
 
由
 
仁
王
の
許
で
大
臣
 

と
し
て
 
善
 

後
に
王
の
許
可
を
得
て
多
く
の
人
々
と
共
に
出
家
し
 

、
四
 梵
 住
を
修
し
、
梵
天
と
 

伴
 な
る
 
道
 （
㏄
 

r
a
 

オ
ヨ
酊
 

0
 
才
が
 
総
 ゴ
 
が
 
つ
ゼ
 
の
 
目
ゅ
 

達
し
た
こ
と
を
話
す
と
、
仏
は
私
が
そ
の
時
の
口
監
的
㏄
 

宅
ぎ
 
守
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
彼
の
修
行
は
浬
業
に
 

導
 び
 か
ず
、
 

が
浬
葉
 
に
導
く
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

仏
の
前
生
な
る
 
目
斗
め
ゅ
 

o
v
 
ぎ
 鮭
の
行
為
は
低
級
 

祝
 さ
 れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ル
ノ
 
0
0
 

  

  

や
 



  

ク
 

 
 

大
智
度
論
（
大
二
五
、
二
六
一
 c
 、
三
四
 O
c
 
以
下
）
で
 は
 菩
薩
の
無
生
法
忍
を
説
明
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
、
 或
い
は
方
便
と
し
て
 

 
 

迦
葉
仏
を
悪
口
 致
皆
 し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
 る
 。
 目
臣
ぎ
宙
 u
D
p
 
ひ
ゴ
 ㏄
（
 ゃ
口
 ・
㎏
 
N
P
!
N
 
ド
の
 
）
に
よ
れ
ば
 菩
 薩
 な
る
 
q
0
 
（
 
ぢ
 巴
が
が
 

（
ー
）
 

が
 耳
目
 
コ
 p
,
 
（
の
の
か
の
。
Ⅱ
的
せ
 

い
 の
。
ガ
土
Ⅰ
 

t
o
 

ゆ
 り
，
ヴ
 
Ⅱ
甘
口
）
或
は
「
主
ロ
 薩
 阿
波
 陀
那
 Ⅰ
と
さ
れ
る
。
 

l
 
「
 ノ
 

Ⅱ
 
目
ニ
 ・
 ロ
 ・
 か
 白
１
旬
 
か
 ・
の
 ぽ
 ㏄
 ヱ
斤
ゅ
 
r
a
 
 

の
 屈
 ま
が
 

（
 

阿
難
が
世
尊
の
微
笑
せ
る
理
由
を
問
 う
 た
の
に
対
し
て
、
 
昔
、
の
 ゴ
 の
（
 
ロ
ガ
岡
 
（
が
と
名
づ
く
陶
工
が
友
達
の
）
 0
 （
 
ぢ
 田
 が
を
幾
度
も
誘
っ
 

て
木
 ㏄
 毬
 ㏄
で
㏄
仏
を
信
奉
さ
せ
、
出
家
の
気
持
ち
を
生
ぜ
 

し
め
た
こ
と
を
説
き
、
そ
の
時
の
）
 o
d
 
ち
 凹
が
が
仏
の
 
-
 
刊
生
 と
さ
れ
る
。
 

こ
の
話
は
ぴ
ア
プ
 
鱒
 ，
 雑
 阿
舎
、
別
訳
 雑
 阿
舎
（
 大
 二
 、
一
五
九
 c
 、
四
四
二
。
以
下
）
に
も
簡
潔
に
述
べ
 ら
れ
て
い
る
が
、
 
申
 

河
合
（
天
一
、
四
九
九
 a
 以
下
）
で
は
登
場
者
の
名
前
 が
の
ゴ
リ
 （
Ⅱ
 
ヰ
 a
r
a
 は
 難
提
波
羅
 、
 
q
0
 
（
 
ぢ
ゅ
 宙
は
優
多
羅
 と
な
っ
て
説
か
れ
て
い
 

る
 。
 

一
方
、
興
起
行
径
（
六
四
、
一
 
セ
二
 
。
以
下
）
で
は
「
 
苦
 何
 %
 綴
経
 」
と
題
さ
れ
て
、
仏
は
前
生
に
お
い
て
大
豊
 と
 名
づ
く
娑
羅
門
で
 

あ
っ
た
が
、
 
難
 提
婆
羅
の
幾
度
も
の
勧
め
に
も
か
か
わ
 ，
 
ら
ず
迦
葉
如
来
を
誹
議
 し
 信
奉
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
 

そ
の
理
由
に
よ
っ
て
 、
 

仏
は
出
家
後
六
年
間
も
苦
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 っ
 た
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
同
様
な
主
旨
は
根
 本
説
一
切
有
部
 律
 の
 薬
 

事
 
（
の
二
 
%
 ヰ
目
 け
 口
目
 
の
 c
r
 
る
 叶
の
・
の
 

宙
 ・
 す
ド
 ニ
・
 
し
仁
 （
（
・
 
づ
 0
 ）
 目
 ・
 宮
 ・
）
・
ロ
ワ
 

N
P
q
?
 

め
 Ⅰ
の
，
大
二
四
、
九
六
 b
 、
 コ
セ
 0
 ）
 串
 ・
 ロ
 ・
 燵
ゲ
 （
 
0
 ）
・
 
紺
 ・
 
!
 

o
p
 

。
）
及
び
 

破
僧
事
 
（
大
二
四
、
一
五
セ
 
a
 以
下
、
 
ワ
せ
 臼
 ・
 A
o
 

、
や
 

き
 。
 め
 
O
P
.
P
 

）
の
 

p
 。
 
?
 馬
 o
p
"
 

）
に
も
見
ら
れ
る
が
 、
こ
れ
は
 臼
岸
宙
 
Ⅰ
 プ
め
づ
｜
 

  
    

の
 ぃ
ム
 耳
宮
母
ぎ
 （
や
き
）
で
は
布
施
波
羅
蜜
 
行
 の
 例
 と
さ
れ
て
 
い
る
 

め 
註 ら 

れ 
る 

し 

  
も、 

注 
目 

す 
べ 
き 
  
と 
@ 
  
  
  
タ 

カ 

集 
成 
本 
の 

中 
@% 
収 
録 
さ 

れ 
て 
  
よ ヰん @ 
  
  

く Ⅰ 32) 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
あ
る
経
典
で
は
菩
薩
の
所
行
 を
 説
く
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
総
て
に
 共
 通
せ
ず
、
動
揺
が
認
 

 
  

 



ジャ - タカと菩薩理念の 融合 

 
 

説
か
れ
た
も
の
で
、
昔
、
目
籠
 

臼
囲
 
年
窯
 
笘
 と
名
づ
く
転
輪
 

聖
王
が
頭
上
に
白
髪
 

2
 

凹
目
戸
口
・
 ま
 2
%
.
 
呂
笘
ガ
ゴ
阿
宙
 0
4
 ㏄
の
三
村
 

 
 

屈
ぃ
コ
 
0
 三
 Z
 の
韻
の
・
 
ト
 
の
も
・
 
田
ト
 ㏄
 つ
 

(1 鍵 ) 

註
 （

Ⅰ
）
の
・
 
ロ
 ・
 
づ
あ
目
 
名
目
ロ
 
の
グ
つ
ア
 
の
し
の
き
 

e
s
 

（
 セ
ぎ
 p
 目
 p
 笘
コ
宙
 
（
 
す
の
 し
轄
ぎ
臣
ぎ
 
幅
の
目
㏄
 ヒ
 り
ヰ
三
 
%
 
二
 %
 コ
 ミ
ぺ
 
e
-
 
刃
 0
 
ヨ
タ
い
 の
 ロ
ウ
 
-
 ワ
ト
つ
 
の
・
 
下
 ・
 
0
.
 
い
 い
 臣
一
 

0
 こ
の
の
・
の
 

の
 Ⅰ
づ
曲
の
（
ざ
り
 

缶
り
 Ⅰ
 ぎ
ゅ
へ
 

の
 り
 
二
円
 
の
，
 
0
 い
 -
0
 
年
 （
 
円
 
p
-
 
ト
 
の
り
 
べ
，
 
つ
つ
 
㏄
 つ
 ㏄
も
 0
 び
 ・
平
川
 博
 上
、
律
蔵
の
研
究
、
四
 0
 
一
で
四
 0
 二
頁
 

（
 
2
 ）
過
去
仏
の
登
場
す
る
こ
と
が
や
せ
り
Ⅰ
 
目
コ
 
a
 の
 一
 特
徴
で
 あ
り
（
岩
本
博
士
、
仏
教
 拐
曲
 研
究
序
説
、
二
九
で
 三
 0
 頁
 ）
 、
 に
 T
r
 （
（
牛
ぃ
 
の
 主
要
 

な
 モ
チ
ー
フ
で
あ
る
（
前
田
博
士
、
前
掲
 書
 、
三
五
七
頁
）
 と
 言
わ
れ
る
。
 

（
 
3
 ）
 0
 三
の
 
コ
ヴ
 
の
お
も
こ
れ
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
で
は
な
い
と
言
っ
 て
い
る
。
 宙
 ・
 
0
 三
の
 
コ
す
 
の
 ぺ
ヨ
 の
Ⅰ
 
甘
年
 
@
 
め
コ
い
け
ぺ
の
 
e
s
c
 

ゴ
 ざ
す
 
監
 
Ⅰ
 
0
 
の
 す
仁
 
ロ
ロ
 
オ
デ
 
由
の
 
0
 
ゴ
 0
 
コ
 

ハ
 
3
-
 

（
 
2
 レ
 

ヌ
毛
 二
宮
 て
じ
 
と
し
て
引
用
さ
れ
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
は
な
 っ
て
い
な
い
。
 

ポ
 が
の
の
が
弓
が
仏
を
誹
議
し
た
の
は
、
彼
の
家
が
不
信
心
の
 

家
で
あ
り
梵
天
を
崇
拝
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
 る
 。
 

一
十
力
、
 

ワ
ミ
リ
ゴ
 

Ⅵ
 ぺ
 の
の
 
甘
卜
 （
Ⅱ
・
の
Ⅰ
Ⅱ
 

t
 び
 ㏄
切
り
に
お
い
て
は
、
「
 

如
来
の
前
世
に
関
す
る
法
話
（
 円
 u
d
 
オ
囲
 
m
p
 
（
 
拐
ゼ
 ひ
 で
口
 
（
 
せ
 
簿
コ
 
片
せ
囲
の
曲
の
笘
 

旧
セ
 
目
ガ
（
 

睡
 

口
下
 
a
r
 
ヨ
 鼻
翼
 ゴ
回
 
）
・
 
一
 と
し
て
、
仏
の
前
生
な
る
に
 0
 （
ち
岡
 

団
 が
の
 プ
韓
ヨ
 
甲
が
の
誘
い
に
不
承
不
承
従
っ
て
 
木
朕
 y
a
 
っ
が
 
仏
を
信
奉
 し
、
仏
 

の
 許
で
出
家
し
誓
願
を
起
し
、
授
記
を
受
け
た
こ
と
が
 説
 か
れ
て
い
る
が
、
彼
は
菩
薩
と
さ
れ
ず
、
最
後
の
 コ
ロ
 フ
ォ
ン
で
は
、
 、
 
）
Ⅱ
。
羊
一
 

Ⅰ
 目
簿
 
の
 
目
 （
 
r
p
 
セ
 の
の
ヨ
目
 

づ
厨
旧
 
・
と
あ
り
、
 ジ
セ
 ー
タ
カ
 と
 な
っ
て
い
な
い
。
 

し
か
る
に
、
同
じ
く
昌
生
 蒜
 v
a
 

の
旨
の
他
の
個
所
（
Ⅱ
 

㏄
の
の
 

!
 ㏄
㏄
の
）
に
は
、
）
 

セ
 0
 計
も
目
り
の
 

ゼ
 が
せ
 せ
 目
方
 

a
r
a
 

中
の
旧
・
 

と
 題
さ
れ
て
、
更
に
 

 
 

リ
ム
 
ぎ
ゆ
コ
ゅ
オ
ゅ
 

こ
 
す
ゆ
 
（
 
づ
 ・
も
の
）
 

-
 の
ガ
せ
 
の
の
，
で
 

ゅ
 Ⅱ
の
 
す
 の
ー
 
ガ
さ
拍
 ）
の
か
 

一
 
㎎
の
 
プ
 ～
（
 
吊
 
0
 プ
 リ
 は
㎏
㏄
 

"
z
 曲
 "
 
）
 ，
 し
 け
宙
宙
す
 

㏄
 づ
 が
ち
の
 
簿
 （
口
口
・
の
め
 

｜
 8
 ）
に
 よ
吃
り
 

、
 士
 
エ
ロ
 

薩
 な
る
 

）
 ゼ
 o
d
 
ぢ
目
寸
 （
）
 
0
 （
 
ぢ
目
 a
-
 
宙
 0
 口
 ，
す
の
村
名
 

0
 レ
レ
 が
 木
 叫
か
せ
が
で
 

曲
 官
ご
乙
の
で
 

p
,
 

由
 。
 ナ
の
 （
ロ
中
）
 

仏
 よ
り
授
記
を
受
け
た
こ
 と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
諸
仏
典
中
に
仏
の
業
報
 物
旺
 
眠
 菩
薩
の
過
去
仏
へ
の
誓
願
及
び
授
記
物
語
、
即
 ち
レ
セ
 が
山
岡
 

コ
の
 （
 
0
 ～
 

 
 

  

  

わ
 
Ⅴ
 



類
似
な
記
事
は
中
河
合
（
太
一
、
五
一
一
 c
 以
下
）
 
及
 び
増
 
一
河
合
（
六
二
、
八
 
0
 六
 。
以
下
）
に
も
見
ら
れ
る
  
 

一
方
、
目
が
 オ
ゴ
ゆ
 
年
の
 
づ
 ㏄
。
 
樹
 （
リ
ガ
リ
（
 

Z
0
.
 

の
 -H
.
 ）
の
 
づ
 Ⅰ
 、
 
P
 ひ
の
 
）
 で
は
、
仏
が
大
出
離
（
豆
餅
 ゅ
コ
 の
 
討
ガ
ぎ
 日
日
じ
を
な
し
 た
の
は
今
日
の
み
で
 

な
い
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
は
 目
 と
臼
ゅ
音
ミ
 曲
玉
の
み
の
話
で
安
き
王
に
は
言
及
せ
ず
 、
し
か
も
彼
は
転
輪
 聖
 

（
 
l
l
l
 

）
 

王
 と
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
右
の
富
之
・
の
 物
語
と
ソ
ー
ス
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
、
 ま
た
バ
ー
ル
フ
ー
ト
 彫
 

（
 
2
 ）
 

刻
止
め
 
、
 
目
 お
す
 曲
 
宙
の
丘
 瀋
 ）
 
w
d
p
 
ガ
 p
.
 も
こ
れ
に
対
応
す
 る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
目
 之
 ・
に
オ
リ
ジ
ン
を
 持
 つ
と
し
て
も
、
ジ
ャ
ー
 

タ
カ
化
す
る
た
め
に
多
く
の
改
変
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
 認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
富
之
・
の
ま
 芙
ゴ
目
 年
の
壷
の
田
 
蕾
 
そ
れ
自
体
が
そ
の
ま
 

 
 

し
か
る
に
、
根
本
有
部
 律
 の
 葉
事
 （
の
 宇
 目
お
，
 毛
 ・
 
ぃ
コ
 １
 ）
 硅
 -
 大
二
四
、
五
八
 b
 以
下
、
 

ワ
 せ
 %
,
 ミ
 -
 
ロ
 ・
お
の
 -
 
Ⅱ
 
ま
 ・
Ⅰ
㏄
㏄
 

曲
 @@
 
。
ト
 
㏄
の
す
 
い
 
）
 

で
は
、
 

目
単
叫
す
蕊
王
と
 
客
臣
王
の
話
が
別
々
に
 分
 か
れ
て
出
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
玉
の
所
行
が
仏
の
菩
提
 を
 求
め
る
た
め
の
行
為
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 

註
 （

 
1
 ）
 増
 
一
河
合
（
六
二
、
五
五
三
 

c
 ）
に
も
転
輪
聖
王
で
な
 い
 大
大
王
の
話
が
見
ら
れ
る
。
 

（
 
2
 ）
拙
稿
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
 
と
ボ
サ
ツ
 
、
宗
教
研
究
一
六
七
号
 、
 四
 0
 百
ペ
 
z
o
.
P
 

（
 
3
 ）
 0
 乙
の
 コ
す
 
の
お
に
よ
れ
ば
 
ン
 ミ
ド
 
マ
す
り
 

Ⅰ
の
 
つ
い
 の
こ
ま
 
ハ
 は
 ジ
 ャ
 ー
タ
カ
と
関
係
な
い
と
言
わ
れ
る
。
 

帥
 ・
 
0
 巨
谷
汀
お
 
、
 毛
 ・
。
 
用
 ・
の
・
 
ト
 
㏄
 
の
 

ノ
 
「
 

V
 
 臣
 Z
.
 い
 ・
ト
ド
 

ぃ
 
?
 ト
ト
 

N
.
 
 

再
緊
ゴ
ゅ
拝
囲
 
3
l
 

つ
の
的
的
の
 

（
 

世
尊
が
比
丘
 達
に
 、
昔
、
王
が
 六
ケ
月
 後
に
始
め
る
 戦
 闇
 の
た
め
に
車
匿
 に
 車
を
作
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
彼
は
六
 ケ
 月
 に
六
日
余
し
て
 
作
 

た
 。
そ
の
時
の
口
目
臼
 ゆ
繍
 せ
が
王
が
仏
の
前
生
で
あ
っ
 

た
が
、
こ
の
王
の
相
続
法
は
梵
天
界
に
導
く
の
み
で
あ
 り
 、
 浬
磐
に
 導
く
の
は
 

縫
 
)
 

 
 

八
聖
道
の
実
践
で
あ
る
と
説
く
。
 

を
見
た
ら
出
家
す
る
と
い
う
淀
を
定
め
、
そ
れ
が
八
万
四
 千
代
の
長
き
に
わ
た
っ
て
相
続
さ
れ
た
が
、
名
臣
 
王
 の
子
の
代
に
断
絶
し
 
0
 

 
 



ジ 。 一 タカと菩薩理念の 融合 

の
け
 
（
（
 

a
,
 
を
 説
い
た
。
」
と
し
て
、
話
が
極
め
て
簡
略
さ
れ
 

て
 述
べ
ら
れ
、
目
の
下
目
の
口
ロ
 

い
 
の
の
 

ゅ
コ
 
a
 
 
王
は
菩
薩
と
さ
れ
 

て
い
る
。
ま
た
根
本
有
 
3
 

念 
し と 
か は 
る 結 
に び 
  つ 

享与 

す のの 由 l 申 ， Ⅴ・ ん よ @ Ⅰ 

由り の ゅ O   
  
  
曲一 目 
１ド ド曲 

ガひ 

（ 

Z 。 
くウ 
く月 

Ⅱ 
むウ 

の Ⅰ 
  
の ㏄ 
こ ' Ⅰ ） 

で 

ま （ 

現 「 
在 
事 
」 

の 

と 
  
ろ 
¥c ． 

師 「 
は 

、目 
い す 
    
  
仁ム 

      
  
  
  

(135) 

ャ
 ー
タ
カ
」
の
形
式
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
菩
薩
の
修
行
と
 も
 関
係
な
い
。
し
か
も
ジ
ャ
ー
タ
カ
集
成
本
の
中
に
も
 収
録
さ
れ
て
 

註
 
（
Ⅰ
）
前
田
博
士
、
前
掲
 書
 、
三
八
 O
f
 
一
二
八
一
頁
参
照
。
 

以
上
が
前
田
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た
 諸
側
 で
あ
る
が
、
 
そ
 の
他
、
仏
の
前
生
を
語
る
も
の
と
し
て
は
次
の
如
き
も
の
 が
あ
げ
ら
 

ノ
 
Ⅰ
 

Ⅵ
Ⅱ
 し
 N
.
 ロ
 ・
Ⅰ
の
の
 

?
 ト
の
 
の
・
ミ
 リ
ア
囲
 
㏄
㌍
巨
が
お
 

笛
コ
 
の
の
 目
 ま
が
 
臣
 （
  
 

Ⅰ
 く
 

仏
が
 辺
地
な
る
 木
 u
 の
 ョ
コ
ゆ
 

（
曲
で
淫
薬
 に
 入
ら
ん
と
し
て
 い
る
の
を
阿
難
が
知
っ
て
 、
 仏
に
大
都
市
で
淫
薬
 に
 入
ら
 れ
た
ら
ど
 

め
た
の
に
対
し
、
仏
は
昔
こ
の
地
が
 木
 u
s
a
v
 
笘
 Ⅰ
 と
名
 
づ
く
都
で
目
 ド
プ
ゆ
簿
隼
 

が
の
の
 

リ
コ
 
㏄
と
名
づ
く
転
輪
聖
王
が
 善
政
を
施
し
 

所
で
あ
る
と
話
し
、
そ
の
宝
と
鼓
の
毘
 お
ビ
 る
玉
こ
そ
 自
分
で
あ
っ
た
と
し
、
 
絢
燗
 豪
勢
な
る
転
輪
聖
王
の
死
を
 什
物
 
W
 
五
 %
 っ
て
 一
 

無
常
を
阿
難
に
教
え
る
。
 

こ
の
物
語
は
長
岡
倉
（
太
一
、
二
一
 

b
 以
下
）
、
中
河
合
 
（
 同
 、
五
一
五
 b
 以
下
）
 、
 及
び
 諸
浬
磐
経
 中
に
も
見
ら
   

Ⅰ
 
@
 
け
ナ
 

よ
 
@
 
@
@
 

Ⅱ
。
 

Ⅴ
 

れ
よ
 う
 。
 

う
か
と
 勧
 

繁
栄
し
た
 

切
 諸
行
の
 

主
 ロ
 
北
は
肚
の
理
 

（
・
 

l
 ）
 

ヰ
リ
津
ゴ
目
 
）
 し
 「
結
合
（
の
の
 
日
 。
 
隼
ゴ
ゆ
コ
 
が
）
」
の
中
の
最
初
の
も
 の
が
欠
如
し
て
お
り
、
「
現
在
 
事
 」
に
因
ん
で
「
過
去
 事
 」
 を
 説
く
と
こ
ろ
の
「
 
ジ
 

り
あ
げ
た
の
で
、
王
は
あ
と
の
六
日
間
で
も
う
一
ム
 ロ
 の 車
を
作
る
よ
う
に
命
じ
た
。
さ
て
、
出
来
あ
が
っ
た
も
の
 は
 前
の
車
と
何
ら
相
違
 

が
 認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
理
由
を
問
う
と
、
 車
 匠
は
 そ
の
両
者
の
間
に
質
的
な
相
違
の
あ
る
こ
と
を
 教
 え
た
と
い
う
話
を
し
、
 

そ
の
時
の
車
匠
は
自
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
分
 は
 木
の
歪
（
 壷
 中
村
 
曲
 
）
、
欠
陥
（
 宙
 0
 の
曲
）
、
 
汚
荷
 
（
 
カ
 リ
の
 
目
 自
 ）
に
善
巧
で
あ
り
、
 

身
口
意
の
歪
、
欠
陥
、
 

汚
荷
 に
も
善
巧
で
あ
る
と
鋭
く
 も
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
は
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
根
本
的
な
構
成
と
い
わ
れ
る
 二
 成
分
、
即
ち
、
「
現
在
 
事
 
（
 
p
a
o
o
U
p
p
a
 

コ
コ
キ
づ
 
が
（
（
 

牙
 U
 ）
」
「
過
去
 
事
 
（
 
燵
 （
 
円
 
（
 
ギ
 

  

  

心 



  

O
 

（
 
1
 ）
干
潟
博
士
、
照
合
 
表
 、
九
 l
 一
 ① 頁
 。
 
申
 ミ
ド
 こ
 の
 
c
 
す
日
 
@
 
宙
 （
，
ロ
ド
の
 

ヲ
 自
ゆ
す
り
で
 

り
ヱ
つ
ぞ
 

セ
 
%
 ヰ
い
 
の
 
由
巨
が
 
・
し
の
Ⅰ
市
田
 

ト
つ
中
 

P
.
 

円
の
 

@
 目
 ・
の
の
・
の
 

つ
肚
 
1
 の
の
 
ト
 
・
。
 
ハ
 

｜
リ
 0
 日
 リ
 
ア
目
つ
い
 

ふ
ヰ
日
ヴ
曲
コ
い
 

l
 の
 
廷
 （
 
巨
コ
 （
 
い
 に
も
 旨
 い
下
り
の
 

仁
ヰ
 
い
の
の
 

当
り
王
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
（
 し
之
 ・
 目
 ・
甘
ア
 
崔
ご
 

仏
の
前
生
と
は
 

さ
れ
て
い
な
い
。
 

（
 
2
 ）
前
田
博
士
、
前
掲
善
二
三
五
六
 
@
 セ
ロ
・
。
 

Ⅰ
 ノ
 

Ⅶ
 
下
之
 ・
 
メ
 
H
 Ⅰ
㏄
の
㎏
と
㏄
の
の
 

（
 

こ
れ
は
世
尊
が
と
面
争
 ぢ
ぢ
血
田
 が
に
、
昔
、
長
考
（
 ぬ
 の
 
す
 a
 口
ゅ
 
（
～
）
に
し
て
ま
 輌
ヨ
い
 と
名
づ
く
バ
ラ
モ
ン
が
 大
布
施
を
な
し
た
こ
 

と
を
話
し
、
そ
の
時
の
せ
の
 宙
ヨ
ひ
 は
自
分
で
あ
っ
た
が
 、
そ
の
よ
う
な
大
布
施
よ
り
も
、
僧
の
た
め
に
精
舎
を
 建
立
す
る
こ
と
乃
至
慈
 

心
を
修
習
す
る
こ
と
が
よ
り
 大
 果
を
得
、
更
に
は
無
常
 相
 
ぬ
守
三
 り
の
 
ザ
 の
 
ゅ
ひ
力
卸
 

）
を
修
習
す
る
こ
と
が
最
大
の
果
報
 を
 受
け
る
と
説
く
も
 

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
前
世
に
お
け
る
仏
の
所
行
が
劣
等
 視
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
中
河
合
（
天
一
、
六
 セ
セ
 
a
 以
下
）
を
始
め
多
く
 

 
 

目
 の
の
・
 

つ
つ
窩
 ?
 の
の
・
 

大
二
四
、
五
 セ
 b
 、
ワ
づ
 0
 ）
・
 

自
 ・
 や
お
 0
,
 （
 
ニ
 ・
 ド
 
～
ら
ヴ
。
 

I
P
q
q
p
 

。
）
、
六
度
 

集
経
 
（
大
三
、
一
二
 a
 以
下
）
及
び
 菩
 薩
 本
縁
 経
 
（
 
同
 、
五
二
 

b
 以
下
）
等
で
は
菩
薩
の
菩
提
を
求
め
て
の
布
施
行
成
 い
は
布
施
波
羅
蜜
円
満
の
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 

%
 律
薬
事
 
（
の
 
目
 ・
 
ミ
お
 ・
 
毛
 ・
 
ミ
 ?
 の
の
・
大
二
四
、
五
七
 
a
 以
下
、
 ワ
せ
 0
 ）
・
 

住
 ・
 づ
 ・
 
P
 
㏄
 -
 め
目
 
・
 
ミ
さ
 。
 
!
 ま
 か
 
す
 。
）
 
之
 い
宙
 
ゆ
コ
の
村
の
拝
 

ゴ
卸
 
（
で
 
，
か
切
 

）
 ，
 

の
ガ
せ
 
の
の
 
l
 
つ
の
Ⅱ
の
 

ヴ
 の
 
l
 ガ
せ
 
円
柄
 
ヰ
 
0
 
か
 l
 ㏄
㏄
 
ゴ
 @
 （
 
円
 
0
 Ⅰ
 い
 
け
の
 
簿
 。
 
く
ド
 

l
 の
㏄
 

嚥
 ）
・
の
㏄
（
 

円
 
遥
宮
 審
村
の
 （
 
ロ
 ・
 
べ
の
 
）
等
で
は
、
仏
が
無
上
正
筆
 覚
を
得
る
た
め
に
布
施
 

或
い
は
布
施
波
羅
蜜
を
行
じ
た
時
の
話
と
さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
大
毘
婆
沙
論
（
大
工
 セ
 、
六
六
 

O
a
 

）
に
 

は
 、
十
二
部
経
中
の
「
木
裏
（
 目
 ア
サ
（
（
の
 

カ
 リ
）
」
の
実
例
と
 

し
て
有
香
華
（
 本
 由
武
 @
 

せ
 り
 
（
Ⅱ
）
の
正
善
 

見
 （
の
 
富
 ふ か
口
ゅ
 

）
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
 て
お
り
、
前
田
博
士
も
こ
れ
に
従
っ
て
当
該
の
し
 之
，
お
 
0
2
 ）
 
の
 
の
を
 
目
ぎ
ユ
 
3
 討
が
 

ハ
 
2
 ）
 

で
あ
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
 

註
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ヤ " -" 

こ
の
よ
う
に
同
一
物
語
が
種
々
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
 採
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

3
3
 

 
 

  タカ と 

  
  
と 

  
て 

  
  
K 
  

圭す 

る 

と 

考 - 

え，り 
  
る 

安 「 % 
駄 
名 - 
経 
（ 
目 
  
コ年 

す 
（ト ド 

㏄ ｜   

１ % 娃 

ト曲 ） 
」 

を あ 
  
て 

  
る @ 2   

( Ⅰ 37) 

報
 
ヴ
ァ
 ダ
 ー
ナ
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
順
 正
理
論
（
大
二
九
、
五
九
五
 a
 ）
で
は
、
十
二
部
経
由
 の
 
「
上
水
中
古
里
 

す
 （
Ⅰ
（
山
月
（
 

宙
 子
ハ
 

簿
 ）
」
 

 
 

      理念の融合 

タ 立 寸 の 有 
力 し一 條部 こすた 脱し目 目こ 

  
と 尊 が 

宙 

っ た 以 出、目 曲 つ｜は 

  
も 

ト Ⅰ 

  
（冨田 一 @ ま てを 

  
「 ヤ ）     
ア l に て 本 を と Ⅱ 

鵬
 

中
河
合
、
四
洲
 経
 
（
天
一
、
四
九
四
 b
f
 
四
九
六
 a
 ）
 

（
 一

方
、
大
智
度
論
（
 今
一
五
、
一
四
二
 

山
 

b
 以
下
、
二
一
 
0
 四
 c
 ）
に
お
い
て
は
、
「
菩
薩
本
生
 経
 」
と
し
て
草
薙
 摩
 菩
薩
の
檀
の
実
践
 と
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
所
行
が
讃
仰
さ
れ
て
お
 り
 、
ニ
カ
ー
 ヤ
 の
場
合
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
 

註
 （
 
1
 ）
干
潟
博
士
、
 ぽ
 ぶ
ロ
 
表
 、
一
 
0
 頁
 。
㌔
・
の
・
円
の
「
「
 

p
-
 

１
 
%
 の
ユ
ぎ
 
@
,
 
せ
り
鼠
ヨ
の
毒
宮
オ
 

ダ
 し
口
内
い
 

0
.
 

ト
 
の
り
の
・
 

づ
 0
3
0
 

ポ
Ⅰ
（
Ⅹ
・
 

憶
 い
 
の
 
n
.
 
い
 
-
 つ
 
つ
 ・
の
つ
つ
 

!
 
ウ
ト
ウ
 

  

  



  

  

自 

こ
れ
は
比
丘
 達
が
 善
行
梵
行
を
な
す
者
が
世
に
居
な
い
と
 話
し
て
い
た
の
を
仏
が
受
け
て
語
っ
た
も
の
で
、
昔
、
 阿
 薗
部
と
名
づ
く
 梵
 

志
の
長
者
が
出
家
し
て
弟
子
達
に
悪
念
の
修
習
、
荒
世
 法
を
説
き
、
命
終
し
て
み
な
天
界
に
生
れ
得
た
こ
と
を
 話
 し
 、
そ
の
時
の
阿
南
部
 

が
 仏
の
前
生
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
は
梵
行
を
究
 寛
し
 て
お
ら
ず
一
切
 苦
 を
も
脱
し
得
な
か
っ
た
が
、
今
如
来
と
 な
っ
て
梵
行
を
究
 寛
し
 

て
お
り
、
一
切
苦
を
脱
し
得
た
の
で
あ
る
と
説
く
も
の
で
 あ
る
。
 

こ
の
話
は
臣
 8
 オ
キ
樹
村
ガ
リ
（
 
之
 P
 
 
Ⅰ
の
 
9
 
 
ロ
・
の
 
0
 １
 0
 は
 
）
に
 要
約
さ
れ
た
形
で
説
か
れ
、
悪
念
の
修
習
を
な
し
た
 レ
 ～
 
曲
ガ
 
が
が
仏
の
前
生
 

と
さ
れ
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
 0
 部
分
の
文
章
 は
 削
除
さ
れ
て
い
る
。
 

Ⅱ
・
 

ノ
 

亡
 
X
 
 こ
こ
で
 増
一
 阿
含
経
に
散
見
さ
れ
る
前
生
話
に
つ
 い
て
 
一
 ミロ
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
 
仏
 以
外
の
者
 の
 前
生
 話
 を
も
含
め
 

（
 
Ⅰ
）
 

l
 

て
 二
十
の
前
生
 
話
 が
あ
る
が
、
前
述
し
た
二
、
三
の
も
の
 を
 除
い
て
総
て
の
 ニ
 カ
ー
ヤ
河
合
中
に
パ
ラ
レ
ル
を
 求
 め
 得
ら
れ
れ
も
の
で
、
 

起
源
の
新
し
さ
を
推
定
せ
し
め
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
形
 式
を
取
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
 我
自
 憶
二
 昔
日
 -
 
未
 。
武
二
仏
道
 -
 

ノ
セ
リ
 

修
二
菩
薩
 行
 -
 
由
 三
一
 
鵠
 -
 
故
自
投
臣
 命
根
 己
 
（
六
二
、
 セ
エ
 ハ
六
 c
 、
 落
 
六
一
六
 b
 ）
と
い
う
如
き
文
が
見
え
、
 

ジ
 セ
 ー
タ
カ
と
菩
薩
思
想
 

（
Ⅰ
 

@
 
）
 

の
 交
渉
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

更
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
過
去
 仏
 或
い
は
群
吏
仏
の
 授
 記
 物
語
が
九
話
も
存
在
し
て
い
る
。
中
で
も
 錠
光
 如
来
に
 よ
る
仏
の
前
生
な
る
 

超
術
 梵
志
へ
の
授
記
物
語
（
 同
 、
五
九
 セ
 b
!
 五
九
九
 b
 ）
は
授
記
 作
仏
 思
想
を
説
く
最
も
初
期
の
も
の
と
さ
 

菩
薩
観
念
の
考
 

（
 
4
 ）
 

出
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
、
或
い
は
大
乗
仏
教
の
興
起
 

注
目
に
価
す
る
。
 
し
 か

し
、
こ
の
物
語
の
図
 

コ
 

Ⅸ
中
河
合
、
阿
南
部
 経
 
（
 回
 、
六
八
二
 b
f
 

六
八
四
 c
 ）
 

/
@
 
く
 

註
 （

 
1
 ）
干
潟
博
士
、
照
合
 
表
 、
九
頁
。
 

（
 
2
 ）
前
田
博
士
、
前
掲
 書
 、
三
五
六
頁
。
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が
、
 次
の
よ
う
な
諸
点
が
指
摘
さ
れ
よ
 う
 。
 

 
 

 
 

先
ず
、
こ
れ
ら
の
 諸
側
 は
い
ず
れ
も
仏
の
前
生
が
説
か
 れ
て
い
て
も
明
確
に
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
 い
 。
後
期
の
仏
典
と
 
3
 

 
 

力
 

以
上
、
前
田
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
 」
の
五
例
と
、
そ
の
他
の
例
を
 ニ
 カ
ー
ヤ
 阿
 含
か
ら
 拾
 い
 
上
げ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
の
 

 
 

 
 
 
 

善 用 ョ 

(
$
.
r
c
,
@
@
@
 

。
 

っ
て
 

㏄
㏄
 l
 の
 A
.
 
せ
 

2 念の融合 

      註 7 @       5 4 3 2 1   
  

㏄ ミ トタ @ り 

い の 仏 に 四 一 

る 尺 、 教 つ 阿 八 

  
尚三 

      、 七 

  

  
館 お ㊧ 的て 

    
自縛 にコ ㌧ Ⅱ・ コ圭 ン -     

ほ
 西
紀
前
に
属
す
る
バ
ー
ル
フ
ー
ト
・
ザ
ー
ン
チ
ー
 

彫
 刻
 上
に
は
表
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
（
 

6
 ）
西
紀
後
ク
シ
ャ
ー
ナ
 
王
 %
 時
代
の
作
品
で
あ
る
 

マ
ト
ラ
ー
か
ら
一
例
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
は
 

十
セ
例
 以
上
 ，
 
-
 
も
も
の
 

妬
叫
ル
川
げ
ト
日
冗
 

，
ら
れ
、
（
 

8
 ）
成
立
の
新
し
さ
を
推
定
せ
し
め
 
る
 

（
 
7
 ）
 

  

  



 
 

 
 

（
 
公
り
 
）
 

経
典
自
体
内
容
が
冗
長
な
も
の
が
多
く
、
経
典
史
上
古
 層
 に
属
す
る
か
否
か
問
題
の
あ
る
点
も
少
な
く
な
い
。
 

し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
疑
問
は
、
も
し
も
こ
れ
，
 
ら
ニ
 カ
ー
ヤ
中
の
仏
の
前
生
物
語
が
総
て
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
 」
で
あ
り
得
た
の
な
 

ら
ば
、
同
じ
上
座
部
所
属
の
あ
の
膨
大
な
）
 瞠
 ド
ガ
 

a
t
 

（
 
オ
ゅ
 
v
a
 旧
も
詩
に
そ
の
ま
ま
ど
う
し
て
 収
 温
さ
れ
な
か
っ
た
 の
か
、
と
い
う
点
で
あ
 

る
 。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ニ
カ
ー
ヤ
及
び
 阿
 含
か
ら
「
ジ
ャ
ー
 タ
 力
 」
の
源
泉
を
求
め
る
こ
と
は
 困
雌
 で
あ
る
と
舌
口
わ
な
 
 
 

そ
こ
で
そ
の
間
の
事
情
を
次
に
律
文
献
か
ら
探
っ
て
 み
 -
@
 

十
八
 
Ⅰ
。
 

@
 Ⅴ
 

証
 （

 
1
 ）
の
 田
 ド
田
ら
 
汁
 お
り
（
 目
 ・
 
き
 ）
に
は
、
「
世
尊
は
五
百
の
ジ
ャ
 

 
 

ド
す
 
斜
 ロ
が
ヰ
鋤
コ
一
 

せ
い
 
l
 、
ワ
丹
ハ
｜
 

ア
 脚
の
㌍
 

宙
 ㏄
㏄
の
 

い
コ
 
@
 
せ
 ド
ー
，
 
ヲ
日
 
い
す
岡
の
 

0
 づ
 @
 
コ
年
Ⅰ
 

日
 ㏄
ー
・
 
ン
ミ
 
い
オ
下
 

W
 年
 の
 弓
 @
 
せ
い
の
 
ニ
年
 ㏄
を
説
い
て
自
分
及
び
他
人
の
過
去
を
説
ぎ
ボ
し
た
。
」
と
あ
 り
 、
こ
れ
る
四
経
 

が
 ジ
ャ
 l
 タ
カ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
如
く
で
 お
 る
 。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
卸
で
ぃ
年
 

目
ハ
も
 白
ま
れ
て
 

極
め
て
 唆
昧
 で
あ
 

（
 
4
 
せ
 
）
 

も
の
で
あ
り
、
考
古
学
的
に
も
そ
の
資
料
を
見
る
の
は
 西
紀
前
王
 0
 年
頃
作
成
の
甘
 g
g
a
 
ぜ
ゼ
 
a
p
e
t
a
 

（
 
二
 
Ⅰ
）
 

の
 
彫
刻
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た
、
 

タ
カ
 と
興
 
っ
て
動
物
が
全
然
登
場
せ
ず
、
民
話
的
性
格
 を
 有
し
て
い
な
い
。
こ
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
説
明
出
来
な
  
 

更
に
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
転
輪
聖
王
の
伝
説
と
結
 合
し
て
い
る
。
転
輪
聖
王
の
観
念
の
成
立
は
本
来
原
始
 仏
 教
 時
代
に
遡
り
得
ぬ
 

（
 
つ
 
Ⅰ
）
 

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
は
宇
井
博
士
や
千
 潟
 博
士
 が
 
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
最
古
の
資
料
と
見
た
バ
ー
ル
フ
ー
 ト
 彫
刻
上
の
ジ
ャ
ー
 

セ
 ー
タ
カ
或
は
菩
薩
の
修
行
を
説
く
も
の
と
し
て
採
用
さ
 れ
る
場
合
に
は
こ
の
個
所
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
 

  時 照 、   視 しこ、 （に アヴ させ 

、 こ ァ て 

過 れ ダ 始 
去 ら l め 
世 の ナ て 
切 物 、 そ 
語 語 或 の 
の を は い 
説 「 イ く 

か 菩 テ つ   
る の ヴ に 
主 ィ @ り 、 ジ、 
根 付 ッ か は 、 物 五 。 ロ タカ 

ィム 」 と カ、 
の と も ィヒ、 
修 解 成 さ 
行 す り れ 
で る 得 た 

は こ た 例 
な と も を 
く も の 見 
4 ム 困 も る 
教 難 あ に 
教 で る 過 
義 あ と ぎ 
或 る い な 

は 。 う い 
修 こ 具   

行 れ 合 し 
の ら に か 
優 の 極 も 

位 始 め ジ 
佳 ん て ャ 

な ど 浮 l 
説 は 動 タ   
点、 の で ィヒ 

に 前 あ さ 
あ 生 る T れ 

ナ - @ なる る。 も 

と 者 の 
こ の で 

ろ 行 も 
が 為 
ジ を 

同 
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ジャータカと 菩薩理念の融合 

平
川
博
士
は
、
ア
パ
 ダ
 ー
 ナ
 の
増
床
を
も
一
つ
の
証
左
 と
し
て
、
パ
ー
リ
御
手
四
分
律
 ル
 五
分
佳
士
 摩
詞
 僧
祇
 律
 上
士
調
律
上
根
本
有
 

部
律
 と
い
う
詩
律
の
の
手
 0
-
-
0
 

）
 
0
 ㏄
 ゼ
 を
発
表
さ
れ
た
。
（
Ⅰ
）
 

今
 わ
れ
わ
れ
は
、
一
応
こ
の
順
序
に
従
っ
て
 諸
律
 中
に
現
 わ
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
 

展
開
を
窺
っ
て
み
よ
う
。
 

註
 
（
 
1
 ）
平
川
博
士
、
前
掲
 
書
 、
四
 0
 二
 ?
 四
 0
 六
頁
。
し
か
 し
 干
潟
博
士
に
 よ
 れ
 ば
 、
一
・
五
分
 

律
 手
鼻
奈
那
 @
 僧
祇
 律
 Ⅰ
 四
 分
律
 @
 バ
ー
リ
律
も
十
 

神
化
」
の
順
序
と
さ
れ
（
干
潟
博
士
、
前
掲
Ⅱ
 、
三
ゼ
 /
 四
一
 、
円
二
 ?
 互
 0
 は
 Ⅱ
 
弓
 Ⅱ
 u
 ミ
ド
 
コ
コ
 
e
 「
に
よ
れ
ば
 紺
肚
目
卸
 
起
源
の
根
木
有
部
 

律
が
 億
も
古
く
・
他
の
律
は
 
ゼ
 目
の
脚
起
源
の
同
時
成
立
と
さ
 れ
る
（
Ⅱ
・
 
坤
臣
 羊
毛
 
ぃ
コ
コ
 

の
「
・
 

0
 丁
 ぃ
ぎ
 
・
 て
 や
 肚
つ
 
l
%
 
ト
 マ
 

l
 
「
 ノ
 

ェ
 

パ
ー
 り
律
 

（
 

こ
れ
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
的
構
成
を
有
 す
る
例
は
唯
一
つ
の
み
で
あ
る
（
 臣
ぴ
靱
 !
 ㌶
の
）
。
 

そ
れ
は
 
円
 ゴ
ロ
目
が
 
昌
 QW
 比
丘
尼
の
倉
 欲
 な
る
こ
と
に
 因
 ん
で
説
か
れ
た
話
で
、
前
生
に
お
い
て
彼
女
の
夫
で
あ
 っ
 た
も
の
が
死
後
 黄
 
37  (Ml) 

三
 、
諸
 律
 に
現
わ
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
 

る
 6
c
 

（
・
 

ロ
 ・
の
・
Ⅰ
ド
ミ
 

-
 の
 。
 ヨ
 0
0
 ヴ
 の
の
 
ペ
ペ
ハ
ま
 

0
 百
の
 Q
 コ
 （
 
ア
 の
り
 曲
守
オ
 
㏄
 ㏄
Ⅰ
 岸
 下
 り
ト
 の
 の
タ
 で
 ロ
 ・
い
 
さ
ト
再
 ：
の
し
 目
 （
（
・
 
円
 す
の
㏄
 仁
倖
倖
す
い
 

り
ヰ
 
Ⅰ
 可
ミ
 。
 ヰ
曲
 
0
 ぺ
 

0
 窪
 ヰ
け
「
 

鰍
ダ
ロ
っ
昏
コ
 -
 ）
 乙
 ～
・
 

Q
.
 

）
の
の
・
の
・
 

ロ
 ・
 
し
ク
 の
お
已
め
 

c
a
 

臣
 り
の
曲
コ
 
宙
 H
 
ヨ
で
 。
 ヘ
侍
 
八
二
り
の
っ
円
目
 

り
 @
 
ぃ
オ
ジ
 
の
 -
 い
い
 
丁
年
 笘
り
 
・
 ト
の
ひ
ゲ
つ
 
で
・
 
印
 む
 1
 旬
 べ
 

（
 2
 ）
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ
た
か
。
恐
ら
く
末
工
 
覚
者
時
代
の
仏
は
不
完
全
な
る
存
在
Ⅰ
あ
っ
た
と
い
う
仏
陀
 観
 に
基
 く
も
の
で
あ
ろ
 

ラ
 。
し
か
し
、
こ
こ
に
「
 未
離
欲
 染
の
頂
生
菩
薩
」
と
い
っ
た
 理
念
が
作
用
し
て
い
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
 

（
 3
 ）
宇
井
博
士
、
印
 
哲
 研
究
第
二
、
一
六
 O
H
 
。
干
潟
博
士
 、
本
生
 
経
 類
の
思
想
史
的
研
究
三
一
Ⅱ
。
 

（
 4
 ）
中
村
博
士
、
宗
教
と
社
会
倫
理
、
一
九
四
頁
。
平
川
 
博
 

 
 

（
 5
 ）
 
せ
 ・
の
・
 
ナ
の
 「
 
ぃ
ミ
リ
団
 
・
 0
 つ
 ，
 ユ
田
㌧
下
宮
ヒ
ロ
メ
・
Ⅱ
 
損
 ・
い
 
つ
ト
ゴ
 
 
 

（
 6
 ）
 
0
 田
 ハ
リ
・
の
 

，
つ
い
由
 

り
の
Ⅰ
㏄
 
円
絹
ま
 
e
 の
ぎ
 
目
 0
 ハ
レ
 
ぺ
罎
 ぎ
の
 っ
 Ⅱ
 目
 
W
 
宙
ヰ
 
宙
す
 
打
目
 ゲ
下
 -
 
プ
 
リ
 す
い
す
い
 

宙
 ・
 ト
 0
%
 
づ
 ・
 っ
て
 Ⅰ
つ
 
め
 ・
ト
 

P
4
.
 

ト
 Ⅱ
 の
 

（
 7
 ）
 
ハ
 ま
 9 手
の
お
は
こ
れ
ら
の
経
に
は
 侶
頚
が
 存
在
し
な
い
 

 
 

Ⅱ
 
的
 ・
の
で
・
 
り
ざ
 
・
ひ
の
・
Ⅰ
㏄
の
 

，
 

ト
つ
 
つ
 

  

  

  



  

  

 
 

五
つ
の
前
生
譚
が
存
す
る
が
、
右
に
み
た
 倫
羅
 難
陀
の
 そ
れ
の
他
に
提
婆
達
多
に
因
ん
だ
も
の
が
三
話
見
ら
れ
る
  
 

先
ず
、
舎
利
弗
が
提
婆
達
多
を
破
し
た
の
は
今
日
の
み
 で
は
な
い
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
、
舎
利
弗
の
前
生
な
 る
 

婆
達
 多
の
前
生
な
る
 賊
 師
を
射
殺
し
た
と
い
う
 語
 
（
天
一
 三
 、
九
一
 

O
a
 

）
が
あ
り
、
専
ら
舎
利
弗
と
提
婆
 
達
 多
に
 

て
お
り
、
仏
の
前
生
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
 根
 本
有
部
 律
破
僧
事
 
（
大
二
四
、
二
 O
 四
 b
 以
下
、
 

巾
 
せ
 o
P
 

ど
さ
 "
?
0
 
の
の
 
p
 。
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 

 
 

し
か
る
に
、
 

十
調
 律
（
大
二
三
、
二
六
六
 a
 以
下
）
で
 は
 、
 射
師
が
 仏
の
前
生
と
さ
れ
、
仏
も
登
場
す
る
話
に
な
  
 

こ
こ
で
も
「
現
在
 事
 」
及
び
「
過
去
裏
口
は
同
一
で
あ
る
 が
 
「
結
合
」
の
部
分
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
 

射
 師
の
弟
子
が
提
 

因
ん
だ
 話
 と
な
っ
 

A
N
 
。
 ロ
 ・
）
は
の
・
（
 

臼
 ・
 

て
い
る
。
 

コ
 

%
 
 

四
分
律
 

仁
 

て さ 話 て 
脇 こ れ し と い 四 

今
津
（
大
二
二
、
 
セ
三
セ
 
a
 ）
に
も
同
じ
主
旨
で
こ
の
 話
 が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
女
の
夫
の
白
鳥
は
、
比
丘
 厄
運
 に
 蒜
を
給
し
 

 
 

た
 国
主
と
結
合
さ
れ
る
。
し
か
し
根
本
有
部
 芯
馨
尼
毘
 奈
那
（
大
二
三
、
九
九
七
 b
 以
下
）
で
は
専
ら
 吐
羅
 難
陀
 芯
 窮
厄
 に
 因
ん
だ
 

さ
れ
、
夫
は
誰
と
も
結
合
さ
れ
な
い
。
 

 
 

か
る
に
、
の
 由
 せ
曲
中
セ
 
ゅ
ゴ
 
の
日
の
の
 
l
 樹
村
オ
リ
（
 
之
 o
.
P
 
の
 o
.
 
 

Ⅱ
・
 

か
 
村
 f
 か
つ
 
つ
 ）
に
お
い
て
は
夫
は
仏
の
前
生
と
さ
れ
、
仏
も
 登
場
す
る
話
に
化
 

て
い
る
。
し
か
し
主
人
公
は
あ
く
ま
で
円
す
田
村
 
ロ
の
 コ
ロ
Ⅱ
 
比
丘
尼
で
あ
る
こ
と
に
は
異
同
は
な
い
。
 

の
よ
う
に
、
 

諸
典
 に
お
い
て
「
現
在
 事
 」
及
び
「
過
去
 事
 」
の
両
部
は
総
て
に
共
通
す
る
が
、
「
結
合
」
の
部
分
 に
 主
人
公
を
除
い
 

役
の
間
に
相
違
が
あ
る
。
 

い で 金 
    の 

そ 白 
の ，鳥 
時 と 

の な 

貫 り 

欲 家 
な 族 
る @C 
妻 羽 
が 根 

  
註て 田 ・ 

ミヰと結合 ナ力Ⅱ し -@ 
  

  
こ の 

れ る 
は ま 
専 り 

ら そ   
玄 鳥 
の を 
前 捕 
生 え 
諾 て 
で 羽 

あ 毛 
つ る 

  
  
は き 
全 ぬ   
関 た 
係 と   
て う 

い も 

な め 
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も
の
で
あ
る
。
 

 
 

こ
れ
は
前
述
の
提
婆
達
多
の
前
生
話
の
例
で
は
、
単
に
仏
 

の
 前
生
も
登
場
す
る
話
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
と
相
違
 

し
 、
 明
ら
か
に
仏
の
前
 

ム
ロ
 生
訃
 と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
物
語
に
は
菩
薩
 

思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
、
王
に
対
し
て
説
か
れ
て
い
る
 

点
 特
徴
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 

兜
 
こ
の
話
は
他
の
諸
 

律
 に
見
ら
れ
ず
、
こ
の
四
分
律
 

独
 自
 の
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

弥
却
 （
Ⅱ
仏
の
前
生
）
の
誓
願
及
び
授
記
物
語
（
 

回
 、
 セ
 八
二
 a
f
 七
八
五
 c
 ）
が
 

%
 
 あ
る
。
こ
れ
は
世
尊
が
 

二
 賈
人
に
 
髪
 爪
を
与
え
た
 
時
 に
、
 彼
ら
は
こ
れ
を
供
養
す
る
の
に
何
の
証
験
が
あ
る
 

の
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
説
 

 
 

～
 
糖
供
司
蔑
爬
髪
 

～
 
首
ん
成
ヌ
 
無
上
道
Ⅱ
（
 

同
、
セ
 八
五
。
 

左
セ
 !
 八
行
）
。
」
と
結
ば
れ
の
 

Ⅰ
て
い
る
。
こ
れ
も
他
律
に
存
し
な
い
こ
の
 

律
 独
自
の
 も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

こ
の
よ
う
に
四
分
律
に
お
い
て
は
菩
薩
の
修
行
物
語
と
し
 

 
 

 
 

次
の
提
婆
達
多
が
仏
を
真
似
て
苦
悩
を
得
た
の
は
今
日
 の
み
で
な
い
と
し
て
語
ら
れ
る
小
家
（
Ⅱ
提
婆
達
多
）
が
 
大
家
（
Ⅱ
 仏
 ）
を
真
似
 

た
話
 
（
大
二
二
、
九
一
 
O
c
 ）
は
、
パ
ー
リ
 律
 
（
 目
 ・
 
き
 ）
）
 や
鼻
 奈
那
（
大
二
四
、
八
五
八
 c
 ）
で
は
単
に
教
訓
 的
な
寓
話
に
す
ぎ
ず
、
 

「
現
在
 事
 」
「
過
去
 事
 」
の
両
者
の
み
が
存
在
し
、
「
結
合
 
」
の
部
分
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
五
分
 律
 
（
太
一
一
一
一
、
一
エ
八
四
 

c
 ）
 

の
場
合
と
同
様
に
こ
こ
で
は
「
結
合
」
が
加
え
ら
れ
て
い
 る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
四
分
律
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
 慧
燈
 王
の
物
語
（
 回
 、
九
五
 O
b
z
 九
五
一
 c
 ）
で
あ
 ろ
う
。
こ
れ
は
世
尊
 

が
昔
 何
の
福
徳
を
作
し
た
が
故
に
彼
の
足
下
の
千
輻
輪
 相
 が
成
就
し
た
の
か
と
い
う
 摩
喝
 三
瓶
 砂
 の
 問
 い
に
対
し
 て
 説
か
れ
た
も
の
で
、
 

ぬ
去
 世
に
 慧
燈
と
 名
づ
く
王
が
人
々
に
十
善
を
行
ぜ
し
 め
て
い
た
が
、
帝
釈
天
が
彼
を
試
さ
ん
と
し
て
一
男
子
に
 変
じ
王
の
許
に
来
て
 、
 

「
 若
得
 。
 成
 Ⅰ
 就
 菩
薩
 -
 生
食
こ
具
 肉
 -
 
飲
 二
典
 
血
 -
 
乃
得
 。
 
行
 二
十
善
不
殺
生
乃
至
不
邪
見
 
-
 （
九
五
一
 
b
 左
六
 z
 セ
行
 ）
」
と
言
 う
 。
す
る
と
 

王
は
自
分
の
股
肉
を
割
き
、
器
に
血
を
盛
っ
て
与
え
、
 十
 善
を
行
ず
る
よ
う
に
勧
め
た
。
そ
し
て
そ
の
時
の
王
が
 自
分
で
あ
っ
た
と
結
ぶ
 

  

  

  



  

 
 

っ
 た
の
は
今
日
の
み
な
ら
ず
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
と
な
 っ
て
い
る
。
根
本
有
部
民
奈
 那
巻
 二
八
（
大
二
三
、
 セ
 セ
九
 b
 以
下
）
及
び
同
 

調
達
に
因
ん
だ
 話
 と
し
て
三
嶋
に
運
ば
れ
た
亀
が
空
中
 で
 口
を
開
け
た
た
め
に
 衛
 え
て
い
た
木
を
離
れ
て
地
に
落
 ち
て
死
ん
だ
 
話
 （
 同
、
 

一
六
五
。
以
下
）
が
あ
る
が
、
調
達
が
悪
口
の
故
に
大
昔
 を
 受
け
た
の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
説
か
れ
、
 亀
 が
 調
達
と
さ
れ
、
専
ら
 

彼
の
前
生
話
に
留
ま
っ
て
い
る
。
 

 
 

摩
詞
 僧
祇
 律
 
（
 同
 、
四
エ
八
二
 
b
 ）
で
は
、
物
語
は
「
 如
 寓
生
 経
 中
説
」
と
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
 

薩
遮
尼
挺
 子
が
 舌
 に
よ
っ
て
身
を
害
 

（
 
l
 
Ⅱ
）
 

尚
 、
バ
ー
ル
フ
ー
ト
の
 一
 彫
刻
に
、
こ
の
物
語
を
描
写
 し
た
も
の
が
あ
る
が
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
は
な
っ
て
 い
 @
.
@
@
 

Ⅰ
 
ん
 
す
 Ⅰ
。
 

@
 
Ⅴ
 

の
 独
断
な
る
挿
入
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
 話
は
摩
 詞
 僧
祇
 律
 
（
 
同
 、
ニ
セ
 セ
 b
 以
下
）
、
根
本
有
部
 毘
 奈
 那
 
（
大
 三
 

五
四
 C
 、
下
せ
 ヨ
 ・
 
お
 。
 づ
 ・
 
P
 
か
び
・
 
h
 
臼
 ・
 
ミ
 p
"
z
 
の
 u
 。
）
に
も
 

見
え
る
が
、
右
の
如
き
挿
入
夫
に
は
遭
遇
し
な
い
か
ら
で
 

あ
る
。
 

し
か
る
に
、
 組
ド
 
づ
田
 ド
ゅ
 
甘
い
 

@
%
 

村
オ
 ㏄
（
 之
 0
.
 

㏄
の
の
・
 

目
 ㏄
 ㏄
 め
｜
め
 
㏄
の
）
に
お
て
は
、
竜
王
日
省
 ぎ
 ㏄
 弔
皆
 ㏄
の
幾
度
 も
の
来
訪
で
 

戦
い
て
い
た
仙
人
に
、
竜
王
に
首
に
つ
い
て
い
る
マ
ニ
 珠
を
乞
う
よ
う
に
指
図
し
た
仙
人
の
兄
が
仏
の
前
生
と
さ
 ね
 、
「
結
合
」
 

が
 新
た
に
加
え
ら
れ
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
化
さ
れ
て
い
る
。
 し
 か
し
話
の
説
か
れ
る
主
旨
は
 、
 竜
で
さ
え
包
永
さ
れ
れ
 ば
そ
れ
を
惜
し
 

し
て
人
間
共
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ
る
と
い
う
教
訓
に
 あ
り
、
「
現
在
 事
 」
と
「
過
去
 事
 」
の
み
か
ら
構
成
さ
 れ
て
い
た
も
の
 

て
 、
本
来
的
に
は
仏
の
前
生
物
語
と
は
全
然
関
係
な
か
っ
 た
の
で
あ
る
。
 

一
二
、
 
Ⅰ
 
，
 

恐
怖
に
 

の
部
分
 

む
、
 ま
 

で
あ
っ
 

十
一
の
前
生
譚
が
散
見
さ
れ
る
。
 

先
ず
こ
の
中
で
パ
ー
 り
律
 
（
 
目
 ・
 P
 ㌫
）
四
分
律
（
六
二
一
 一
 
、
五
三
八
 c
 ）
で
は
単
に
比
丘
 達
 に
過
大
な
包
永
 を
諫
 め
る
た
め
に
語
ら
れ
 

た
 教
訓
的
説
話
に
す
ぎ
な
か
っ
た
竜
王
 %
 お
日
が
申
（
す
曲
 

（
摩
尼
 
挺
大
 ）
の
マ
三
珠
を
惜
し
む
話
の
中
に
 、
 改
め
て
 
「
結
合
」
の
部
分
を
加
 

 
 

え
ず
に
、
「
 
我
於
二
 爾
時
 -
 
行
 ニ
 菩
薩
道
 -
 （
大
二
二
、
一
一
 
二
 b セ
行
 ）
」
と
い
う
特
異
な
る
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
 
こ
れ
は
五
分
佳
作
者
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「
Ⅰ
 

Ⅲ
五
分
 律
 

Ⅰ
 
く
 

40 



 
 

 
 

ャ
 

（
Ⅰ
）
 
ン
 ・
の
ロ
ロ
 
コ
ぎ
 ㎎
 才
 ㏄
 ヨ
 ・
 0
 つ
 ・
 由
 （
・
り
寸
 円
の
メ
 Ⅰ
Ⅰ
・
 ト
 
高
田
博
士
、
前
掲
論
文
、
一
 

0
 九
頁
。
 

2
0
 

・
 お
 

 
 

 
 

（
 2
 ）
杣
川
 拙
佃
円
甘
 の
の
 

0
l
O
 

住
 -
 
の
 &
 
）
 里
 ㏄
 オ
ぃ
 
l
 の
の
㏄
 
コ
 の
の
隼
の
 ロ
 T
 （
の
 
串
 
ぎ
 

子
の
㏄
 0
 ミ
 イ の
曲
目
 
ゆ
 
%
 

ヨ
 コ
 の
の
・
 金
 貴
博
士
古
稀
記
念
 
印
度
 学
 仏
教
学
論
集
、
 

蔵
訳
 （
 
ワ
せ
 
o
P
.
 

お
 。
 
ロ
 ・
 
毬
 。
 
h
o
 

）
・
の
モ
ー
 

づ
モ
 
）
で
は
 
闇
陀
 （
 
彊
甲
罷
 ）
比
丘
の
言
葉
の
非
に
因
ん
だ
 

話
 と
な
っ
 
て
お
り
、
仏
陀
の
前
生
 

は
 関
係
し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
木
お
臼
の
で
 

a
l
 
団
団
 
紅
 （
 
之
 0
,
 
注
 8
 
 
口
・
コ
句
 

!
 ）
 
づ
 
0
 
）
で
は
、
こ
の
説
話
は
菩
 

薩
 な
る
 
法
 教
師
（
 
巨
 （
（
 

丁
 

注
ぎ
 ヨ
 日
 ゆ
 
コ
ロ
約
の
曲
宴
）
が
 

焼
舌
 な
る
王
を
諌
め
る
た
め
 

に
 語
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
亀
は
内
。
 

睡
 下
に
結
合
さ
 
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
の
亀
は
種
々
な
る
人
物
に
結
合
 

さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
的
に
は
軽
口
を
諫
め
る
た
め
の
 

教
 訓
話
で
あ
り
、
仏
の
 

前
生
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
の
な
か
っ
た
 

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

（
Ⅰ
 

レ
 
）
 

尚
 、
こ
の
説
話
に
基
い
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
 

彫
 列
が
、
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
ー
 

と
 マ
ト
ラ
ー
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
仏
の
前
生
 

話
 と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 

仏
 の
 前
生
な
る
 
矩
鵜
が
 
入
神
に
乞
う
て
火
を
消
し
て
も
ら
 

っ
た
話
（
 
回
 、
一
七
 

五
 。
以
下
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
菩
薩
思
想
の
影
響
も
 

全
然
認
め
ら
れ
ず
、
仏
の
行
為
を
讃
仰
す
る
よ
う
な
文
章
 

も
 存
し
な
い
。
し
か
る
 

 
 

に
 、
根
本
有
部
 
律
 の
楽
事
 
巻
 十
五
（
大
二
四
、
 

セ
二
 b
 ）
 で
は
「
菩
薩
 
在
二
 
不
定
家
 
-
 
虹
生
討
矩
身
り
 

知
工
 
椎
 本
生
 経
 中
店
 
説
 Ⅱ
」
と
あ
り
 

0
O
 

菩
薩
の
物
語
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
 

同
蔵
訳
 （
 
下
弓
 
0
 
）
 
ミ
ト
 

・
 
づ
 ・
 
N
P
o
 

。
 
h
 
臼
 ・
 
0
 
の
の
 

ヴ
 の
 
!
0
 
か
 
0
 
性
 ）
に
お
い
て
は
、
仏
が
 

無
上
正
等
覚
を
得
る
た
 

吾
一
種
の
業
報
物
語
で
あ
り
、
過
去
 

仏
毘
婆
戸
 
が
関
 
保
 し
て
お
り
、
 
ア
ヴ
ァ
ダ
 
ー
ナ
的
前
生
話
の
出
現
を
見
る
 

 
 

め
に
戦
や
高
群
を
火
の
恐
怖
か
ら
救
っ
た
の
で
あ
る
と
 

し
て
物
語
ら
れ
、
最
後
に
こ
れ
は
仏
の
菩
薩
 

行
 に
よ
る
 
衆
 生
 利
益
で
あ
る
と
結
ば
 

れ
て
お
り
、
こ
の
五
分
 

律
 の
も
の
と
は
格
段
の
相
違
が
 

あ
る
。
 

 
 

c
 ）
根
本
有
部
 
律
 の
 破
僧
 要
港
 
十
セ
 （
大
二
四
、
一
八
 

セ
 b
 以
下
）
及
び
同
 
蔵
訳
 

輔
 
（
㌧
・
 

ヰ
 0
 
）
・
 

か
 
N
.
 
 

ロ
 ・
 
ト
 
0
 
の
・
（
 

0
 
）
・
 

P
8
p
 

。
（
 

ト
ゅ
べ
ヴ
 

。
）
に
 
対
応
を
求
め
得
る
二
十
億
童
子
の
前
生
 

話
 （
大
二
二
、
一
（
 

3
 
四
五
 c
 以
下
）
が
あ
る
が
、
 

薩
 

 
 

 
 

タ
註
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さ
れ
た
が
、
パ
ー
 り
 の
し
 斡
オ
ヴ
ゴ
 

㏄
で
目
 
で
 で
す
が
 

l
%
 

繕
オ
簿
 （
 
之
 0
.
 
ト
 0
0
 

し
か
し
仙
人
で
あ
れ
 樹
神
 で
あ
れ
、
物
語
と
は
全
然
 関
 係
 な
い
も
 

目
 ・
㏄
㏄
㎏
 

!
 ㏄
 お
 ）
で
は
川
岸
に
住
ん
で
 い
 た
 樹
神
 が
主
 ロ
薩
 
と
さ
れ
る
。
 

の
で
あ
り
、
本
来
仏
の
登
場
す
る
話
で
は
な
か
っ
た
の
で
 あ
る
。
 

ね
 、
仏
の
前
生
に
関
係
な
い
話
が
「
 生
経
 」
と
題
さ
れ
 て
い
る
。
こ
の
話
は
、
 
十
 調
律
養
二
 
セ
 及
び
五
八
（
大
 三
 一
二
、
一
 

三
 。
以
下
）
、
根
本
有
部
 律
 0
9
%
 
あ
づ
 お
巨
 （
 
臼
鯨
ぎ
 
ダ
ミ
ド
コ
 

仁
の
 
-
n
 

ユ
 h
@
 

臣
の
 
ノ
 「
 
0
 ト
 
・
口
口
・
 

h
 。
 
p
 （
（
 
ダ
ロ
 b
 ：
 PO
N
@
 

。
 
P
O
 
の
）
 
、
 同
蔵
訳
 

や
 o
q
 
の
。
 
h
O
-
.
 

紐
弓
 !
 ゆ
の
 
可
 ）
に
も
載
っ
て
い
る
が
、
 

ウ
 パ
 ナ
ン
ダ
比
丘
の
前
生
で
あ
る
豹
が
 老
 比
丘
の
前
生
な
る
 猫
 の
 捕
 

た
 話
で
、
専
ら
 ウ
パ
 ナ
ン
ダ
比
丘
 と
老
 比
丘
の
前
生
 話
 と
な
っ
て
お
り
、
仏
の
前
生
は
登
場
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
  
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
説
話
は
バ
ー
ル
フ
ー
ト
彫
刻
上
に
も
 

・
 
C
 年
 リ
 
ュ
 リ
 吋
 
曲
ヰ
 
p
,
 と
題
さ
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
（
 

2
 ）
 

0
 図
 

う
 
4
 
廿
 
-
 

-
3
-
 

と
 魚
の
他
に
一
人
の
仙
人
が
登
場
し
て
お
り
、
 

呵
 。
 
ロ
の
ゴ
 
e
q
-
 
 

逸
見
博
士
、
 

O
0
0
 
（
～
）
 

ミ
 が
の
 
去
ミ
ゆ
 

@
-
5
 

～
～
）
ワ
 

）
等
に
よ
っ
て
 彼
 は
 菩
薩
 九

九
 
c
 、
四
三
 

（
下
せ
 三
 ・
 か
 P
.
 

え
た
魚
を
奪
っ
 

に
は
 豹
と
 二
瀬
 

で
あ
る
と
想
定
 

は
れ
て
い
る
。
 

九
話
 中
 仏
の
前
生
の
登
場
す
る
の
は
八
話
の
み
で
あ
る
。
 

い
 。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
そ
れ
ら
は
仏
の
前
生
 

 
 

た
と
え
ば
、
 
優
波
 難
陀
比
丘
が
 摩
詞
羅
 比
丘
を
欺
い
た
 ま

た
内
容
の
省
略
さ
れ
て
い
る
二
十
四
例
も
大
部
分
 

が
 説
か
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
本
生
 経
 」
 

の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
、
「
過
去
世
時
 雨
 万
国
 

ス
ル
 
訂
 

或
い
は
「
 生
経
 」
と
 呼
 

が
 仏
の
前
生
 話
 で
は
な
 

上
荷
二
無
垢
 

-
-
 
。
 キ
 

河
 ぺ
河
 中
 -
 

有
三
一
水
 瀬
ぺ
 
一
考
龍
人
 
傑
 二
者
 入
浅
 。
時
人
 ニ
深
 水
 -
 
者
捕
目
 信
一
鯉
魚
Ⅱ
 
如
 三
生
 経
 中
底
 説
づ
 
（
大
二
二
、
 
二
九
一
 c
 ）
」
と
記
さ
 

ここ W コ 

  
に 摩 
は 阿 
多 僧 
致 禄 
の 一 佳 
目 lJ 

生 
話 T 
が Ⅰ ） 

挿 
入 
さ 

  
て 
  
る 
  

  
陀 
の   

明主 

の 

き場 

  
よ 尤 @ 
  
も 
  
が 
大 
勢 
を 
占 
  

  
容 

のけ 半 

明 
せ 
る 

も 

の   
  
十 

つ
口
 
・
の
り
 

@
 の
の
・
）
・
㌧
 

ア
 ・
 
ゼ
っ
抽
匹
 
、
Ⅰ
 ハ
 の
 
り
 
三
つ
（
由
へ
の
隼
の
目
り
目
す
 

年
 
q
w
.
 
㌧
 ぎ
ざ
・
 ト
 
つ
の
 
0
.
 
弔
団
 t
o
 ポ
 Ⅹ
Ⅰ
 

c
.
 

臼
の
の
・
 
づ
 ・
リ
ト
の
へ
 

い
毛
 り
こ
、
 
7
 円
の
 
（
 
す
由
 
㍉
の
ワ
ミ
二
の
め
㌍
 

ヨ
 

の
り
（
 

弗
目
 
。
 
油
 
E
P
 せ
 い
ぺ
 
の
 コ
 
レ
ム
・
）
 
0
 の
の
。
㌧
 

り
 （
（
 
毛
 ・
つ
つ
・
Ⅰ
ド
 

l
 ト
㏄
 

（
 
3
 ）
平
川
博
士
、
前
掲
 書
 、
三
九
七
 ｜
 三
九
八
頁
参
照
。
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如
く
 、
 逆
で
あ
っ
て
、
ま
た
同
じ
昔
話
が
種
々
な
る
 

因
 縁
 で
、
即
ち
、
あ
る
場
合
に
は
専
ら
比
丘
に
因
ん
で
、
 

ま
 た
 他
の
場
合
に
は
仏
を
 

も
 登
場
せ
し
め
て
語
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
方
が
よ
り
 

妥
 当
 と
思
わ
れ
る
。
 

即
ち
、
難
陀
比
丘
が
天
女
に
惑
わ
さ
れ
て
梵
行
を
退
 

失
 し
た
の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
、
仙
人
と
 

鹿
 と
の
 間
 に
 生
れ
た
 鹿
斑
 仙
人
 

（
Ⅱ
難
陀
）
が
、
天
女
 
阿
藍
浮
に
 誘
惑
さ
れ
神
通
を
失
っ
 
た
話
 （
大
二
二
、
二
三
二
 

b
 以
下
）
、
海
砂
 
王
が
達
拭
 伽
 比
丘
の
袈
裟
を
着
て
 

い
る
の
を
見
て
彼
が
王
の
材
木
を
取
っ
た
に
も
か
か
わ
 

，
 
ら
ず
罰
し
な
か
っ
た
の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
、
 

大
牙
象
（
Ⅱ
 瓶
沙
 ）
 が
 

牙
を
取
り
に
来
た
猟
師
（
Ⅱ
 
達
鼠
伽
 ）
を
彼
が
袈
裟
を
 
着
て
い
た
の
で
危
害
を
加
え
ず
牙
を
裁
ら
せ
た
 
話
 （
 
同
 、
二
四
 

O
b
 

以
下
）
 

、
涜
 

衣
 者
が
傍
人
の
忠
告
を
信
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
あ
る
 

比
丘
か
ら
衣
を
取
ら
れ
た
の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
 

、
 三
 婆
羅
門
が
歩
行
中
 

二
瓶
 手
 が
争
っ
て
い
る
の
に
 
出
 遇
っ
た
が
、
浜
手
（
Ⅱ
 
取
 衣
の
比
丘
）
が
後
に
退
い
た
の
を
 
一
娑
 
羅
門
（
Ⅱ
 涜
衣
 者
 ）
が
自
分
に
尊
敬
の
 

意
を
示
し
た
も
の
と
受
け
と
り
、
他
の
婆
羅
門
（
Ⅱ
 

傍
 人
 ）
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
忠
告
を
意
に
介
せ
ず
突
き
倒
 

さ
れ
た
と
い
う
 
語
 （
 
回
 、
 

二
四
二
 a
 以
下
）
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
）
 

W
 
（
の
オ
注
（
 

オ
ゅ
 
せ
 ㏄
目
コ
 

が
コ
 
曲
に
レ
守
 
ヨ
す
 
目
の
岡
 

l
%
 

宮
方
が
（
 

之
 0
.
 

の
の
の
・
 

ぺ
 ・
 
ト
切
 
㏄
 
l
 Ⅰ
の
Ⅰ
）
・
 

0
 す
の
 
Ⅰ
宙
が
 

コ
ヰ
い
 

l
 

ム
 

硯
面
 宙
ガ
が
 
（
 
Z
0
.
 

の
）
 

か
 -
 
 
イ
 ・
 
0
 
の
と
 
卸
 
Ⅱ
）
。
 

O
p
 

日
 ヨ
 ㏄
の
 

w
d
p
 

ガ
 ギ
団
蕾
下
 （
 
Z
0
.
 

の
の
 

か
 ・
 目
 ・
 
餓
 ?
 ㌍
）
に
類
似
し
た
過
去
 出
物
語
と
し
て
見
ら
れ
る
 

輔
が
、
一
は
 元
の
妻
の
誘
惑
に
悩
め
る
 
一
 比
丘
に
因
ん
 だ
話
 と
さ
れ
、
天
女
 臣
団
ョ
す
 
目
の
目
に
惑
わ
さ
れ
た
 

打
 が
ぎ
偲
 仙
人
の
父
が
仏
の
前
 

%
 
 土
と
さ
れ
、
 ニ
は
一
 比
丘
尼
が
皆
の
前
で
笑
っ
た
り
 
拉
い
た
り
し
た
こ
と
に
因
ん
で
語
ら
れ
、
自
分
の
夫
な
 

る
 大
牙
象
に
愛
さ
れ
な
が
ら
 

 
 

め
も
再
生
後
王
妃
と
な
っ
て
猟
師
を
遣
わ
し
て
射
殺
し
Ⅰ
づ
く
出
家
行
者
が
獣
皮
を
着
て
お
っ
て
、
山
羊
が
 

彼
 

 
 

  

 
 

の
 か
ず
突
き
倒
さ
れ
た
の
は
今
日
の
み
で
な
い
と
し
て
 

壬
 
m
,
b
 

ね
 、
傍
で
忠
告
を
与
え
た
商
人
が
 
仏
 と
結
合
さ
れ
て
 
い
る
。
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Ⅰ
 
G
@
 

こ
と
さ
ら
に
作
り
変
え
て
弟
子
信
者
等
の
前
生
話
に
し
た
 と
 思
わ
れ
る
、
と
舌
口
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
実
情
 

は
、
 
前
か
ら
見
て
来
た
 

干
潟
博
士
は
、
僧
祇
 律
 中
に
「
 生
径
 」
と
が
い
な
が
ら
 仏
弟
子
信
者
の
前
生
 話
 が
存
在
す
る
の
は
、
仏
の
木
 主
談
 で
あ
っ
た
も
の
を
、
 

 
 

  

  

  



  

  

さ
て
、
前
述
し
た
如
く
 、
 仏
の
前
生
が
登
場
す
る
話
は
 八
例
存
す
る
が
、
そ
の
中
の
六
例
で
は
彼
は
脇
役
的
存
在
 で
あ
り
、
彼
の
前
生
 

 
 

が
 主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
専
ら
仏
の
前
生
 話
 と
な
っ
て
い
る
の
は
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
。
 

先
ず
一
は
、
世
尊
が
八
法
を
説
い
た
の
は
昔
に
も
あ
っ
 た
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
、
緒
太
（
Ⅱ
 

仏
 ）
及
び
 波
羅
 （
Ⅱ
阿
難
）
と
名
づ
く
 

兄
弟
の
鶏
 鵡
が
 王
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
が
、
大
臣
が
 禰
 喉
を
王
に
奉
上
し
た
と
こ
ろ
、
王
は
鴉
 鵡
を
瓜
 み
る
こ
 と
が
な
く
な
っ
た
。
 
そ
 

こ
で
波
羅
は
兄
に
森
に
帰
ろ
 う
と
 促
す
と
、
 
羅
大
は
 

「
 
m
.
 店
 、
 鞍
 
・
 誉
 、
 称
 
・
 機 、
苦
・
 楽
 
（
の
入
浜
）
 は
 皆
 非
常
の
法
な
り
。
」
と
 

説
い
て
な
ぐ
さ
め
、
 
橘
喉
が
 王
子
に
乱
暴
し
て
嫌
わ
れ
 た
の
を
機
に
 
、
 再
び
王
の
愛
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
 と
 い
う
話
で
あ
る
（
 回
 、
 

二
五
八
 b
 以
下
）
。
こ
こ
で
は
何
ら
仏
の
前
生
な
る
 

羅
大
 を
 称
え
る
と
こ
ろ
も
な
け
れ
ば
彼
を
菩
薩
と
も
呼
ん
で
  
 

し
か
る
に
、
木
目
㏄
 
す
回
 
す
 臣
 @
%
 綴
ガ
ひ
 （
 
之
 0
 ・
 
ひ
の
 
0
-
 
 

目
 ・
 
ゆ
 Ⅱ
 
@
@
 
ト
 
0
0
 

）
で
は
、
 

ロ
 0
%
 守
ヰ
 （
曲
が
布
施
や
尊
敬
を
得
な
く
 な
っ
た
こ
と
に
因
ん
 

で
 語
ら
れ
、
僧
祇
 律
 で
ほ
 誰
 と
も
結
合
さ
れ
な
か
っ
た
 輔
 喉
 が
し
 宅
ぎ
 a
t
 

（
の
と
さ
れ
、
 

鴨
鵡
の
 
㌧
 0
 け
 
（
 
ォ
ぢ
回
ぎ
 が
 阿
難
、
 
刃
ゅ
宙
甘
 

の
が
 

菩
薩
と
さ
れ
る
。
 

第
二
は
世
尊
が
 閤
陀
 比
丘
の
不
善
な
る
方
便
を
知
っ
て
 

 
 

、
 眼
 鼻
が
な
い
故
に
 

鏡
面
と
名
づ
け
ら
れ
た
 王
 
（
Ⅱ
 仏
 ）
が
、
宮
殿
に
彩
画
 し
ょ
う
と
し
た
時
に
、
大
臣
が
試
み
に
 禰
喉
 
（
Ⅱ
 閨
陀
 ）
 を
 画
師
に
し
た
て
た
の
 

父
を
菩
薩
で
あ
る
と
結
合
せ
し
め
る
必
然
性
は
何
ら
 存
 し
な
い
の
で
あ
る
。
 

-
7
 
）
 

尚
 、
以
上
の
三
話
は
バ
ー
ル
フ
ー
ト
彫
刻
上
に
も
表
出
 さ
れ
て
お
り
、
前
の
二
話
は
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
額
銘
 が
 与
え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
「
過
去
 事
 」
が
同
じ
内
容
を
も
っ
て
い
て
も
 

「
現
在
 事
 」
や
「
結
合
」
が
同
一
で
な
い
ひ
こ
れ
は
 同
じ
昔
物
語
が
種
々
 

 
 

 
 

の
 意
図
の
許
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
 、
そ
れ
ら
が
本
来
的
に
仏
の
前
生
、
或
は
菩
薩
の
登
場
 す
べ
き
物
語
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

の
が
、
後
に
改
作
さ
れ
、
他
の
目
的
で
採
用
さ
れ
た
と
い
 ぅ
 よ
 う
 に
は
解
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
菩
薩
を
登
場
せ
し
 め
た
話
の
方
が
逆
に
不
 
ひ
 

自
然
さ
を
呈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
の
天
女
に
誘
わ
 さ
れ
た
仙
人
の
話
は
 、
 専
ら
女
に
悩
め
る
比
丘
に
因
ん
だ
 も
の
で
あ
っ
て
 、
 彼
の
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ま柑四 
モ木 O 
し 有 a     
@ 茄 辻     
上 Ⅲ 比 
胡 も 丘   
Ⅰ． - 一 の   
      ぅ - 与 

  ソぐ   
八 二 に 

二 四 国 
三 、 ん 

b 二 だ 

） 七 前 
に 七 生 
当 b 詰 

 
 

僧
祇
 

往
 
に
は
菩
薩
の
語
が
幾
度
か
見
え
、
ま
た
菩
薩
 

像
 
に
つ
い
て
ユ
仏
 

し
 
舌
ロ
 

M
 
て
 
抹
 
さ
れ
て
お
 

-
8
 

Ⅱ
 
卜
 
ノ
 
）
菩
薩
理
念
の
発
展
し
て
 

、
 

い
た
時
代
的
背
景
が
 

 
 

 
 

 
 

目
 ・
 
遷
 ～
 
!
 ピ
 0
 ）
で
も
、
如
来
の
智
慧
を
称
讃
せ
る
話
と
 さ
れ
、
 専
ら
仏
を
讃
仰
す
る
形
を
と
り
、
僧
祇
 
律
 と
は
全
然
 趣
 き
を
異
に
し
て
 

（
 
O
-
.
 

）
の
 
6
b
"
2
%
o
p
"
 

）
に
は
、
物
語
の
内
容
も
大
分
相
違
 

 
 

③
が
種
々
な
る
問
題
を
 

解
決
し
、
布
施
を
行
じ
た
話
と
な
り
、
仏
の
菩
提
を
求
 め
て
の
修
行
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
の
リ
ヨ
リ
セ
 
田
 
c
a
 
口
 
巨
が
 
ユ
ゆ
片
ロ
 

ガ
 の
（
 

Z
0
.
 

は
の
～
。
 

を
見
破
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
（
 回
 、
二
七
九
 b
 以
下
）
 。
こ
こ
で
も
何
ら
菩
薩
思
想
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
  
 

し
か
る
に
、
根
本
有
部
 律
 の
喪
車
（
の
 ヱ
 ・
 目
お
 ・
 せ
 。
㌃
 目
 
又
 ・
）
・
 毛
 ・
 P
 に
 z
 ト
燵
 ・
大
二
四
、
五
九
 a
 以
下
、
㌧
 
ノ
ト
簗
 
・
 ト
 ）
・
 

p
.
 

Ⅰ
の
 

か
 

  

45@ W> 



  

 
 

 
 

人
を
殺
し
た
こ
と
に
因
ん
で
、
 

舎
利
弗
が
前
世
に
毒
蛇
で
あ
っ
 

先
ず
 最
 切
の
話
は
根
本
有
部
 

コ
仁
 
㏄
の
 
の
甘
曲
 
@
 樹
 （
 
ゅ
オ
ゅ
 （
 
之
 0
.
 
ゆ
づ
か
，
 

年
 9
 ㏄
 ミ
リ
 ）
に
因
ん
だ
 話
 と
さ
れ
 

さ
れ
、
話
の
中
の
傍
観
者
的
存
 

第
一
・
一
の
話
は
根
本
有
部
民
 
奈
 

 
 

父
の
頭
上
の
蚊
を
棒
で
打
ち
父
を
も
殺
し
た
子
の
話
（
 同
 、
四
三
八
 a
 ）
、
「
伝
説
二
本
生
因
縁
 二
 
と
し
て
 

（
 
2
-
 

た
話
 
（
 回
 、
四
六
四
 a
 ）
が
、
い
ず
れ
も
仏
の
前
生
と
 関
係
な
く
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

律
の
雑
事
（
大
二
四
、
三
四
 セ
 c
 以
下
、
下
せ
 0
 ）
・
 
駐
 ，
 づ
 ・
 P
 り
 ㏄
・
 h
 
臼
も
 0
 モ
 ?
 の
の
 
モ
 ）
及
び
の
亡
臣
 い
宙
プ
麓
 

!
 

目
 ・
 0
 ）
 o
 （
 N
N
 
肚
 ）
の
中
に
も
見
え
、
前
者
で
は
部
 
陀
夷
 
（
 
ヱ
 。
 す
簾
 1
%
 ）
 と
咀
鉢
羅
 
（
目
口
 
め
 -
p
 
日
ヰ
ゴ
ギ
 

、
 仏
の
前
生
は
関
係
し
て
い
な
い
が
、
後
考
で
は
女
性
 に
 不
為
な
こ
と
を
さ
れ
た
 一
 比
丘
に
因
ん
だ
 話
と
 

在
 な
る
帝
釈
天
が
仏
の
前
生
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
 

耶
 
（
大
二
三
、
六
六
八
 b
 以
下
、
押
 へ
臼
 ・
 A
N
-
 
ロ
 ・
 0
0
0
,
 

h
o
 

）
・
）
か
 

り
 ㌔
 !
 ト
 ㌫
 モ
 ）
及
び
ま
が
 総
オ
 ザ
宙
富
村
㏄
 

（
 
7
 ）
拙
稿
、
前
掲
論
文
五
三
、
四
九
頁
。
 オ
 0
 の
・
 
時
 ，
 P
 ド
 
高
田
 博
士
、
前
掲
論
文
一
 
0
 九
頁
。
 
オ
 0
.
 
笘
 

  

（
 
8
 ）
天
一
二
丁
三
六
三
 b
 
一
一
行
。
三
六
五
 b
 
一
一
一
行
、
四
 
九
八
 b
 庄
八
行
。
 

（
 
9
 ）
拙
稿
、
マ
ハ
ー
バ
ス
ツ
に
現
わ
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
 
つ
 い
て
、
印
仏
 
所
 十
一
の
 
ニ
 、
 六
 0
0
@
 

人
 0
 
三
頁
。
 

（
 托
 ）
「
高
本
生
 経
 」
（
 同
 、
三
六
五
 
b
 ュ
 c
 ）
 @ ゆ
い
 
酊
ヰ
ぃ
片
い
 
Ⅰ
 岡
巨
汀
 （
 呂
巨
 ・
 ヴ
い
 か
Ⅰ
 
，
け
か
 
の
Ⅹ
「
 亀
 下
生
 経
 」
 @
 木
 p
R
 ぎ
罵
士
 曲
侍
 
ハ
マ
 
ぃ
 へ
目
・
 
い
ヰ
ト
 

ー
 い
ト
り
 
）
 

「
坐
睡
」
 @
 刃
創
 
す
 年
下
 す
す
 
p
&
 
（
 
い
 の
）
 
麓
 ㌧
 口
 「
 
つ
 い
せ
 
0
 幅
い
 （
 目
 ・
 ド
蕊
 １
 
%
S
 
 
 

)
 
「
 ノ
 

V
 

十
 
調
律
 

@
 
「
 」
 

 
 

先
述
の
如
く
、
僧
祇
 律
 に
お
い
て
仏
の
前
生
 詣
 で
な
い
 も
の
も
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
（
 生
経
 或
は
本
生
 経
 ）
と
呼
ば
 れ
て
い
る
事
実
が
認
 

め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
平
川
博
士
は
僧
祇
 律
 が
 九
分
教
を
取
っ
て
十
二
部
経
を
取
ら
な
い
の
で
、
ア
パ
 ダ
 ー
 ナ
 が
ジ
ャ
ー
タ
カ
 

（
 
l
l
 
）
 

に
 含
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
 、
こ
の
見
解
は
十
二
部
経
を
立
て
る
説
一
切
有
部
所
伝
 の
 律
で
あ
る
 十
調
 律
 を
 

見
る
時
矛
盾
に
当
面
す
る
。
 

 
 

即
ち
、
「
如
 こ
守
牧
娑
 
羅
門
 婦
 本
生
経
伝
説
 -
 」
と
し
て
 抜
 難
陀
釈
子
の
非
行
に
因
ん
で
、
彼
が
前
世
に
守
 
牧
婆
 羅
門
の
婦
で
あ
っ
た
 

ケ
リ
 
0
0
 
ヲ
 

が
、
 
夫
を
殺
し
て
 賊
 と
一
緒
に
な
っ
た
が
賊
に
も
捨
て
 ，
 
ら
れ
た
 話
尖
 二
三
、
二
四
五
 
c
 ）
 、
 コ
記
二
本
生
 
ニ
と
し
 て
あ
る
比
丘
が
 
禿
 染
衣
 

(150) 4e 



ジャータカと 菩薩理念 の 融合 

と
こ
ろ
で
、
 

十
 調
律
 の
 

「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
に
は
全
然
 
菩
 薩
 理
念
と
の
交
渉
が
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
専
ら
仏
に
因
ん
 だ
 前
生
話
も
存
在
し
 

@
 
ナ
，
け
 

ミ
 Ⅱ
。
 

（
 
5
 ）
 

こ
の
点
は
 、
 同
じ
有
部
所
伝
の
「
鼻
薬
 耶
 」
に
散
見
さ
れ
 る
 前
生
話
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
 

証
 「

 
1
 
）
平
川
 博
 上
、
前
掲
 書
四
 0
 四
 ?
 四
 0
 五
頁
。
 

（
 
2
 ）
 
干
滞
 押
上
 は
 、
「
本
生
 経
 」
と
し
て
一
般
に
並
目
通
し
て
 
居
っ
て
、
そ
の
方
が
通
り
が
良
い
か
ら
名
の
み
は
「
本
生
 経
 」
 と
し
て
出
し
た
の
で
あ
 

ろ
う
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
前
掲
 書
 、
五
九
頁
。
 

 
 

（
 
3
 も
こ
の
場
人
口
の
五
百
と
い
う
数
は
実
際
的
な
も
の
で
は
な
 
く
 、
五
百
比
丘
、
五
百
弟
子
、
五
百
 鱒
候
 、
五
百
金
銭
、
五
百
 生
 、
等
と
表
現
さ
れ
る
 

 
 

よ
さ
に
多
数
な
る
こ
と
を
 莫
然
 と
示
し
た
も
の
で
、
特
定
の
 ジ
 

 
 

47  (151) 

（
 
4
 ）
 

意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
 

（
 之
 0
.
 ミ
 -
 Ⅰ
の
 ふ
 z
N
 品
 ）
に
も
見
え
、
前
者
で
は
 摩
詞
 羅
の
子
（
 輯
ギ
 の す
 口
鴨
由
ゑ
 
ぎ
 ）
に
因
ん
だ
も
の
と
 さ
れ
、
 

保
 し
て
い
な
い
が
、
後
考
で
は
父
子
の
行
為
を
傍
観
し
 て
い
た
商
人
が
仏
の
前
生
と
さ
れ
る
。
 

O
O
O
 

第
三
の
話
は
五
分
 律
 
（
大
二
二
、
一
七
三
 
c
 ）
に
も
 説
 か
れ
、
僧
祇
 律
 
（
 同
 、
三
九
二
 
c
 ）
で
は
「
 蛇
 本
生
経
由
 伝
説
 

 
 舎

利
弗
の
前
生
 話
 が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
 

ゴ
 の
曲
 
づ
 の
ま
㏄
 ，
 首
鼠
 オ
ゅ
 （
 之
 0
.
 
の
 0
.
 
 
ト
 ・
㏄
Ⅰ
 
む
 2
 ㏄
二
）
で
は
 肪
挺
 
役
者
な
 

前
生
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
本
来
は
仏
以
外
の
者
の
本
 主
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
体
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
 る
 例
を
 

更
に
、
提
婆
が
 
酔
 象
を
仏
に
向
け
て
放
っ
た
時
、
阿
難
の
 み
が
仏
を
守
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
三
つ
の
「
本
生
」
が
 
説
 か
れ
 

 
 

二
六
三
 a
z
 
二
六
四
 c
 ）
、
こ
れ
ら
も
仏
の
前
生
が
登
場
 
し
て
い
て
も
実
は
阿
難
の
前
生
 話
 で
あ
る
。
そ
し
て
そ
 の
後
に
 、
 

O
O
0
0
 
ヲ
 @
 
う
 -
 

因
縁
 -
 散
 如
レ
 尼
店
 説
 二
五
百
本
生
 -
 
（
 同
 、
二
六
四
 b
 
一
 五
行
）
」
と
あ
り
、
ま
た
舎
利
弗
の
本
生
因
縁
を
説
い
た
 

、
、
、
 
、
 0
0
O
O
 

後
に
も
 

 
 

@
0
0
 ヲ
 

広
 諦
三
知
。
 是
 本
生
 -
 （
 回
 、
二
六
六
 b
 
一
四
行
）
」
と
あ
 
り
 、
「
本
生
し
な
る
言
葉
が
仏
の
前
生
 

話
 と
限
ら
れ
た
も
 の
で
な
 

  

仏
の
前
生
は
関
 

」
と
し
て
専
ら
 

る
医
師
が
仏
の
 

認
め
う
る
。
 

て
い
る
が
（
 回
 、
 

ナ
テ
，
 ，
 

「
仙
郎
 以
毛
疋
 

「
爾
時
世
尊
 

く
 、
一
般
的
な
 

  

  

  



こ
こ
で
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
菩
薩
思
想
の
交
渉
を
窺
う
点
で
注
 目
 す
べ
き
も
の
は
、
仏
が
不
軍
（
 z
T
 

の
串
の
）
の
 

接
 け
に
 
よ
っ
て
五
百
 釈
 極
地
 

丘
 の
 多
 負
を
遠
離
せ
し
め
た
こ
と
に
因
ん
で
説
か
れ
た
 詣
 で
、
仏
の
前
生
な
る
 廉
 麗
仙
人
（
Ⅰ
オ
ロ
四
二
 
も
プ
ゼ
 の
）
が
 五
百
の
弟
子
に
知
足
の
 

心
を
教
え
ふ
と
し
た
が
叶
わ
ず
、
小
車
の
前
生
な
る
 能
 施
 （
 乙
 1
 ぎ
笘
 1
 仮
ョ
 ヴ
 （
（
 
田
，
の
ゴ
亡
窃
 

-
c
a
 
し
と
名
づ
く
 バ
ラ
 モ
 ノ
 の
言
に
よ
っ
て
 
達
 

  

  

 
 

（
 
2
 ノ
 

成
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
 同
、
 セ
二
三
 
c
 以
下
 

巾
づ
 0
 ）
・
 
ト
 N
 。
で
・
㌧
㏄
の
・
（
 

0
 ）
・
㏄
 

ひ
 ㌔
 @
@
 
㏄
の
 
モ
 ）
。
こ
こ
で
は
 庫
鷲
が
 菩
薩
と
さ
れ
、
 

最
後
に
「
 以
二
 菩
薩
 行
 -
 化
 ニ
諸
有
 枯
 -
 （
 同
 、
七
二
六
 a
 友
二
行
）
。
」
（
 
蔵
訳
 で
は
、
「
菩
薩
 行
 に
入
れ
る
者
（
 す
ゼ
 
の
 オ
 ｜
い
オ
目
ヴ
 

ー
㏄
の
日
の
１
年
で
が
 

プ
ト
 

の
で
 
せ
 0
 巨
・
で
曲
 

1
 了
三
口
 ゆ
 1
 で
 曲
 ）
で
あ
っ
た
。
」
（
目
白
・
 D
 も
 舖
 、
 h
o
 

）
・
き
 

て
 ）
）
と
結
ば
れ
、
菩
薩
理
念
の
導
入
さ
れ
 た
 前
生
 話
 と
な
っ
て
 
い
 

-
3
-
 

る
 。
 

し
か
し
、
仏
の
前
生
 話
 と
し
て
明
確
に
「
菩
薩
の
修
行
 時
代
の
物
語
」
な
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
見
ら
れ
る
の
は
楽
事
（
 

 
 

に
お
い
て
で
あ
る
。
 

即
ち
 、
 仏
が
㌧
「
 ド
 の
の
 
コ
び
一
 

～
円
玉
に
、
自
分
が
賢
劫
中
に
 
無
上
正
等
覚
を
求
め
て
布
施
を
行
じ
 
、
 種
々
な
る
福
美
 を
 行
じ
た
と
し
て
、
 

 
 

Ⅰ
ー
 
@
 

わ
っ
て
過
去
体
や
群
吏
 仏
が
 登
城
 し
、
 
彼
ら
へ
の
供
養
 折
 -
 
臣
 願
及
び
彼
ら
よ
り
の
授
記
等
が
主
題
と
な
る
業
報
 物
五
 炬
 で
ふ
か
 
り
る
 。
 

（
 
5
 ）
干
潟
、
照
合
 
表
 、
一
三
頁
参
照
。
 

コ
 
ソ
 

Ⅵ
根
本
有
部
 律
 

（
 

先
ず
根
本
説
一
切
有
部
 毘
 奈
那
に
は
四
十
（
 蔵
訳
 で
は
 四
十
八
）
の
前
生
活
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
 
「
 ア
ヴ
ァ
ダ
 ー
ナ
」
 

で
あ
る
。
即
ち
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
 と
異
 
っ
て
業
の
教
 説
 が
過
 去
世
 物
語
の
前
後
に
説
か
れ
、
動
物
の
登
場
が
 殆
ん
ど
 無
く
な
り
、
そ
れ
に
 換
 

（
 
4
 ）
六
 %
 比
丘
を
諫
め
る
た
め
に
 拉
 か
れ
た
 黒
牛
 の
 話
 、
野
 

 
 

三
 Ⅰ
（
 旧
 ぺ
六
四
 

a
Z
 

b
 、
六
六
 

a
l
c
 

、
九
八
 

b
 ）
 か
 、
「
 結
 ム
ロ
」
の
部
分
が
存
在
し
な
 
い
の
に
「
本
生
因
縁
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
「
ジ
ャ
ー
 タ
 力
 」
が
 警
楡
 
（
 ア
 

ハ
ダ
ー
 ナ
 ）
を
も
内
包
す
る
広
い
ジ
ャ
 ソ
ル
 を
意
味
し
た
例
証
 と
 見
得
る
。
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ジャータカ と菩 薩 理念の融合 

け
る
徳
行
の
蓄
積
を
説
く
た
め
に
配
列
説
示
さ
れ
て
い
 る
 。
こ
こ
に
は
僧
祇
 律
 、
 十
調
 律
で
み
た
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
 」
と
は
格
段
の
相
違
が
 

認
め
ら
れ
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
一
般
化
か
ら
特
殊
化
 へ
の
展
開
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
仏
が
 専
 ら
 主
人
公
で
あ
っ
て
 、
 

（
 
ム
 
u
 
）
 

彼
の
修
行
が
主
題
で
あ
り
、
「
菩
薩
の
修
行
時
代
の
物
証
 
肺
 と
し
て
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
の
実
例
を
こ
こ
に
見
る
わ
け
 で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
 

更
に
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
中
に
菩
薩
観
念
の
導
入
が
認
め
 ，
 
ら
れ
る
好
例
と
し
て
、
 
破
僧
事
 
（
の
 
斡
旧
 め
す
の
 
ヴ
ア
 
の
守
 @
 鎧
 （
 ら
 
に
み
ら
れ
る
 
提
 

婆
達
 多
の
前
生
 話
 が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
は
三
十
 五
話
も
彼
に
因
ん
だ
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
 た
諸
律
 に
見
ら
れ
た
も
 

 
 

の
と
は
い
く
つ
か
の
顕
著
な
る
相
違
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 即
ち
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
話
は
あ
く
ま
で
も
提
婆
 
達
 多
の
前
生
 詣
 で
あ
っ
 

て
、
 仏
の
前
生
が
登
場
し
て
も
彼
は
脇
役
的
存
在
で
あ
り
 、
前
面
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
 に
 、
こ
こ
で
は
過
去
世
 

物
語
の
中
に
 、
 「
そ
の
国
で
菩
薩
は
鹿
 
群
 中
に
生
れ
て
」
 
と
か
、
「
そ
こ
で
菩
薩
は
猿
と
な
り
 

猿
王
 で
あ
っ
た
。
」
 と
か
、
「
菩
薩
は
鳥
舞
 
の
 

中
に
生
れ
て
」
と
か
い
う
よ
う
に
、
（
 
8
 ）
 パ
 1
@
 
り
の
 
Ⅰ
 目
 片
が
 
オ
 の
 （
 
臼
 a
v
a
 
つ
 つ
 い
コ
 
囲
の
中
に
見
ら
れ
る
如
き
表
現
が
存
し
、
 仏
の
前
生
が
菩
薩
 と
化
 

（
 
9
 ）
 

さ
れ
、
彼
の
提
婆
に
よ
る
受
難
が
苦
行
の
行
為
と
し
て
 美
化
さ
れ
、
彼
の
活
動
が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
て
く
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
菩
薩
な
き
一
般
的
な
ジ
ャ
ー
 タ
カ
で
あ
っ
た
も
の
が
菩
薩
物
語
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
 タ
 力
 へ
と
改
変
さ
れ
た
 

（
 
ハ
 
l
 
Ⅱ
）
 

事
例
を
認
め
得
る
。
 

註
 （

 1
 ）
岩
本
博
士
、
仏
教
説
話
研
究
序
説
 
二
 セ
 l
 二
八
頁
参
照
 

バ
ス
ツ
（
 キ
 ・
の
 
ト
 
Ⅱ
 ?
 ㏄
舶
の
一
仁
Ⅰ
の
 

?
 ト
ト
り
 
一
 %
 ㏄
 
ぃ
 l
 ヰ
 ㏄
と
で
は
「
 ジ
 

。
比
丘
及
び
在
家
信
者
の
辞
大
仏
に
対
す
る
誓
願
を
主
題
と
し
 

ャ
 ー
タ
カ
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
業
の
教
説
は
説
か
 

た
業
報
物
語
が
、
マ
ハ
 

れ
て
い
な
い
。
 

 
 

曳
ぷ
 首
邑
目
面
に
根
本
有
部
 律
 中
の
前
生
話
は
数
多
く
対
応
を
 求
め
得
る
。
干
潟
博
士
、
照
合
 表
 、
四
八
 ?
 五
二
頁
。
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宮
 ・
 
ド
 ・
 つ
つ
 
・
 
簿
 ?
 し
 の
 ）
。
梵
文
で
は
以
下
の
部
分
が
欠
損
 
し
て
い
る
が
、
 漢
蔵
訳
 に
よ
れ
ば
、
続
い
て
 尾
施
縛
 多
羅
 王
 
（
 
円
ぎ
 日
の
 
-
n
u
 

ナ
 

-
5
 
）
 

甜
 r
o
 

）
）
以
下
 

陶
輪
 工
師
（
 乙
紐
 1
 日
 オ
ゴ
リ
コ
ぢ
尹
 
1
 審
 甘
 円
仁
 o
p
 
）
に
至
る
二
十
三
話
（
 蔵
訳
 で
は
二
十
六
話
）
が
 成
仏
の
円
満
を
基
礎
 づ
 

 
 

乙
甲
乙
 ゴ
岡
荻
 

以
下
り
 
桂
甘
リ
コ
 が
に
至
る
九
つ
の
仏
の
前
 主
語
が
説
か
れ
て
い
る
 
（
 
紐
症
お
目
ド
コ
 
目
の
目
 
ち
オ
 ・
の
 
宙
 ・
 
ヴ
ぜ
之
 ・
し
ご
 
帝
 ・
 せ
 0
 ）
・
 
目
 

  

  



（
 
2
 
）
大
二
三
、
 

セ
 
二
五
。
主
因
 

!
 
五
行
。
 

づ
 
せ
目
・
 

A
o
 

。
で
・
養
田
 

ヰ
 
0
-
.
 

の
の
 

す
 
-
 
@
f
@
 

、
 
ヴ
 
0
 

（
 
3
 
）
こ
の
話
は
昌
中
幅
 

ハ
づ
ド
叶
オ
す
 

の
 
l
%
 

田
レ
 

左
の
（
（
 

之
 
0
 
・
 
ウ
 
の
の
，
 

宅
 
・
 
ト
 
l
 
㏄
 
e
 
 

と
類
似
す
る
が
、
こ
れ
に
は
 

能
施
 

に
相
当
す
る
人
物
は
登
 

場
 
し
な
 

（
 
4
 
）
楽
事
に
は
六
十
七
（
 

蔵
訳
 

で
は
六
十
九
）
の
前
生
 

話
が
 

散
見
さ
れ
、
そ
の
ほ
ほ
半
数
は
ア
ク
ア
 

ダ
 
ー
 
ナ
 
で
あ
る
。
 

（
 
5
 
）
漢
訳
で
は
 

尾
施
博
 

多
羅
 

王
 
、
散
弾
長
者
、
 

:
.
 

…
大
牙
象
 

王
 
、
 
兎
 
、
盲
目
の
父
母
を
養
っ
た
こ
と
、
世
の
非
法
を
禁
断
せ
 

し
め
た
こ
と
、
 

加
 
那
辺
 

薬
叉
 

経
由
 

広
説
 

、
 
僻
喉
王
 

と
し
て
五
百
 

佛
 
喉
を
救
っ
た
こ
と
、
 

雑
 
本
生
経
、
 

象
 
本
生
経
、
熊
本
生
経
、
 

義
 
本
生
経
、
光
明
王
、
 

陶
輪
 

工
師
の
順
で
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
大
二
四
、
 

セ
ニ
 

b
 
）
、
 

蔵
訳
 

で
は
兎
の
後
 

は
 
パ
ラ
モ
ン
 

子
 Ⅰ
寸
オ
・
 

ガ
 
E
.
 

庫
 
寛
大
子
、
 

鵠
鵠
 

、
衆
三
、
龍
 

子
心
 
の
ぃ
日
 

l
 
つ
 
げ
 

終
せ
 

e
 
の
，
 

鴉
 
三
身
 
巨
 
コ
 
@
 
の
Ⅱ
の
の
，
仙
人
節
目
 

俺
 
，
ヨ
ナ
 

9
,
 

ト
ア
年
内
。
 

す
 
つ
す
せ
 

の
・
 

勾
 
再
往
 

ヴ
 
の
 
@
 
下
ヨ
 
C
@
 

す
 
せ
 
年
年
，
の
 

コ
 
の
 
む
ム
ゴ
ハ
 

の
 
ム
ガ
せ
 

め
の
，
光
明
 

王
 
（
 
侶
 
0
 
年
 
1
 
玉
 
ぃ
コ
 

）
 

の
順
と
な
り
（
卜
せ
 

絃
 
・
 
亡
 
・
 
ロ
 
・
 
0
 
お
 
・
（
 

絃
 
・
お
の
 

て
 
も
・
 

u
 
ピ
 
・
（
 

三
 
㏄
の
か
 

P
.
 

）
 
拍
忙
 

達
ヰ
 

%
 
る
 
。
 

 
 

 
 

 
 

二
 
二
頁
参
照
。
 

(1%) 50 



 
 

中
央
ア
ジ
ア
等
に
お
け
る
図
で
は
、
漸
次
動
物
よ
り
も
 人
物
の
登
場
が
支
配
的
と
な
り
  

 

（
 
4
 
斗
 ）
 

 
 

。
 
り
 、
主
人
公
の
菩
薩
的
行
為
或
い
は
状
態
を
効
果
的
 に
 描
写
し
た
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
か
か
る
ジ
ャ
ー
 タ
ヵ
 の
質
的
な
変
化
は
 、
 

 
 

 
 

 
 

白
屋
き
ま
や
の
 曲
 臣
の
日
に
お
け
る
塔
へ
の
寄
進
者
に
は
 

比
丘
比
丘
尼
達
の
参
与
が
極
め
て
多
く
、
在
家
者
の
そ
 
れ
は
少
数
で
あ
っ
た
の
 

 
 

ぴ
 

B
 、
 桔
 

ハ
 
ー
）
 

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
 

、
 先
ず
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
経
蔵
 

よ
 り
も
律
蔵
に
お
い
て
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
 

す
る
。
そ
れ
は
特
に
 

味
 
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
展
開
は
考
古
学
的
資
合
を
主
体
と
す
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
創
作
さ
れ
た
と
い
え
 

 
 

僧
祇
 律
 、
マ
ハ
ー
バ
ス
ツ
、
 

十
 調
律
等
に
明
確
に
「
 

ジ
 

 
 

 
 

ャ
 ー
タ
カ
」
と
呼
ば
れ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
 

 
  

 

も
そ
れ
ら
の
多
く
が
 

バ
 

｜
 ル
フ
ー
ト
彫
刻
上
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
及
び
目
 

w
d
p
 

ガ
曲
 
（
（
 

す
 
い
セ
 
が
 
甲
 
め
が
 
コ
ゆ
 
中
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
対
応
す
る
こ
と
等
の
 

事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
 

（
Ⅰ
 

乙
 
）
 

れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
 

｜
 タ
カ
ま
ム
の
前
生
の
み
を
物
語
る
と
１
 

4
 
@
 
-
 

、
 ，
、
、
 

言
 

い
う
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
 

な
 内
容
を
も
ち
、
 

僧
 

-
R
3
 

）
 

国
内
に
生
じ
た
事
件
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
機
能
的
 

に
は
比
丘
達
を
呵
責
教
諭
す
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
と
 

考
 え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
 

て
 比
丘
比
丘
尼
に
因
ん
だ
も
の
が
大
勢
を
占
め
、
仏
は
脇
 

役
と
し
て
登
場
す
る
か
、
或
は
全
く
登
場
し
な
い
場
合
 

も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 

漸
 

次
 菩
薩
思
想
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
へ
の
導
入
に
よ
っ
て
 

、
根
 
本
有
部
 
律
 の
 破
 Ⅲ
事
に
見
ら
れ
る
如
く
、
菩
薩
な
き
ジ
ャ
 

｜
 タ
カ
が
菩
薩
物
語
と
 

 
 

し
て
の
ジ
ャ
ー
 

タ
ヵ
 へ
と
改
変
さ
れ
、
そ
し
て
四
分
律
 

や
根
本
有
部
 

律
 の
 薬
 事
に
見
ら
れ
る
如
き
菩
薩
の
修
行
物
 

語
 と
し
て
の
仏
の
前
生
 

株
 

  



ウ
 

  

  

話
 、
智
慧
（
波
羅
蜜
）
に
因
ん
だ
 

の
よ
う
な
事
実
は
上
座
部
の
ジ
ャ
 

修
行
物
語
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
 

と
こ
ろ
で
、
自
分
或
は
他
人
の
 

@
9
 
）
 

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
生
 

㎏
世
紀
の
バ
ー
ル
フ
ー
ト
彫
刻
上
 

 
 

も
の
が
十
二
話
と
い
っ
た
具
合
に
、
い
わ
ぬ
る
菩
薩
 行
 を
 説
い
た
話
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
 

｜
 タ
カ
観
及
び
菩
薩
観
の
特
質
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
 う
が
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
本
来
的
に
「
菩
薩
の
 

を
 如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

前
世
の
生
涯
を
物
語
る
と
い
っ
た
話
法
は
汎
イ
ン
ド
的
 に
 認
め
ら
れ
、
恐
ら
く
仏
教
興
起
以
前
か
ら
 存
 

（
 
皿
 -
 

物
語
を
意
味
す
る
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
い
う
言
葉
を
創
作
 
し
た
の
は
仏
教
徒
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
い
 0
 

-
1
 

l
 ）
 

に
 
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
し
の
語
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
以
前
に
作
 成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
が
、
原
始
仏
教
 

も
の
は
五
四
セ
 
中
 三
十
一
一
話
を
数
え
得
る
に
す
ぎ
ず
、
 

-
8
 
）
 
の
 布
施
行
に
因
ん
だ
も
の
が
二
話
、
出
 

性
 （
波
羅
蜜
 
）
に
因
ん
だ
も
の
が
 

セ
 

教
訓
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
な
ら
ば
何
故
仏
を
無
理
に
も
登
場
せ
し
め
な
け
れ
ば
 な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
 
目
 岡
ヰ
 
リ
 ガ
 ゆ
 （
 
田
す
 
㏄
づ
曲
 
コ
コ
 
が
 コ
目
 

の
 序
文
と
い
わ
れ
る
 之
邑
囲
コ
の
オ
曲
 

（
 
ォ
 囲
の
冒
頭
に
示
さ
れ
 て
い
る
如
く
 、
 仏
が
百
億
た
び
も
生
れ
か
わ
っ
て
菩
提
 の
た
め
の
資
糧
を
積
 集
 

 
 

 
 

乍
ら
、
実
際
に
仏
の
真
の
徳
行
を
物
語
り
、
明
確
に
仏
の
 前
生
 話
 と
な
っ
て
い
る
 

が
、
 ナ
ヨ
 宙
 （
目
せ
が
（
Ⅱ
，
老
脚
 

幅
弾
毛
コ
日
 
0
 中
リ
の
に
お
い
て
は
 事
情
が
逆
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
 、
僧
団
の
社
会
経
済
的
 

（
 
5
 ）
 

な
 基
盤
の
相
違
に
も
一
つ
の
起
因
を
求
め
う
る
で
あ
ろ
 ，
 
つ
 。
 

更
に
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
本
来
的
に
一
般
的
な
性
格
を
有
 し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
）
 囲
 （
 
a
 ガ
ゅ
 
（
（
 
オ
 a
v
a
 
中
り
 
囲
を
具
 に
 分
析
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
も
判
明
す
る
。
即
ち
、
五
四
 セ
 
（
実
際
は
五
三
一
 ）
語
中
、
精
進
を
や
め
て
し
ま
っ
た
比
丘
、
出
家
生
活
 が
 厭
に
な
っ
た
比
丘
、
 

女
性
問
題
で
悩
め
る
比
丘
、
舎
利
弗
、
阿
難
、
提
婆
 達
 多
 等
に
因
ん
だ
も
の
が
極
め
て
多
く
、
そ
の
場
合
 仏
 の
 前
 生
は
 脇
役
と
し
て
登
場
 

す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
菩
薩
（
仏
の
前
 生
 総
て
が
菩
薩
と
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
 と
し
 て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
 

 
 

の
ま
で
も
仏
と
結
合
さ
れ
る
。
（
 

6
 ）
そ
の
場
合
そ
れ
ら
は
菩
薩
 の
 修
行
で
は
な
く
、
女
性
の
こ
と
で
悩
め
る
比
丘
を
諫
 め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
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ャ
 

@
 
証
 

 
  

 

 
 

（
Ⅰ
）
下
 す
す
ユ
 す
 い
 Ⅱ
ヨ
リ
の
 
リ
 ヨ
由
り
。
 
由
 せ
 い
 
（
 ひ
 d
.
 
ヴ
ぜ
 
㌧
・
㌧
Ⅱ
の
Ⅰ
二
八
 

コ
 -
 の
 臼
 （
 ぎ
 東
雲
 ギ
 ・
 
宅
ま
 ・
や
Ⅱ
 り
 ）
に
よ
れ
ば
、
 

N
 乙
由
 コ
 a
.
 レ
 せ
 り
年
り
臣
い
 

・
Ⅰ
 円
 p
 
ぺ
 Ⅰ
 任
ヰ
ヰ
カ
リ
 

。
 

は
 語
部
派
の
仏
典
に
か
な
り
の
一
致
を
求
め
得
る
が
、
「
 現
在
 事
 」
及
び
「
結
合
」
の
部
分
に
は
異
同
が
あ
る
。
 

こ
 れ
は
各
部
派
が
自
由
に
 

 
 

異
 っ
た
意
図
の
許
に
民
話
（
 h
o
 
守
ざ
 （
の
）
を
採
用
し
た
こ
 と
を
示
し
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
は
内
容
に
で
は
な
く
、
 

形
 式
 に
そ
の
原
型
が
あ
っ
 

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
始
め
は
「
現
在
 事
 」
 十
 
「
 ぬ
 芸
事
」
と
い
っ
た
も
の
で
「
結
合
」
は
後
に
添
加
さ
れ
 た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
 

て
 、
「
現
在
 事
 」
及
び
「
過
去
 事
 」
の
間
は
比
較
的
相
違
 の
な
い
場
合
が
認
め
ら
れ
る
が
、
「
結
合
」
の
部
分
は
常
 
に
 動
揺
し
て
い
る
。
 
特
 

に
 脇
役
者
は
常
に
変
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
仏
の
前
 生
 が
登
場
し
た
り
、
し
な
か
っ
た
り
し
た
の
も
か
か
る
 理
 出
 に
よ
る
と
い
え
る
。
 

最
後
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
菩
薩
思
想
の
関
係
を
見
る
に
、
 化
 地
 部
の
五
分
 律
 、
 説
 出
世
部
の
ま
 注
蒜
 v
a
 

の
（
仁
に
は
間
 

接
 的
な
交
渉
が
認
め
 

 
 

ら
れ
た
が
、
明
確
に
「
菩
薩
物
語
」
と
し
て
の
仏
の
前
 主
語
が
見
ら
れ
る
の
は
法
蔵
部
の
四
分
律
（
及
び
長
岡
倉
 ）
、
そ
れ
に
根
本
説
 一
 

ゆ
 有
部
 律
 に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
蔵
部
や
根
本
 有
部
が
「
菩
薩
物
語
」
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
作
成
に
 何
ら
か
の
形
で
関
与
し
 

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
「
菩
薩
本
生
 経
 」
な
る
舌
口
葉
は
大
智
度
論
（
 大
二
五
、
一
四
二
 b
 
一
六
行
）
に
見
え
、
更
に
大
乗
の
経
 
論
 の
 殆
 ん
ど
が
十
二
 

  

邦
隆
中
の
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
を
菩
薩
 行
 を
宣
 謝
 す
る
も
 の
と
註
釈
し
て
し
る
自
力
ら
み
て
 

@
 
 
@
3
 

I
 
 

）
 、
，
，
 大
乗
教
徒
も
「
菩
薩
 物
語
」
と
し
て
の
ジ
ャ
 

ム
口
 

硯
 
1
 タ
カ
の
作
成
に
与
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
 

右
 
の
 法
蔵
部
や
根
本
有
部
と
の
関
連
が
問
題
と
な
ろ
 う
 。
 し
か
し
こ
の
問
題
は
、
ニ
カ
 

輔
｜
 ャ
河
含
及
び
 
律
 以
外
に
 、
 諸
の
仏
伝
、
菩
薩
 物
圧
 由
 と
し
て
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
編
纂
木
及
び
論
蔵
等
の
比
較
 検
討
を
相
 侯
 っ
て
考
察
さ
れ
 

薩
 

苦
 

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
後
考
を
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
  
 

 
 

 
 

力
の
源
泉
を
探
り
、
菩
薩
理
念
と
の
融
合
の
一
端
を
窺
 っ
 た
わ
け
で
あ
る
。
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時
代
に
遡
り
得
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
 

守
 

Ⅰ
（
 

2
 ）
元
来
、
 
ジ
 ャ
 ー
タ
カ
は
挿
入
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、
前
世
物
語
の
 

部
分
な
る
「
過
去
 

事
 」
 

Ⅰ 

  



 
 

サ
 

ヒ
樫
 巳
ミ
 
の
 四
つ
は
律
蔵
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
山
田
 博
士
、
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
、
三
八
四
 貞
 。
 
下
 0
 圧
の
 コ
ヴ
 
の
「
 

 
 

ト
つ
ド
 

l
 Ⅰ
の
の
 

（
 
2
 ）
Ⅰ
カ
ー
マ
河
合
中
の
仏
の
前
生
活
に
は
 
掲
 頚
を
含
ま
な
 い
が
、
陣
中
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
は
 喝
 頚
を
含
み
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
 編
纂
本
中
の
そ
れ
と
 一
 

致
す
る
も
の
も
あ
る
。
 

尚
 、
 ア
ヴ
ァ
ダ
 
ー
 ナ
 が
ジ
ャ
ー
タ
カ
 よ
 り
 新
し
い
成
立
で
あ
る
こ
と
も
律
蔵
よ
り
証
明
さ
れ
る
。
 

（
 
3
 
）
し
か
し
 ヨ
ハ
ア
ゆ
せ
い
 

の
（
目
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
性
格
を
少
し
 
く
 異
に
し
、
現
在
の
事
態
が
ど
う
し
て
 
?
 注
ぎ
 ヨ
 ）
そ
う
な
 の
か
を
説
明
す
る
因
縁
 

物
語
で
あ
る
。
拙
稿
、
マ
ハ
ー
バ
ス
ツ
に
現
わ
れ
た
ジ
ャ
ー
 
タ
 力
は
 
つ
い
て
、
参
照
。
し
か
し
後
世
に
は
種
々
な
る
目
的
 
ィ
 

た
 。
 ぃ
日
 

ン
ミ
 
リ
オ
岡
せ
い
 

田
の
り
毛
・
㏄
の
 
い
 1
 ト
 ウ
ゆ
 一
目
・
の
 ゴ
 ー
㏄
㏄
 
一
ポ
メ
せ
 ・
の
 
つ
，
 
㏄
 拝
 
し
 I
p
a
 

せ
 ㏄
七
の
 

a
.
 

Ⅹ
Ⅹ
（
・
ニ
ム
の
・
金
膏
博
士
、
印
度
中
世
精
神
 

史
 、
中
、
二
五
九
 

頁
 。
 

（
 
4
 
）
㏄
 甘
い
 
（
 
宙
 C
n
.
 
し
っ
 
宙
 下
の
 ぃ
 叱
り
の
本
生
図
の
特
徴
に
つ
い
て
 

は
 、
拙
稿
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
 と
ボ
サ
ツ
 
、
宗
教
研
究
一
六
 セ
苧
 、
 一
 
二
八
頁
以
下
。
 
円
 す
の
 

め
 
0
 １
 0
 目
田
山
ヒ
ゆ
ヰ
 

ド
才
 
ド
ー
の
 

り
 0
%
 
。
の
隼
の
つ
 

ざ
ヰ
 
の
 卸
 @
 
二
 %
 
オ
 の
け
っ
年
す
ー
の
 

ハ
 せ
 り
 守
田
 コ
 の
の
・
 
金
 貴
博
士
古
稀
記
念
・
印
度
 学
 仏
教
学
論
集
、
 
づ
 u
 
レ
 
・
 
0
 Ⅱ
 目
 ・
の
り
 
鞍
り
 
@
 
レ
 
Ⅰ
 

0
 本
生
国
 
は
 つ
い
て
は
近
く
 

円
訂
 
古
年
「
 
づ
巴
 0
 片
口
の
め
ぎ
 ド
 （
 オ
 の
の
の
 

キ
 臼
の
。
 ユ
の
 
（
 
せ
 ・
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

紬
り
 （
 
ゴ
仁
 
（
 
け
 
や
 ヨ
リ
 「
 
ゆ
 4
p
 
目
 

Z
 川
幅
 
甲
モ
コ
 安
名
 卸
が
 
・
 ナ
 も
 つ
ヰ
 
斜
及
び
中
央
ア
ジ
ア
の
本
生
国
 に
 つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
ら
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
が
、
次
の
諸
国
 に
は
菩
薩
 行
の
 

果
 的
な
描
写
が
認
め
ら
れ
る
。
 

目
け
 安
目
（
 
ぃ
審
毎
よ
ヨ
 
Z
0
.
 

ロ
印
 

ナ
づ
 汗
せ
。
の
 
匹
 ・
 円
 二
の
宮
㏄
口
目
（
囲
の
。
 

す
 。
三
ミ
 
の
 n
E
 
運
キ
屈
 
「
の
 
，
下
 の
 （
・
 
レ
カ
 .
 Ⅰ
の
 
つ
ひ
｜
 

）
 っ
っ
 
～
 ，
コ
 ・
Ⅰ
Ⅰ
 
釜
 ）
 、
っ
 Ⅰ
ニ
ト
の
の
 

l
 ）
印
の
・
 

憶
十
 
・
 
円
 o
E
n
 

二
の
（
・
 

r
.
p
 

「
（
 

幅
 （
 
ぃ
 の
 。
 っ
｜
す
つ
ヒ
 

し
し
 
下
臼
仁
 
の
も
 屈
 ハ
リ
 
ド
コ
ロ
 
す
 い
ヘ
 
リ
Ⅰ
㌧
 
り
 Ⅰ
 @
 
い
 、
Ⅰ
つ
つ
 

小
ご
 Ⅰ
 巾
 @
m
.
 

ト
 の
 臼
で
・
 

N
q
 

ど
む
 

頭
キ
 「
の
 
ミ
 ・
 ぽ
 三
で
（
 
臣
 お
の
 守
 。
日
中
日
 ぃ
 「
 
p
4
p
 
（
 
@
 ぎ
 
（
年
の
 
ロ
ユ
 （
 
ざ
す
 呂
仁
 の
の
 
C
 ヨ
 ・
Ⅰ
 つ
 二
年
。
 
ダ
ト
 の
り
 
ト
 ・
 づ
 -
 
・
 
ポ
ポ
 ペ
 ケ
 
㌧
・
 
オ
 ・
 
オ
リ
 
ヨ
 u
n
 
す
 い
巨
 
し
 Ⅰ
㏄
 オ
 N
o
.
 
づ
オ
 
の
 

レ
笘
 
。
ヰ
ア
 曲
 幅
り
Ⅰ
 
モ
 田
打
 つ
コ
し
 
p
.
 

ノ
ミ
 

リ
 Ⅰ
Ⅰ
の
 

ダ
ト
つ
 臼
の
 づ
コ
 パ
パ
Ⅹ
Ⅰ
 
由
，
 の
 ・
 
ぺ
 p
N
 
年
り
三
 
，
下
も
 ヰ
宙
 、
 巾
り
 
（
 @
 廿
 Ⅰ
 っ
コ
ら
っ
コ
 

・
 ト
 の
鋲
の
 

，
 ㌧
Ⅰ
 ポ
 
ま
ダ
帥
ト
。
三
 

つ
っ
 
・
の
宇
の
の
・
干
潟
博
士
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
概
観
、
図
版
や
に
・
 
ト
の
 
，
い
ト
 

ー
い
り
 
一
 い
べ
 
｜
 い
の
一
の
㏄
 

め
 叶
っ
 

（
 
5
 
）
静
香
 氏
 、
「
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
 目
採
 」
に
よ
っ
て
寄
進
 者
の
職
業
を
見
る
に
、
ロ
ゴ
㏄
「
 
ォ
由
 
（
で
は
比
丘
比
丘
尼
が
三
十
 六
例
、
在
家
者
が
八
 

例
 Ⅱ
の
 自
 出
色
 ヰ
穏
 
一
店
で
は
一
セ
二
対
五
五
で
あ
る
が
、
 

下
ヨ
 ㏄
（
 
ゆ
 4
%
@
 で
は
二
四
対
処
 
0
 と
逆
に
な
り
、
 
Z
 目
笘
モ
づ
ヨ
 ヨ
 % ㏄
で
は
全
て
在
俗
 

者
に
よ
る
 
寄
辿
 Ⅰ
由
る
。
 

（
 
6
 ）
 
ま
の
 ・
 
か
 ・
の
 

N
.
 

の
 の
・
）
 

い
べ
，
 
P
 の
 o
.
0
 

～
 0
,
 
の
 0
 づ
・
 
ぴ
の
 
o
.
A
 

）
の
・
 

か
 N
P
,
 

の
）
 

本
の
侍
。
 

（
 ウ
 
1
 ）
 
せ
 ・
 
門
ぃ
 
仁
の
 
す
簗
 
p
?
 臼
 ）
・
Ⅰ
自
由
の
 

マ
 p
.
 せ
 o
-
.
 
Ⅰ
・
 ワ
ゲ
蔵
訳
に
 
は
 
い
オ
 
Ⅱ
の
の
 

1
 で
 ぃ
 「
 
ド
す
 
の
 1
%
 
亡
眩
 す
す
 l
 悸
の
田
（
）
 
脚
守
マ
ぃ
 
三
ロ
 曲
コ
ド
 
）
 な
 る
 
Z
@
 
串
由
つ
い
マ
 

ド
ド
 
才
目
と
 

極
め
て
良
く
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
の
文
章
は
 存
在
せ
ず
、
上
座
部
の
附
加
と
考
え
ら
れ
る
。
 尚
 、
乞
目
 目
 5 オ
 い
 ま
斜
は
元
来
 迎
 

集
結
 部
 所
属
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
佐
々
木
氏
、
本
生
 経
の
 チ
ベ
ッ
ト
訳
に
つ
い
て
、
印
仏
所
七
の
Ⅰ
七
九
頁
。
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ジャータカ と薩菩 理念の融合 

（
 
0
0
 
）
 づ
右
 

0
 の
・
の
）
 

0
,
4
0
 

の
・
 
0
 、
 
）
 
め
 ）
・
か
の
 

0
,
 
の
 
N
 の
・
の
め
の
・
の
び
の
・
の
の
 

Q
-
p
q
 

づ
 ・
 
い
 Ⅰ
 
肘
 -
 
い
り
Ⅱ
・
の
 

ウ
 ㏄
・
㏄
の
Ⅱ
 

，
ト
 
つ
け
・
 

肪
 Ⅰ
 
亜
 ，
ト
ウ
 

り
 ，
ト
ド
の
 

，
り
 
㏄
㏄
・
 

い
ミ
リ
 

・
り
下
の
・
 

中
つ
，
 

㏄
の
Ⅰ
・
 

肚
つ
ぺ
 

・
 耳
む
ト
，
肚
 

ひ
の
 
，
 

㏄
㍉
㏄
・
 

ト
 
0
 の
・
 
ヰ
ト
ト
 

-
 
肚
の
つ
・
い
の
 

-
 
ト
の
ト
 

㏄
 
叶
 
。
 

（
 
ハ
 Ⅰ
）
 n
h
.
 

の
 づ
目
 
・
）
・
の
Ⅰ
 

，
 
㏄
の
一
の
 

0
@
 

の
べ
 
1
 の
 
の
 @
 の
Ⅰ
 
1
 の
い
 
一
 P
A
 
㏄
 
l
P
p
 
か
、
 モ
 ・
い
の
の
 

（
㏄
）
 ト
り
 
（
下
器
 ユ
あ
 群
雀
八
ロ
 バ
ポ
コ
 ）
 
N
e
.
 目
ド
 「
 
か
 
p
8
 

上
巳
（
 

木
 ぃ
 
二
の
往
・
 
ロ
 ・
 
べ
 
8
 
等
に
甘
（
 ヒ
 S
 
の
語
が
前
生
話
の
意
味
で
見
ら
 れ
る
が
明
、
ら
か
に
仏
教
 

五
 
%
 で
よ
 の
 え
つ
 
。
Ⅰ
 い
ご
コ
 

の
の
 
目
り
 
（
 
い
 の
 ド
 （
Ⅱ
Ⅰ
 
ゆ
 （
 
ド
オ
じ
 に
は
前
生
 
詰
め
 意
味
は
な
く
、
前
生
話
は
㌧
 由
 （
 
v
a
 
ヴ
 す
い
 
く
い
 
と
呼
ば
れ
る
。
 
ト
 ・
 
セ
 @
 
年
 セ
リ
フ
 

す
由
 
㏄
す
 
い
申
ぃ
 

・
 

ヒ
ド
ニ
目
ぃ
ロ
ゆ
ヰ
ぃ
ダ
 

り
の
 
0
 Ⅰ
 -
0
 
Ⅰ
 
隼
再
 の
す
 
ド
ヴ
ゴ
ぃ
，
の
巾
由
 

Ⅰ
 
へ
 り
 サ
オ
ぃ
へ
い
 

・
 ロ
の
コ
り
 

Ⅱ
 
の
 の
。
 
ト
 
つ
い
 
臣
，
 
づ
つ
・
 

ぎ
 l@
@
@
 

（
Ⅱ
）
 ン
 一
下
す
い
す
 

い
巨
 客
臣
の
の
 

C
 ヨ
に
、
 の
の
ぢ
山
 
い
 （
 
り
オ
い
 
の
り
の
い
 

1
 ざ
厨
 オ
 
p
.
 

の
め
頼
の
あ
る
図
が
あ
り
、
こ
れ
は
の
 

ぃ
ち
客
ヨ
ヴ
す
 
㏄
 
l
 尚
コ
 才
 ぃ
 （
 
z
P
 び
ト
 
の
・
 
目
 ・
）
の
の
 

｜
 

ト
下
 
Ⅰ
）
に
対
応
す
る
。
 
P
 の
・
 
木
い
き
 
・
巴
豆
 ぎ
 目
せ
。
 曳
宙
 ・
 レ
下
 田
ヴ
簿
チ
ト
 の
 
ミ
 ・
 コ
 ・
 
z
0
.
 
ゴ
寸
 や
い
い
 
@
 の
・
し
た
が
っ
て
現
在
 
バ
 
 
 

発
見
さ
れ
た
も
の
で
題
名
図
柄
と
も
明
ら
か
な
の
は
十
九
で
あ
  
 

（
は
）
平
川
博
士
、
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
、
一
五
二
頁
参
照
 

目
 ・
 
ミ
ぎ
汀
 ㍉
田
守
（
 
ン
 ・
 
宙
ぢ
 （
 
0
 「
 
せ
黛
 
ぎ
日
り
 コ
ニ
 （
浅
り
 

巨
 （
の
・
 
目
 神
し
㏄
）
に
 
ょ
 れ
ば
 

部
派
 以
前
、
ナ
ナ
 む
コ
 の
の
（
 

円
 活
ま
 芋
 均
せ
 
い
 
の
（
 

ロ
，
ぎ
臣
呂
 -
 お
か
 や
せ
 日
 ・
（
・
 
ロ
 0
q
 
毛
ぃ
 「
 
年
戸
 Ⅹ
）
 
せ
 ）
に
よ
れ
ば
上
座
部
、
 

z
.
 
し
 臣
 （
（
（
下
の
つ
 

n
n
 
（
の
 
0
 （
 

旨
い
プ
岡
 
心
材
 
コ
い
 り
ロ
色
色
 

オ
ざ
ヨ
ハ
 コ
年
ぎ
の
（
臼
茸
 
ざ
コ
 （
 
0
%
 ぎ
り
Ⅱ
 
岡
 
コ
ダ
 Ⅰ
 0
 コ
リ
。
 

ダ
 
お
き
・
 P
 い
 ど
に
よ
れ
ば
有
部
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ー
 タ
 力
は
 作
成
さ
れ
た
 

と
い
わ
れ
る
。
 

（
㏄
）
拙
稿
、
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
 ニ
 の
原
始
的
意
義
参
照
。
 
尚
 、
 十
二
部
経
の
註
釈
に
つ
い
て
は
、
 

レ
ヴ
 ユ
手
当
日
 い
 の
 
リ
 
ヨ
 目
 c
a
 
せ
 い
 
，
づ
フ
 Ⅱ
㏄
 
l
 Ⅱ
 
P
 
づ
 ・
 
せ
 0
-
 

）
）
 
2
.
 つ
 ・
い
つ
か
・
（
 

0
-
.
1
 

）
の
 
ヴ
 @
 
ヰ
 ・
一
せ
 
0
-
.
 

ト
 
）
の
 
，
づ
 ）
 
つ
べ
 （
 
日
 .
 
い
 ㏄
 い
 
p
"
 
聴
 @
 そ
日
 ・
）
）
 

つ
 
・
や
 

S
.
 

（
 
ヨ
 ・
の
 
靱
ヴ
 
@
 
お
 ・
の
（
 

c
.
 

を
も
参
照
す
べ
 

き
 で
 あ
る
。
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清 律を通してみたる 祖元崇拝の構造に 関する 一 研究 

が め て は も 用 て あ 木所 中 、死者いる。 生き彼等と 、 本稿は 宗族 する。 いる。 ） （ 2 近代 る 。 究 
達 の 即 て 、 の 従 そ 国 ま @ 

近 の 祖先 （祖先 関係の 個 ち 、 親 いる かかる 共同治 って、 れらの   
中   

の 方 周 と 中 直 で 究 に の 

祖 
先 

る 出 
不 祥 T 

に ） 

関   し は 度の 多 され 達と の示 めぐ れる 濡 、 を考 従 
上 るとの が る 頓 教 案 い 来 
@c と 間 、 従 同 数 の   看 
投 い に 彼 来 が 義 甲 礼 過 
射 う 時 等 の 強 、 ， L 、   さ 

  
て 

る 、 係 ん に     
局 換 （ だ 対 族 甲民 ホ - @ 

譜 祖 間   し 面が 場合 、 言す 特に 局 
存 れ 親 で 構 

しば族も造 は " 関 " 的   
佳 一 統 摘 

し生係持視 な者）鏡魚、 牌 義 制   
い 達 の し か 

あ " ら 、祖 度 的に 、   
か と親 （       家 れ 
の 族 方 い 考 失禁 を 
考 ） は て 察   明 
え へ 、 い る 旭光 、 等 の ら @ 
方 の 破 る 加 等 般 研   
で 様 等 と え な へ 究 iC 
あ 々 が の よ め の の   
ろ は 死 者 ぅ よ うと 崇拝」ぐる 申で、 

す   取り 崇拝 息 の る 

こ の た に の 味 扱 も 

で 程 場 た そ 対 に わ の 

、 度 合 っ れ 象 、 便 れ で 
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江
嶋
修
作
 

清
 律
を
通
し
て
み
た
る
 

祖
先
崇
拝
の
構
造
に
関
す
る
』
 
研
究
 

O
 

  



の
 

 
 

「
親
族
の
価
値
評
価
」
の
概
念
を
使
用
す
る
。
そ
れ
は
、
 

個
人
に
と
っ
て
、
家
族
及
び
親
族
の
者
達
と
の
 係
 わ
り
 合
い
の
濃
淡
の
程
度
を
 

云
う
。
特
に
、
そ
こ
で
の
親
族
の
持
つ
意
味
の
重
さ
の
 度
合
い
の
側
面
で
考
え
る
。
か
く
て
、
親
族
の
価
値
評
価
 の
 体
系
を
取
り
出
す
こ
 

と
は
、
祖
先
崇
拝
の
構
造
的
解
明
へ
の
、
一
つ
の
有
効
 な
 ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

さ
て
、
親
族
の
価
値
評
価
体
系
（
以
下
、
単
に
評
価
 体
 系
と
 云
 う
 ）
は
、
個
人
に
対
し
、
親
族
内
の
他
の
個
々
人
 へ
の
評
価
に
見
合
っ
 

た
行
為
の
様
式
を
求
め
る
。
故
に
、
評
価
体
系
を
知
る
 一
つ
の
方
法
と
し
て
、
親
族
の
個
々
人
に
対
す
る
行
為
に
 課
せ
ら
れ
た
一
定
の
様
 

式
へ
の
観
察
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
規
範
に
 於
て
、
顕
著
に
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
近
代
 中
国
に
於
て
は
、
刑
法
 

典
 
（
大
清
佳
例
）
が
、
こ
こ
で
の
目
的
に
叶
う
一
つ
の
 手
段
と
な
る
。
こ
こ
で
の
基
礎
資
料
は
、
「
大
清
津
 例
増
 

  

-
6
 
）
 

三
十
六
の
律
の
内
、
親
族
に
関
係
す
る
律
文
で
あ
る
。
 故
 に
 、
清
津
 に
 於
け
る
い
く
ら
か
の
行
為
を
通
し
て
観
察
 す
る
評
価
体
系
は
 、
実
 

際
の
姿
に
於
て
で
は
な
く
、
法
文
上
の
も
の
と
し
て
、
 謂
 わ
ば
理
念
型
的
に
取
り
出
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
 

か
く
て
、
溝
葎
で
の
親
族
の
価
値
評
価
は
 、
 個
々
の
 親
 族
 関
係
の
あ
り
方
に
従
い
、
様
々
な
程
度
の
差
異
を
示
す
 。
こ
の
意
味
で
、
 
そ
 

の
 評
価
体
系
は
、
多
元
的
構
造
を
持
っ
。
し
か
も
そ
こ
に
 は
 、
基
本
的
枠
組
み
が
存
す
る
。
こ
れ
は
、
単
に
親
族
 の
 評
価
体
系
の
枠
組
み
 

と
し
て
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
投
射
さ
れ
る
と
い
う
意
味
 で
、
祖
先
崇
拝
の
構
造
的
枠
組
み
に
関
係
す
る
。
故
に
 、
 本
稿
の
意
図
は
、
評
価
 

体
系
に
存
す
る
基
本
的
枠
組
み
を
、
 

清
 律
を
通
し
て
 理
 金
型
的
に
取
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
局
面
に
 於
け
 る
 祖
先
崇
拝
の
構
造
の
 

基
本
的
枠
組
み
を
予
測
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

以
下
、
一
章
で
は
、
清
津
 に
 於
け
る
評
価
体
系
が
 、
大
 き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
類
型
化
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
 二
 章
 で
は
、
上
の
二
つ
 

0
 タ
イ
プ
の
代
表
的
行
為
を
各
々
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
 通
し
て
評
価
体
系
を
詳
述
す
る
。
三
章
で
は
、
二
章
で
 示
さ
れ
た
二
つ
の
評
価
 

体
系
を
中
心
に
、
溝
葎
 に
 於
け
る
評
価
体
系
の
基
本
的
 枠
組
み
を
取
り
出
す
。
 
品
佗
に
 四
章
に
於
て
、
そ
れ
ら
を
 総
括
す
る
。
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清津を通 してみたる 祖   先 崇拝の帯 造 に関す る一 研究 

 
 

溝
葎
 は
 、
親
族
の
個
々
人
へ
の
価
値
評
価
の
程
度
を
 

、
 彼
等
に
対
し
て
犯
す
種
々
の
禁
止
行
為
へ
（
 

1
 ）
の
刑
罰
の
軽
重
 0
 度
合
い
と
し
て
 
示
 
5
 

(163-) 

  

      （ 註 
  5  4               

族 ら は 意 掲 慣 九社 と ョ忍 

/A-@ ____.   
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情 合 
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あ 確 
る 認 
意 し 
味 得   
京 人 

散 々         
一 の ホ と た " っ 臣   

f) " 且ミ @, F 
    等   

態 死 

と 博 二 「 
産後 や、 

枚扁竺 行 : 何   
て 位 寸 一 二   

」 目糞 の 

    
影 値 

  
  響 （ 

を 積   与 極   え 的 

隅木一 者 稿度     イ一 一         
及 で 兄   井 最 前 盛   

    円 光 ぎ 極 の律 
の こ そ 文 重要 陸 、 卓「 「 支 も の） 的   前 な 祖那 ・ - を 

の
 

  



  

す
 。
そ
こ
で
、
価
値
評
価
の
尺
度
と
な
る
刑
罰
体
系
を
   

答
刑
 、
一
十
、
二
十
、
三
十
、
四
十
、
五
十
。
 

杖
刑
、
六
十
、
七
十
、
八
十
、
九
十
、
一
百
。
 

徒
刑
、
一
年
 杖
 六
十
、
一
年
半
 杖
セ
干
 、
二
年
 杖
 八
十
、
 二
年
半
 杖
 九
十
、
三
年
 杖
 一
百
。
 

流
刑
、
二
千
里
 杖
 一
百
、
二
千
五
百
里
 杖
 一
百
、
三
千
 曳
杖
一
百
。
 

死
刑
、
 絞
 、
 斬
 。
 

溝
葎
で
の
刑
罰
は
 、
 他
に
も
若
干
の
種
類
が
あ
る
が
、
 基
 本
 的
に
は
上
の
五
刑
に
よ
る
二
十
等
級
で
あ
る
。
た
だ
 、
律
文
中
、
 

等
 、
減
一
等
」
の
表
現
を
見
る
が
、
刑
罰
を
加
え
る
 時
 と
 減
ず
る
時
と
で
、
そ
の
扱
い
が
異
な
る
。
「
加
減
罪
例
 」
に
よ
る
と
、
 

流
刑
は
、
各
二
等
と
三
等
の
段
階
を
持
ち
な
が
ら
、
 減
 

 
 

0
 基
本
型
は
 、
 

時
 が
二
十
等
級
で
、
減
ず
る
時
が
十
七
等
級
と
な
る
。
 但
 し
 、
以
下
の
論
述
で
は
、
死
刑
の
「
 斬
 」
よ
り
一
等
量
 い
 刑
罰
と
し
て
 

遅
痴
死
 」
を
計
算
に
入
れ
、
全
部
で
二
十
一
等
級
と
し
 て
 扱
う
。
 

さ
て
、
上
の
刑
罰
体
系
を
通
し
て
観
た
親
族
の
価
値
 評
 価
は
、
 大
き
く
二
つ
の
傾
向
に
類
型
化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
 は
 、
そ
の
 二
 

各
々
に
働
く
基
本
的
枠
組
み
を
、
仮
説
的
に
次
の
如
く
 設
定
し
て
お
く
。
 

（
 a
 ）
喪
服
制
に
よ
る
等
級
（
尊
卑
区
分
を
含
ま
ぬ
）
 

（
 
b
 ）
尊
卑
長
幼
の
区
分
（
喪
服
等
級
と
の
併
用
を
含
 
む
 ）
 

（
 a
 ）
の
類
型
で
は
、
服
喪
の
種
類
に
よ
り
、
価
値
評
価
 が
 決
定
さ
れ
る
。
高
 い
 順
に
、
斬
衰
、
 啓
衰
 
（
 
期
 ）
 、
大
 功
 、
小
功
、
 

-
4
t
 

）
 

無
服
 、
の
各
親
族
と
し
て
配
列
さ
れ
る
。
こ
の
内
、
最
 後
の
無
 服
 親
は
、
同
宗
及
び
同
姓
の
親
族
と
外
 姻
 
（
 
戚
 ）
 の
 親
族
よ
り
な
 

服
の
五
等
級
の
範
囲
 外
 だ
が
、
六
番
目
の
等
級
と
し
て
 扱
 う
 。
 

網
麻
、
 

-
5
 
）
 

り
、
喪
 

「
 口
 
一
 

死
刑
と
 

加
え
る
 

、
「
 凌
 

類
型
の
 

(1 ㏄ ) 60 



清 律 を通 してみたる 祖先  
 

す
 

関
 

 
 

。
 坦
 

構
 

 
 

五
十
 

 
 

 
 

一 研究 

図 I 
そ 
  
で 

（ 
  
） 

（ 
b   
  

評 

  
  
類 
型 
@ @ 
      
す 
る 

，一 行 

型 の 扱 か 為 

系 図 に る 。 辰 " フ 。   
一 み 体 そ 

    様態は 網麻 一 三年、 で構成 弟、三 直系の 之圓 」 及び 尊 る。故 
且累臆寛舌粍畏 毛ぶ の中の 応 、二 父系 る の価値 

つ 男 評 い 

の 親 怖 く 系 ⑥ 異 が 替 衰 た名 弟を 代を 分を 客 タ 類 連 な ら 
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を 
と 
る 

し
て
配
列
さ
れ
る
。
尊
は
自
己
よ
り
世
代
が
上
の
 

、
卑
 は
 下
の
親
族
で
あ
り
、
同
世
代
の
親
族
の
内
、
年
 

会
 が
自
 己
 よ
り
上
の
者
を
長
、
 

下
の
者
を
幼
と
云
う
。
（
 

6
-
 但
し
、
こ
の
（
 
b
 ）
の
類
型
は
 
、
一
 般
 に
尊
卑
の
区
別
の
み
で
な
く
、
そ
れ
と
（
 

a
 ）
の
喪
服
 
等
級
と
の
混
合
し
た
 
形
 

（
 
b
 ）
の
類
型
で
は
、
尊
と
卑
及
び
長
と
幼
の
区
別
に
よ
 

り
 、
価
値
評
価
が
決
定
さ
れ
る
。
高
 
い
 順
に
、
 尊
 、
長
、
 幼
 、
卑
の
各
親
族
と
 

ニ
 

  

  



も
 

  

頓
服
と
す
る
。
但
し
、
高
祖
父
と
曾
祖
父
は
、
例
外
と
 し
て
、
⑤
で
 酪
衰
 三
月
、
①
で
 雪
衰
 五
月
と
す
る
。
 

田
 
A
 タ
イ
プ
に
つ
い
て
 

親
族
の
価
値
評
価
決
定
の
規
準
と
し
て
、
喪
服
制
の
六
 等
級
が
使
用
さ
れ
る
律
は
多
い
。
中
で
、
基
本
的
に
は
こ
 の
 規
準
の
み
に
従
っ
 

て
 決
定
さ
れ
る
行
為
を
 、
 A
 タ
イ
プ
の
行
為
と
考
え
る
。
 

 
 

 
 

（
 
八
り
 

l
 -
 

（
 
9
 ）
 

-
2
 

l
 
上
 
）
 

「
親
展
相
姦
」
等
々
の
律
の
中
に
散
見
す
る
。
こ
こ
で
の
 事
例
と
し
て
、
罪
人
を
匿
 う
 行
為
及
び
財
物
を
盗
む
 行
 為
を
取
る
。
 

㈲
罪
人
を
匿
 う
 行
為
の
場
合
 

「
 親
屑
 相
馬
 容
隠
 」
は
、
罪
人
を
匿
っ
た
者
へ
の
罪
に
 、
 そ
の
罪
人
と
の
親
族
関
係
の
如
何
に
よ
り
、
軽
重
を
定
 め
る
。
 

凡
 同
居
、
若
大
功
以
上
親
、
度
外
祖
父
母
・
外
孫
，
 妻
 亡
父
母
・
大
指
・
 若
 孫
文
 婦
 ・
天
文
兄
弟
・
兄
弟
 之
妻
 、
 有
罪
 相
為
容
隠
 、
 

皆
 勿
論
。
 某
 小
功
以
下
、
相
容
 隠
及
 漏
泄
 其
事
 者
、
減
 凡
人
三
等
、
無
 服
え
 親
、
減
一
等
。
 

と
こ
ろ
で
罪
人
（
他
人
）
を
匿
う
者
の
罪
は
、
「
知
信
 蔵
匿
罪
人
」
に
よ
り
、
罪
人
の
罪
よ
り
一
等
減
じ
る
こ
と
 を
 矢
 
旧
る
。
 

（
 
3
@
l
 

一
百
の
刑
罰
を
持
つ
罪
人
を
匿
っ
た
と
想
定
し
、
そ
の
 罪
 人
 が
父
系
男
親
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
に
よ
る
刑
罰
の
 差
異
を
「
 図
 Ⅱ
」
に
 示
 

す
 。
こ
の
図
は
 、
 先
の
「
 図
 Ⅱ
」
と
同
じ
親
族
配
列
に
 よ
る
。
図
中
の
数
字
は
、
他
人
を
匿
っ
た
罪
を
「
 0
 」
（
 杖
 九
十
）
と
し
た
時
、
 

そ
れ
と
の
刑
罰
等
級
の
増
減
を
表
わ
す
。
故
に
、
「
 巧
 」
 は
 無
罪
と
な
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
親
族
は
、
別
居
し
 て
い
る
者
と
し
て
、
 扱
 

わ
れ
て
い
る
。
 清
 律
の
上
で
は
、
直
系
親
族
と
の
別
居
 

 
 

喪
の
等
級
如
何
に
拘
ら
 

ず
 全
部
無
罪
と
し
て
考
え
て
い
る
。
 

㈲
財
物
を
盗
む
行
為
の
場
合
 

「
親
展
 相
盗
 」
は
、
強
盗
の
如
き
を
除
い
た
単
な
る
盗
み
 に
 関
し
、
次
の
如
く
云
う
。
 

九
冬
 居
 親
展
、
相
 盗
 財
物
者
、
期
新
城
凡
人
五
等
、
大
 坊
城
四
等
、
小
功
 減
 三
等
、
網
麻
 減
 二
等
、
無
 服
之
親
減
 
一
等
。
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清祥 を 通してみたる 祖先業   拝の構造に関 する 一 研究 

塊
 

O
 

  

 
 
 
 
 
 図

 

 
 図

 

め
 
⑫
 

壌
 

④
 

  

㎏
④
 

  

{ 減 但 Ⅰ・。 
。 な を し 図 

お 夫 こ Ⅲ 
、 ね こ 」   正直 じ 

「 系 他 形   
図 親 人 式 
W 族 の で 
」 に 財   

に つ 物 貯 
於 い を 物 

Ⅰ 

て て 盗 を 
は は む 盗 
    場 む 

    
的 す 刑 の 
に べ 罰 " 

は き の 被 
、 親 等 害 

マ 族 級 者 
ィ と 女 口 と 

ナ し 何 の 
ス て を 親 
の 、 問 換 

関係の 数字が ここで わず、 
多 は 「 如   
ぃ 除 0 府 

もの くしに 。 とよ 
エ牟口王ヰ し る 

て 刑 

  。 異 
価 数 を 
の 字   
程   

度 
が 

は " 「 図 
  他 Ⅳ 
F' 訂 

セ Ⅰ 

人 」 
0 と 

と 場 し 

考 合 て 
え と 一 小 
て 

お 
のす 増 。 
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親
族
の
価
値
評
価
決
定
の
規
準
と
し
て
、
尊
卑
長
幼
の
 区
分
が
使
用
さ
れ
る
律
は
 、
 A
 タ
イ
プ
 と
 同
様
多
い
。
 
た
 、
だ
 
、
こ
の
タ
イ
プ
で
 

は
 、
尊
卑
長
幼
の
区
分
の
み
に
従
う
場
合
は
少
 い
 。
 多
 く
の
場
合
、
喪
服
等
級
と
の
併
用
の
形
を
取
る
。
故
に
 
、
こ
の
タ
イ
プ
の
行
為
 

は
 、
価
値
評
価
に
際
し
、
尊
卑
区
分
の
強
く
働
く
も
の
 で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
刑
律
に
於
て
、
親
族
の
関
係
す
 る
 律
の
多
く
の
中
で
見
 

@
 
比
 @
 

@
9
 

l
 ）
 

-
D
U
 

2
 ）
 

 
 

-
 
騰
 -
 

え
る
。
「
 卑
幼
 仏
壇
片
肘
」
「
 匿
 父
母
大
喪
」
「
接
 壌
 」
「
 

謀
殺
祖
父
母
父
母
」
「
 

罵
 尊
長
」
「
千
名
 犯
義
 」
等
々
で
あ
 る
 。
こ
こ
で
の
事
例
と
 

し
て
、
殺
人
の
行
為
及
び
罵
る
行
為
を
取
る
。
 

㈲
殺
人
行
為
の
場
合
 

「
謀
殺
祖
父
母
父
母
」
は
 
、
 次
の
如
く
云
う
。
 

凡
 謀
殺
祖
父
母
父
母
・
友
朋
 親
 

尊
長
・
 夫 ・
 夫
之
 祖
父
母
父
母
、
己
行
者
、
皆
 斬
 、
 己
殺
 者
、
皆
 凌
 遅
慮
死
 、
謀
殺
網
麻
 

以
上
尊
長
、
己
行
者
、
 
杖
 
一
百
 流
 二
千
里
、
 己
 傷
者
、
絞
 、
 己
殺
 者
、
皆
 斬
 。
 其
 尊
長
、
謀
殺
 卑
幼
 、
己
行
者
 、
 各
依
 故
殺
非
滅
 一
 

等
 、
己
傷
者
、
減
一
等
、
己
 殺
 者
、
依
故
殺
 法
 。
 

こ
の
中
か
ら
、
殺
そ
う
と
し
た
場
合
（
 己
 行
者
）
、
父
系
 男
親
の
内
、
誰
を
対
象
と
し
た
か
に
よ
る
刑
罰
の
差
異
 を
 、
「
 図
 V
 」
に
示
す
。
 

-
 
れ
 -
 

な
お
、
他
人
を
殺
そ
う
と
し
て
既
に
実
行
し
た
時
の
刑
 罰
は
 、
「
謀
殺
人
」
に
よ
り
：
 杖
 
一
百
徳
三
年
で
あ
る
。
 
図
は
 、
こ
れ
を
「
 0
 し
 

と
し
て
の
増
減
で
表
わ
す
。
 

㈲
罵
る
行
為
の
場
合
 

「
 罵
 尊
長
」
に
於
て
 、
 次
の
如
く
云
う
。
 

凡
 鳥
網
麻
児
 姉
 、
 答
 五
十
、
小
功
 兄
姉
 、
 杖
 六
十
、
大
 功
兄
姉
 、
 杖
 七
十
、
尊
属
名
 加
 
一
等
、
若
鳥
 見
姉
 者
、
 杖
 
一
百
、
伯
叔
父
母
 姑
 

外
祖
父
母
、
各
 加
 
一
等
。
 

(1 ㏄ ) 

㈲
 
B
 

タ
イ
プ
に
つ
い
て
 

 
  

 



清 律を通してみたる 祖先崇拝の 

（
 1
 
）
但
し
 、
 
特
に
名
 例
律
に
 
於
て
は
、
禁
止
行
為
と
は
限
ら
   

（
 2
 ）
 

名
例
律
 、
 巻
 四
・
三
 2
 匹
。
 

（
 3
 
）
名
別
 律
 
「
加
減
罪
例
」
、
 
巻
 五
・
六
十
三
。
 

爪
櫛
知
者
、
就
 本
罪
 上
加
重
、
札
 
減
 者
、
本
葬
上
演
、
 
惟
二
死
 
三
流
、
各
岡
持
一
成
。
 

（
 4
 
）
喪
服
の
等
級
に
従
 
い
 、
服
喪
期
間
、
喪
申
の
衣
服
の
種
 類
等
が
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
服
喪
難
問
で
云
 
う
と
、
斬
 表
１
三
年
、
背
表
１
期
 

（
一
）
 年
 
・
五
月
・
ヒ
一
月
、
大
功
 ｜
 九
月
、
小
功
 ｜
 五
月
、
網
麻
 ｜
 
三
月
、
と
な
る
。
上
の
費
哀
の
服
喪
期
間
は
原
則
と
し
て
 一
 年
 で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 
 
 
 
 

倒
 れ
と
し
て
、
曾
祖
父
母
が
五
月
、
高
祖
父
母
と
継
父
が
三
月
 

 
 

 
 

（
 5
 ）
円
宗
・
同
姓
及
び
 
外
姻
 の
 無
服
 親
の
範
囲
に
つ
い
て
は
 
 
 

 
 

声
律
・
婚
姻
「
 要
親
睡
 妻
妾
」
の
 
註
 、
 巻
十
 
，
二
十
二
。
 

  

構造 

註 

    に関する 一 研究 

ま
た
、
「
 罵
 祖
父
母
父
母
」
に
於
て
 、
 次
の
如
し
。
 

凡
罵
 祖
父
母
父
母
、
 
及
 妻
妾
農
夫
 之
 祖
父
母
父
母
者
、
並
 絞
 。
 

（
 
援
 ）
 

そ
こ
で
、
父
系
男
親
の
誰
を
罵
っ
た
か
に
よ
る
刑
罰
の
差
 呉
る
 、
「
 図
 Ⅵ
」
に
示
す
。
他
人
を
罵
る
場
合
の
刑
 
罰
は
 、
「
黒
人
」
に
よ
 

り
 、
 答
十
 
（
 
0
 ）
で
あ
り
、
数
字
は
、
こ
れ
と
の
増
減
 を
 表
わ
す
。
故
に
、
「
 目
 」
は
無
罪
と
な
る
。
 

な
お
、
「
 図
 V
 」
「
 図
 W
 」
に
於
て
は
、
基
本
的
に
は
、
 

数
字
の
高
い
（
プ
ラ
ス
の
方
向
へ
）
も
の
 程
 、
価
値
 評
 価
の
程
度
が
高
い
と
 

考
え
る
。
 

以
上
、
親
族
の
価
値
評
価
へ
の
二
つ
の
傾
向
性
を
観
る
 に
、
 A
 タ
イ
プ
を
「
 図
正
 」
 団
 Ⅳ
」
に
 、
 B
 タ
イ
プ
を
 
「
 
図
 V
 」
「
 図
 Ⅵ
 し
に
 

掲
げ
た
。
そ
の
各
々
の
基
本
的
枠
組
み
に
よ
り
、
喪
服
 等
級
の
み
の
働
く
行
為
を
 A
 タ
イ
プ
、
尊
卑
区
分
の
強
 く
 働
く
行
為
を
 B
 タ
イ
 

フ
 と
し
て
類
型
化
し
た
。
次
の
章
で
、
 

A
.
B
 両
 タ
イ
プ
 0
 行
為
を
一
つ
づ
っ
取
り
出
し
、
親
族
全
体
へ
の
価
値
 評
価
の
様
態
を
詳
述
す
 

る
 。
 

  



同
姓
 不
得
為
婚
 、
混
同
家
子
、
 
無
服
 二
親
 所
 色
音
 廣
 、
九
五
服
 二
体
、
譜
系
 可
考
 、
尊
卑
長
幼
名
分
猫
石
者
、
皆
是
。
 

 
 

 
 

刑
律
・
減
益
 下
 
「
親
展
 
栢
盗
 」
の
条
例
、
巻
二
十
五
・
五
七
六
  
 

 
 

其
体
 姻
 尊
長
潮
 肩
栢
盗
 、
 惟
律
圃
内
載
明
 者
、
方
程
 律
 減
等
、
 
化
外
不
得
漁
利
。
 

 
 

 
 
 
 

（
 6
 ）
刑
律
・
 
闘
段
 
「
 敵
 大
功
以
下
尊
長
」
の
 註
 、
考
二
十
八
 ・
二
十
。
 

兄
姉
典
己
為
輩
 行
者
、
所
謂
 長
也
 、
尊
属
異
父
母
 為
 奉
行
者
、
 

即
興
 祖
為
 蛮
行
者
、
不
足
所
謂
尊
位
、
・
・
・
・
・
・
 幼
即
 弟
妹
、
尊
邸
 呉
子
孫
 為
輩
 行
者
 

也
 。
 

（
 7
 
）
「
 諸
固
 」
、
養
二
の
中
に
掲
載
さ
れ
る
喪
服
 

図
は
 、
「
 本
 宗
 九
族
五
服
正
服
 之
圓
 」
「
 妻
 姦
夫
 族
服
圓
 」
「
 妾
 持
家
長
旗
 服
 二
 %
 」
「
 出
 嫁
女
持
木
 

宗
 降
服
 之
圃
 」
「
外
観
取
 圓
 」
「
 妻
親
服
圓
 」
「
 三
父
 八
段
 服
圃
 」
 
の
 七
つ
を
数
え
る
。
 

（
 8
 ）
 

名
例
律
 、
 巻
 五
・
五
十
。
 

（
 9
 ）
月
待
・
月
役
、
巻
尺
・
 
ニ
 。
 

（
 蛇
 
）
刑
律
・
 賊
盗
 、
巻
二
十
三
・
 
ニ
 。
 

（
Ⅱ
）
刑
律
・
 
賊
盗
 、
巻
二
十
五
・
 
ニ
 。
 

（
は
）
刑
律
・
 
犯
姦
 、
養
三
十
三
・
十
四
。
 

（
㎎
）
刑
律
・
捕
亡
「
 知
情
 蔵
匿
罪
人
」
、
養
三
十
五
、
五
十
四
 

 
 

凡
知
人
犯
罪
 事
途
 官
司
若
人
 
道
喚
 、
 而
 蔵
匿
、
在
家
不
行
 捕
告
 

各
滅
罪
人
昇
一
等
。
 

（
 4
<
*
 

）
声
律
・
月
役
「
 
別
籍
 異
対
」
、
 
巻
 八
・
四
十
二
。
 

凡
 祖
父
母
父
母
 在
 、
子
孫
列
立
戸
籍
、
 
分
異
 財
産
者
、
 

杖
 
一
百
  
 

（
 騰
 
）
声
律
・
月
役
、
巻
八
・
四
十
三
。
 

（
 蛉
 ）
 
祀
律
 
・
儀
制
、
巻
 十
セ
 
・
三
十
二
。
 

（
 W
 ）
刑
律
・
減
益
、
巻
二
十
五
・
三
十
二
。
 

ヘ
 0
 ）
刑
律
・
人
命
、
巻
二
十
六
・
十
三
。
 

（
㎎
）
刑
律
・
 
罵
 舌
口
、
巻
二
十
九
・
七
。
 

（
㏄
）
刑
律
・
訴
訟
、
養
三
十
・
四
十
七
。
 

（
 れ
 
）
刑
律
・
人
命
「
謀
殺
人
」
、
養
二
十
六
・
三
。
 



清 律を通してみたる 祖 

よ
る
評
価
体
系
で
あ
る
。
 

]
 、
「
禁
じ
ら
れ
た
婚
姻
の
行
為
」
を
通
し
て
の
評
価
 体
系
 

ま
ず
、
こ
の
行
為
に
関
し
て
、
親
族
の
関
係
す
る
律
の
 中
か
ら
、
こ
こ
で
の
該
当
箇
所
を
取
り
出
し
て
お
く
。
 

-
5
 
）
 

「
同
姓
 為
婚
 」
 

凡
 同
姓
、
浜
姫
者
、
各
校
六
十
。
 

が
イ
ブ
 

の
諸
行
為
の
中
で
、
親
族
関
係
毎
の
価
値
評
価
 

 
 

お
 
、
こ
こ
で
の
評
価
体
系
の
 

 
 

 
 

 
 

る一 研究 

を 通 の 
観 し 行 こ   

22   
察て為 す、 を こ で 兄 君 

罵 刑 謀   人 往 前 

各 評 上 - 先   
ィ す る A 

者 苔言 " ・ 篤行 己 " 
  "  デ " - @ 

フ 。 べ 。 タ 一 十拳 曾 
の き そ 々 一 、 二場 
代 親 の フ 。 五 十 人 

表 疾 行 の 
例 の 為 代   
は 範 を 表 考二枚   事 、次 的 囲と 行う 

各 面 
答 徒 

の 、 場 例       
二 価 合 と 
  点 、 値 の し 

十 。 年 ゥ 

@c  評 、 て 

よ 価 対   
り の 家 禁 
選 程 者 じ 

択 度 と ら 

し る の れ 
た 観 潮 た   手 つ｜、け と 。 関係 

A ま の の 

婚姻 B 、 り、 如何 

面 工 に を 
タ つ よ 付 
イ め る う 

フ 。 f 千 升 l 才 千 

の為罰為 興 るの、 
聖 道 差 B 

的 し 異 タ 

イブ 姿を示 の 親 て 、 を明ら 

す 族 か そ 
こ の に れ 

  
客 体 れ 段 
タ 系 を 打 
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姦
 網
麻
以
上
親
友
網
麻
以
上
親
 之
妻
 者
、
若
妻
前
夫
 之
 女
 ・
同
母
異
父
姉
妹
者
、
各
校
一
百
徳
三
年
。
 若
 姦
徒
 祖
 祖
母
 姑
 ・
 従
祖
 伯
叔
 

母
姑
 ・
従
父
姉
妹
・
 母
之
 姉
妹
・
 及
 兄
弟
 妻
 ・
兄
弟
子
 妻
 者
、
各
 絞
 。
 若
姦
 父
祖
 妾
 ・
伯
叔
母
 姑
 姉
妹
・
子
孫
文
 婦
 ・
兄
弟
亡
友
者
、
 

各
所
。
 

以
上
の
各
 律
と
 、
そ
の
註
を
参
考
と
し
、
こ
こ
で
の
 対
 象
 と
な
る
親
族
に
つ
き
、
そ
の
親
族
と
婚
姻
し
た
場
合
の
 刑
罰
を
整
理
し
て
お
 

く
 。
各
刑
罰
に
附
記
し
た
数
字
は
、
二
十
一
等
級
の
刑
 -
 
別
体
系
を
、
無
罪
か
ら
 凌
遅
処
 死
に
到
る
ま
で
の
㈹
 
か
 ら
 ㎝
と
し
て
示
す
。
 

㈲
伯
叔
母
、
 
姑
 、
姉
妹
、
子
の
姉
、
孫
の
婦
、
兄
弟
 の
女
の
場
合
、
 斬
 ㈹
。
 

㈲
 
従
祖
 祖
母
 
目
繍
串
毛
片
 、
従
 祖
 祖
姑
 
審
コ
の
 べ
従
祖
 伯
叔
母
 
ぎ
繍
し
 （
の
。
 
毛
 @
 
、
 従
 祖
姑
 
田
 目
下
し
 a
 、
従
父
姉
妹
 

要
目
 田
 、
兄
弟
の
妻
、
兄
弟
の
子
の
妻
の
場
合
、
絞
  
 

㈹
 
同
 宗
の
小
功
以
上
の
親
族
の
妻
及
び
女
、
同
宗
の
 網
麻
以
上
の
姑
・
姉
妹
・
 姪
 姉
妹
、
母
の
姉
妹
、
姉
の
女
 の
場
合
、
 杖
 一
百
捷
二
 
一
 

（
 
8
 ）
 

「
 親
属
 相
姦
」
 

凡
外
姻
有
服
 尊
属
車
 幼
 、
共
馬
婚
姻
、
 及
妾
 同
母
異
父
 

姉
妹
・
若
妻
前
夫
 

之
 文
者
、
 各
 取
親
 犀
 相
姦
論
。
異
父
母
 之
姑
 鼻
面
妖
姉
妹
 及
 

煉
 若
党
 媒
 、
世
乞
 姑
堂
姑
 波
高
役
 媒
 、
望
外
甥
 女
 、
若
 女
婿
 之
 姉
妹
、
政
子
孫
 掃
え
 姉
妹
、
並
木
 待
 馬
婚
姻
、
 違
 者
、
各
校
一
百
。
 若
 

婆
 己
 と
 始
皇
面
妖
姉
妹
者
、
 杖
 八
十
。
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

「
 要
親
犀
 妻
妾
」
 

凡
竪
同
宗
無
服
之
 親
友
 無
服
親
 亡
妻
者
、
各
校
一
百
、
若
 要
 網
麻
 親
之
妻
及
舅
甥
妻
 、
各
校
六
十
桂
一
年
、
小
功
 以
上
、
各
 以
 叢
論
。
 

若
 叔
父
祖
 妾
及
 伯
叔
母
者
、
各
 斬
 、
芳
見
 亡
収
娘
 、
 弟
 亡
収
弟
婦
 者
、
各
校
、
 妾
 %
 減
二
等
。
 若
嬰
 国
宗
網
麻
 以
 上
姓
 姪
 姉
妹
者
、
 亦
 

各
以
姦
論
 。
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（
 
6
 ）
 

「
尊
卑
 為
婚
 」
 



清 律を通してみたる 祖先崇拝の構造に 関する 一 

⑤ ④ ③ ② ① の l ((I( 
対 す   
に 数 女 横 る 二 「 に 上 司 
婚 字 の 練 湯 本 ム つ の 姓   

は が 夫 「 明 た 場 

を 十   表 (6) 
て 血 族 と   

す 
数 
字 
を   各 拝柿 す は胆 し よ、 - （ 画 一、 万 一 該 
当 

後   
        @% 

る 、 り   
。 直 喪 - 一 ロ @ 己 

    
卑 等 
屑 紙 

  
      

て作 

  
コの 

  
  

女異 " る   ナ 。 @   ㎎ 

岸 - 
親 祖 

コの 

族 
画 こ         
外 で 

  

孫 は を 
文 金 表 図 「 
4c  て   Ⅶ 

つ 在 す 。 
」 

い 室 で 

て @c 線 
が 

あ 

一 文 
る 

  
ま、｜ 扱う。 

叉   
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漱
 ㈹
 姑
 姉
妹
 繍
 紹
し
 
p
 
、
 舅
 姉
妹
 目
 。
軒
し
 
p
 
、
 
両
煉
 
姉
妹
 目
 。
鈴
口
 
a
 の
場
合
、
 

杖
 八
十
㈹
。
 

午
 ㈲
。
 

㈲
 
同
 宗
の
網
麻
親
族
の
妻
、
舅
の
妻
 
目
 。
 卑
 毛
ぺ
 甥
 の
妻
 四
 0
0
 
支
 ふ
の
場
合
、
 杖
 六
十
徳
一
年
㎝
。
 

㈹
 
同
 宗
の
 無
 服
の
親
族
、
同
宗
 無
服
 親
の
妻
、
父
の
 姑
 姉
妹
 
ぎ
 コ
四
し
 p
 、
母
の
姑
姉
妹
 
目
 0
 繍
 田
口
 が
 
、
 父
の
舅
姉
妹
内
ド
 乙
 。
 

母
の
媒
 目
 。
 目
 0
%
 、
父
の
堂
 妓
審
ま
 。
要
下
し
が
 

軒
し
 a
 、
母
の
舅
姉
妹
 旨
 。
 絃
 。
卑
し
㌔
父
の
両
嫉
妬
 

母
の
堂
 煉
乙
 。
 宮
 。
 コ
甲
し
 ㌔
母
の
姑
 目
 0
 局
 曲
 

妹
審
目
 0
 凹
田
、
母
の
両
 
妖
 姉
妹
 紺
 。
 目
 。
田
し
 u
 、
 

臼
 、
母
の
堂
 姑
旨
 い
同
曲
 

父
 の
 嫡
審
ヨ
 。
 臼
 、
 

コ
 申
し
共
学
地
 乙
 0
 目
甲
ヨ
 、
専
従
 煉
目
 0
 局
斡
 ぎ
軒
 ぎ
し
 p
 、
営
外
甥
九
 
%
 
安
宮
し
㌔
女
婿
の
 姉
妹
、
子
の
婦
の
姉
 

妹
 、
 孫
 
（
 
曾
 ・
 元
孫
 ）
の
婦
の
姉
妹
の
場
合
、
 杖
 一
百
  
 

  



図 Ⅶ 

  

  

  

 
  

 

 
 

し 場 決 か 種 2 ⑲ ⑨ ⑧ ⑦ 
せ て 

⑥ 
て 合 定 石 類 こ 、 等 る 競 い 

そ
の
他
の
数
字
の
な
い
女
の
親
族
は
 、
仮
 り
に
婚
姻
の
対
 象
 と
し
 

も
 罰
さ
れ
ぬ
と
解
釈
す
る
。
 

同
宗
無
服
親
 に
つ
い
て
は
、
例
と
し
て
、
そ
の
中
の
 ニ
、
 三
を
載
 

る
に
留
め
て
い
る
。
 

同
姓
 無
服
 親
は
 、
国
 よ
り
欠
落
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
の
親
族
の
価
値
評
価
は
、
基
本
的
に
は
、
刑
罰
等
 級
 の
 高
 

音
程
高
い
と
考
え
る
。
中
で
、
⑤
に
掲
げ
た
「
 釆
印
 」
 の
 付
い
た
 

族
は
、
 最
も
高
い
と
解
釈
す
る
。
 

こ
の
図
は
、
行
為
の
性
質
上
、
対
象
を
女
の
親
族
に
限
定
 し
て
い
 

。
男
の
親
族
の
価
値
評
価
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
妻
 へ
の
刑
罰
 

級
 に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
 

「
殴
打
の
行
為
」
を
通
し
て
の
評
価
体
系
 

0
 行
為
に
関
す
る
律
を
観
察
す
る
に
当
り
、
こ
こ
で
 扱
 ・
 
っ
 殴
打
の
 

を
 限
定
し
て
お
く
。
殴
打
に
は
傷
つ
け
る
か
否
か
 、
手
 足
 で
打
つ
 

等
で
打
つ
か
、
殺
し
て
し
ま
う
か
、
等
の
種
類
に
応
じ
 て
 刑
罰
が
 

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
殴
打
の
結
果
、
折
傷
以
上
に
到
 ，
 
ら
し
む
る
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

の
内
 最
も
軽
い
ケ
ー
ス
を
例
と
し
て
取
る
。
な
お
、
他
人
 を
 殴
打
 

、
 上
の
ケ
ー
ス
な
ら
、
 
杖
 
一
百
と
な
る
。
ま
ず
、
こ
の
 
行
為
に
 衡
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清 律を通してみたる 祖先崇拝の構造に 関する 一 研究 

す
る
律
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
の
該
当
箇
所
を
観
て
お
く
。
 

（
 
0
 
l
l
 

）
 

「
妻
妾
横
矢
」
 

凡
 妻
妾
 殴
夫
 者
、
 杖
 一
百
、
…
…
 至
 折
傷
以
上
、
各
 加
 凡
闘
傷
 三
等
。
英
夫
 殴
妻
 、
非
折
傷
、
勿
論
、
至
折
傷
 以
 上
 、
減
凡
人
二
等
。
 

若
殿
 妻
之
 父
母
者
、
 杖
 六
十
桂
一
年
、
折
傷
以
上
、
各
 加
 見
聞
 傷
 巽
二
等
。
 

（
・
 

l
 
，
 
Ⅰ
 

）
 

「
同
姓
 親
属
 柏
殿
」
 

凡
 同
姓
親
風
相
殿
、
 雄
 五
服
己
妻
、
 而
 尊
卑
名
分
 猶
存
 者
、
尊
長
 城
 見
聞
一
等
、
 卑
幼
加
 一
等
。
 

-
 
珂
り
）
 

「
 暇
 大
功
以
下
尊
長
」
 

凡
卑
 幼
 段
本
 宗
 度
外
 姻
 網
麻
児
 姉
 、
 杖
 一
百
、
小
功
 兄
 姉
 、
 杖
 六
十
佳
一
年
、
大
功
 兄
姉
 、
 杖
セ
 十
能
一
年
半
、
 尊
属
文
 加
 一
等
、
 折
 

傷
 以
上
、
各
逓
加
見
聞
陽
一
等
。
 若
 尊
長
殿
軍
功
、
非
 折
傷
、
勿
論
、
至
折
傷
以
上
、
網
麻
 減
 凡
人
一
等
、
小
功
 減
 二
等
、
大
功
 減
三
 

等
 。
 

（
 
3
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

「
 殴
 親
親
尊
長
」
 

兄
 弟
妹
政
見
 姉
 者
、
 杖
 九
十
捷
二
年
半
、
…
…
折
傷
者
、
 杖
 一
百
 流
 三
千
里
。
 若
姪
暇
 伯
叔
父
母
 姑
 、
度
外
孫
 暇
 外
祖
父
母
、
各
 加
一
 

等
 。
 

-
4
 

l
 ）
 

「
 殴
 祖
父
母
父
母
」
 

爪
子
孫
 殴
 祖
父
母
父
母
、
 及
 妻
妾
敏
夫
 之
 祖
父
母
父
母
 者
、
皆
 斬
 。
 若
 祖
父
母
父
母
、
非
理
、
殴
子
孫
文
 婦
及
乞
 養
 異
姓
文
子
孫
、
 折
 

傷
 以
下
、
勿
論
。
 -

 
Ⅰ
 
l
 
Ⅰ
 
d
 
）
 

「
妻
妾
典
夫
親
展
 相
殴
 」
 

若
 尊
長
殴
傷
 卑
幼
之
婦
 、
減
凡
人
一
等
。
 若
 弟
妹
 殴
兄
 之
妻
 、
加
 畷
 凡
人
一
等
。
若
児
 姉
殴
弟
之
妻
 、
・
・
 

，
 
…
名
城
 凡
人
一
等
。
 某
殴
姉
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妹
 之
夫
・
 妻
之
 兄
弟
、
…
・
・
・
 

以
 見
聞
 論
 。
 

以
上
の
各
律
を
基
に
、
こ
こ
で
扱
う
親
族
を
殴
打
（
 折
 傷
 め
 ケ
ー
ス
）
し
た
時
の
刑
罰
を
 、
 次
に
整
理
し
て
お
く
 。
刑
罰
に
付
け
た
数
 

字
は
 、
婚
姻
の
場
合
同
様
、
刑
罰
体
系
の
等
級
を
表
わ
 す
 。
 

㈲
祖
父
母
（
 高
 ・
曾
を
含
む
）
、
父
母
の
場
合
、
 
斬
 ㈹
  
 

㈲
 
期
 親
の
尊
属
（
伯
叔
父
母
、
 姑
 ）
、
外
祖
父
母
の
場
 合
 、
絞
㈹
。
 

㈹
大
功
の
尊
属
の
場
合
、
 
杖
 九
十
徳
二
年
半
㈹
。
 

㈲
小
功
の
尊
属
の
場
合
、
 
杖
 八
十
徳
二
年
㈹
。
 

㈹
網
麻
の
尊
属
の
場
合
、
 
杖
セ
 十
徳
一
年
半
㈹
。
 

れ
 
親
親
の
 長
 属
の
場
合
、
 杖
 一
百
 流
 三
千
里
㈹
。
 

Ⅲ
大
功
の
長
属
の
場
合
、
 
杖
 八
十
徳
二
年
㈹
。
 

㈲
小
功
の
長
属
の
場
合
、
 
杖
セ
十
 桂
一
年
半
㈹
。
 

㈹
網
麻
の
長
 尾
 、
同
姓
 無
 服
の
尊
長
居
、
兄
の
妻
の
 場
合
、
 杖
 六
十
桂
一
年
㎝
。
 

㈹
 
期
親
 の
 卑
幼
属
 
（
 
干
 、
孫
、
弟
、
 姪
 ）
、
 姪
孫
 、
 外
 孫
 、
子
の
妻
、
孫
の
妻
の
場
合
、
無
罪
㈹
。
 

㈹
大
功
の
卑
 幼
 属
の
場
合
、
 杖
セ
十
 Ⅲ
。
 

㈲
小
功
の
卑
 幼
 属
の
場
合
、
 杖
 八
十
㈲
。
 

㈲
網
麻
の
 卑
幼
属
 、
期
親
か
ら
網
麻
ま
で
の
 卑
幼
の
 婦
 、
同
姓
 無
服
 の
 卑
 幼
の
場
合
、
 杖
 九
十
㈲
。
 

㈲
妻
の
場
合
、
 
杖
 八
十
㈲
。
 

以
上
の
㈲
 z
 ㈲
の
刑
罰
等
級
を
表
わ
す
数
字
を
、
 各
該
 当
の
親
族
に
付
け
て
、
「
 図
 Ⅷ
」
を
作
成
す
る
。
こ
の
 回
 の
 書
き
方
は
、
原
則
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た
み
得
た
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
解
釈
は
 、

次
章
に
於
て
、
評
価
体
系
の
基
本
的
枠
組
み
を
検
討
 す
る
こ
と
で
、
代
行
さ
せ
 

 
 

通
し
 
る
 

 
 

 
 

（
 
1
 ）
自
己
が
女
の
場
合
、
未
婚
は
男
に
同
じ
、
 

朋
坤
後
 は
 本
 宗
の
親
族
と
夫
の
親
族
と
に
係
わ
る
。
故
に
結
婚
の
前
後
に
よ
 

 
 

る 祖先崇拝の構造に 関する 一 研究 

と
 

し
て
「
 

図
 
Ⅶ
」
に
同
じ
だ
が
、
黒
 

6
 
点
も
あ
る
の
で
、
 

Ⅶ
 
 
 
図
 

若
 千
の
説
明
を
行
な
っ
て
お
く
。
 

①
「
 図
 Ⅶ
」
の
説
明
箇
所
で
挙
げ
た
①
②
③
④
⑦
 
⑧
 

あ
る
。
 

②
自
己
Ⅱ
 軸
 0
 と
同
世
代
の
親
族
に
つ
い
て
は
、
 上
 @
%
 

下
 に
幼
属
及
び
そ
の
妻
に
対
す
る
刑
罰
を
記
す
。
 

③
数
字
の
「
 0
 」
は
無
罪
を
 、
 「
㏄
」
は
他
人
を
殴
 打
 

と
を
意
味
す
る
。
 

①
こ
の
行
為
を
通
し
て
の
親
族
の
価
値
評
価
は
、
 
某
 本
 

の
 高
い
者
程
高
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
特
に
 卑
幼
 の
 親
 

概
 に
は
決
定
し
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
上
の
解
 

か
く
し
て
、
 っ
図
 
Ⅶ
」
「
・
 

図
 Ⅷ
」
は
 、
 先
の
 A
 タ
イ
プ
、
 

典
型
的
姿
を
示
し
た
。
こ
の
二
つ
の
行
為
を
通
し
て
の
 親
 

共
に
、
刑
罰
等
級
の
程
度
に
於
て
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
 よ
 

当
 す
べ
き
親
族
の
範
囲
と
、
そ
の
各
親
族
の
価
値
評
価
  
 は

こ
こ
で
も
同
じ
で
 

長
 属
及
び
そ
の
妻
、
 

す
る
刑
罰
と
同
じ
こ
 

的
に
は
、
刑
罰
等
級
 

族
は
 つ
い
て
は
、
一
 

駅
に
準
じ
て
お
く
。
 

B
 タ
イ
プ
の
行
為
の
 

族
の
価
値
評
価
は
 、
 

り
 、
価
値
評
価
に
 該
 

程
度
と
を
取
り
出
し
 

  

73@ (177) 



先
に
、
親
族
の
価
値
評
価
決
定
の
基
本
的
枠
組
み
と
し
 て
 、
仮
説
的
に
 、
 ㈲
、
喪
服
等
級
、
㈲
、
尊
卑
長
幼
の
区
 分
、
の
 二
つ
を
取
り
 

一 一 一 

す
る
親
族
の
範
囲
及
び
価
値
の
程
度
は
 、
 著
し
く
 異
る
 。
 

 
 

 
 

（
 
2
 ）
例
え
ば
養
子
の
場
合
、
養
子
先
の
親
族
に
対
し
て
は
 
普
 迫
め
 ケ
ー
ス
に
同
じ
、
 
本
 宗
の
親
族
に
対
し
て
 ぱ
 原
則
と
し
て
 一
等
級
下
げ
る
。
か
く
 

 
 

の
 如
く
、
価
値
評
価
す
べ
 き
 親
族
の
範
囲
や
程
度
に
、
実
子
と
 較
べ
て
大
き
な
差
を
示
す
。
 

 
 

 
 

（
 
3
 
）
王
父
 八
 母
の
内
、
嫡
母
「
 妾
 二
子
 謂
 正
妻
」
、
継
母
「
 父
 二
 %
 妻
 」
、
 妓
母
 
「
所
生
母
 死
 、
 父
令
他
妾
 撫
養
」
、
養
母
「
 
己
身
 無
 干
、
両
番
円
宗
 

二
子
 ニ
は
 つ
い
て
は
、
 

ニ
、
 三
の
例
外
を
除
い
 
-
 ：
親
母
と
同
 じ
 扱
い
。
そ
の
他
は
、
原
則
と
し
て
喪
服
等
級
に
準
ず
る
。
 

諸
圓
 
・
喪
服
 岡
 
「
三
文
尺
骨
 服
闘
 」
、
養
二
・
四
十
七
及
び
名
 
例
 律
 
二
 % 
期
親
祖
ズ
母
 」
、
 巻
 五
・
六
十
六
参
照
。
 

（
 
4
 
）
親
族
の
妾
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
妻
よ
り
 
一
等
下
位
扱
い
（
刑
律
「
 
親
届
相
 姦
」
 
等
 ）
 か
 
二
等
級
下
位
 
扱
 ぃ
 
（
月
待
「
 
嬰
 親
田
 妻
 

妾
 」
 等
 ）
を
受
け
る
。
 

（
 
5
 ）
声
律
・
婚
姻
、
 
巻
十
 
・
十
九
。
 

（
 
6
 
）
声
律
・
婚
姻
、
 
巻
十
 
・
二
七
。
 

（
 
7
 ）
声
律
・
婚
姻
、
 
巻
十
 
・
二
十
二
。
 

（
 
8
 
）
刑
律
・
 犯
姦
 、
養
三
十
三
・
十
四
。
 

（
 
9
 
）
刑
律
・
 闘
暇
 
「
 闘
暇
 」
、
養
二
十
 セ
 
・
 ニ
 。
 

折
 八
一
画
 及
 手
足
一
揖
、
 
抄
 人
目
、
扶
投
入
耳
鼻
、
 

若
破
 人
骨
 、
 及
 周
揚
大
鍋
鉄
 汁
 、
傷
人
、
 

（
 
印
 
）
刑
律
・
 闘
殿
 、
 巻
 二
十
八
・
十
三
。
 

（
Ⅱ
）
刑
律
・
 
闘
殴
 、
 巻
 二
十
八
・
十
八
。
 

（
は
）
刑
律
・
 
闘
殴
 、
養
二
十
八
・
二
十
。
 

（
は
）
刑
律
・
 
闘
瑛
 、
善
二
十
八
・
二
十
七
。
 

ハ
こ
 

刑
律
・
 鼠
段
 、
巻
二
十
八
・
三
十
四
。
 

（
Ⅱ
）
刑
律
・
 
闘
政
 、
巻
二
十
八
・
四
十
二
。
 



綾
 
㈲
直
系
因
子
 

清
 

直
系
親
族
の
価
値
評
価
は
 、
 A
 タ
イ
プ
の
体
系
及
び
 B
 タ
イ
プ
の
体
系
の
尊
属
に
於
て
 、
他
と
 較
べ
て
、
断
然
 高
 い
 0
 こ
の
因
子
は
 、
 

75 l 

し
て
、
同
じ
 無
服
親
を
 、
価
値
評
価
の
高
い
順
に
 、
同
 宗
 、
同
姓
、
外
 姻
 と
し
て
扱
う
こ
と
に
、
こ
の
因
子
の
 働
き
を
み
る
。
 

適
 

    主神 ) 

逝
 

こ
の
因
子
が
強
く
働
く
姿
は
、
婚
姻
を
禁
ず
る
 

親
 族
の
中
に
、
直
接
血
の
連
な
る
直
系
 

（
 
l
 
ム
ノ
 

輔
 
対
象
と
し
て
揚
げ
さ
え
し
な
い
こ
と
に
も
窺
え
る
。
 

（
「
 
図
 Ⅶ
」
参
照
）
 

拝
 

胡
 
㈲
 
父
 （
 
男
 ）
 系
 因
子
 

ぬ
 

父
系
親
族
達
の
価
値
評
価
の
範
囲
が
広
く
、
久
伍
 

値
 評
価
の
程
度
の
高
 
い
 傾
向
が
 、
 A
 

み
る
。
こ
れ
は
溝
葎
で
の
親
族
が
、
所
謂
「
宗
の
観
念
 

た
 

」
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
 

 
 

こ ・ の 

と B 母 
@c  両 達 
関 タ 

係 イ 女 
す プ 達 
るす の 

。 ） 体 外 
ス系 祖 

こ ｜ 母 

外 於て、 殴打の 孫 
打 ， - 女 
馬 取 を 
等 り 

に 田   一 ミ @ Ⅰ 

於 せ の 

  関する 一 研究 

出
し
た
。
こ
こ
で
は
、
二
章
で
観
た
二
つ
の
行
為
を
中
 心
に
 、
 A
.
B
 面
 タ
イ
プ
の
諸
行
為
を
通
し
て
、
評
価
 体
 系
の
基
本
的
枠
組
み
を
 

再
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
の
枠
組
み
の
考
察
は
、
親
族
 の
 価
値
評
価
を
決
定
す
る
因
子
守
ユ
 o
h
 は
何
か
、
と
い
 う
 形
で
行
な
う
。
先
の
 

二
つ
の
仮
説
的
枠
組
み
よ
り
、
一
段
下
位
の
レ
ベ
ル
で
 取
 り
 出
す
。
先
の
仮
説
的
枠
組
み
で
は
説
明
し
得
な
い
が
 故
に
で
あ
る
。
 

親
族
の
価
値
評
価
決
定
の
基
本
的
因
子
と
し
て
、
次
の
 八
 因
子
を
取
り
出
し
、
各
因
子
毎
に
簡
単
な
説
明
を
附
す
  
 

田
 

血
縁
（
生
物
学
的
）
因
子
 

こ
れ
は
、
血
縁
関
係
の
遠
近
、
濃
淡
に
関
す
る
規
準
で
あ
 る
 。
 A
.
B
 両
 タ
イ
プ
の
行
為
を
通
し
て
の
評
価
体
系
 （
以
下
、
 A
 タ
イ
プ
 

の
 体
系
、
 B
 タ
イ
プ
の
体
系
と
云
う
）
に
於
て
観
察
さ
れ
 る
 。
 A
 タ
イ
プ
の
体
系
で
は
、
一
般
に
血
縁
の
近
い
者
 程
 価
値
評
価
の
高
 い
傾
 

向
を
示
す
。
 
B
 タ
イ
プ
の
体
系
で
は
、
尊
長
尾
 に
 於
て
 血
縁
の
近
い
者
程
高
く
 、
 逆
に
 卑
幼
属
に
 
於
て
遠
い
者
 程
 高
 い
 傾
向
を
示
す
。
 
っ
 

ま
り
、
血
縁
因
子
は
 、
 A
 タ
イ
プ
の
体
系
及
び
 B
 タ
 イ
 プ
の
 体
系
の
尊
長
尾
 に
 於
て
プ
ラ
ス
の
方
向
で
、
 

B
 タ
イ
 プ
の
 体
系
の
卑
 幼
属
に
 

於
て
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で
働
い
て
い
る
。
 

  

  

  



 
 

Ⅲ
の
血
縁
因
子
と
関
係
し
、
清
津
 に
 於
け
る
血
の
連
続
 へ
の
重
視
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
の
因
子
は
ま
た
、
孝
の
 
観
念
と
関
係
す
る
だ
 る
 

う
 。
し
か
し
、
多
く
の
律
で
、
父
母
と
ほ
と
ん
ど
等
価
 値
の
者
と
し
て
、
祖
父
母
（
 曾
 ・
高
祖
父
母
の
直
系
尊
属
 を
含
む
）
（
 

3
 ）
を
位
置
づ
け
 

る
こ
と
は
、
価
値
評
価
決
定
の
因
子
と
し
て
は
、
 孝
因
 子
で
な
く
、
 

。
更
に
こ
の
因
子
は
 、
 

B
 タ
イ
プ
の
体
系
に
於
て
、
直
系
尊
属
と
卑
属
の
間
で
 の
 価
値
落
差
の
大
き
い
こ
と
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
、
 後
 の
 恩
義
因
子
や
世
代
 因
 

子
 と
強
く
相
関
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

㈲
恩
義
因
子
 

直
系
尊
属
と
、
伯
叔
父
母
、
 姑
 、
外
祖
父
母
の
価
値
 評
 価
は
、
 池
と
比
べ
て
高
い
。
こ
れ
は
、
 A
,
B
 両
 タ
イ
プ
 の
 体
系
を
通
じ
て
 云
 

え
る
。
清
 津
 で
は
、
こ
れ
ら
の
親
族
を
 、
 最
も
恩
義
を
古
 
零
 る
者
達
と
考
え
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
喪
服
 等
級
で
は
小
功
 観
 に
過
 

ぎ
ぬ
 外
祖
父
母
の
価
値
の
上
昇
で
あ
る
。
上
に
掲
げ
た
 他
の
親
族
は
、
い
ず
れ
も
斬
衰
 か
震
衰
 
（
 
期
 ）
で
あ
る
が
 、
外
祖
父
母
は
、
こ
の
 

 
 

を
 、
清
津
 は
 、
「
恩
義
」
に
求
め
る
。
こ
こ
に
恩
義
因
子
 の
 存
在
を
み
る
。
こ
の
 

（
 
6
-
 

因
子
は
、
父
母
へ
の
孝
の
観
念
に
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
 ま
た
、
直
系
因
子
、
母
因
子
、
同
居
因
子
と
も
強
い
相
 関
を
持
っ
と
予
想
さ
れ
 

る
 。
 

㈲
世
代
（
尊
卑
）
因
子
 

こ
れ
は
、
 B
 タ
イ
プ
の
体
系
に
於
て
見
出
さ
れ
る
。
 B
 タ
 イ
 ブ
 の
体
系
は
、
 先
掲
 の
 一
 
l
 
図
 V
 」
 一
 
l
 
図
 W
 」
「
 図
 Ⅷ
」
 に
 於
て
 明
，
 
ら
か
な
 如
 

く
 、
自
己
か
ら
の
世
代
の
上
下
区
分
に
墓
き
、
価
値
 評
 価
 に
厳
格
な
差
異
を
示
す
。
そ
れ
は
、
上
に
高
く
 、
 下
に
 低
い
。
故
に
こ
の
因
子
 

は
 、
世
代
の
上
位
者
に
対
し
て
プ
ラ
ス
の
、
下
位
者
に
 対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
で
働
く
。
こ
の
因
子
は
ま
た
、
 他
 の
諸
因
子
（
血
縁
、
 

直
系
等
）
と
相
関
す
る
。
そ
れ
を
こ
れ
ら
の
諸
因
子
が
 強
く
働
い
て
い
る
喪
服
等
級
と
の
関
係
で
み
る
と
、
喪
服
 0
 等
級
が
高
 い
程
 、
上
 

 
 

か
か
る
意
味
で
、
世
代
因
子
は
 、
 他
の
諸
因
子
が
強
く
 働
く
場
面
で
、
同
じ
く
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た
み
く
 

結
合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

、
親
族
の
価
値
評
価
へ
の
 
ろ
う
。
こ
こ
で
の
各
因
子
の
り
 

基
 

清
 本
 
的
な
傾
向
性
は
 

、
 
取
り
出
し
得
た
と
思
 

う
 
。
 

る 祖先崇拝の構造に 関する 一 研究 

㈲
 
母
 因
子
 

A
,
B
 面
 タ
イ
プ
の
体
系
に
於
て
、
世
代
が
上
の
親
族
 

の
妻
へ
の
価
値
評
価
は
、
そ
の
親
族
へ
の
価
値
評
価
と
同
 

じ
に
扱
わ
れ
る
 
宅
図
 

Ⅷ
・
 
一
 
参
照
）
。
全
体
と
し
て
、
女
を
マ
イ
ナ
ス
因
子
と
 

し
て
扱
う
中
に
あ
っ
て
 

、
こ
 の
母
漸
の
価
値
の
上
昇
は
 

-
0
-
 

、
 評
価
体
系
に
於
け
る
 

母
 

因
子
の
存
在
を
示
す
。
（
 

1
 
t
 
 

）
 こ
の
因
子
は
、
恩
義
因
子
や
世
 

代
 因
子
と
強
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

㈲
同
居
因
子
 

こ
れ
は
、
主
と
し
て
 

A
 タ
イ
プ
の
体
系
に
強
く
働
く
。
 

同
 居
す
る
親
族
に
対
し
、
 

仮
 り
に
そ
れ
が
 
無
服
親
 で
も
、
 
高
 い
 価
値
評
価
を
与
 

え
る
 

向
を
観
る
。
化
（
 

頃
 

2
 
t
 
 

）
 ま
た
。
「
三
文
人
骨
」
に
云
う
 

継
 父
 （
同
居
と
不
同
居
を
分
け
る
）
の
扱
い
に
み
ら
れ
る
 

如
 
 
 

族
 に
対
し
て
高
い
価
値
を
認
め
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
 

評
 価
 体
系
で
の
同
居
因
子
の
存
在
を
知
る
。
こ
の
因
子
は
 

ま
た
、
 
恐
義
 因
子
と
強
 

㈲
午
食
（
長
幼
）
因
子
 

B
 タ
イ
プ
の
体
系
は
、
同
世
代
の
親
族
に
対
し
、
年
会
 

の
上
下
に
よ
る
価
値
評
価
の
差
異
を
示
す
。
世
代
因
子
と
 

同
様
、
上
に
高
く
下
 

に
低
い
。
こ
こ
に
、
清
津
が
一
般
に
年
令
の
高
さ
に
価
値
 

 
 

子
の
存
在
を
観
る
。
 

こ
 

0
 図
子
と
世
代
因
子
と
の
関
係
で
は
、
世
代
因
子
の
方
が
 

よ
り
強
く
働
い
て
い
る
。
世
代
の
上
下
は
、
 

令
の
上
（
 

年
 
9
 ）
 

下
 に
関
係
な
く
決
定
さ
 

れ
る
が
故
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
因
子
 

は
 、
一
応
、
同
 
世
代
の
者
に
対
し
て
働
く
因
子
だ
と
云
え
よ
う
。
 

強
く
働
く
と
云
え
る
。
 

  



い
る
と
 巴
 わ
れ
る
。
 

（
 2
 ）
 
清
律
 で
、
親
族
分
類
の
規
準
に
そ
の
名
称
が
使
わ
れ
る
 喪
服
制
が
、
同
宗
の
老
中
心
で
あ
る
こ
と
に
、
窺
い
知
れ
る
。
 

（
 3
 ）
 
名
例
律
 
「
 構
期
規
 
祖
父
母
」
は
、
「
九
 %
 親
親
、
 
及
穂
 祖
父
母
者
、
 
曾
 高
岡
、
 枯
孫
 者
、
首
元
岡
Ⅰ
と
云
う
。
故
に
 、
 律
文
中
の
「
祖
父
母
、
 

孫
 」
な
る
表
現
は
、
高
祖
父
母
、
曾
祖
父
母
、
曾
孫
、
 元
孫
を
 含
む
。
但
し
例
外
と
し
て
、
刑
律
 一
 
・
 諾
 正
大
世
」
「
 肛
 礼
二
町
 
中
む
 拮
 坐
の
場
合
 

の
み
、
そ
れ
叶
を
含
ま
な
 

（
 4
 ）
 
冊
律
 Ⅰ
は
、
父
母
が
明
ら
か
に
祖
父
母
よ
り
高
い
価
値
 評
価
を
持
つ
事
例
は
少
な
い
。
 

名
例
律
 
「
 臆
 読
者
 之
 父
祖
 有
 犯
 」
、
 声
 律
「
 別
籍
異
 

財
 」
、
 膿
律
 
「
 居
喪
 八
冊
 伯
掘
姦
 」
等
の
律
を
み
る
の
み
で
あ
る
 。
他
の
多
く
の
律
に
於
て
、
「
祖
父
母
父
母
：
：
：
」
の
表
現
に
 

よ
り
、
両
者
は
、
 

等
価
的
に
評
価
さ
れ
も
。
 

（
 5
 ）
外
祖
父
母
を
期
親
の
町
何
と
等
価
的
に
評
価
す
る
の
に
 
、
 次
の
如
 き
 律
を
み
る
。
 

格
例
 律
 
「
 恵
 読
者
 之
 父
祖
再
犯
」
、
声
律
「
 
嫁
要
違
 葎
生
 婚
媒
人
 
罪
 」
、
刑
律
「
謀
殺
祖
父
母
父
母
」
「
 殴 親
親
尊
長
」
「
 罵
尊
 艮
 ・
 
一
 「
千
名
 犯
 

義
 」
 等
 。
 

（
 6
 ）
 
諸
國
コ
 喪
服
 圓
 」
、
養
二
・
四
十
五
 
て
 次
の
如
く
云
う
。
 

外
祖
父
母
 
服
 、
止
小
功
、
 
而
律
内
 、
興
 期
親
 尊
長
同
論
者
、
以
 恩
義
 並
 重
位
、
 

（
 7
 ）
こ
れ
を
、
清
津
 
に
 於
け
る
尊
卑
区
分
と
喪
服
等
級
の
関
 係
 と
し
て
観
る
と
、
次
の
如
く
に
要
約
さ
れ
る
。
 

Ⅲ
卑
が
尊
に
対
し
て
の
犯
罪
に
於
て
 
、
 卑
に
課
せ
ら
れ
る
 刑
 罰
 。
④
喪
服
の
等
級
が
高
く
な
る
 程
 重
い
。
⑥
喪
服
の
等
級
に
 関
係
な
く
一
定
し
 

て
い
る
 

②
尊
が
甲
に
対
し
て
の
犯
罪
に
於
て
 
、
 尊
に
課
せ
ら
れ
る
 刑
 

⑥
喪
服
が
高
く
な
る
 程
 軽
く
な
る
。
③
喪
服
の
等
級
に
関
 係
 な
く
一
定
し
 
千
 -
 

い
る
 

こ
の
Ⅲ
の
③
⑥
と
㈲
の
⑥
③
が
各
々
結
合
し
て
三
通
り
の
組
み
 合
わ
せ
を
作
る
。
つ
ま
り
、
③
⑥
 、
 ③
③
 、
 ⑥
⑥
、
で
あ
る
。
 

例
え
ぱ
、
 
④
⑥
は
 

刑
律
「
 暇
 大
功
以
下
尊
長
」
、
④
③
は
刑
律
「
 

殺
 子
孫
八
双
 脾
圓
 願
人
」
、
⑥
⑥
は
刑
律
「
 親
属
栢
盗
 」
、
に
於
て
観
察
さ
れ
る
 
 
 

れ
の
場
合
に
於
て
も
、
喪
服
等
級
が
高
い
程
尊
卑
の
価
値
評
価
 の
 落
差
が
大
ぎ
く
な
る
。
 

（
 8
 ）
例
え
ば
、
 

祀
律
 
・
儀
制
「
 郷
 飲
酒
 祀
 」
、
番
士
 セ
 
・
四
十
 四
に
 於
て
、
「
兄
御
 患
叙
歯
 、
友
邦
飲
酒
 祀
 、
三
有
定
式
、
違
 者
苔
 五
十
。
」
と
云
う
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清 律を通してみたる 祖先崇拝の構造 

価
値
評
価
の
構
造
因
子
と
し
て
働
く
の
み
な
ら
ず
、
 祖
 先
達
（
親
族
の
者
達
が
死
者
と
な
っ
た
場
合
）
の
価
値
 評
 価
の
構
造
因
子
と
し
て
 

も
 働
き
得
る
と
予
想
さ
れ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
清
津
 に
 於
け
る
祖
先
崇
拝
の
構
造
が
、
こ
れ
ら
の
諸
因
子
の
相
 関
を
通
し
て
、
予
測
さ
 

れ
る
だ
ろ
う
。
 

近
代
中
国
の
祖
先
崇
拝
に
於
け
る
崇
拝
の
対
象
を
今
坂
 り
に
、
血
縁
的
関
係
（
或
い
は
親
族
関
係
）
を
確
認
し
得
 る
 系
譜
的
に
割
と
近
 

（
 
l
l
 

）
 

い
 祖
先
達
と
、
そ
れ
ら
を
は
る
か
に
越
え
る
如
き
遠
い
 祖
 先
達
（
例
え
ば
、
共
同
始
祖
等
）
と
に
分
け
て
考
え
た
 場
合
、
本
稿
は
、
そ
の
 

前
者
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
に
集
中
し
た
。
こ
の
前
者
に
 限
定
し
、
し
か
も
 清
 律
を
通
し
て
、
祖
先
崇
拝
を
考
え
る
 場
合
、
そ
の
基
礎
は
 、
靱
 

 
 

「
親
族
関
係
の
網
の
目
の
中
で
の
自
己
へ
の
意
識
と
、
 

そ
 の
網
の
目
の
中
で
様
々
な
価
値
の
異
り
を
も
っ
て
配
列
 さ
れ
た
各
親
族
と
自
己
 

と
の
関
係
の
あ
り
方
、
及
び
そ
の
価
値
の
程
度
に
よ
っ
 て
 規
定
さ
れ
た
諸
行
為
」
の
上
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
 思
 う
 。
か
く
し
て
、
親
族
 
7
 

 
 

関
 

子
と
し
て
、
血
縁
、
父
系
、
直
系
、
恩
義
、
世
代
、
 早
合
、
母
、
同
居
の
各
因
子
を
取
り
出
し
た
。
こ
れ
ら
 の
 
諸
因
子
は
 、
 
単
に
親
族
の
 

 
 

 
 

研
 

 
 

評
価
体
系
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
評
価
 体
系
を
構
成
す
る
基
本
的
 因
 

    究 （ 9 （ 1 3 （ 1 2 （・Ⅰ l Ⅰ （ 1 0   
  。 目汁 ; コ " - 

語例れ こ 清 等 清 と 

圃 えるれ ば 0 にはのでも 律級 往に 

喪 服兵 、 つ親 い族                         
中 一 一 、 例 

  
も 合 的 の 

  

扱律 

期     
回 「 

  
    
  大 
  
考 

体、 

    

  

  



 
 

本
稿
は
 、
 上
の
如
き
意
味
で
の
構
造
的
視
点
が
、
従
来
 の
 研
究
に
加
わ
る
べ
き
必
要
性
の
 

の
 
一
局
面
か
ら
の
分
析
を
、
親
族
の
価
値
評
価
体
系
に
働
 く
 諸
因
子
の
抽
出
を
通
し
て
試
み
 

へ
の
、
一
つ
の
問
題
点
の
提
起
と
な
り
、
同
時
に
細
や
か
 な
 貢
献
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
 

証
 （

 1
 ）
こ
の
二
つ
の
祖
先
へ
の
台
屋
 
は
 、
 
0
.
 
ピ
ハ
コ
 
的
や
牧
野
 巽
 氏
等
の
 、
祭
祀
形
式
を
通
し
て
の
 

か
祭
る
そ
れ
よ
り
遠
い
祖
先
」
の
分
類
 に
頓
 似
す
る
。
 

Ⅰ
 ド
コ
 
m
 、
小
川
修
訳
「
中
国
の
家
族
と
社
会
、
 1
 二
 （
昭
和
二
八
 年
 ）
二
三
頁
、
牧
野
 巽
 
「
 土
那
 

年
 ）
 二
 二
頁
参
照
。
 

指
摘
と
、
そ
こ
で
云
う
祖
先
崇
拝
の
構
造
へ
 

た
。
こ
れ
が
、
近
代
中
国
の
祖
先
崇
拝
研
究
 

い
る
。
 

一
 
・
家
族
の
祭
る
最
も
近
い
直
系
の
祖
先
と
、
同
族
 

家
族
制
度
概
説
」
同
支
部
家
族
研
究
 

L
 （
昭
和
一
九
 

る 祖 関 
で 失 体 

の網 あろ 崇拝 

うは 。 、 の 目   
謂 一 

部分 祖 「 
充 と 

- し 

般 て 
」 の 

@c  自 

封 邑 
す へ 
る の   三五   
と 識   
う 立 

如き ち、 
姿 常 
で に 

は こ 

な め     
「国 詰 め 

々 中 
の で 

観 者 

族え 関、 
供 待 
の 動 
  
@c  生 
対 活 
す す 
る る 

、 個 

と 人 
い に 

・ っ と 

姿 つ 
を て と 

(1 ㎝ ) 80 



q
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ノ
 

国
人
に
よ
る
教
会
を
組
 識
 成
立
さ
せ
る
こ
と
に
大
い
に
 役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
 

，国語 祈鴫 ; 

を
 中
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
仕
事
で
 

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
難
事
業
を
克
服
し
て
中
国
語
の
 

祈
祷
書
を
完
成
し
た
こ
 勒
 

と
に
よ
っ
て
、
中
国
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
伝
道
し
て
い
た
 

各
 国
 聖
公
会
伝
道
協
会
が
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
、
遂
に
 

中
華
聖
公
会
と
し
て
 
申
 

8
1
 

書 小史 

は
な
く
、
先
駆
者
達
は
み
な
中
国
語
を
解
す
る
よ
う
に
 

ば
る
と
直
ち
に
祈
祷
書
の
翻
訳
に
手
を
つ
け
て
い
る
。
 

今
 よ
り
百
年
以
前
に
英
語
 

 
 

英
国
聖
公
会
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
各
国
聖
公
会
は
そ
の
 礼
拝
に
自
国
語
を
用
い
、
か
つ
、
司
式
者
も
会
衆
も
共
に
 声
を
合
せ
て
祈
る
た
 

め
に
礼
拝
用
言
と
し
て
祈
祷
書
を
必
要
と
し
て
い
る
。
 聖
 公
会
は
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
よ
う
に
定
ま
っ
た
 伝
承
を
も
た
ず
、
ま
た
 

福
音
主
義
教
会
や
改
革
派
教
会
の
よ
う
に
ル
タ
ー
，
 カ
 ル
ビ
ン
と
い
っ
た
神
学
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
教
理
を
も
 た
な
い
の
で
、
や
や
も
 

す
れ
ば
定
ま
っ
た
神
学
が
な
い
か
の
よ
う
に
晃
敏
さ
れ
 や
す
い
の
で
あ
る
が
、
祈
祷
書
は
単
に
礼
拝
用
 書
 で
あ
る
 ば
か
り
で
な
く
聖
公
会
 

の
 教
理
の
基
準
を
示
す
神
学
 書
 で
あ
り
、
信
仰
生
活
を
指
 導
 す
る
案
内
書
と
し
て
、
い
っ
、
い
か
な
る
所
に
於
て
 も
 必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
 

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
未
開
拓
地
に
伝
 道
 が
開
始
さ
れ
る
や
、
宣
教
師
は
聖
書
の
翻
訳
と
同
時
に
 、
ま
た
聖
書
の
翻
訳
が
 

他
の
人
々
に
よ
っ
て
既
に
企
だ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
に
 は
 、
ま
ず
第
一
に
祈
祷
書
の
翻
訳
を
始
め
て
い
る
。
中
国
 伝
道
に
於
て
も
例
外
で
 

矢 

崎
 

  

中
国
語
 祈
禧
書
 小
史
 

  

  



 
 

聖
公
会
の
中
国
伝
道
は
、
一
八
三
五
年
（
 道
光
 十
五
年
）
 米
国
聖
公
会
伝
道
局
（
円
 さ
援
 o
p
 
「
 
&
o
h
 目
が
 玖
 。
 ョ
 
0
 円
 Ⅰ
 
ゴ
の
つ
 
～
 
0
 ヰ
 
の
の
ヰ
リ
コ
ヰ
 

憶
 Ⅰ
 ず
 n
o
 
つ
田
 0
 す
 
%
 お
ぽ
ぃ
 
コ
 （
二
の
 
C
 コ
 ざ
の
巨
の
（
 

a
t
 

の
の
 

0
 几
下
 5
0
 ～
 
円
 
c
a
 

大
美
国
聖
公
会
）
が
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
（
叫
の
 

コ
 ～
 ぜ
 Ⅰ
 o
n
 
ガ
毛
 
0
0
 
宙
 略
式
）
 

と
 ハ
ン
セ
ン
（
Ⅱ
Ⅱ
 

ひ
コ
 
。
 
げ
刃
 ・
 
ロ
が
コ
 
の
。
 
宙
韓
森
 ）
の
一
一
も
三
教
 

師
を
中
国
に
派
遣
し
た
の
に
始
ま
る
。
彼
ら
は
六
月
二
 
日
 モ
リ
ソ
ン
号
に
て
 ニ
 

ユ
 ー
ヨ
ー
ク
を
出
発
、
十
月
四
日
広
東
に
着
き
同
地
に
居
 留
 め
 ア
メ
リ
カ
人
達
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
 当
 時
中
国
は
外
国
人
の
出
 

版
 ・
伝
道
を
禁
止
し
て
い
た
の
で
伝
道
を
開
始
す
る
こ
 と
が
で
き
ず
、
英
領
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
行
く
よ
う
忠
告
を
 う
け
同
地
に
わ
た
っ
 

た
 。
さ
ら
に
中
国
人
伝
道
の
た
め
に
は
中
国
人
居
住
者
 の
 多
い
バ
タ
ビ
ヤ
に
て
準
備
す
る
こ
と
を
得
策
と
し
て
、
 十
二
月
二
十
二
日
バ
タ
 

ビ
ヤ
に
着
き
、
同
地
の
中
国
人
に
伝
道
し
つ
っ
中
国
 伝
 道
の
可
能
な
日
の
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
 ロ
ッ
 ク
ウ
ッ
ド
は
 メ
ド
 ハ
ス
 

ト
 （
 
毛
目
 （
 
轄
 コ
目
 屯
 目
色
 ぎ
 ぉ
ヰ
 麦
都
思
 又
は
向
 徳
者
 ）
の
 娘
 サ
ラ
 と
 結
婚
し
た
が
、
夫
人
は
半
年
後
に
病
死
 し
 、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
 自
 

身
も
病
に
倒
れ
、
一
八
三
九
年
四
月
六
日
バ
タ
ビ
ヤ
を
 た
っ
て
英
国
経
由
帰
国
し
た
。
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン
は
前
々
 年
 の
一
九
三
 セ
年
 十
月
 

に
 病
の
た
め
バ
タ
ビ
ヤ
を
去
り
、
こ
れ
も
英
国
を
経
て
帰
 固
 し
て
い
た
。
 

こ
れ
よ
り
さ
き
、
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
ハ
ン
セ
ン
両
名
に
遅
 る
こ
と
二
年
、
一
八
三
 セ
 年
に
ブ
ー
ン
（
 甘
ミ
コ
ゅ
ヨ
目
 し
 0
0
 
コ
の
 文
恵
 廉
 ）
 

が
 米
国
聖
公
会
よ
り
派
遣
さ
れ
て
バ
タ
ビ
ヤ
に
来
て
い
 た
 。
彼
は
宣
教
医
師
で
あ
っ
た
が
中
国
大
陸
に
伝
道
す
る
 よ
う
に
命
令
を
受
け
、
 

一
八
四
一
年
（
 道
光
 二
十
一
年
）
に
 汲
 門
を
経
て
 榎
 円
に
 渡
っ
た
。
広
東
に
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
た
め
入
る
こ
と
が
 で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
 

あ
る
。
彼
も
翌
年
八
月
に
夫
人
を
失
っ
た
が
伝
道
の
決
 土
 
思
 固
く
、
大
陸
伝
道
の
同
志
を
募
る
た
め
に
一
八
四
三
年
 に
 帰
国
し
、
各
地
で
中
 

国
 伝
道
の
必
要
性
を
説
い
て
廻
っ
た
。
米
国
聖
公
会
も
 そ
の
重
要
な
こ
と
を
認
め
、
一
八
四
四
年
十
月
二
十
六
日
 フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
 

て
 彼
を
中
国
派
遣
の
伝
道
主
教
に
任
じ
、
上
海
に
本
如
を
 置
い
て
楊
子
 江
 一
帯
に
伝
道
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
 同
 年
末
に
彼
は
再
婚
し
た
 

妻
と
 セ
名
の
宣
教
師
達
を
連
れ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
 出
 発
 、
翌
年
四
月
に
香
港
着
、
や
が
て
上
海
に
入
り
中
国
大
 陸
へ
の
伝
道
を
開
始
し
 

-
@
 

4
.
 

ハ
 
。
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英
国
聖
公
会
の
中
国
伝
道
は
一
八
三
八
年
（
 道
光
 十
八
 年
 ）
広
東
に
派
遣
さ
れ
た
ス
タ
ン
ト
ン
（
せ
円
 
コ
 り
の
 
黒
 4
.
 
ま
 い
口
 
（
 
0
 コ
史
 円
頓
）
に
 

よ
っ
て
始
ま
る
。
彼
は
単
身
広
東
に
来
た
が
、
た
ま
た
 ま
一
八
四
 0
 年
 六
月
に
ア
ヘ
ン
戦
争
が
起
っ
た
た
め
抑
留
 さ
れ
、
翌
年
釈
放
さ
れ
 

て
 英
国
に
帰
っ
た
。
一
八
四
二
年
南
京
条
約
が
締
結
さ
れ
 る
や
喚
問
英
国
領
事
館
 付
 牧
師
と
し
て
来
り
、
後
に
香
 港
 に
教
会
と
学
校
を
創
 

設
 し
た
。
 

ヨ
時
中
国
に
は
既
に
、
一
八
 0
 四
年
に
ロ
ン
ド
ン
会
の
 モ
リ
ソ
ン
（
 抽
 。
 汀
ユ
ま
 0
 （
（
 
@
 
の
 
o
 コ
 鳥
札
 遜
 ）
が
香
港
に
来
 り
 伝
道
を
始
め
て
い
 
靱
 

 
 

た
が
、
一
八
二
四
年
に
帰
国
中
ロ
ン
ド
ン
の
聖
公
会
伝
道
 協
会
（
 円
汀
 0
 甘
目
臼
富
 お
山
 
0
 昆
屯
の
 o
c
 

田
の
目
 

め
 
0
 （
 臣
 Ⅱ
よ
い
が
け
 

目
 山
ヰ
す
の
芭
の
の
Ⅰ
 

 
 

大
英
教
会
 安
 五
古
）
本
部
に
宣
教
師
の
派
遣
を
求
め
た
。
 同
協
会
は
一
八
三
四
年
に
な
っ
て
中
国
に
宣
教
師
を
送
 る
こ
と
を
決
め
、
一
八
 
8
 

祷
 文
の
翻
訳
を
終
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
出
版
 

さ
れ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
 

を
 踏
み
出
さ
せ
て
い
る
。
 

こ
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
こ
そ
は
 
フ
 ー
 ン
 の
死
後
、
一
八
六
五
 
年
中
国
及
び
日
本
伝
道
教
区
主
教
に
任
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
 

に
一
八
 セ
 四
年
（
 明
 

治
セ
年
 ）
に
日
本
伝
道
教
区
専
任
主
教
と
な
り
日
本
聖
 

公
会
の
礎
を
定
め
た
人
で
あ
る
。
ブ
ー
ン
は
そ
の
後
も
上
 

海
を
中
心
と
し
て
楊
子
 

江
 沿
岸
地
方
に
伝
道
活
動
を
 
っ
 づ
け
て
い
た
が
、
惜
し
 
く
も
一
八
六
四
年
（
同
治
三
年
）
に
上
海
で
死
去
し
た
。
 

彼
は
一
八
四
六
年
に
早
 

翰
 ）
，
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
（
の
 

ゴ
 が
 
コ
コ
ぎ
 
㎎
 富
 0
0
 

（
の
 

呂
目
ぎ
岸
リ
 

ヨ
 の
 縄
簾
）
の
二
名
を
長
崎
に
派
遣
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

ト
 日
本
伝
道
の
第
一
歩
 

各
派
の
宣
教
師
 
達
 と
共
に
聖
書
の
改
訳
に
尽
し
て
い
る
。
 

彼
は
楊
子
 江
 沿
岸
を
主
と
し
て
中
国
各
地
に
伝
道
し
て
 

い
た
が
、
一
八
五
九
年
 

（
安
政
六
年
・
蔵
豊
九
年
）
米
国
聖
公
会
に
日
本
伝
道
の
 

必
要
を
説
き
、
部
下
の
宣
教
師
 
中
 最
も
若
い
リ
ギ
ン
ズ
 （
）
 
0
 
す
コ
 
「
貯
 
め
 ぎ
の
 林
約
 

こ
れ
が
現
在
の
江
蘇
教
区
の
起
源
で
あ
る
。
 

一
八
四
六
年
に
彼
は
上
海
に
一
小
学
校
を
創
立
し
 

、
こ
 れ
 が
 後
に
発
展
し
て
 
堅
 約
 翰
 大
学
と
な
っ
た
。
ま
た
、
 
メ
 ド
 ハ
ス
ト
・
ミ
ル
ン
 

（
安
田
）
）
山
ロ
 

日
 0
 
 
富
ヨ
 あ
米
隣
 ）
・
ス
ト
ロ
ナ
ッ
ク
（
）
 

0
 
プ
 
コ
の
 （
（
 

0
 
日
経
 施
敦
力
 ）
・
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
 釜
 ・
 
0
.
 
し
 Ⅱ
 
め
 
口
的
 
日
当
 稗
 治
文
）
等
 

  

0
 



0
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を   
      

） 

を 

国ぎ一泡 た 
派 
ユ邑 

  
最 

し 

ナ - @ 
が 
入 
国 
で 

帰 た め 
き 

ず、 

彼   は 
  

鯨 に 道 （ 査 ） ナ @ @   
ガ 
ポ 
  

ノレ 

を 
基 
地 
と 

し 

て 

換 
ⅠⅠ 目 Ⅰ l 憶   ま 
で 

の は施美 大陸 各 ・と。コフ （ オ 報告に クレッ 

各 
地 

記 ず 等 告 れ れ 

さ れ字 二の文 語 と木も耶 、 た 「 
て だ は し 版 の 鯨 
  い け 行 て で で 聖 

る 空 を 三 内 あ 教 
。 け 改 丁 容 る 祷 

告文」 今、 そて 書い 主 め、 にわた は英国 。・表紙 一 
  め て 耶 っ 聖 は は 一 

  使 あ 和 て 公 「 当 
徒 る 華 い 会 耶 時 まだ 信経 場合 など る。 祈祷 鯨隆 

で も こ 一 書 生 キ 

  あ あ れ 丁 の 一 リ 

る る ら は 早 手 ス 

  使 。 の 二 祷 八 ト 

  徒 祈 二 十 全 西 教 
  功 祐 詰 牢 郡 王 用 
  述 書 が 詰 と 十 語 

之 の 直 土 塊 四 こ 

信 用 な 四 祷 年 と 
経 法 る 行 の 
を を 場 で 一 

教会 耶 に 

釈 文 つ   
0 字 づ 上   

定       よ ォ 

か   
売 % た 」   し 港 た 

け 、 爾 て 聖 の 

て 王   土 侯 で 本 望 八 曜 か 

文 一だ・ 嫡子 下 、 書な 焼 り 

行 け 耶 後 戯 苦 
分 は 相 者 板 ， L 、 

に村 二を・ 華は 丁 」 とて し 
列 改 悪 年 記 訳 
に め 督 祷 さ さ 



中国語 祈禧書 小史 

祷
 告
文
中
に
原
語
を
音
訳
し
て
用
い
て
い
る
部
分
は
最
 初
に
出
て
く
る
時
に
、
そ
の
原
語
の
下
に
註
を
加
え
て
 原
 語
の
意
味
を
伝
え
よ
 

う
と
し
て
い
る
。
 

耶
 和
幸
、
 耶
 和
幸
上
帝
 之
 尊
称
三
字
、
 乃
 
狛
犬
国
土
音
、
意
 
口
目
 有
 者
、
即
永
生
常
在
、
無
始
無
終
、
官
有
所
有
自
然
 
而
 黙
考
 也
 。
 

 
 

耶
蘇
、
耶
蘇
二
字
、
 及
 猟
犬
国
土
音
訳
 言
 救
世
主
 也
 。
 

基
督
、
基
督
耶
蘇
 之
 尊
号
、
二
字
 乃
 西
国
 希
騰
 

l
1
1
 
 

l
l
l
 
 

成
口
 希
利
 

１
・
１
１
 

・
・
・
 
居
士
 

1
 昔
、
 訳
 昔
、
被
天
父
 伝
油
 者
、
至
 奥
 妙
文
意
 也
 。
 

"
 ア
ー
メ
ン
 "
 に
つ
い
て
は
 亜
 竜
二
字
 乃
猶
 大
国
土
音
訳
 既
 誠
心
所
願
と
註
を
加
え
て
い
る
。
小
文
字
規
定
で
は
 祝
文
 既
寛
 、
会
衆
 宜
 

厄
日
、
 亜
孟
 、
 或
 誠
心
所
願
と
記
し
て
、
祈
祷
の
終
り
 に
 壺
盃
あ
る
い
は
誠
心
所
願
と
言
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
 る
が
、
本
文
中
に
は
 亜
 

毛
と
記
し
た
所
は
な
く
、
こ
と
ご
と
く
誠
心
所
願
と
記
 し
て
い
る
。
た
だ
し
、
 
主
 祷
の
末
尾
は
二
箇
所
と
も
国
所
 願
 地
と
記
し
、
祈
祷
 文
 

（
 
4
 ）
 

の
 最
後
に
用
い
る
祝
福
の
コ
リ
ン
ト
後
書
十
三
章
十
三
節
 に
は
心
所
願
 也
 と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
聖
書
よ
り
 の
 引
用
で
あ
る
の
で
 文
勒
 

 
 

理
 訳
の
新
約
全
書
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
た
め
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

ま
た
、
聖
霊
に
つ
い
て
は
、
本
文
は
文
理
訴
に
し
た
が
 っ
て
皇
神
と
記
し
て
い
る
が
、
小
文
字
を
も
っ
て
次
の
よ
 う
に
註
を
加
え
て
い
 

表
情
 

上
帝
全
能
天
父
造
成
天
地
不
信
真
猿
 

里
 之
子
、
我
 

主
 耶
蘇
基
督
、
即
童
女
馬
刺
 
亜
感
 

皇
神
所
生
者
：
 
当
本
姜
彼
 

制
多
世
住
持
、
遭
難
 釘
於
十
 手
染
 而
死
葬
於
 墳
墓
 帰
於
陰
府
越
 三
日
 

上
帝
全
能
天
父
君
、
後
心
降
臨
審
判
生
者
死
者
、
 

0
 我
 亦
信
 

皇
神
職
 軸
腱
時
聖
会
 
大
公
、
聖
徒
相
通
、
罪
 
可
赦
宥
 、
 肉
 体
 復
姓
、
 後
得
 永
生
、
誠
心
所
願
。
 

7 度 
甦 
升 
天 
坐 

  

O
 



  

O
 

空
押
、
 或
日
 聖
霊
威
 日
聖
 神
風
 

主
 祷
は
文
理
 訴
 よ
り
の
引
用
で
あ
る
と
記
し
た
が
文
理
 訳
と
 全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 

祷
 告
文
 に
 示
さ
れ
た
 主
祷
は
 

次
の
如
く
で
あ
る
。
 

我
 

父
 在
天
、
 患
 

瀬
名
望
、
 

爾
 固
塩
 格
 、
 

爾
 昌
行
成
、
在
地
若
人
、
 所
需
之
根
 、
今
日
 錫
我
 、
我
先
人
 負
 、
求
 免
我
 負
、
停
 勿
我
試
 、
琢
哉
 出
悪
 、
城
国
権
 栄
皆
 

爾
 所
有
、
 麦
及
 世
世
画
所
願
 也
 

こ
の
う
ち
文
理
訴
 と
 相
違
す
る
点
は
 、
我
 Ⅱ
 吾
 、
怒
Ⅱ
 願
 、
狼
 Ⅱ
糧
の
三
字
の
み
で
あ
る
。
 

我
は
 
"
 毛
 0
"
 、
 吾
は
 
"
 老
 小
，
で
発
音
は
多
少
異
な
る
 が
 同
義
語
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
広
東
語
の
発
音
は
 、
 我
は
 
。
 之
 ㏄
 0
 下
 ，
 、
 

吾
は
 
"
 患
 "
 で
あ
る
。
こ
の
 
祷
 告
文
の
用
い
ら
れ
た
 広
 東
 地
方
で
は
、
文
理
訴
の
 吾
と
 発
音
が
同
じ
で
、
文
字
 も
 似
て
い
る
悟
が
「
 

で
は
 な
い
」
な
ど
否
定
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、
 

こ
れ
を
避
け
、
一
人
称
に
用
い
ら
れ
る
我
を
使
用
し
た
 も
の
で
あ
ろ
う
。
 

悠
と
 願
は
共
に
 
、
せ
 
c
p
p
"
 
、
広
東
晋
で
も
共
に
 
，
守
コ
 ，
で
あ
る
が
語
義
が
異
な
る
忠
を
用
い
た
の
は
解
し
か
 ね
る
点
で
あ
る
。
 

粗
と
 糧
は
共
に
。
 ぎ
肩
 "
 広
東
首
で
も
共
に
口
 
o
e
 
め
 ・
 
・
で
あ
り
、
意
義
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
今
日
で
は
 糧
 は
 繁
体
字
と
し
、
 
そ
 

の
 簡
体
字
と
し
て
根
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
 て
も
特
に
区
別
せ
ず
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
三
点
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
文
理
訳
か
ら
の
 引
 円
 で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
、
既
に
訳
出
さ
れ
て
い
た
前
述
 の
 シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 
出
 

(1 ㏄ ) 

る
 。
 

86 



蠕
 
日
本
聖
公
会
祈
祷
書
の
見
出
し
に
よ
っ
た
。
 

（
 
0
0
 

）
 

中
 

下
午
 祷
 告
文
は
先
ず
小
文
字
に
て
「
 除
 以
下
 前
言
之
外
 早
晩
大
概
相
同
文
 祷
也
 」
と
記
し
、
「
馬
刺
 亜
所
頒
 文
詞
 。
西
面
所
作
文
語
。
 
87 

 
 

聖
公
会
祈
祷
書
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
（
）
内
は
見
出
 

 
 

 
 

版
の
新
遺
詔
書
の
主
祷
文
と
比
較
す
る
と
そ
れ
は
、
 

祷
出
 
ロ
文
の
も
の
と
は
か
な
り
相
違
 

し
 、
こ
れ
か
ら
採
用
し
た
 

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
 

明
ら
か
で
あ
る
。
 

新
遺
詔
書
の
主
祷
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

音
叉
在
天
、
尊
名
、
成
 

聖
 、
天
国
館
 

至
 、
聖
旨
 

得
成
 
在
地
、
 

如
 在
天
 
焉
 、
昔
日
用
 

糧
 、
今
日
賜
金
、
求
兜
苔
 

債
 、
知
音
先
人
 

債
焉
 
、
 
勿
容
我
睾
誘
 

惑
 、
 
乃
救
 
我
等
 
出
 兇
悪
、
 

監
 国
者
権
者
失
着
 

皆
 帰
天
父
、
至
 

世
世
 
焉
 心
王
所
願
 

也
 。
 

詩
篇
第
九
十
五
篇
も
勿
論
、
文
理
 

訴
 よ
り
の
引
用
で
あ
 

る
 。
そ
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
、
二
節
の
詠
 

詩
 Ⅱ
 泳
詩
 
。
 三
節
の
誰
籠
字
 

之
抗
 

衡
今
 
Ⅱ
 誰
亜
与
 
立
坑
 
衡
分
 
。
八
節
の
抵
触
Ⅱ
抵
触
。
 

十
 節
 の
 子
 Ⅱ
余
な
ど
で
あ
り
、
四
節
の
観
 

魏
 真
由
は
明
ら
か
 

に
魏
薮
 
真
山
の
誤
り
で
 

あ
る
。
 
セ
節
 「
抜
刀
 

我
 左
上
帝
我
酒
 

小
民
 
、
即
其
所
 

牧
 之
 半
分
」
、
八
節
「
上
帝
日
、
至
 

於
 今
日
、
 
爾
願
 
聴
従
 
我
 言
 、
不
倒
 
複
 刀
心
、
 
如
 

昔
民
之
 
抵
触
」
も
文
理
訴
に
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

こ
の
分
節
は
。
 

臣
 
仁
安
 
o
 
（
 
p
N
 

住
せ
の
Ⅱ
 

組
 
0
 
コ
 
"
0
 
分
節
で
は
 

な
く
英
語
祈
祷
書
が
 

詩
 

篇
 に
の
み
採
用
し
て
い
る
。
の
 

ぉ
笘
 
㏄
 
ぎ
胡
，
 
0
 分
節
 
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
文
理
 

訴
が
 "
 
ト
 
三
才
 
0
 
（
 
円
 
2
 
の
Ⅰ
 
ゼ
の
 
（
の
 

ぃ
 
0
 
コ
 "
 に
よ
ら
ず
 

英
語
祈
祷
書
に
よ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
主
語
が
 

詩
篇
の
作
者
か
ら
神
に
移
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
 

た
め
に
「
上
帝
日
し
を
 

 
 

 
 

 
 

  

  

O
 



  

O
 

（
 
1
 
l
 ）
 

が
 
「
祈
祷
 文
 全
書
」
を
翻
訳
出
版
し
た
が
、
そ
の
内
容
 は
 英
国
聖
公
会
祈
祷
書
の
早
 祷
 ・
 晩
祷
 
・
嘆
願
の
式
 文
を
 の
せ
た
も
の
で
、
 
当
 

(192) 88 

た 波 九 六 に   
同 り 丁 を す セ 
じ 新 に 発・ る ル 

一 約 わ 行 や と コフ 
0 の も つ に は 

年 勧 め づ 祈 一 二 
に 訳 で い 祷 八 一 
は な あ て 書 五 
ウ ど る 四 の 八   
レ た の に 語 モ 

l が 後 は 訳 l   、 そ そ ル 

ブ ハ ラ れ 会 （ 

ソ セ ッ を だ 紺 

  
  

て 斬 ら 年 大 約 と 求 
い で れ シ 理 会 話 聖 女 
は は て ン 訳 書 さ 書 祝 
か 聖 い ガ が ほ れ と 文 
っ 経 た ポ 普 そ て の   と た の l 及 の い 関 避   
し 定 の に ず 上 祷 て み 
て し 便 て 、 梅 吉 は を 
い て を 田 仲 で 文 祷 載 
る い 計 版 天 刑 の 告 せ 

。 な っ さ 聖 行 発 丈 て 

い て れ 書 さ 刊 中 他 
。 こ た の れ さ に は 

ま の 救 政 て れ 目 路 

蛋 ; 聖姿 按 三賢 ; 
書 に 郎 あ 。 入 し い 
口 書 鮎 る し 五 て る 
課 か ロ ー た 四 周   
を れ 道 八 が 年 ぃ 

っ は ら 

  で 一 
れる 「聖経 三 たもの 詔書、   セ年 本 て 文理 

バ 文 訳 部 分 章 は 」あろ 八四 タビ への の旧 

と う 0 ヤ 引 約 「 
記 。 年 に 用 金 旧 
し 聖 墳 て は 書 道 
て 書 の 出 す が 詔 

  
    の 課の用いでき 書 三 」 J Ⅰ まだ 新 



中国語 祈禧虐 

我
相
宿
上
帝
全
能
的
 父
 、
就
 是
 創
造
天
地
的
、
我
相
宿
 上
帝
 独
生
 約
千
、
我
 燗
 的
立
 耶
鯨
 基
督
、
就
 走
 童
女
馬
 刺
 亜
 、
 因
 聖
霊
感
動
、
 

め
 

 
 

得
 尊
面
 生
 、
当
末
芸
 彼
拉
多
倣
 富
之
 時
 、
受
難
、
被
 釘
 在
 十
字
架
、
 
死
了
 、
葬
 了
 、
降
 落
陰
府
 、
第
三
日
徒
死
 裏
 再
起
来
下
、
他
 井
 上
 

 
 

天
 、
生
花
上
帝
全
能
文
 的
 右
辺
、
従
 那
裏
将
要
再
 降
臨
、
 
審
判
活
人
死
人
、
我
相
肩
聖
霊
、
道
世
界
的
聖
公
会
、
 聖
徒
棺
文
、
罪
福
 赦
 
8
 

構
文
は
臨
時
感
謝
、
 
逐
節
簡
括
 文
は
主
日
祝
日
斎
日
等
 の
特
 祷
を
示
す
。
 

史
 

小
 

「
 公
祷
書
 」
の
使
徒
 信
 経
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

 
 

早
 長
袴
又
と
共
通
の
聖
詔
・
勘
文
・
 総
認
 異
文
・
赦
罪
 文
 ・
 為
 皇
上
祐
天
・
 為
 教
師
年
会
衆
 祷
文
 ・
 為
 天
下
万
民
 祷
文
 ・
総
謝
恩
 文
 ・
 聖
 

基
隙
督
祷
文
 ・
 音
林
 夢
後
書
十
三
章
十
三
節
を
省
略
し
 て
い
る
。
 簡
 指
叉
 は
応
 侍
補
告
文
 九
と
 謝
恩
補
 文
セ
を
記
 し
た
セ
 丁
と
 逐
節
簡
括
 

文
二
一
十
 丁
 に
っ
づ
い
て
施
主
晩
餐
礼
節
十
五
丁
を
 
の
せ
て
い
る
。
 簡
 指
叉
と
は
 特
祷
 の
こ
と
で
、
旧
時
 祷
止
 日
文
は
臨
時
祈
祷
、
謝
恩
 

時
 、
英
国
内
で
は
国
教
 外
 の
ど
の
教
会
も
聖
公
会
祈
祷
 書
を
用
い
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
訳
し
て
使
用
し
た
の
で
 あ
る
。
 

-
2
 

l
 
Ⅰ
 
）
 

モ
ー
ル
は
一
八
六
四
年
に
寧
波
よ
り
杭
州
に
移
り
、
同
地
 で
 伝
道
し
っ
 
っ
 杭
州
 語
 に
よ
る
「
金
葎
 書
 」
を
上
梓
 し
 た
 。
彼
も
一
八
八
 0
 

年
に
華
北
伝
道
教
区
よ
り
華
中
伝
道
教
区
を
分
轄
し
た
 際
に
そ
の
初
代
主
教
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
「
公
 祐
書
 」
 の
 刊
行
年
月
は
記
さ
れ
 

て
い
な
い
が
、
モ
ー
ル
は
一
八
六
四
年
よ
り
一
八
六
 セ
年
 ま
で
杭
州
に
て
伝
道
し
、
同
年
帰
国
し
た
が
一
八
六
九
 年
に
再
び
中
国
に
来
り
 

（
 
4
 
l
 
Ⅰ
 
ド
 
）
 

一
八
 セ
 五
年
ま
で
滞
在
し
、
一
八
七
一
年
に
ほ
杭
州
に
て
 （
 
）
「
讃
美
 

3
 
i
-
 
 

詩
 し
 を
発
行
し
、
翌
年
に
は
そ
れ
を
ロ
ー
マ
字
 に

政
た
め
 
"
 こ
 
%
 コ
 ㏄
 l
 抜
の
 

（
 笘
ぎ
円
 約
千
日
 e
l
 
の
 ，
と
し
て
こ
れ
も
杭
州
で
発
行
 し
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
後
に
「
公
祐
善
」
を
発
行
し
た
 も
の
に
思
わ
れ
る
。
 
木
 

書
は
木
版
八
十
五
丁
。
 
内
 表
紙
が
公
 祷
書
と
簡
 指
叉
の
 
一
 
一
葉
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
 
謹
按
 英
国
公
会
芝
原
本
以
 杭
 語
 翻
訳
抗
ロ
口
宣
 蔵
 

仮
 し
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
公
祐
善
 と
 簡
括
 文
は
別
々
に
出
版
さ
れ
後
に
合
本
さ
れ
た
も
の
ら
し
 ぃ
 。
公
祐
 書
は
 草
屋
 祷
 

文
士
 セ
丁
 。
 晩
祷
 丈
六
丁
。
 総
祷
 文
士
 丁
 。
 内
 容
は
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
の
早
 祷
 
・
 晩
祷
 ・
嘆
願
で
あ
る
 が
 、
 晩
祷
 文
は
聖
女
 馬
 

利
 亜
欧
・
 聖
詩
 第
九
十
八
篇
・
 
西
門
歌
 ・
 聖
詩
 六
十
 セ
め
 
ほ
 ・
使
徒
 信
経
 ・
主
祷
文
・
 求
 平
安
 簡
 捨
文
・
 求
免
 危
険
 簡
括
文
 の
み
を
載
せ
、
 

O 



り
 

で
 出
版
し
た
、
こ
れ
は
木
版
五
十
三
丁
で
内
容
は
家
族
 祈
 祷
 で
あ
る
。
 ワ
ン
ン
 は
後
に
来
日
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
 

翻
訳
委
員
と
し
て
活
躍
し
、
日
本
聖
公
会
の
た
め
に
 貢
 敵
 し
た
人
で
あ
る
。
 

ま
た
、
一
八
六
六
年
に
香
港
英
国
陸
軍
 付
 牧
師
と
し
て
 着
任
し
た
パ
イ
パ
ー
（
）
 0
 プ
コ
 コ
 %
 （
 皮
柏
 ）
は
後
に
 

宣
教
師
と
な
り
、
香
港
で
伝
道
し
て
い
た
が
、
一
八
七
一
 一
年
に
香
港
で
「
聖
上
ム
 

-
7
-
@
 
 

ム
祷
 キ
人
」
 

百
十
一
丁
を
上
梓
し
た
。
 

裾
書
の
一
部
と
思
わ
れ
る
。
 

一
八
五
 0
 年
 六
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
大
会
報
告
に
 よ
れ
ば
ブ
ー
ン
は
米
国
聖
公
会
宣
教
師
 サ
 4
 ル
（
 田
 

国
 聖
公
会
宣
教
師
マ
ク
レ
ッ
チ
ー
と
共
に
早
晩
 祷
 文
 を
 殆
 ん
ど
全
部
上
海
 語
に
 訳
し
て
い
る
。
刊
行
年
月
不
明
 の
 

が
 ブ
ー
ン
に
よ
っ
て
上
海
で
発
行
さ
れ
、
そ
れ
が
米
国
 

（
）
 
0
 ゴ
コ
詮
毛
毘
け
 （
 
口
 0
 コ
包
 爾
騰
 ）
と
共
に
祈
祷
書
の
主
 

聖
公
会
宣
教
師
ケ
ー
ス
（
 0
 す
 せ
の
 
団
 コ
ネ
 バ
住
 （
 
牙
 モ
ロ
）
に
 

要
 部
分
を
北
京
官
話
に
訳
し
、
礼
拝
に
使
用
し
て
い
た
 

-
 
鴨
 -
 

徐
 
の
 仁
 コ
恥
毛
 
o
s
,
 
 

オ
 0
0
 

口
恥
 

ぜ
 0
0
 
コ
的
額
け
ぺ
仁
コ
 
8
.
 

。
と
し
 

て
 ロ
ー
マ
字
化
さ
れ
、
ま
た
、
一
八
六
二
年
に
ブ
ー
ン
 (
z
:
 

九
十
八
丁
が
上
海
で
発
行
さ
れ
た
が
、
一
八
五
 0
 年
に
 報
告
さ
れ
た
稿
本
が
間
も
な
く
出
版
さ
れ
た
よ
う
す
は
 よ
 
ナ
 
@
 

後
に
「
 常
早
祷
年
 」
と
し
て
印
刷
さ
れ
、
「
 聖
会
祷
 」
は
 さ
ら
に
そ
の
「
 常
早
祷
年
 」
に
 晩
祷
文
 以
下
の
祷
 文
 を
 

百
九
十
八
丁
で
あ
る
か
ら
か
な
り
の
内
容
を
も
っ
た
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
八
六
五
年
北
京
に
て
語
学
研
修
中
の
 セ
レ
 セ
ウ
ス
キ
ー
 
㊨
・
 

H
.
 

）
・
の
 

c
 
コ
 ミ
お
臼
の
毛
の
挿
 

ゼ
施
約
姦
 ）
は
英
国
大
 

訳
を
北
京
に
て
出
版
し
た
。
こ
れ
が
今
日
ま
で
中
国
語
 祈
祷
書
の
底
本
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
日
本
語
祈
祷
書
 の
 と

 共
に
聖
公
会
 祷
 文
の
 

英
国
聖
公
会
伝
道
協
会
 

こ
れ
は
英
国
聖
公
会
 祈
 

毛
の
ヱ
 の
 帥
利
 ）
 と
英
 

-
8
-
 

「
 常
早
祷
年
 」
十
四
丁
 

よ
っ
て
一
八
六
一
年
に
 

（
 
0
-
 

よ
っ
て
「
 聖
 余
蒔
」
 百
 

い
の
で
、
そ
の
稿
本
が
 

加
え
た
も
の
で
あ
り
、
 

使
館
 付
 牧
師
バ
ー
ド
ン
 

が
 、
一
八
 セ
 二
年
に
全
 

翻
訳
に
大
い
に
役
立
っ
 

文 

、 」 免 ま 一Ⅰ 

を 大 身 
著 四 体 

材つ し 年ミ夕ヒ 、 了 
た 香 復 

同 、 活 。 港に 

書 若 井 
は 佳 世 

  
五 聖 亜 
下 金 欄 
の 会   

も ィ云 

の 道 
で 協 

あ 会 
  
  
容 ワ 

は レ 
不 ン 

    
@ 日 
は 毛 
つ 笘 

づ い お コ 

て 華 
「 蓮 

@6- 家人 ） l ｜ ま 

祈 一 

上、エ、 」 Ⅰ 祷文 @ ノノ 

を 年 
翌 に 

年 「 
-5 香港 ） Ⅰ 窩主 
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妻
戸
 

禧
 
い
た
の
で
、
他
の
宗
教
は
教
会
な
る
語
を
用
い
て
い
 

な
か
っ
た
か
ら
混
同
さ
れ
る
恐
れ
は
な
か
っ
た
。
基
督
 

教
会
と
は
基
督
の
教
会
で
は
め
 

 
 

三
逆
㍉
 

十
 

 
 

%
 
 な
く
基
督
教
の
会
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
 

祷
又
 と
 は
 。
心
下
の
い
 

0
0
 

村
 o
h
 
O
o
 

日
 ヨ
 0
 
コ
 ㌧
 宙
 せ
の
 
q
"
 
 
を
 訳
し
た
 も
の
で
あ
る
が
、
英
語
も
こ
 9

1
 

の
 語
を
も
っ
て
重
礼
典
そ
の
他
の
諸
式
を
含
む
全
体
を
代
 

表
す
る
 語
 と
し
て
用
い
て
い
る
。
 

へ
 
l
 
り
 
八
）
 

@
 

た
 
「
教
会
 祷
文
 」
で
あ
る
。
セ
レ
セ
ウ
ス
キ
ー
は
ロ
シ
ヤ
 生
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
一
八
五
九
年
に
米
国
聖
公
会
 宣
 教
師
と
し
て
上
海
に
来
 

た
り
、
一
八
六
二
年
よ
り
北
京
で
中
国
語
を
学
ん
で
い
た
 。
彼
は
ま
れ
に
み
る
語
学
の
天
才
で
聖
書
・
祈
祷
書
の
 翻
訳
に
生
涯
を
か
け
て
 

い
た
が
、
後
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
日
本
伝
道
教
区
専
任
 主
 教
 と
な
っ
た
 為
 、
選
ば
れ
て
意
に
反
し
一
八
七
七
年
に
 ニ
ュ
ー
ヨ
ー
 
片
ノ
 
に
て
 第
 

三
代
の
中
国
伝
道
 区
 主
教
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
 

ゆ
め
 邑
 0
 縛
の
 ヨ
 0
S
 
～
の
の
 

o
h
 
 

（
 
オ
 0
 
0
 
ず
口
（
 

0
 甘
 "
 
 
を
訳
し
た
 

っ
て
、
両
者
に
共
通
し
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
之
を
載
せ
、
 

表
題
の
「
教
会
 祷
文
 」
は
 
"
 ビ
コ
 の
し
 

0
0
 

末
 。
叶
の
。
日
日
。
 

バ
ー
ド
ン
は
翌
年
華
南
伝
道
教
区
主
教
に
指
命
さ
れ
て
 帰
 

も
の
で
あ
る
が
、
教
会
と
は
当
時
中
国
で
は
基
督
教
会
 

両
者
の
相
違
す
る
も
の
は
そ
の
い
づ
れ
 か
 、
あ
る
い
は
 

臣
巾
 Ⅰ
 
ゆ
ド
 
の
 ハ
 リ
コ
住
戸
 
ロ
 コ
ノ
コ
 
ト
 
の
（
Ⅱ
 

ひ
ヱ
 
0
 臣
 0
 ホ
目
す
の
の
め
の
 

ハ
 
が
 
ヨ
 の
 
コ
 

回
 し
、
一
八
七
四
年
に
主
教
に
任
ぜ
ら
れ
て
香
港
に
着
 

の
略
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
 

双
方
を
載
せ
て
い
る
。
 

偉
 
の
 曲
コ
隼
 
0
 旺
す
 
0
 Ⅱ
 お
ぎ
 の
の
 

住
 し
た
。
彼
は
香
港
 

広
東
省
・
福
建
省
を
巡
回
す
る
と
共
に
再
度
来
日
し
て
 在
日
宣
教
師
合
同
会
議
を
開
ら
き
、
（
 

2
-
2
 
 

日
本
に
於
け
る
 聖
 公

会
祈
祷
書
の
翻
訳
出
 

版
は
 
つ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
と
協
議
し
、
ま
た
助
言
 を
 与
え
た
。
 

四
 

教
会
構
文
の
表
紙
は
「
 耶
鮪
降
 世
一
千
八
百
七
十
二
年
 
英
国
包
漸
騰
美
国
 施
約
麸
 
同
課
教
会
 祷
文
 
同
治
 十
一
年
歳
次
壬
申
 

京
都
美
幸
書
館
 刷
印
 」
と
記
し
、
全
巻
を
六
巻
に
分
ち
 、
 上
中
下
の
三
本
に
と
じ
て
あ
る
。
訳
者
が
英
国
聖
公
会
 宣
教
師
の
バ
ー
ド
ン
 と
 

米
国
聖
公
会
宣
教
師
の
 セ
レ
 セ
ウ
ス
キ
ー
で
あ
る
よ
う
 に
こ
の
書
も
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
と
米
国
聖
公
会
祈
祷
書
 を
 折
衷
し
た
も
の
で
あ
 

 
 



笹
 

内
容
は
、
番
一
、
早
 祷
文
 
十
二
丁
、
晩
 祷
文
 
九
丁
、
 総

祷
文
セ
丁
 、
随
時
 祷
文
 訴
文
五
丁
。
養
二
、
 

聖
詩
 
百
三
丁
。
 巻
 

三
 、
主
日
祝
文
書
信
福
音
百
十
 丁
 、
聖
日
祝
文
書
信
 福
音
三
十
 丁
 、
施
賢
聖
礼
文
二
十
六
丁
。
 

巻
四
 、
 施
洗
嬰
咳
聖
 亭
夫
人
 

丁
 、
施
 洗
 壮
年
重
事
文
七
丁
、
教
会
問
答
六
丁
、
堅
 信
 礼
文
三
丁
、
大
斎
官
田
 俄
悔
 丈
六
丁
、
婚
姻
 礼
 文
セ
 丁
 、
看
 視
 病
人
 

文
 
八
丁
、
施
 餐
 病
人
望
礼
文
一
丁
、
 
濱
 葬
礼
文
 
セ
 丁
 、
家
用
 祷
文
 
五
丁
。
拳
玉
、
派
立
会
 吏
 礼
文
王
 丁
 、
派
主
教
師
礼
文
 

八
丁
、
派
主
監
督
礼
文
九
丁
。
巻
末
、
論
要
道
三
十
 
九
条
十
一
丁
。
計
三
百
八
十
二
丁
で
英
米
両
国
聖
公
会
 

の
 祈
祷
書
の
殆
ん
ど
 全
 

部
を
載
せ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
本
書
は
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
混
同
を
 警

戒
し
な
が
ら
も
神
を
上
帝
と
せ
ず
天
主
と
称
し
て
い
る
 。
後
に
バ
ー
ド
ン
は
 

一
八
 セ
 四
年
に
華
南
伝
道
教
区
主
教
と
し
て
香
港
に
着
任
 し

た
際
も
同
教
区
で
長
く
慣
用
し
て
い
た
上
帝
を
天
主
 に
 変
え
る
よ
う
強
く
要
 

求
 、
｜
 

し
た
ま
ど
で
あ
る
。
 

（
 
2
 
3
 ）
 

春
初
に
凡
例
と
し
て
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。
 

一
散
 中
 最
要
者
性
情
創
造
天
地
 独
一
 無
二
芝
生
 即
 書
中
所
 称
 天
主
星
也
 

一
差
 書
為
 耶
蘇
教
文
書
典
 中
難
有
 天
主
文
林
 街
 手
中
上
所
 称
 天
主
教
不
同
読
者
 幸
勿
謬
祝
 

一
書
中
所
 称
 耶
蘇
 為
 救
世
乞
 生
 有
時
称
 為
 基
督
基
督
二
字
 猶
 青
天
主
 所
 土
左
教
主
也
有
時
称
 為
 耶
蘇
無
論
 単
雙
称
 皆
称
 
一
毅
生
地
 

一
書
中
河
 佛
 二
字
 乃
希
 西
来
語
訳
文
 郎
 誠
心
所
願
 也
 

一
望
語
中
天
主
弥
弥
 
耶
 相
葉
三
字
赤
帝
西
来
語
訳
文
即
自
 熟
面
有
文
意
 

一
望
語
中
河
 勒
盧
亜
 四
字
赤
帝
西
来
語
訳
 之
即
 讃
美
 主
 也
 

一
緒
 訳
是
書
 専
用
官
話
者
一
則
 縁
教
中
 定
例
祈
祷
 須
用
衆
 人
悪
 之
 言
語
訳
 成
 官
話
使
人
見
解
一
則
 縁
 至
尊
無
文
 在
 天
主
前
回
茶
宣
之
 乎
 

着
地
 等
字
 常
在
口
端
 也
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9
3
 

申
 

使
徒
 信
経
 

城
国
聖
公
会
祈
祷
書
の
聖
別
梼
を
採
用
し
て
い
る
。
全
き
稲
祈
祷
書
が
聖
な
る
処
女
マ
リ
ア
の
 

頚
や
 

シ
メ
オ
ン
の
 

 
 

偏
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
 
あ
る
が
、
後
に
米
国
聖
公
会
 

ひ
 

両
国
聖
公
会
祈
祷
書
と
教
会
 祷
又
 と
の
相
違
す
る
点
は
 序
言
よ
り
祝
日
・
斎
日
の
聖
書
及
び
詩
篇
日
課
表
、
教
会
 暦
 、
礼
拝
規
則
な
ど
 

を
 省
略
し
て
い
る
こ
と
と
、
私
宅
 聖
洗
 式
を
採
用
し
て
 い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
の
み
 に
あ
る
 ア
 タ
ナ
シ
オ
 信
 

経
と
海
上
祈
祷
式
も
採
用
し
て
い
な
い
。
私
宅
 聖
 洪
武
 ュ
 
を
 採
用
し
な
か
っ
た
の
は
伝
道
地
に
於
て
は
こ
の
式
が
乱
 崩
 さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
 

の
で
、
そ
の
危
険
を
慮
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
タ
ナ
シ
オ
 信
 経
と
海
上
祈
祷
式
は
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
で
 あ
ろ
う
。
寒
月
 祷
 文
は
 

米
国
聖
公
会
祈
祷
書
に
の
み
あ
る
も
の
で
、
英
文
目
次
 に
も
 
"
 円
目
 目
 o
h
 
 

巾
 ～
 
a
y
 
蒋
 ま
す
の
 拮
経
ぎ
局
り
巨
 ）
田
の
 

の
 ・
（
Ⅰ
 
ロ
リ
 
ガ
の
 
臣
片
 
Ⅱ
 
0
 ロ
 Ⅰ
 片
 
す
の
 

弓
 Ⅱ
が
 
せ
 の
（
 
切
 0
0
 
ガ
 0
 片
ヰ
 
プ
 の
 づ
 （
 
0
 こ
の
の
神
の
コ
計
 

由
 で
田
の
 

n
o
 

で
 ゅ
 ）
の
す
 
け
 Ⅱ
の
 
ゴ
 ）
コ
ヰ
 
オ
 0
 
 
己
ヨ
 丑
の
隼
の
 

ヰ
 
㏄
計
の
の
 

0
 ヰ
下
Ⅰ
 
コ
の
 
（
あ
革
）
 

，
と
肚
 m
W
 

に
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
 

早
梼
文
 の
 聖
 語
は
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
に
し
た
が
い
、
 米
 国
 聖
公
会
祈
祷
書
の
最
初
の
三
節
の
聖
語
る
の
ぞ
き
、
 赦
罪
文
の
次
ぎ
に
 求
 

赦
罪
文
を
加
え
て
い
る
の
は
伝
道
地
に
於
て
は
聖
職
不
 左
 の
た
め
信
徒
が
司
式
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
考
慮
し
 た
も
の
で
、
 求
 赦
罪
 文
 

は
 両
国
祈
祷
書
と
も
に
低
く
 、
 新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
 で
あ
る
。
 詩
 九
十
五
篇
は
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
に
し
た
が
 っ
て
八
節
以
下
を
も
 載
 

せ
て
い
る
。
 両
 祈
祷
書
と
も
復
活
 日
 の
侍
補
前
の
位
置
 に
置
い
て
い
る
復
活
の
頚
は
主
復
活
 頒
 と
し
て
 詩
 九
十
五
 篇
の
次
ぎ
に
置
か
れ
て
 

い
る
。
万
物
の
頒
は
旧
約
聖
書
外
典
よ
り
の
採
用
で
あ
る
 た
め
省
か
れ
、
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
に
し
た
が
っ
て
 使
 往
信
経
の
後
に
主
祷
文
 

を
 加
え
て
い
る
。
ま
た
、
 晩
祷
丈
 に
お
い
て
は
当
時
の
 米
国
聖
公
会
祈
祷
書
が
省
い
て
し
ま
っ
た
聖
な
る
処
女
 マ
 リ
 ア
の
 頚
と
 シ
メ
オ
ン
 

の
 頒
を
尊
主
 頒
と
 未
生
 頚
 と
し
て
加
え
て
い
る
。
 

さ
ら
に
 施
餐
 重
礼
文
中
の
祝
 餅
酒
 聖
成
文
は
両
祈
祷
書
 の
 最
も
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
甚
だ
相
違
す
る
部
分
で
あ
 る
が
、
こ
こ
で
は
 英
 

  



 
 

我
 肩
身
 死
 将
来
復
活
、
我
 信
 永
生
、
阿
 欄
 。
 

五
 

一
八
 セ
 一
年
に
英
国
聖
公
会
伝
道
協
会
よ
り
派
遣
さ
れ
て
 香
港
に
着
き
、
同
地
の
牧
師
と
な
っ
た
ハ
チ
ン
ソ
ン
（
 卜
 （
 
ヰ
プ
 
の
～
 い
 （
 
o
n
 

村
の
ぜ
 

由
 u
 （
 
リ
ア
ぎ
 
の
 
0
 コ
赫
 真
信
）
に
よ
っ
て
一
八
 セ
セ
 年
に
広
 東
詰
め
 
「
 聖
 余
蒔
 文
 」
が
翻
訳
発
行
さ
れ
た
。
周
書
 は
表
 紙
に
「
耶
蘇
隆
生
一
千
 

八
百
 セ
十
セ
年
聖
会
 構
文
、
光
緒
三
年
香
港
壁
土
 提
反
堂
 蔵
板
」
と
記
し
、
内
表
紙
に
は
 
"
 円
ミ
コ
 
の
 
団
措
 Ⅰ
 ）
 
コ
ヰ
 
0
 
0
 

㏄
二
 

%
 
。
 コ
 の
の
の
す
 

セ
 

円
 ぽ
の
日
夜
 

0
 つ
 ・
 
下
 （
 
ヰ
ゴ
 
の
Ⅱ
 
目
い
 

・
ヱ
目
ヰ
 

の
 
三
コ
 
の
 
0
 コ
，
ハ
し
オ
偉
 

Ⅱ
の
下
目
げ
の
 

円
 
0
 コ
が
 
（
 
せ
い
 0
 住
の
 
ハ
ヒ
 
。
 目
 0
 尾
本
 0
 口
的
ト
 
㏄
Ⅱ
㏄
 
，
と
 記
し
て
 い
る
。
 

内
容
は
詩
篇
目
録
二
丁
、
聖
経
目
録
四
丁
、
早
 
祷
文
 
十
四
丁
、
晩
 祷
文
 
九
丁
、
聖
 亜
 他
筆
 施
信
経
 
三
丁
 、
 総
祷
文
 
八
丁
、
 

随
時
 祷
文
 説
文
六
丁
。
つ
づ
い
て
聖
日
 祷
文
 
九
十
上
 
八
丁
、
聖
餐
礼
文
二
十
 
セ
丁
 、
聖
洗
礼
文
は
施
 洗
 嬰
児
 礼
文
 施
洗
 嬰
児
 礼
 

施
洗
 壮
年
礼
に
分
れ
、
計
二
十
一
丁
、
聖
会
問
答
上
 八
丁
、
按
手
礼
式
三
丁
、
婚
姻
礼
式
七
丁
、
深
痛
 礼
 式
 
八
丁
、
施
聖
餐
 典
 

病
人
礼
式
二
丁
、
 
濱
 葬
礼
式
五
丁
、
産
婦
 謝
 上
帝
 礼
式
二
丁
、
警
醒
会
衆
文
六
丁
、
舟
 中
 祈
祷
礼
式
 
の
下
、
水
葬
祈
祷
 文
 

一
丁
。
派
 立
聖
 余
執
事
 大
 礼
文
は
派
立
会
 吏
 礼
式
六
丁
 、
 派
 立
会
長
礼
式
九
丁
、
派
 立
 監
督
礼
式
九
丁
に
 分
れ
計
二
十
四
丁
、
 為
 

求
賜
 聖
公
会
人
心
合
一
文
一
丁
。
論
要
道
三
十
九
条
 

十
三
丁
。
 

こ
の
「
 聖
会
祷
文
 」
よ
り
前
に
印
刷
出
版
さ
れ
た
「
 耶
鮎
 降
生
一
千
八
百
 セ
 十
五
年
旧
約
詩
篇
光
緒
元
年
 寄
束
俗
話
漢
訳
」
 

百
四
十
九
丁
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
 聖
会
祷
丈
 に
合
本
さ
 ね
 、
聖
会
 祷
文
 の
 早
祷
文
 ・
 晩
祷
 文
使
用
の
際
に
詩
篇
目
 録
 に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
  

 
 
 

能
的
 天
主
聖
文
 的
 右
辺
、
将
来
 必
従
那
裏
 降
臨
、
審
判
 活
人
死
人
、
我
 信
 聖
霊
、
 
我
信
 聖
公
会
、
我
 信
 聖
徒
相
通
 、 
我
信
 赦
罪
的
 恩
 、
 

ひ
 

我 我 

言 リ 悟郎 ィ 倉 

鯨 造 
在 天 

  
無 所不 抜 拉多 

芋 台 ヒ ヒ 

下 的 
通 天 
離 生 
  聖 

  
死了 聖子 、 的 

喪主 葬了 耶 、 

  
間 我 

悟郎 、第一 
二 % 
日 、 若 肺 与 

従 曇 

亜死裏 復活、 升天 、生花 皿感動的童貞女馬刺 J -  １・ @i 
短 所 
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聖
使
徒
 信
経
 

我
信
無
 所
不
能
創
造
天
地
 慨
聖
 父
上
帝
、
 

 
 

感
動
 閨
女
 馬
刷
屯
所
生
、
在
末
芸
 彼
拉
多
 手
下
 遇
難
 、
 披
針
十
字
架
上
、
受
 死
 、
 受
 

三
毛
 

周
 

禧
 

埋
葬
、
下
降
 陰
府
 、
第
三
日
郎
自
死
 裏
 、
後
生
、
 

升
於
 天
堂
、
 
坐
 短
所
不
能
 聖
 父
上
帝
 右
 、
 後
 私
曲
 個
処
 降
臨
、
審
判
 生
慨
及
 死
期
 人
 、
）
 

祈
 

 
 

 
 

 
 

赦
罪
 概
恩
 、
 身
死
将
 心
腹
 生
 、
心
事
永
生
、
 
亜
欄
 。
 

 
  

 

中
 

会
祷
又
 と
し
て
 

祷
 文
を
参
考
 と
 

ハ
イ
パ
ー
の
 

ん
、
祈
祷
書
 全
 

訴
文
ま
で
と
、
 

れ
た
の
で
ほ
 な
 訳

し
た
も
の
を
校
訂
し
、
一
八
 セ
 五
年
に
ハ
ッ
チ
ン
ソ
 ン
 自
身
が
訳
し
た
旧
約
詩
篇
を
加
え
、
さ
ら
に
北
京
官
話
 の
 教
会
 

し
て
広
東
語
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

聖
会
祷
丈
 に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
る
が
、
パ
 イ
 パ
ー
は
 出
版
の
翌
年
に
帰
 英
 し
て
い
る
。
そ
の
全
文
百
十
一
丁
 は
 も
ち
 ろ
 

部
 で
は
な
く
、
一
部
と
思
わ
れ
る
。
一
八
 セ
セ
 年
の
聖
 会
祷
文
も
 、
 各
祷
文
 ご
と
に
丁
を
改
め
、
 早
祷
文
 よ
り
 随
 時
 穂
丈
 

聖
日
 祷
文
 、
聖
餐
礼
文
以
下
と
三
部
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
 に
 内
表
紙
を
付
し
て
い
る
点
を
見
る
と
、
全
部
が
一
時
に
 出
版
さ
 

く
 、
順
次
必
要
な
も
の
か
ら
出
版
さ
れ
、
そ
れ
を
合
本
 し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

一
八
 セ
 二
年
に
北
京
に
於
て
米
国
聖
公
会
日
日
数
 
師
 セ
レ
 セ
 ウ
ス
キ
ー
と
共
に
教
会
 祷
 文
を
訳
し
た
バ
ー
ド
ン
が
 一
 八
七
四
年
に
は
華
南
 

教
区
伝
道
主
教
と
な
っ
て
香
港
に
着
任
し
て
い
る
の
で
、
 教
会
 祷
文
 が
使
用
さ
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
が
、
教
会
 祷
 文
は
北
京
官
話
で
あ
っ
 

て
 広
東
語
を
用
い
て
い
る
華
南
教
区
で
は
適
当
で
な
い
、
 さ
ら
に
教
会
 祷
又
 は
、
英
米
市
聖
公
会
祈
祷
書
の
折
衷
 で
あ
っ
て
、
華
南
教
区
 

の
よ
う
に
英
国
聖
公
会
の
伝
道
地
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
 米
国
聖
公
会
祈
祷
書
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
な
ど
か
 ら
 、
当
時
香
港
 聖
 ス
テ
 

パ
ノ
 教
会
牧
師
で
あ
っ
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
を
し
て
翻
訳
出
版
 さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
八
 セ
 二
年
に
パ
 イ
 パ
ー
が
 聖
 



 
 

(200)  96 

め て     
梅 里 内   

で 、 「 或 洗礼容数人 「 
授 浸 要 文 は 全 人 
洗 於 核   施 祷 O 
に 水 聖 濱 洗 立 年 
あ 中 軍 葬 嬰 」 に 
た 戒 文 和 咳 の 上 
っ 用 の 文 聖 一 泡 

て 水 俣   事 部 聖 Ⅰ 
額 濯 証 人 文 を 約 八 
に 真 人 斎   藻 翰 
千 首   首 施 文 書 
字 」 弥 日 洗 に 院 

架 は 尼 俄 壮 し 蔵 
を 同 断 悔 年 た 板 
印 言 穂 丈 望 も に 
す よ の   事 の よ 

こ り 二 教 父 と る ） 同 思われ は米とったとも -6 「教会 詰 会綱領 ・教会 2 問答 書にもの 国里 三十 

よ で 金 九   
る る 全 集 堅 十 
も り 祈 よ 信 種 
の 、 祷 り 礼 」 

  
発 
行 

  さ 

礼   
文 た   
  

七 
十 

呂ぎ乙 年 重事二 つは 誕 
    

生 
  

丁 英国 文の の ヰ づ 

試 里 に 謝 木 
間 分 当 文 版 
の 会 た 印 

看   
祈祷 中で り 、 視 で 

便 書 授 病 
  

徒 よ 洗   刊述 

信 り 方 文 の 

経 と 法 
を っ に 施 

一コⅡ レし 

斤、 

用 た っ 餐 官 
う も い 病 話 

年 文 明 一 

必 主 我 我     
早 九 「 セ   

海   
  英国 P4 目。 処 蜂 下 遇 之 天 使徒 追 を 丁 。 が 

臨 離 生 倍 加 随 人 望 
    聖 経 し 意 セ 公 

た 謝 九 会 

も 又 年 貢 
に 教 

で 三 上 師 
あ 丁 海 マ   
  た 語 ッ 

り で チ 
木 木 l     
印 印 よ   
さ さ て   
た た 「 ） もの 早祷 。内 ぬ （ 

で容文 あ は二 
る 軍 士 

。 榛 一 
お 丈 了 
そ     ら 十 発 
く 九 行 
マ 了 さ   た レッ 晩祷 
チ 文 さ 

  ，ら 

の 十 に 
一 丁   
八 。 訳 

セ 総 者   四 袴 木 



山風 幸妬禧童 八 % 

バ
ー
ド
ン
・
セ
ル
セ
ウ
ス
キ
ー
共
訳
の
教
会
 

祷
文
は
 北
一
 
示
 官
話
で
あ
っ
て
、
当
時
上
海
地
方
で
は
通
用
し
な
か
っ
 

た
 為
に
、
前
二
者
の
如
 

く
 上
海
 語
 に
よ
る
祈
祷
書
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
 

が
 、
北
京
官
話
に
し
て
も
上
海
 
語
 に
し
て
も
、
ま
た
前
述
 
の
 広
東
語
に
し
て
も
一
地
 

 
 方

の
用
語
で
、
そ
の
使
用
範
囲
が
狭
 
い
 た
め
早
晩
 
祷
 文
 ，
聖
餐
式
文
の
如
く
使
用
度
の
高
い
も
の
は
各
地
で
 

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
 
語
 に
印
刷
 

一
 出
版
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
 
聖
洗
式
 以
下
の
式
 文
は
年
に
数
回
 
用
 う
る
か
ど
う
か
と
い
う
程
度
の
も
の
 

で
あ
る
の
で
各
地
で
印
刷
せ
 

ず
 、
中
国
全
土
に
共
通
な
祈
祷
書
と
す
る
た
め
、
使
用
 

範
囲
の
広
い
漢
文
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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誠
信
天
主
全
能
立
文
創
造
天
地
者
、
我
信
 哉
 主
部
 妹
基
 督
 、
天
主
 

我
 悟
郎
 鮎
 花
木
毛
抜
推
参
手
下
受
難
、
被
 釘
 十
字
架
、
 死
 両
罪
、
 

聖
文
左
右
、
波
心
 自
 彼
処
降
臨
、
審
判
活
人
死
人
、
我
 信
節
ニ
一
正
、
 

活
 、
我
僧
永
生
、
阿
 杷
 。
 

独
坐
 之
子
 、
我
 信
 耶
蘇
 以
 聖
霊
芝
 徳
降
苧
 、
 為
 童
女
 馬
 利
 屯
所
生
、
 

降
於
 陰
間
、
第
三
日
、
従
克
復
活
、
 升
天
 、
生
船
艇
 所
 不
能
 之
 天
主
 

誠
信
聖
公
会
、
我
 信
 聖
徒
相
通
、
我
宿
罪
 之
 赦
免
、
我
 肩
身
 之
復
 

る
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
よ
り
採
用
 し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
英
米
商
聖
 公
会
祈
祷
書
を
折
衷
 し
 

た
も
の
で
、
当
時
、
上
海
は
英
米
市
聖
公
会
が
伝
道
地
 と
し
て
い
た
た
め
、
上
海
付
近
に
於
け
る
画
聖
公
会
の
土
 （
 
通
 祈
祷
書
と
し
て
用
い
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
 授
洗
詰
 は
 

「
 軋
パ
 

-
7
 
）
 、
 
我
与
爾
 腕
枕
、
 以
使
繭
帰
於
 聖
文
聖
子
聖
霊
芝
 名
 、
何
 
%
 。
 或
云
 、
某
 
人
 、
我
 
与
爾
施
洗
 、
 因
 聖
文
聖
子
聖
霊
 2
 名
、
阿
 欄
 。
」
 

と
 二
通
り
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
英
文
祈
祷
書
が
英
 氷
雨
聖
公
会
祈
祷
書
と
も
 
"
2
.
H
 
絃
且
円
 
2
 の
手
お
ぎ
 （
す
の
 
2
%
 ヨ
の
 0
 Ⅱ
 ヰ
 
甘
の
 

Ⅰ
の
 
ヰ
ゴ
 
e
 
（
が
 
コ
リ
 0 円
目
す
の
の
 

0
 コ
 ・
 ド
 二
年
 0
 Ⅱ
 片
 
す
の
 叫
 0
 ）
日
の
甘
 

0
 笘
 。
卜
占
 e
n
.
,
 
と
記
し
て
あ
る
が
：
そ
の
訳
出
に
当
 つ
 て
 二
つ
の
案
が
あ
っ
て
 

一
致
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
 授
洗
語
を
 載
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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な 木 棒 

に の の 

よ 美 は 
っ 華 か 
た 書 な 

信 士 其     
約 も 天、 玄   載 の 英 
せ 漢 国 
ら 文 色 

な は 訳 
い た 官   。 だ 話 

漢 
信 於 之 文 教 
身 無 量 に 会 
死 所 員 し 祷 
段 本 丸 た 文   

だ け包 @ 

て そ 話 が 総 統 祷 
な と - 書 - 

祈 祷ま散 め 「 かしさは 九 
書 ま 会 っ て れ 日 一 

を 月 祷 た い た 本 二 

年中国 翻訳出 いるこ 文 」の ので、 て 日 、 国語を 聖公会 

坂 と 漢 英 米 も に 各   
き ま も 祷 京 い る 於 ける た ず、 、各 書に ・大 なか 如く 

た 中 国 対 阪 っ 一 英 
だ 華 聖 す 両 た 種 米 
" 聖 公 る 市 と に 加 

翻 公 会 要 に い 統 各 
課 金 仏 末 松 う 一 国 
に の 道 も け 事 さ 聖 
労 組 脇 目 る 惰 れ 会 
っ 織 会 本 知 も な 会 
て 成 派 の く あ か の 
は 立 道 よ 一 る っ 伝 
そ 後 の う 都 が た 道 協会 もその、 し 宣教 では 市内 、中 こ o 
ず れ 師 な に 因 れ は 一致 らはれも ぞ れ、 力 っ 三伝 2 ） （ 9 の国 は中 

  の   た 道 上 国 し 

人 伝 こ よ 協 の 各   
セ 道 の う 全 店 地 中 里 範囲二年 華 英米 であ が区 大な 幾 に 
の に 両 る 割 こ 多 分 
セ 於 国 。 を と の 会 
か て 聖 せ 定 と 地 の 
セ は 企 つ め 、 方 組 
ゥ 付 会 か ず 各 語 織 
ス 回 折 く 伝 国 が 設 
キ の 祷 バ 遺 伝 あ 立 
l 聖 書 l し 遭 っ を   
l 折 衷 の い の 日 の 
ド 祷 し 試 う 伝 本 で 
ン 書 た み よ 道 話 あ 
共 に 祈 た う 区 の る 
訳 基 祷 此 な 劃 よ が 
の ず 書 京 こ が う   
北 い を 官 と 判 に 祈 



中国語 祈薦書 小史 

す
る
 

港
換
 

教
区
と
し
て
そ
の
「
金
棒
 

書
 
」
を
使
用
し
て
 

い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
 南
部
の
英
国
聖
公
会
伝
道
協
会
の
伝
道
範
囲
で
用
い
ら
 

れ
て
い
た
祈
祷
書
は
 

、
 

一
九
 
0
 二
年
発
行
の
「
美
国
旗
 

約
麸
 ・
英
国
包
 

繭
 膳
司
 
訳
 官
話
教
会
 
祷
文
 
、
包
 
爾
 謄
本
官
話
 
転
訂
漢
 
文
」
で
あ
 
っ
 た
が
一
九
三
八
年
に
 

大
改
訂
を
し
て
「
 

ホ
 
」
（
㌍
）
と
し
て
初
版
を
出
し
、
 

P
 
何
 
牡
 昔
 
%
 

中
 華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
広
東
省
を
分
離
し
た
現
在
は
香
 

港
 ・
 
襖
 門
を
管
轄
 
区
と
 

京
官
話
に
よ
る
教
会
 

所
が
多
い
。
す
な
 

ね
 
ち
、
 
在
 
華
北
教
区
試
用
の
「
 

祷
文
 
に
負
 

う
 蕊
 
辞
書
」
は
 

河
 
北
 ・
山
西
両
省
と
東
北
 

全
 
省
を
管
轄
 

区
 
と
す
る
華
北
教
区
 

の
み
な
ら
ず
、
英
国
璽
 

 
 

 
 

 
 

し
た
も
の
に
、
更
に
改
訂
を
重
ね
た
も
の
で
、
序
文
に
 

「
英
国
聖
公
会
合
 

祷
書
 
、
 
訳
 
成
漢
文
者
、
己
有
数
種
。
 

華
 
化
 
教
区
 
所
 
採
用
者
、
 

係
 

 
 

 
 

祷
書
 

も
 
明
ら
か
で
あ
る
。
（
湖
北
省
会
 

よ
り
採
っ
た
も
の
で
あ
る
 

省
と
 
湖
南
省
の
北
部
）
 

が
 
、
一
八
 

セ
 
二
年
の
教
会
 

祷
 
文
の
北
京
官
話
を
漢
文
化
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
も
な
お
、
米
国
聖
公
会
 

の
 
伝
道
教
区
で
あ
る
 

台
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と
し
て
「
日
本
聖
公
会
 祷
文
 」
が
発
行
さ
れ
、
一
八
九
 五
年
（
明
治
二
十
八
年
）
よ
り
「
日
本
聖
公
会
祈
祷
書
」
 と
な
り
、
改
訂
を
加
え
 

て
 今
日
に
至
っ
て
い
る
。
「
朝
晩
 祷
文
付
 リ
タ
ニ
ー
」
も
 英
米
商
聖
公
会
祈
祷
書
を
折
衷
し
た
も
の
で
，
そ
の
後
 の
 各
祈
祷
書
も
い
ず
れ
 

も
こ
れ
に
改
訂
増
補
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
 に
 於
て
は
英
国
聖
公
会
祈
祷
書
あ
る
い
は
米
国
聖
公
会
 祈
 祷
書
 の
一
方
が
翻
訳
出
 

仮
 さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
画
聖
公
会
 祈
 梼
 書
の
折
衷
に
あ
た
っ
て
は
一
八
 セ
 二
年
の
北
京
官
話
「
 教
会
 祷
文
 」
が
参
考
 と
 

し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
し
、
訳
語
・
訳
文
に
至
っ
て
 は
 
「
教
会
構
文
」
を
は
じ
め
各
種
の
中
国
語
祈
祷
書
が
大
 い
に
活
用
さ
れ
た
。
 

-
7
 

Ⅰ
 
3
 
）
 

祈
祷
書
が
聖
公
会
の
組
織
成
立
に
い
か
に
与
っ
て
 カ
あ
 
っ
 た
か
は
日
本
で
は
共
通
祈
祷
書
た
る
「
聖
公
会
穂
丈
」
 が
 
一
八
八
三
年
に
全
 

訳
 完
成
し
、
四
年
後
の
一
八
八
七
年
に
日
本
聖
公
会
が
 組
織
成
立
し
た
の
に
、
中
国
で
は
各
種
の
祈
祷
書
の
土
 （
通
底
本
た
る
「
教
会
 祷
 

文
 」
が
一
八
七
二
年
に
発
行
さ
れ
た
が
共
通
祈
祷
書
を
 も
た
な
い
た
め
、
四
十
年
後
の
一
九
一
二
年
に
な
っ
て
 中
 華
 聖
公
会
の
組
織
が
成
 

立
し
た
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
。
日
本
聖
公
会
の
組
織
 成
立
が
中
華
聖
公
会
の
そ
れ
よ
り
早
か
っ
た
こ
と
は
日
本
 聖
公
会
の
共
通
祈
祷
書
 

の
 採
用
が
早
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
そ
の
日
本
語
の
祈
 祷
 書
の
早
期
完
成
に
は
「
教
会
 祷
 文
二
は
じ
め
中
国
語
 祈
祷
書
に
負
う
所
が
 甚
 

だ
 多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

註
 

T
 
）
米
国
聖
公
会
伝
道
局
機
関
誌
，
の
宮
き
 
0
 （
 目
 @
 
の
の
ぎ
 

已
 。
 
・
 ト
の
 
下
 へ
 ・
 
ロ
 ・
の
 
つ
 

（
 
2
 ）
木
村
信
一
「
 
C
.
M
.
S
 
の
日
本
 開
教
 伝
道
」
桃
山
犬
 学
 キ
リ
ス
ト
教
論
集
Ⅱ
 

（
 
3
 ）
大
昔
大
学
所
蔵
 

（
 
4
 ）
 
メ
ド
 ハ
ス
ト
・
ス
ト
ロ
ナ
ッ
ク
・
ミ
ル
 ソ
 等
英
国
人
 妻
 鼻
 に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
漢
文
聖
書
で
委
員
 訳
 ・
代
表
 訳
 と
も
 呼
 ば
れ
る
。
 

（
 
5
 ）
主
の
祈
り
 

（
 
6
 ）
主
日
 特
禧
 

（
 
7
 ）
キ
リ
 ソ
 ス
ト
ム
の
祈
り
 

（
 
8
 ）
シ
メ
 オ
ソ
 の
 頒
 



 
 

 
 中

 

（
 
0
 ク
）
 

    席書 

  
29   

（
 
神
 ）
 

 
  

 ヘ 9 ）（ 222@2 ） ） 6 ）（ 巳リ り ）（ Ⅰ 4 （ー）（ ）（ 3 2 （ ） 2 0 （ ） l. Ⅰ 9 （ ） 1 8 （ ） l 7 （ ） 1 6 （ ） 1 5 （ ） i 4 （ ） ヰ Ⅰ 3 ） （ 1 2 ） ， 1 Ⅰ 1 （ ） 田上 O 

の
ま
 ロ
 の
の
の
 
ガ
 e
c
o
 

臣
目
 
当
年
ま
ず
の
 0
 審
に
ざ
 u
l
 
コ
 三
 
%
 
 Ⅰ
の
～
～
で
 
ト
 い
の
 

岡
き
串
で
・
 
P
 び
の
 

の
 三
コ
幼
の
再
 お
 0
 ペ
ロ
 
の
 へ
い
 二
ヨ
 @
0
 コ
 用
セ
古
年
 宙
 二
 
%
 
お
お
 
つ
 ・
 ト
 ㏄
 つ
 

回
 
@
 U
 
ネ
 
五
日
 
つ
 ・
 P
 の
 び
 

回
 
@
 U
 
去
 
ま
日
 
ロ
 ・
 
N
 ひ
肚
 

m
 
向
 円
 土
ミ
 

目
つ
 ，
 
N
u
 
ト
 

口
 リ
テ
 
@
 
自
由
 
@
.
 
一
ト
 

一
Ⅰ
 

ぃ
 

司
書
 
p
 め
目
 

回
書
 
口
 ・
 
N
o
 
び
 

㊦
 オ
 @
 
コ
 の
の
の
 
力
 の
 0
 つ
 Ⅱ
Ⅰ
の
 

ャ
ぃ
ヰ
 
Ⅰ
 ツ
 ミ
才
色
 
っ
コ
め
 
「
 ヒ
ヒ
 o
c
 

「
二
 

%
 
ニ
 
%
 ト
 ㏄
Ⅱ
Ⅱ
 づ
 ・
㏄
㏄
 
ト
 

同
生
日
や
の
 い
ト
 

回
書
や
 ひ
き
 

国
会
図
書
館
 静
嘉
 宝
蔵
 

日
本
聖
公
会
歴
史
委
員
 編
 

日
本
聖
公
会
百
年
史
 
一
 0
 
一
頁
 

中
華
聖
公
会
華
南
教
区
 略
史
一
 
三
頁
 

の
す
 
@
 
コ
り
 
㏄
の
刃
の
。
 

ウ
ペ
ヰ
 

の
Ⅰ
ハ
コ
口
目
ず
の
 

@
 
の
ヰ
い
 

Ⅱ
 せ
ヒ
 。
 ヒ
 Ⅱ
 
コ
麓
 
ト
イ
 申
ト
 ㏄
 べ
 Ⅱ
 
で
 ・
の
㏄
 

り
 

立
教
大
学
蔵
書
 

立
教
大
学
蔵
書
 

拙
稿
「
聖
公
会
情
交
」
㈲
立
教
大
学
研
究
報
告
（
人
文
 
矧
 H
 字
 ）
第
一
二
号
 
ゑ
，
 

文
理
訴
よ
り
も
平
易
な
漢
文
、
 

米
国
聖
公
会
伝
道
局
，
英
国
聖
公
会
伝
道
協
会
・
英
国
聖
公
会
 福
音
伝
道
協
会
 

一
九
三
 セ
 年
中
華
民
国
二
十
六
年
主
教
部
万
智
 
核
准
 

宝
暦
一
千
九
百
四
十
年
再
版
大
美
国
聖
公
会
計
 

宝
暦
一
九
五
セ
年
三
月
重
訂
中
華
聖
公
会
湾
渓
教
区
 
編
印
 

照 
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（
㏄
）
拙
稿
「
朝
晩
両
夫
 け
 り
 タ
ヰ
 ー
の
研
究
」
立
教
大
学
研
 先
報
告
（
人
文
科
学
）
第
九
号
参
照
 

（
 
綴
 ）
拙
稿
「
聖
公
会
席
 
文
 」
 円
 ㈲
立
教
大
学
研
究
報
告
（
 人
文
科
学
）
第
一
一
号
・
第
一
二
号
参
照
。
 

（
 
納
 ）
拙
稿
「
聖
公
会
構
文
」
㈲
立
教
大
学
研
究
報
告
（
 

人
 文
科
学
）
第
一
四
号
参
照
。
 

（
㏄
）
回
書
参
照
。
 

（
 
抑
 ）
拙
稿
「
聖
公
会
席
 
文
 」
㈲
立
教
大
学
研
究
報
告
（
 人
 文
科
学
）
第
一
六
手
参
照
。
 

ハ
 
主
要
参
考
書
）
 

下
コ
出
ず
 
円
 
0
 エ
い
 
り
 -
 ㏄
 ヰ
の
 
（
 
り
ゴ
 0
 
ヰ
円
す
ゅ
 

0
 ゴ
 @
 
二
八
 ソ
 ロ
 
宙
呂
っ
コ
っ
田
 

（
 
オ
り
 ㌧
 Ⅱ
 
0
 （
 
0
 
の
 
圧
 
り
二
（
 
田
づ
 
吊
り
 
0
 
つ
 p
-
 
の
 ゴ
 ロ
 Ⅰ
。
 
ゴ
 -
 
コ
 （
 
す
 0
 ト
 
目
 
・
の
・
 

く
円
 

師
位
正
中
華
聖
公
会
華
南
教
区
百
年
史
略
 

三
治
心
中
華
基
督
教
典
 綱
 

佐
伯
好
郎
清
朝
基
督
教
の
研
究
 

村
岡
典
嗣
日
本
思
想
史
研
究
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棚
瀬
襄
爾
著
 

他
界
観
念
の
原
始
形
態
 

オ
セ
ア
ニ
ア
を
中
心
と
し
て
 

竹
中
信
 
常
 

東
南
ア
ジ
ア
研
究
叢
書
 
1
 

京
都
大
学
・
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
 

昭
和
四
十
一
年
四
月
刊
、
九
五
九
頁
、
事
例
一
覧
表
 

定
価
四
三
 

O
C
 

円
 

 
 

昭
和
三
十
九
年
末
急
逝
さ
れ
た
 

棚
瀬
襄
繭
 博
士
は
日
本
に
お
け
 
る
 宗
教
 

民
族
学
の
事
実
上
の
創
始
者
 
故
 宇
野
円
空
博
士
の
薫
陶
を
う
け
 

、
そ
の
 学
 

統
を
継
ぐ
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の
研
究
領
域
を
 

イ
 ソ
ド
ネ
シ
 
ァ
を
 含
む
 

オ
セ
ア
ニ
ア
全
域
に
ひ
ろ
め
、
宇
野
宗
教
民
族
学
を
日
本
宗
教
 

民
族
学
に
 

ま
で
拡
大
確
立
す
る
こ
と
に
 
尽
 痒
さ
れ
た
。
 

評
 

著
者
は
戦
前
、
東
亜
研
究
所
に
お
い
て
宇
野
博
士
の
も
 

と
に
 オ
セ
す
ノ
耳
 

ア
 全
域
、
と
く
に
フ
ィ
リ
，
ピ
ン
の
民
族
調
査
に
従
事
さ
れ
て
 

い
た
が
、
 

 
 

 
 

評
 

%
 
二
 

本
書
の
構
成
は
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
岩
村
博
士
 の
 「
 ま
 

え
が
き
」
を
巻
頭
に
飾
り
、
序
論
、
前
編
、
後
編
、
結
語
、
著
 者
 略
歴
 

著
作
目
録
、
諸
索
引
、
お
よ
び
本
書
を
読
む
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
 る
 至
便
な
 

事
例
一
覧
表
が
附
録
さ
れ
て
い
る
。
 

t03 ( 初 ， 7) 

一 
一 

の
 残
さ
れ
た
調
査
の
一
端
を
継
承
し
、
爾
来
、
常
に
兄
事
し
て
 来
た
筆
者
 

に
と
っ
て
、
今
回
、
こ
の
大
著
に
つ
い
て
一
文
を
草
す
る
こ
と
 は
 実
に
感
 

概
 無
量
で
あ
る
。
 

本
書
は
知
ら
れ
る
ご
と
く
著
者
の
学
位
請
求
論
文
で
あ
り
、
 著
 者
の
そ
 

れ
ま
で
の
オ
セ
ア
ニ
ア
研
究
の
総
和
で
あ
る
。
著
者
は
当
時
す
 で
に
東
南
 

ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
文
献
研
究
を
踏
ま
え
て
の
 実
態
調
査
 

を
 強
力
に
す
す
め
る
か
た
わ
ら
、
次
の
視
点
を
ア
フ
リ
カ
に
 移
 し
 、
そ
の
 

文
献
の
渉
猟
に
着
手
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
 じ
つ
通
日
、
筆
者
に
 

窩
 

洩
，
 り
さ
れ
た
 

こ
と
が
あ
っ
た
。
著
者
の
間
断
低
く
次
々
に
前
進
す
る
学
問
的
 立
 
思
欲
の
旺
 

盛
 さ
に
驚
嘆
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
成
さ
れ
た
本
書
が
遺
著
と
し
て
出
版
さ
れ
た
 こ
と
は
 

ま
こ
と
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
世
界
の
宗
教
 了
 界
 、
民
族
 

学
界
に
と
っ
て
の
一
大
痛
恨
事
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

し
か
し
、
い
た
づ
ら
に
個
人
的
感
傷
に
の
み
耽
っ
て
い
る
こ
と
 は
 許
る
 

さ
る
べ
く
も
な
い
。
筆
者
に
は
こ
の
大
著
を
ひ
ろ
く
江
湖
に
紹
 介
す
る
 責
 

務
 が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
畏
れ
る
こ
と
は
、
 筆
 者
の
学
殖
 

の
 乏
し
さ
の
ゆ
え
に
、
本
書
の
真
価
が
そ
こ
な
わ
れ
は
し
な
い
 か
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
 



序
論
に
ほ
民
族
学
に
お
け
る
他
界
観
念
研
究
の
系
譜
と
著
者
の
 立
場
が
 

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
編
で
は
他
界
観
念
の
資
料
を
弔
 葬
儀
礼
の
 

資
料
と
の
関
連
の
も
と
に
詳
細
な
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
、
後
編
 で
は
、
 前
 

偏
 に
明
ら
か
に
さ
れ
た
他
界
観
念
の
諸
相
を
整
理
し
、
こ
れ
に
 附
随
す
る
 

文
化
史
学
的
問
題
を
提
起
追
求
し
て
い
る
。
 

本
論
の
方
法
論
の
基
本
的
立
場
は
ウ
ィ
 一
ン
 学
派
、
つ
ま
り
 文
 化
圏
学
 

説
 に
よ
る
文
化
史
学
派
の
そ
れ
で
あ
り
、
著
者
自
身
の
用
語
 
に
よ
れ
ば
 

「
民
族
史
学
」
的
立
場
で
あ
る
。
 

著
者
は
ま
ず
、
タ
イ
ラ
Ⅰ
ス
ペ
ン
 
サ
 Ⅰ
ヴ
ン
ト
な
ど
の
 進
 化
 論
的
 

な
方
法
論
を
批
判
し
、
そ
れ
が
資
料
を
そ
の
文
化
史
的
基
 盤
か
ら
切
り
は
 

な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
資
料
間
の
時
間
的
関
係
を
決
定
 す
る
基
準
 

を
 主
観
的
な
も
の
に
お
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
最
大
の
欠
点
の
 あ
る
こ
と
 

を
 指
摘
し
て
い
る
。
と
は
い
え
著
者
の
根
本
的
立
場
が
民
族
 史
 学
 に
あ
る
 

限
り
、
歴
史
そ
の
も
の
を
民
族
学
か
ら
除
外
し
よ
う
と
い
う
 

の
で
は
な
 

い
 。
し
か
し
歴
史
は
原
則
的
に
は
文
献
に
も
と
づ
く
の
で
は
あ
 る
が
、
 文
 

献
を
基
盤
と
す
る
 狭
 裳
の
歴
史
よ
り
は
る
か
に
長
い
人
類
の
歴
 史
 が
あ
る
 

こ
と
も
ま
た
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
 、
現
 有
末
開
札
 

会
を
無
文
字
社
会
と
み
る
な
ら
ば
、
人
類
の
歴
史
を
再
構
成
し
 よ
 う
と
す
 

る
 歴
史
民
族
学
に
と
っ
て
、
無
文
字
時
代
は
歴
史
の
不
可
欠
的
 条
件
と
さ
 

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
著
者
の
進
化
論
的
方
法
論
に
  
 

判
は
 、
そ
の
基
本
的
な
学
問
意
識
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
 そ
れ
が
も
 

つ
 先
客
観
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
著
者
が
ウ
ィ
ー
ン
 学
派
の
文
 

北
史
学
的
方
法
論
を
と
り
上
げ
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
文
化
史
 学
派
に
 

お
い
て
、
文
化
事
象
の
空
間
的
関
係
を
決
定
す
る
基
準
は
「
 質
 規
準
」
と
 

「
重
規
準
」
と
で
あ
る
。
 
質
 規
準
は
二
つ
の
事
象
の
特
徴
が
 符
ム
 ロ
し
、
そ
 

れ
が
事
象
の
本
性
か
ら
の
必
然
的
結
果
で
な
い
場
合
、
二
つ
の
 事
象
間
に
 

は
 接
触
な
い
し
共
同
起
源
と
い
う
歴
史
的
関
係
が
あ
る
と
い
う
 規
準
で
あ
 

る
 。
 量
 規
準
と
は
、
 
質
 規
準
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
類
似
 性
が
あ
る
 

程
度
量
的
に
み
ら
れ
る
場
合
、
質
規
準
の
結
果
を
数
的
に
強
化
 す
る
規
準
 

で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
空
間
的
関
係
が
与
え
ら
れ
た
文
化
事
象
は
 、
 文
化
 接
 

触
の
観
点
か
ら
時
間
的
関
係
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
 円
 混
合
形
態
 

は
 基
本
形
態
よ
り
も
新
し
い
。
㈲
混
合
形
態
の
中
で
も
そ
れ
を
 構
成
す
る
 

基
本
形
態
が
な
お
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
両
基
本
形
態
 が
融
 ム
口
 
し
 

て
 新
し
い
 
一
 単
位
を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
よ
り
新
し
い
、
と
い
・
 

つ
 二
つ
の
 

原
則
が
通
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
定
の
文
化
事
象
が
結
合
し
て
 存
在
し
て
 

い
る
領
域
を
「
文
化
領
域
 ヒ
と
 呼
び
、
相
似
の
文
化
領
域
を
一
 

括
し
て
そ
 

こ
に
「
文
化
圏
」
を
認
め
る
。
 

著
者
は
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
を
踏
ま
え
て
、
民
族
 学
 を
歴
 

史
科
学
的
性
格
を
も
つ
学
問
で
あ
る
と
し
、
人
類
の
無
文
字
 時
 代
の
歴
史
 

の
 再
構
成
を
企
図
す
る
場
合
、
進
化
論
的
立
場
と
は
反
対
に
 、
  
 

文
化
事
象
を
そ
の
文
化
的
基
盤
か
ら
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
、
 日
時
間
的
 

関
係
を
客
観
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
方
法
論
的
前
提
と
し
、
 そ
 の
 土
日
億
件
 

件
玲
で
 

ほ
 機
能
主
義
に
対
し
て
も
慎
重
な
注
意
を
払
い
、
必
ず
し
も
こ
 れ
を
無
視
 

し
た
り
否
定
し
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
、
筆
者
に
と
っ
て
今
回
 の
 研
究
は
 

文
化
を
そ
の
形
態
の
面
、
す
な
む
ち
様
式
を
も
っ
 物
 、
行
為
、
 
思
考
の
次
 

元
 で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
静
的
、
外
 伸
 的
に
文
化
形
態
を
注
視
 す
る
研
究
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で
あ
る
の
 
え
 、
機
能
主
義
よ
り
は
文
化
史
学
に
そ
の
重
点
を
置
 い
た
の
で
 

あ
る
。
 

こ
う
し
て
基
本
的
に
ほ
文
化
史
学
の
立
場
を
と
り
っ
 っ
 も
 、
 ㈲
 文
化
の
 

伝
播
を
絶
対
的
と
せ
ず
独
立
発
生
の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
、
 ㈲
多
数
の
 

文
化
現
象
の
う
ち
の
他
界
観
念
を
弔
葬
儀
礼
と
の
関
連
に
お
い
 て
と
り
 上
 

げ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
著
者
の
宗
教
民
族
学
者
と
し
て
の
基
本
的
性
格
に
即
 し
て
、
 

本
書
の
主
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
 、
著
者
は
 

宗
教
を
趨
ム
ロ
 理
 的
順
応
を
試
み
る
一
種
の
文
化
で
あ
る
と
規
定
 し
、
 み
小
姑
 

払
 

的
 順
応
の
お
こ
な
わ
れ
る
地
盤
は
合
理
的
順
応
の
不
可
能
な
 危
 機
 状
況
で
 

あ
り
、
一
方
、
他
界
観
念
は
有
機
的
人
間
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
 ル
 の
う
ち
 

も
っ
と
も
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
死
に
立
脚
し
、
こ
れ
に
対
応
 し
て
成
立
 

し
た
観
念
で
あ
り
、
い
わ
ば
宗
教
現
象
の
形
態
的
側
面
を
知
る
 典
型
的
な
 

手
が
か
り
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
は
か
か
る
 文
化
形
態
 

と
し
て
の
他
界
観
念
を
、
そ
れ
 ナ
豆
 （
 
存
 関
係
に
あ
る
 弔
 葬
儀
礼
 と
 関
連
 づ
 

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
界
観
念
の
も
つ
抽
象
性
を
具
体
的
に
 実
証
す
る
 

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
実
証
性
を
よ
り
高
率
に
 す
る
た
め
 

に
 可
能
な
か
ぎ
り
の
資
料
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
著
 者
の
恩
師
 

宇
野
円
空
博
士
も
そ
の
大
著
 
一
 
・
マ
ラ
イ
シ
 ア
 に
 放
け
石
 稲
作
 儀
 礼
し
に
お
 

い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
 

評
 

オ
セ
ア
ニ
ア
と
い
う
地
域
的
限
定
は
著
者
の
在
来
の
研
 究
 領
域
に
よ
る
 

も
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
次
の
視
点
と
し
て
 ア
フ
リ
カ
 

大
陸
が
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
著
者
の
胸
 底
 に
は
か
 

書
か
る
地
域
性
の
拡
大
修
正
か
秘
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
 
想
 
像
 す
る
に
難
く
 

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

一
 一
 
"
 

本
書
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
ま
ず
前
編
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
 な
お
 地
 

域
 別
の
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
他
界
観
念
、
 弔
 葬
儀
礼
、
両
者
の
相
 関
々
係
の
 

順
 で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
東
西
な
い
し
南
部
の
諸
 
族
 で
は
天
神
信
仰
の
み
が
 顕
著
で
 

あ
る
。
 南
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
、
北
部
・
中
央
オ
 @
 ス
ト
ラ
 リ
 ア
南
部
 

で
は
再
生
信
仰
と
天
界
信
仰
と
が
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 天
界
信
仰
 

の
な
か
に
は
天
上
界
と
地
下
界
と
を
対
置
し
て
い
る
も
の
が
あ
 い
へ
 そ
こ
 

へ
 入
る
も
の
の
道
徳
的
交
差
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
天
上
他
界
は
 在
天
の
至
 

土
 神
の
分
布
と
一
致
し
て
い
る
。
 

中
央
部
な
い
し
北
部
で
は
地
上
他
界
が
多
数
見
ら
れ
 モ
 。
こ
の
 担
物
 
ム
ロ
 
、
 

死
霊
 は
 一
時
附
近
を
徒
復
す
る
が
、
や
が
て
こ
の
世
に
再
生
す
 
 
 

一
時
的
他
界
は
神
話
時
代
の
父
祖
の
地
と
さ
れ
る
。
 

弔
 葬
儀
礼
東
海
岸
沿
い
に
火
葬
が
み
ら
れ
る
が
資
料
的
に
乏
 
 
 

埋
葬
は
東
南
部
に
も
っ
と
も
よ
く
確
立
さ
れ
て
い
る
。
埋
葬
の
 種
類
を
図
 

式
 化
す
る
と
左
の
如
く
に
な
る
。
 

 
 

中
部
と
北
部
で
ほ
樹
上
 葬
 、
ム
ロ
土
葬
が
一
般
で
、
水
力
 
伊
葬
を
 お
こ
 な
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ノ
 ラ
 オ
ジ
ア
 の
他
界
横
倉
 

葬 のいる 葬部 はい 興復 う 

ら る な   
    

              のですとり   き 伸樽 ずる 

一樹 

よ 件   
る 展   
          樹 
で 埋 上 
あ 葬 葬 

（伸展   
他
界
観
念
バ
ン
ク
ス
諸
島
以
南
で
は
地
下
他
界
が
特
徴
的
。
 
北
部
で
 

は
ぽ
 と
ん
ど
 地
 L
 他
界
。
た
だ
し
地
上
他
界
に
は
そ
れ
を
沖
の
 小
島
と
す
 

る
の
と
、
火
山
と
す
る
の
と
が
あ
る
。
地
下
他
界
は
こ
の
世
の
 連
続
、
 あ
 

を
 い
は
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
他
界
に
価
値
的
差
異
 
 
 

い
 。
地
下
界
と
人
山
と
は
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 北
 部
 で
は
 地
 

上
 他
界
と
と
も
に
 動
 
・
植
物
へ
の
転
生
の
観
念
も
あ
る
。
 

弔
 葬
儀
礼
埋
葬
が
一
般
的
で
、
と
く
に
南
部
で
は
唯
一
の
 
葬
 法
 で
あ
 

石
 。
吉
上
葬
は
社
会
の
特
定
成
員
の
み
に
 拮
 こ
な
れ
れ
る
が
、
 
，
 
」
れ
は
 台
 

土
 葬
民
族
の
移
動
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
化
非
は
北
か
ら
南
下
し
 た
も
の
と
 

思
わ
れ
る
。
水
葬
は
民
族
移
動
中
に
お
け
る
暫
定
的
葬
法
で
あ
 
っ
 た
に
ち
 

 
 

体
位
に
関
し
て
は
、
南
部
の
埋
葬
地
域
で
は
 坐
位
 ま
た
は
 樽
蹉
 位
 。
ム
口
 

土
 葬
は
伸
展
 位
 。
卒
伍
ム
ロ
上
薬
、
伸
展
 位
 埋
葬
は
地
域
的
に
み
 て
も
文
化
 

混
交
の
所
産
と
い
え
る
。
 

頭
蓋
保
存
が
さ
か
ん
で
、
分
布
状
態
か
ら
み
て
そ
れ
は
卒
伍
 埋
 葬
 に
と
 

も
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
水
葬
で
は
頭
蓋
保
存
は
お
こ
 
な
わ
れ
ば
 

い
 。
ま
た
吉
上
 穿
 と
頭
蓋
保
存
の
必
然
的
関
係
は
み
ら
れ
な
い
 。
供
物
は
 

ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
る
。
死
者
の
持
物
の
破
却
も
全
域
に
お
こ
 な
わ
れ
る
 

が
 、
と
く
に
 坐
位
 埋
葬
と
の
関
連
が
深
い
。
 

卒
伍
埋
葬
に
と
も
な
い
 死
礒
 観
念
と
 払
浄
 儀
礼
が
ひ
ろ
く
分
布
 し
て
い
 

る
 。
服
喪
習
俗
も
一
般
 は
 ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
が
 坐
位
 埋
葬
に
関
 係
 が
あ
ろ
 

つ
 。
 

相
関
々
係
地
下
他
界
と
 坐
位
 埋
葬
の
結
び
つ
き
 ほ
 決
定
的
。
 
現
在
 生
 

位
 埋
葬
の
み
を
保
存
し
て
い
る
も
の
も
、
元
来
は
地
下
他
界
を
 有
し
て
い
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ニ
ュ
 「
ギ
ニ
ア
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
地
下
他
界
が
著
る
し
い
が
、
地
上
ま
た
は
地
下
の
 

一
定
地
 

点
を
他
界
と
す
る
も
の
も
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
西
方
他
界
が
 み
ら
れ
る
 

こ
と
で
あ
る
。
地
下
ま
た
は
地
上
他
界
は
多
く
こ
の
世
の
延
長
 で
、
幾
分
 

の
 理
想
化
も
み
ら
れ
る
。
西
方
他
界
も
延
長
的
で
あ
る
が
、
 理
 想
 化
の
傾
 

向
も
強
い
。
応
報
観
念
は
な
い
が
、
転
生
信
仰
ほ
か
な
り
み
ら
  
 

弔
 葬
儀
礼
 
複
 埋
葬
が
も
っ
と
も
広
い
。
頭
蓋
保
存
も
め
る
 
 
 

ら
、
ノ
 
ラ
 ネ
ジ
ア
 の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ム
ロ
土
葬
も
あ
る
が
 

木
刀
伊
 葬
 

と
 結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
頭
蓋
保
存
を
お
こ
な
 う
 埋
葬
が
 ム
ロ
土
葬
 に
 

か
な
り
影
響
を
与
え
て
い
る
。
体
位
に
つ
い
て
は
伸
展
性
埋
葬
 が
 多
く
 、
 

白
土
葬
の
影
響
と
み
ら
れ
る
。
財
物
破
却
は
財
物
の
霊
魂
の
解
 放
を
意
味
 

し
て
い
る
ら
し
い
：
死
者
の
持
物
を
タ
ブ
ー
 祝
 し
た
り
 副
葬
す
 

-
 

る
 習
慣
、
 

死
者
へ
の
供
物
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
顕
著
で
あ
る
。
霊
魂
観
念
は
全
 般
 的
に
発
 

平
 

達
し
て
お
り
、
形
像
事
と
陰
影
霊
が
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
。
 

 
 

相
関
々
係
地
下
他
界
 ｜
 埋
葬
１
頭
蓋
保
存
・
財
物
破
却
・
 食
 物
 供
養
 

死
霊
観
念
と
い
う
結
合
が
考
え
ら
れ
る
。
吉
上
夢
 は
 必
ず
 地
 上
 他
界
と
 

重
目
 結

合
し
て
い
る
。
西
方
他
界
の
出
現
地
点
は
 
、
 ム
ロ
 
土
 葬
文
化
 と
 埋
葬
 文
 

た
の
で
あ
り
、
そ
の
儀
礼
の
み
が
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
山
 他
界
と
 坐
 

位
 埋
葬
の
結
合
も
強
く
、
火
山
他
界
と
地
下
他
界
の
密
接
な
関
 係
 が
予
想
 

さ
れ
る
。
 

ノ
 ラ
 ネ
 ジ
ア
社
会
の
基
礎
構
造
は
双
方
組
織
を
も
つ
母
系
 制
で
  
 

か
か
る
社
会
構
造
を
も
っ
農
耕
 民
 が
地
下
他
界
の
観
念
を
も
Ⅱ
 、
 坐
位
埋
 

葬
 を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
は
決
定
的
で
あ
る
。
 

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
天
上
他
界
と
地
下
他
界
が
特
徴
的
だ
が
、
地
上
地
 
界
 や
あ
 

る
 方
向
の
島
を
他
界
と
す
三
観
念
も
多
い
。
地
上
な
い
し
海
上
 他
界
は
父
 

祖
の
出
自
と
さ
れ
る
ら
し
く
、
民
族
移
動
に
よ
る
も
の
と
考
え
 ，
 
う
 れ
る
。
 

複
数
他
界
と
く
に
天
上
・
地
下
の
対
置
の
事
例
は
多
い
。
一
般
 に
 死
者
の
 

運
命
は
生
存
中
の
社
会
階
級
に
よ
り
、
天
界
に
入
る
に
は
現
世
 で
一
 
@
 
同
 い
社
 

全
的
地
位
を
占
め
る
必
要
が
あ
る
。
単
一
他
界
で
は
、
他
界
は
 現
世
の
延
 

長
 な
い
し
理
想
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
他
の
他
界
が
対
置
さ
 れ
る
と
 地
 

下
界
は
悪
し
き
所
と
さ
れ
、
天
上
他
界
は
常
に
理
想
世
界
と
さ
  
 

弔
葬
 曲
礼
埋
葬
 と
 ム
ロ
上
薬
・
木
刀
伊
 
葬
 が
重
要
で
あ
る
。
 屈
 位
は
埋
 

穿
 と
、
伸
展
 位
は
 ム
ロ
五
葬
 
と
 元
来
は
結
び
つ
い
て
い
た
ら
し
い
 が
 、
現
在
 

は
 錯
綜
し
て
い
る
。
社
会
階
層
に
よ
っ
て
葬
法
が
異
な
る
の
 ぱ
 、
居
住
 埋
 

葬
 民
族
と
伸
展
 位
 吉
上
 葬
 
（
本
方
 
伊
葬
 ）
の
民
族
が
混
交
し
、
 後
者
を
す
 

ぐ
れ
た
も
の
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
 

死
者
に
対
し
て
は
 げ
 し
い
東
夫
 と
 自
己
致
傷
が
お
乙
な
わ
れ
る
 。
副
葬
 

食
物
供
養
・
財
物
破
却
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
動
機
は
持
物
 ハ
 
ツ
壬
 
血
塊
 

の
 解
放
と
タ
ブ
ー
観
念
と
で
あ
る
。
 死
槻
 観
念
や
払
 溥
 儀
礼
も
 ひ
ろ
く
 存
 

在
す
る
。
 

相
関
々
係
地
下
他
界
と
 屈
 位
の
関
連
は
こ
こ
で
も
み
ら
れ
る
 。
地
上
 

 
 

他
界
は
民
族
移
動
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
対
応
 儀
礼
は
見
㎝
 

出
せ
な
い
。
天
上
他
界
は
乾
燥
 穿
 と
決
定
的
に
結
び
つ
き
、
 ま
 た
 伸
展
 位
 
7
 

 
 

と
も
結
び
つ
く
。
天
地
の
対
置
は
社
会
階
層
と
同
じ
く
異
民
族
 の
 接
触
に
 

化
 、
地
上
他
界
観
と
地
下
他
界
観
の
接
触
地
点
で
あ
る
。
 

  



東
イ
ン
ド
諸
島
の
他
界
観
念
 

ネ
グ
リ
ト
 諸
 族
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
 
ア
ェ
ク
 族
に
つ
い
て
は
不
明
。
ア
ン
ダ
マ
ン
島
で
 は
 天
上
 

他
界
が
古
い
。
 
セ
マ
ソ
諸
族
 
で
は
西
方
他
界
が
圧
倒
的
だ
が
 外
 
来
 の
も
の
 

ら
し
く
、
本
来
は
天
上
他
界
と
思
わ
れ
る
。
 

弔
 葬
儀
礼
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
ネ
グ
り
 
ト
 は
自
然
死
お
よ
び
 神
 の
 報
復
 

に
よ
る
死
の
観
念
を
も
つ
。
一
般
に
伸
展
 位
 埋
葬
で
あ
る
。
 
ま
 た
葬
後
遷
 

居
の
風
習
が
あ
 ろ
 。
副
葬
、
供
物
、
死
 槻
 観
念
は
な
い
。
ア
ン
 ダ
マ
ン
島
 

で
は
自
然
用
の
卸
 念
 が
あ
り
、
 
死
穣
 観
念
は
微
弱
で
あ
る
。
 

葬
 法
は
複
合
 

的
で
あ
る
が
体
位
は
坐
 位
 を
と
る
。
セ
マ
ン
 諸
族
 で
は
自
然
死
 
と
 、
至
上
 

神
に
よ
る
死
の
観
念
と
が
あ
る
。
西
北
諸
侯
で
は
 坐
拉
 を
と
り
 、
東
南
詔
 

族
 で
は
伸
展
 位
 。
一
般
人
の
葬
法
は
埋
葬
で
、
死
体
を
西
方
に
  
 

死
霊
観
念
が
あ
り
服
喪
期
間
は
一
般
に
七
日
で
あ
る
。
 

相
関
々
係
ネ
グ
り
 ト
 に
お
い
て
は
単
純
理
 葬
 、
伸
展
 位
 、
死
 接
 観
念
 

の
 微
弱
、
服
喪
習
俗
の
未
発
達
な
ど
が
特
徴
的
。
ま
た
原
始
 至
 土
 神
の
観
 

念
 が
発
達
し
、
こ
れ
は
天
上
他
界
が
原
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
予
想
さ
せ
 

る
 。
ア
ン
ダ
マ
ン
島
で
ほ
他
界
観
念
に
も
儀
礼
に
も
文
化
混
交
  
 

え
る
。
地
下
他
界
・
 
坐
位
 埋
葬
文
化
（
 南
 メ
ラ
ネ
シ
ア
的
）
 
と
 、
再
生
 信
 

仰
 
・
樹
上
 葬
 文
化
（
 中
 

ス
ト
ラ
 リ
 ア
 的
 ）
と
の
 混
 
交
 
で
あ
 

る
 。
天
上
他
界
に
は
単
純
 葬
 が
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
 

こ
   

観
念
が
結
び
つ
く
。
セ
マ
ン
 諸
族
 で
は
西
方
他
界
と
死
体
の
西
   

特
徴
的
で
あ
る
が
、
他
方
に
至
上
神
の
信
仰
が
あ
る
と
こ
ろ
か
，
 
ゎ
 、
両
者
 

よ
る
。
 

は
 文
化
混
交
の
所
産
と
思
わ
れ
る
。
本
来
の
原
型
は
伸
展
仕
草
 純
 埋
葬
、
 

 
 

花
穂
観
念
の
欠
如
、
至
上
神
の
も
と
に
な
る
天
上
界
信
仰
で
あ
 っ
、
 

た
と
 思
 

Ⅰ
 
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヴ
ヱ
ッ
ダ
 
系
 諸
 族
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
西
方
他
界
で
あ
り
、
こ
れ
は
 
セ
マ
ソ
族
 と
同
じ
。
 
イ
ン
ド
 

の
 影
響
が
明
瞭
。
 

弔
 葬
儀
礼
埋
葬
が
 庄
亜
囲
 に
お
こ
な
わ
れ
、
副
葬
 

お
こ
 な
 

わ
れ
を
。
霊
魂
観
念
の
発
達
も
著
る
し
い
。
だ
が
元
来
は
ム
ロ
 

上
 葬
で
あ
っ
 

た
ら
し
く
、
伸
展
 位
 を
と
る
と
こ
ろ
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
。
 

相
関
々
係
西
方
他
界
は
外
来
で
あ
る
が
、
原
型
は
不
明
。
他
 
拝
観
念
 

欠
如
の
説
も
あ
る
が
、
儀
礼
の
み
残
存
し
て
い
る
。
 

マ
ラ
イ
系
譜
族
の
他
界
観
念
 

他
界
観
念
地
上
他
界
が
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
る
が
、
ヒ
ン
ズ
 
｜
 教
の
 

影
響
が
み
ら
れ
る
。
マ
ラ
イ
半
島
に
は
局
地
的
に
西
方
他
界
が
 
み
ら
れ
 

る
 。
天
上
他
界
も
あ
る
が
こ
れ
は
特
別
の
資
格
を
も
っ
者
の
み
  
 

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
天
を
階
層
化
す
る
観
念
も
あ
る
が
、
 ィ
 ン
ド
 の
 影
 

響
 で
あ
ろ
う
。
地
上
他
界
 は
 現
世
の
延
長
、
西
方
他
界
 は
 浄
土
 的
 性
格
で
 

あ
る
が
、
文
化
 伝
肝
 に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
地
下
他
界
も
 大
体
現
世
 

の
 延
長
。
天
井
他
界
は
単
一
の
場
合
は
理
想
世
界
、
地
下
と
の
 対
置
の
場
 

合
は
応
報
的
性
 冊
モ
 帯
び
る
。
 

弔
 葬
儀
礼
 
最
 原
始
的
葬
法
は
一
種
の
死
体
放
置
、
な
い
し
 台
 上
薬
 と
 

推
定
さ
れ
る
。
埋
葬
も
広
く
お
こ
た
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
吉
上
 葬
か
ら
の
 

移
行
で
あ
る
。
概
し
て
 複
 葬
で
、
頭
蓋
保
存
も
み
ら
れ
る
。
 

ま
 た
 卒
伍
 埋
 

穿
 と
伸
展
ム
ロ
 土
 葬
の
混
交
が
認
め
ら
れ
る
。
財
物
破
却
も
お
こ
 
 
 



る
 。
遷
居
の
習
俗
は
焼
畑
耕
作
と
関
連
す
る
。
供
物
や
副
葬
の
 お
こ
 な
わ
 

れ
る
の
は
死
霊
観
念
の
発
達
、
死
者
と
生
者
と
の
強
い
連
帯
感
 を
 証
明
す
 

る
 。
死
蔵
観
念
は
台
上
 葬
 に
さ
え
み
ら
れ
る
。
 

相
関
々
係
本
来
ム
ロ
 土
 葬
で
他
界
観
念
の
未
発
達
な
文
化
へ
、
  
 

界
 繍
文
化
が
交
錯
 し
 、
死
者
へ
の
関
心
、
死
霊
観
念
、
死
者
生
 者
 間
の
 連
 

帯
 感
を
生
ぜ
し
め
、
そ
こ
か
ら
素
朴
な
地
上
他
界
が
生
じ
た
と
 
 
 

る
 。
地
下
他
界
を
も
つ
も
の
は
、
本
来
特
定
の
儀
礼
を
も
っ
て
 い
た
。
 天
 

界
 他
界
に
は
 ヒ
ソ
ズ
｜
 教
の
影
響
が
み
ら
れ
、
天
地
の
対
置
は
 文
化
混
交
 

0
 所
産
。
西
方
他
界
は
父
祖
出
自
の
地
と
の
関
連
よ
り
も
太
陽
 と
の
関
連
 

が
 考
え
ら
れ
る
。
 

四
 

後
編
は
地
域
別
に
検
討
さ
れ
た
他
界
観
念
の
諸
相
を
総
括
的
に
 、
オ
セ
 

ア
ニ
ア
以
外
の
地
域
と
の
比
較
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
、
他
界
観
   

史
 手
酌
位
置
づ
け
を
試
み
る
。
 

第
一
章
に
お
い
て
は
、
他
界
観
念
の
起
源
を
論
じ
、
民
族
史
学
  
 

果
 と
前
編
の
結
果
と
の
綜
合
に
よ
っ
て
、
オ
セ
ア
ニ
ア
の
 最
原
 始
の
他
界
 

観
念
が
天
の
他
界
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
こ
れ
は
東
南
オ
ー
ス
 ト
 テ
リ
ア
 

諸
部
族
と
マ
ラ
イ
シ
 ア
 の
ネ
グ
リ
ト
系
諸
涙
に
み
ら
れ
る
も
の
 で
、
そ
の
 

特
色
は
至
上
神
の
観
念
を
と
も
な
い
、
こ
れ
と
結
合
す
る
儀
礼
 要
素
は
伸
 

モ
展
位
 単
純
埋
葬
、
 死
 歳
の
欠
如
、
祖
先
崇
拝
の
未
発
達
、
 遷
居
習
俗
、
 服
 

 
 

喪
期
間
の
不
定
、
複
葬
の
欠
如
、
死
霊
を
あ
ま
り
意
識
せ
ぬ
 こ
 と
な
ど
で
 

あ
る
。
こ
れ
を
ア
フ
リ
カ
の
 最
 原
始
民
族
ピ
グ
ミ
 l
 お
よ
び
 プ
 ッ
 シ
ュ
マ
 

書
ソ
の
 他
界
観
念
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
大
体
一
致
 す
る
。
 

し
か
し
、
若
干
の
保
留
事
項
を
提
示
し
つ
つ
も
、
ネ
グ
り
日
系
 諸
族
と
 

 
 

冗
的
 始
源
 

文
化
の
理
論
に
対
し
「
現
存
す
る
原
文
化
に
は
少
な
く
と
も
 死
 者
に
対
す
 

る
 態
度
の
上
で
は
、
こ
れ
を
一
括
し
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
れ
 も
の
が
 含
 

ま
れ
て
い
る
 L
 か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
「
複
数
的
な
宗
教
系
統
 
が
 存
在
し
 

た
 」
こ
と
を
推
測
し
、
宗
教
民
族
学
の
根
源
的
課
題
に
対
決
し
 て
い
る
。
 

第
二
章
で
は
地
上
他
界
を
扱
い
、
 

中
 ・
北
部
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 
の
 地
上
 

他
界
が
再
生
信
仰
・
乾
燥
 穿
 と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
一
つ
の
 類
型
を
仮
 

定
し
 、
他
方
マ
ラ
イ
シ
 ア
 に
お
い
て
は
山
と
の
結
び
つ
き
を
 原
 始
的
 他
界
 

観
 と
し
て
い
る
。
島
の
他
界
と
民
族
移
動
と
の
結
び
つ
き
に
は
 疑
問
を
の
 

こ
し
て
い
る
。
全
般
的
に
は
地
上
他
界
と
乾
燥
葬
の
関
連
は
決
 定
 的
で
あ
 

る
 。
首
狩
習
俗
の
分
布
と
地
上
他
界
と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
 首
狩
は
本
 

采
地
下
界
信
仰
に
と
も
な
う
頭
蓋
崇
拝
の
内
的
発
展
で
、
乾
燥
 舞
 文
化
の
 

流
入
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
地
上
他
界
を
 最
 原
始
 と
 

す
石
 進
化
論
学
説
に
は
反
対
し
、
文
化
混
交
の
可
能
性
を
示
唆
 
し
て
い
 

る
 。
 

第
三
章
は
地
下
他
界
を
主
題
と
し
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
で
は
地
下
地
 界
｜
坐
 

位
 埋
葬
１
 %
 
押
上
 叩
 五
保
存
と
い
う
系
列
が
み
ら
れ
、
ニ
ュ
 一
 ギ
ニ
ア
の
 

地
下
他
界
も
同
系
列
で
あ
る
と
す
る
。
 

第
四
章
は
西
方
の
他
界
で
、
セ
マ
ン
族
の
本
来
の
他
界
は
天
界
 で
あ
っ
 

た
が
、
サ
カ
イ
族
か
ら
の
伝
播
に
よ
り
西
方
他
界
と
な
り
、
 サ
 カ
ィ
 族
の
 

 
 
 
 
 
 
 
 

そ
れ
も
ま
た
外
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
 

 
 

西
方
他
界
が
民
族
移
動
に
よ
る
と
す
る
モ
ス
の
主
張
に
対
し
て
 、
太
陽
㏄
 

に
 関
心
の
強
か
っ
た
民
族
（
吉
上
 葬
 ・
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
文
化
）
 
と
 、
地
下
 
1
 

  



資
料
の
整
理
と
そ
の
理
論
化
を
終
り
、
著
者
は
結
語
に
お
い
て
 宗
教
 民
 

族
 学
の
性
格
規
定
、
す
な
わ
ち
民
族
学
と
宗
教
学
と
の
ふ
れ
 合
 い
を
論
じ
 

て
い
る
。
そ
し
て
本
書
が
特
定
地
域
の
特
定
課
題
を
扱
う
こ
と
 に
 限
界
を
 

界
 信
仰
を
も
っ
た
民
族
と
の
混
合
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
 
と
し
て
い
 

る
 。
 

第
五
章
に
お
い
て
は
原
始
的
天
界
信
仰
と
は
異
な
る
、
天
の
階
 層
 な
ら
 

び
に
天
地
対
置
の
観
念
を
扱
っ
て
い
る
。
天
に
階
層
を
認
め
る
 天
界
他
界
 

は
 伸
展
 位
 乾
燥
葬
で
、
し
ば
し
ば
 墓
室
 や
木
 刀
 伊
を
附
随
す
る
 。
こ
れ
に
 

は
 イ
ン
ド
 的
 影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
は
シ
ベ
リ
ア
 
中
央
ア
ジ
 

ア
 な
ど
の
牧
畜
民
族
に
ま
で
遡
源
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
天
地
 対
置
は
 ポ
 

リ
ネ
シ
ア
に
最
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
会
階
層
に
結
び
 つ
き
、
 そ
 

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
葬
法
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
文
化
混
交
の
所
 産
 と
み
ら
 

れ
る
。
 

第
六
章
で
は
死
霊
の
観
念
に
つ
い
て
、
従
来
の
心
理
学
的
方
 
法
 で
な
 

く
 、
儀
礼
と
の
 関
辿
 に
よ
っ
て
民
族
史
学
的
考
察
を
お
こ
な
い
 、
特
定
文
 

化
に
は
特
定
の
霜
 咄
 観
念
が
附
随
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 し
よ
う
と
 

す
る
。
す
な
わ
ち
原
文
化
の
う
ち
で
非
埋
葬
民
族
の
 ヴ
ヱ
 

系
 で
は
、
 

死
霊
は
身
体
 霊
 と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
天
界
他
界
の
民
族
で
 は
 形
像
 霊
 

的
な
人
格
的
霊
魂
感
が
み
ら
れ
る
。
樹
上
 葬
 民
族
で
は
生
命
 霊
 が
 顕
著
で
 

転
生
信
仰
を
と
も
な
う
。
地
下
他
界
で
は
霊
魂
の
遊
離
性
 と
形
 像
 霊
的
 観
 

念
 が
著
る
し
く
、
対
人
的
儀
礼
も
発
達
し
、
死
霊
は
見
え
ざ
る
 社
会
構
成
 

員
 と
み
低
さ
れ
る
。
マ
ラ
イ
シ
 フ
 に
お
け
る
非
人
格
的
生
命
 霊
 た
る
 霊
質
 

観
念
は
 、
 ム
ロ
五
葬
・
樹
上
 葬
 文
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
 す
る
。
 

認
め
る
と
と
も
に
、
著
者
が
確
立
し
よ
う
と
す
る
宗
教
民
族
 字
 の
あ
り
方
 

を
 明
確
に
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
他
界
観
念
に
関
す
る
 進
 化
 講
学
説
 

が
 認
め
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
著
者
の
い
う
民
族
史
学
 的
 理
論
に
 

よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
し
か
し
文
化
史
学
派
に
も
た
と
え
ば
 一
元
的
な
 

原
始
一
神
観
な
ど
修
正
せ
ら
る
べ
き
点
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
 に
し
た
こ
 

と
 。
文
化
現
象
は
宗
教
現
象
を
合
的
 て
忠
 合
理
 虫
 @
 
、
あ
り
、
 そ
  
 

ま
ず
個
々
の
文
化
要
素
の
本
性
を
充
分
 に
 叩
解
・
 丁
 ね
ば
な
ら
ぬ
 
こ
と
な
ど
 

で
あ
る
。
 

"
"
;
"
"
 

本
書
に
も
こ
れ
を
読
む
人
の
立
場
な
り
主
張
な
り
に
よ
っ
て
 
様
  
 

批
判
や
論
点
の
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
 
 
 

し
 、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
大
分
超
過
し
て
し
ま
っ
た
し
 、
本
書
が
 

遺
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
一
切
の
コ
メ
ン
 ト
を
 差
し
 

ひ
か
え
る
こ
と
に
す
る
。
 

鬼
 大
な
資
料
を
駆
使
し
て
精
密
な
考
 察
 を
お
こ
 

な
い
、
在
来
既
存
の
学
説
を
的
確
に
検
討
し
、
そ
の
上
に
著
者
 自
身
の
定
 

説
を
樹
立
し
た
こ
と
は
数
す
く
な
い
日
本
の
宗
教
民
族
 %
 
分
 の 誇
り
で
あ
 

る
と
と
も
に
、
著
者
が
文
字
ど
お
り
第
一
流
の
宗
教
民
族
学
者
 で
あ
っ
た
 

こ
と
を
示
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

（
一
九
六
六
・
一
①
・
一
五
）
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故
 諸
井
 慶
徳
 博
士
の
二
十
年
に
わ
た
る
労
作
で
あ
る
こ
の
学
位
 払
祀
文
の
 

書
評
を
お
引
き
受
け
し
て
か
ら
半
年
以
上
に
な
る
。
あ
ま
り
に
 も
 多
く
の
 

重
要
な
問
題
と
取
組
ん
で
、
博
士
 御
 自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
 見
 解
を
示
さ
 

れ
て
い
る
こ
の
大
作
を
書
評
す
る
に
は
、
自
分
の
勉
強
の
不
足
 が
 目
立
つ
 

だ
け
だ
と
気
が
つ
い
た
時
は
、
も
う
お
断
り
す
る
に
 は
 日
時
が
 経
ち
・
 
す
 ぎ
 

て
い
た
。
ま
し
て
こ
の
著
に
 は
 、
そ
の
序
文
に
大
白
田
清
博
士
の
 
間
然
す
る
 

と
こ
ろ
の
な
い
、
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
の
詳
細
な
批
評
が
あ
 る
 。
と
て
 

も
ム
 
「
 更
 私
な
ど
の
出
る
幕
で
 は
 な
い
。
し
か
し
、
私
は
私
な
り
 に
 勉
強
の
 

仕
 直
し
の
意
味
で
、
こ
の
論
文
の
方
法
論
を
整
理
し
て
見
よ
う
 と
 思
い
立
 

っ
た
 。
以
下
の
拙
稿
は
、
こ
の
貧
し
い
整
理
を
、
先
輩
、
同
学
 の
方
々
の
 

ま
え
に
発
表
し
、
 御
 教
示
を
乞
 う
 意
味
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 御
了
承
 頗
 

 
  

 本
 著
の
方
法
話
的
に
基
本
的
立
場
は
宗
教
史
的
立
場
で
あ
る
。
 宗
教
 神
 

早
桃
主
義
に
間
す
る
研
究
は
、
従
来
、
そ
れ
が
、
特
定
の
宗
 
教
の
特
定
の
神
 

 
 

秘
 思
想
あ
る
い
は
、
特
定
の
神
秘
家
に
関
す
る
も
の
で
な
い
 限
 り
 、
宗
教
 

心
理
学
の
対
象
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
 。
そ
れ
は
 

貴
著
者
の
言
の
如
く
「
む
し
ろ
本
来
的
に
且
つ
固
有
に
心
理
 

学
の
領
域
の
問
 

諸
井
 慶
 徳
若
 

宗
教
神
秘
主
義
発
生
の
研
究
 

恭
司
道
雄
 

題
 で
あ
る
が
如
く
 見
倣
 さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
 

「
宗
教
の
神
秘
主
義
は
確
か
に
人
間
の
宗
教
心
に
於
け
る
特
殊
 な
一
 つ
 

の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
の
特
異
性
は
外
面
的
な
色
々
な
表
現
形
態
 を
 以
て
明
 

か
に
な
る
よ
り
も
、
寧
ろ
内
面
的
な
意
識
形
態
の
中
に
見
出
さ
 れ
る
の
で
 

あ
っ
た
。
か
か
る
点
に
於
て
宗
教
の
内
面
的
意
識
形
態
を
好
ん
 で
 取
扱
う
 

も
の
が
宗
教
心
理
学
で
あ
る
か
ら
し
て
、
当
然
そ
の
宗
教
心
理
 学
的
論
題
 

と
な
っ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
 

「
父
神
秘
主
義
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
一
般
に
 、
 他
の
心
理
学
的
 考
 察
の
 

対
象
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
類
比
に
於
て
 も
 自
ら
な
 

瑚
 学
的
に
眼
担
わ
れ
る
の
が
最
も
好
適
と
見
 徴
 さ
れ
る
の
で
も
 あ
る
ご
 

  

こ
の
よ
う
な
従
来
の
心
理
学
的
研
究
方
法
の
意
味
を
認
め
な
が
，
 
り
も
、
 

著
者
の
本
署
で
と
る
方
法
は
敢
 て
 宗
教
史
的
な
も
の
な
の
で
あ
 る
 。
々
下
拙
 

弘
 

神
秘
主
義
は
「
宗
教
史
的
な
一
つ
の
項
目
と
し
て
一
括
す
る
こ
 と
が
容
易
 

に
 出
来
得
な
い
が
、
他
面
却
っ
て
宗
教
心
理
学
的
に
は
一
括
し
 得
る
現
象
 

な
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
」
（
四
八
頁
）
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
 
「
実
は
本
 

来
の
宗
教
史
的
事
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
 五
 0
 頁
 ）
か
ら
 で
あ
る
。
 

但
し
本
著
の
意
図
は
必
ず
し
も
「
宗
教
史
を
記
述
せ
ん
と
す
る
 も
の
で
は
 

な
い
。
宗
教
史
的
事
象
を
率
直
公
平
に
洞
察
し
つ
つ
、
そ
の
事
 実
の
依
っ
 

て
 来
る
所
以
を
探
求
せ
ん
と
す
る
」
（
五
一
頁
）
も
の
の
よ
 う
 で
あ
る
。
 

右
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
本
 署
 の
 序
 篇
は
従
来
の
諸
所
 究
 を
批
 

 
 

(
2
 

Ⅰ
 

刊
 し
な
が
ら
、
そ
の
方
法
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
 

著
者
 は
 先
ず
「
神
秘
主
義
」
の
概
念
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
 
 
 

 
 

己
コ
 
宙
の
（
 

オ
ヨ
 ，
 毛
 ・
 
ざ
ョ
 の
 
ダ
韻
 ・
 
勾
 ・
 
ぎ
博
 等
の
学
説
を
倹
 記
 し
、
 そ
れ
ら
が
 

  



「
宗
教
一
般
」
と
「
神
秘
主
義
。
 一
 と
を
混
同
し
て
い
る
と
指
摘
し
 ト
戸
 -
 

別
を
明
か
に
し
ょ
う
と
し
た
 中
は
守
目
 0
 ヌ
 に
差
目
し
な
が
ら
 、
し
が
も
 

そ
れ
が
神
秘
主
義
の
本
質
的
要
素
を
適
確
に
把
握
し
て
い
な
い
 欠
点
を
補
 

お
 う
 と
す
る
。
か
く
て
著
者
は
神
秘
主
義
を
「
人
間
的
事
象
の
 包
括
的
名
 

称
 」
と
し
て
受
取
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
次
の
よ
う
な
定
義
を
 く
だ
す
。
 

一
 
・
神
秘
主
義
と
は
、
人
間
の
絶
対
 

便
越
的
 存
在
者
と
の
関
係
 定
 @
 
立
 た
於
 

て
斎
 さ
れ
る
所
の
、
こ
の
絶
対
的
存
立
者
と
直
接
に
接
触
し
 乃
 至
 は
そ
れ
 

と
 
一
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
自
意
識
の
立
場
を
中
核
と
し
て
 展
開
士
 れ
 

 
 

る
 
一
聯
の
人
間
的
事
象
の
包
括
的
名
称
で
あ
る
」
（
二
六
頁
）
 

き
 者
は
次
に
、
「
宗
教
神
秘
主
義
」
 

ヰ
 取
扱
う
場
合
そ
の
資
料
  
 

て
 、
従
来
の
商
 苫
が
明
甜
 な
ク
リ
テ
リ
オ
ン
を
顧
慮
し
て
い
な
 
い
こ
と
 

ヰ
す
、
ナ
目
 ・
Ⅰ
の
 
口
す
 
p
,
 ）
・
 
め
 ・
 
弓
 「
 
い
 （
（
。
 
二
 -
 
の
 り
ゴ
ぎ
コ
 
の
等
の
所
説
 を
 取
上
げ
 

て
 批
判
し
、
宗
教
神
秘
主
義
の
立
場
を
、
そ
の
主
体
的
表
白
内
 客
に
 於
て
 

次
の
三
占
か
ら
識
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
 

け
そ
の
全
体
 的
 地
盤
の
本
質
と
し
て
、
一
つ
の
活
き
た
宗
教
 現
象
で
 

あ
り
、
そ
の
内
容
が
活
き
た
宗
教
現
象
に
関
わ
り
あ
る
も
の
。
 ば
そ
 の
 

発
生
の
地
盤
が
明
か
に
活
き
た
宗
教
現
象
に
あ
り
、
そ
の
内
容
   

活
き
た
宗
教
現
象
に
関
わ
り
あ
る
も
の
。
㈲
そ
の
内
容
か
ら
 
見
て
 、
明
 

か
に
一
つ
の
活
き
た
宗
教
現
象
の
展
開
形
態
と
し
て
眺
め
ら
れ
   

こ
の
場
合
一
つ
の
活
き
た
宗
教
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
か
の
 成
 @
 
エ
宗
教
 

に
 深
い
関
係
を
持
っ
こ
と
を
含
む
が
、
こ
れ
は
考
察
の
対
象
と
 し
て
の
 資
 

料
 に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
史
的
立
場
を
と
る
 著
 者
は
 当
然
 

「
古
来
キ
リ
ス
ト
教
の
地
盤
に
神
学
的
乃
至
信
仰
的
に
打
ち
建
て
 ら
れ
た
 

神
秘
主
義
に
関
す
る
所
論
の
態
度
を
退
け
」
（
四
頁
）
よ
う
と
し
 

て
い
る
。
 

さ
て
右
に
い
 
う
 活
き
た
宗
教
現
象
と
は
何
を
指
す
の
か
。
本
 署
 亡
ト
 
け
 
生
日
 
柑
の
 

第
三
章
は
 、
そ
 れ
が
宗
教
史
的
事
象
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
 と
す
る
。
 

そ
し
て
こ
れ
を
取
扱
 う
 そ
の
宗
教
史
的
方
法
の
内
容
の
説
明
が
 こ
こ
に
 明
 

か
に
さ
れ
る
。
 

こ
こ
で
著
者
は
宗
教
神
秘
主
義
が
単
に
宗
教
心
理
学
的
現
象
で
 あ
る
ば
 

か
り
で
な
く
本
来
的
に
宗
教
史
的
事
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
 る
 。
そ
れ
 

で
は
こ
の
宗
教
史
的
現
象
と
し
て
把
握
す
べ
き
宗
教
神
秘
主
義
 を
ど
の
よ
 

う
 な
歴
史
的
立
場
で
追
求
す
る
の
か
。
著
者
は
従
来
の
歴
史
 哲
 孝
一
般
の
 

代
表
的
な
立
場
に
 @
 及
し
つ
つ
、
さ
ら
に
宗
教
史
的
、
あ
る
い
 は
 比
較
 宗
 

敦
史
の
宗
教
史
的
平
行
 ぺ
 目
色
 0
 コ
 の
の
 

e
s
c
 

ゴ
 @
 
斗
（
由
り
 
汀
弔
ド
ペ
鈴
言
 
-
 
の
 コ
を
 批
判
 

す
る
。
例
え
ば
 戸
 0
 ま
 0
 は
歴
史
的
関
聯
が
明
か
に
存
し
な
 
 
 

中
に
強
い
て
歴
史
的
見
地
を
力
説
ぜ
ん
と
し
、
歴
史
性
を
事
実
 性
 よ
り
 優
 

位
 に
置
く
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
 著
 者
の
史
的
 

  

立
男
は
あ
く
ま
で
も
、
事
実
性
に
於
け
る
歴
史
性
の
把
握
と
い
・
 
っ
 点
に
あ
 

る
 。
 

こ
う
し
た
方
法
論
的
立
埠
を
宗
教
神
秘
主
義
と
い
う
対
象
に
あ
 て
は
め
 

 
 

る
と
き
、
そ
の
事
実
性
は
、
主
体
的
な
生
の
営
み
と
し
て
あ
る
 も
の
で
な
 

 
 

け
れ
 は
 な
ら
な
い
。
す
な
わ
 胡
 、
「
歴
史
を
作
る
主
体
的
行
為
 そ
の
も
の
 

が
 事
典
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
 

し
か
し
著
者
の
い
う
歴
史
性
の
把
握
と
い
う
の
は
、
「
単
に
過
 去
の
事
 

象
を
作
ら
れ
た
歴
史
の
秩
序
に
於
て
 跳
 ぬ
る
と
い
ふ
こ
と
、
 
或
 は
 現
在
の
 

事
象
を
生
成
変
転
、
相
互
作
用
の
流
動
の
中
に
投
げ
込
ま
う
と
 い
 ふ
こ
と
 

の
、
 何
れ
の
意
味
に
於
て
の
歴
史
的
忍
性
を
も
 言
ふ
 の
で
は
な
 
ぃ
ピ
し
 

か
も
ま
た
 
本
 著
の
立
場
ほ
、
「
 
q
.
 
呂
往
 コ
 0
n
F
 
の
の
所
謂
史
的
変
動
 0
 
流
れ
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書 評 

  
こ
れ
を
求
め
、
そ
し
て
こ
こ
に
何
等
か
の
規
則
性
を
法
則
と
し
 
て
見
出
 

し
 、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
事
象
間
の
因
果
的
説
明
を
す
る
も
の
 」
と
さ
れ
 

る
 。
こ
の
立
場
に
対
し
て
、
著
者
は
、
人
間
的
事
象
を
取
扱
う
 限
り
、
 こ
 

の
 「
人
間
的
経
験
に
は
多
く
の
間
隙
が
あ
り
…
・
・
・
ス
親
則
性
 

以
 外
の
事
象
 

も
あ
り
、
因
果
的
説
明
が
出
来
得
な
い
特
殊
の
間
隙
的
領
域
が
 あ
る
と
い
 

ふ
こ
と
等
は
 、
 何
れ
も
こ
の
科
学
に
対
し
て
根
本
的
な
欠
陥
 
を
 曝
露
 す
 

る
 。
」
だ
か
ら
、
宗
教
心
理
学
が
こ
の
意
味
で
の
 科
字
 た
ら
ん
 こ
と
を
 固
 

守
 す
る
限
り
、
却
っ
て
自
ら
を
狭
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
 る
 。
こ
こ
 

か
ら
著
者
は
こ
の
欠
陥
を
補
う
試
み
を
 
せ
 ・
 
q
.
 

三
字
 

ぎ
 タ
戸
し
 円
ざ
紐
 
T
 

口
 ・
 
n
.
 

キ
ョ
窃
に
探
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
成
功
し
 

て
 

コ
 0
 「
 
"
 

い
な
い
こ
と
を
見
て
い
る
。
ま
し
て
、
心
理
学
的
方
法
の
う
ち
 実
験
的
方
 

法
は
真
実
の
宗
教
性
を
む
し
ろ
歪
め
る
傾
向
が
あ
り
、
実
験
が
 比
較
的
容
 

易
 な
病
理
学
的
な
実
験
、
例
え
ば
 つ
 ・
 
甘
コ
 e
 
（
（
等
の
フ
ラ
ン
ス
 
の
 心
理
学
 

者
に
お
い
て
、
結
局
、
総
体
と
し
て
の
人
間
的
事
象
を
捉
え
て
 は
い
な
い
 

と
し
て
い
る
。
 

著
者
が
宗
教
神
秘
主
義
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
従
来
そ
の
 主
 流
 を
な
 

し
て
い
た
宗
教
心
理
学
に
「
甚
だ
以
て
飽
き
足
り
な
い
」
（
 八
 四
頁
）
の
 

は
 、
宗
教
神
秘
主
義
が
、
心
理
現
象
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
 人
 間
 現
象
で
 

あ
る
点
に
あ
る
と
い
う
。
「
我
々
は
人
間
的
現
象
と
し
て
の
神
 秘
 主
義
を
 

そ
の
ま
ま
素
直
に
そ
の
全
体
と
し
て
問
題
に
し
て
行
く
べ
き
で
 あ
ら
う
。
 

こ
こ
に
神
秘
主
義
は
人
間
現
象
と
し
て
措
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 
ぃ
ピ
と
 

 
 

い
う
立
場
が
こ
こ
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
 取
上
げ
た
 
緒
 

科
学
と
し
て
の
宗
教
心
理
学
が
、
方
法
論
的
に
宗
教
学
の
領
域
 で
 問
題
に
は
 

さ
れ
か
か
っ
て
い
な
が
ら
、
対
象
論
的
な
結
論
に
な
っ
て
い
る
 と
こ
ろ
 

1
 



に
 、
こ
の
書
の
宗
教
史
的
立
場
と
、
宗
教
学
と
の
す
れ
違
い
 

る
 感
じ
る
の
 

は
 筆
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
 

宗
教
神
秘
主
義
の
研
究
に
心
理
学
的
な
立
場
よ
り
す
る
も
の
の
 

成
果
を
 

著
者
は
否
定
し
て
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
見
地
の
み
に
と
ら
 

 
 

広
い
見
地
よ
り
す
る
試
み
を
、
次
に
著
者
は
、
Ⅰ
の
年
ヴ
の
と
し
 

e
-
 

p
n
 

「
 
黛
 
Ⅱ
 に
 

求
め
る
。
Ⅰ
 

e
 
口
ざ
 
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
法
が
生
物
学
的
見
 

地
 に
ま
で
 

拡
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
神
秘
主
義
の
固
有
 

な
る
も
の
 

に
つ
い
て
の
 

ク
り
テ
 
リ
オ
ン
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

口
 
n
-
p
n
 

ぺ
 
o
 
オ
 に
あ
っ
て
は
、
心
理
学
的
考
察
に
合
せ
て
生
理
学
 

な
ら
び
 

に
 社
会
学
的
見
地
が
考
慮
さ
れ
、
哲
学
的
視
野
が
保
た
れ
て
い
 

る
 。
し
か
 

し
 彼
に
と
っ
て
は
神
秘
主
義
的
事
実
は
「
 

神
 な
き
精
神
的
事
実
 

」
で
し
か
 

 
 

な
く
、
神
を
心
理
的
な
潜
在
意
識
に
還
元
す
る
と
い
う
仮
説
か
 

ら
 出
発
し
 

 
 

て
い
る
と
こ
ろ
に
著
者
の
疑
惑
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
神
秘
 

体
 験
 に
お
け
 

原
 事
実
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
入
れ
 

る
と
い
う
 

る
 神
は
、
心
理
学
者
に
対
す
る
潜
在
意
識
の
よ
う
に
、
一
つ
の
 

説
明
上
前
 

  

捷
 さ
れ
た
仮
説
概
念
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

神
 桃
家
に
と
 

っ
て
 
、
 神
は
明
白
な
対
者
で
あ
っ
て
説
明
の
手
段
で
は
な
い
。
 

そ
れ
は
 

 
 

「
端
的
に
証
明
せ
ら
れ
た
根
本
事
実
な
の
で
あ
る
。
」
主
体
的
 

事
 実
 と
し
 

て
 宗
教
神
秘
主
義
を
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
に
と
っ
て
は
、
 

客
 ぬ
 的
な
説
 

明
 概
念
を
前
提
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
研
究
の
 

ぼ
 結
は
と
 

も
あ
れ
、
研
究
の
前
提
と
し
て
は
、
神
秘
主
義
の
主
体
的
な
事
 

実
 を
原
 
事
 

突
 と
し
て
見
て
行
か
ぬ
 

は
 な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
 

学
的
立
場
 

か
ら
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
研
究
者
が
当
事
者
そ
の
も
の
の
 

如
く
神
を
 

信
 ず
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
」
こ
の
神
を
信
ず
る
 

神
秘
 
家
の
 

こ
と
を
如
何
に
区
別
す
る
か
。
こ
の
検
討
の
た
め
に
、
 

ダ
ミ
い
 目
ァ
 
0
q
 
 
の
 

 
 

現
象
学
的
な
立
場
が
取
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
す
る
と
 き
、
宗
教
Ⅱ
 

的
 経
験
と
し
て
の
神
秘
主
義
に
於
て
は
、
あ
く
ま
で
も
無
限
的
 人
格
の
他
 
恥
 

 
 

 
 

者
と
し
て
の
神
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
 。
こ
の
よ
 

う
 な
著
者
の
意
図
す
る
 原
 事
実
、
原
現
象
を
出
発
点
と
す
る
 

毛
ぃ
 一
円
 
ア
 n
q
 

も
 、
し
か
し
、
「
重
点
の
置
き
所
が
偏
っ
て
居
り
、
行
き
過
ぎ
 に
な
っ
て
 

い
る
」
（
 一
 0
 六
頁
）
と
著
者
は
見
る
。
即
ち
、
 

圭
 a
-
 
（
 
す
 目
が
 そ
の
論
の
 

中
心
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
「
神
の
現
実
的
な
生
々
 し
 い
 真
実
性
 

を
 持
っ
た
体
験
」
 
ほ
、
 果
し
て
「
そ
れ
自
身
神
秘
主
義
の
核
心
 な
の
で
あ
 

ら
う
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
出
発
点
が
 や
は
り
、
 

神
秘
主
義
の
宗
教
的
対
象
と
し
て
神
を
予
想
す
る
か
ら
で
あ
る
 0
 こ
こ
に
 

は
 次
の
二
つ
の
偏
向
と
行
き
過
ぎ
が
あ
る
。
即
ち
 一
は
、
ョ
 l
 ガ
 、
原
始
 

仏
教
、
ペ
ダ
ン
タ
学
派
等
の
神
秘
主
義
の
よ
う
な
、
 神
 な
き
 宗
 教
 神
秘
主
 

義
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
く
て
そ
れ
は
キ
リ
ス
 ト
教
 乃
至
 

イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
限
り
一
部
の
も
の
に
偏
っ
た
神
秘
主
義
 し
か
取
扱
 

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
第
二
に
 、
 彼
は
「
神
の
現
実
的
 な
生
々
 し
 

い
 真
実
性
を
持
っ
た
体
験
」
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
有
神
的
な
 立
場
に
立
 

っ
て
い
る
為
に
、
そ
の
研
究
内
容
に
お
い
て
「
 神
 」
を
自
明
の
 
も
の
と
し
 

て
む
し
ろ
 括
 孤
の
外
に
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
行
き
過
 ぎ
 そ
し
て
 

い
る
。
著
者
が
 ヮ
 ル
テ
ル
の
研
究
態
度
を
敢
 て
 
「
甚
だ
主
観
的
 
」
（
 一
 0
 

八
頁
）
と
言
う
所
以
で
あ
る
。
 

著
者
は
「
神
を
対
象
と
す
る
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
問
は
 ず
、
そ
 

れ
目
体
を
何
物
に
も
解
体
せ
ず
、
そ
の
も
の
と
し
て
眺
め
る
 所
 か
ら
歩
み
 

を
 初
め
る
」
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 



は
 上
の
序
篇
に
お
け
る
従
来
の
諸
学
説
の
主
に
方
法
論
に
っ
 い
 て
の
 批
 

判
は
 つ
い
で
、
本
論
第
一
篇
に
お
い
て
は
、
宗
教
神
秘
主
義
に
 於
け
る
 基
 

底
 的
な
も
の
を
、
先
ず
宗
教
神
秘
主
義
が
淵
源
す
る
そ
の
「
 出
 発
 点
の
 所
 

在
 」
に
於
て
確
か
め
、
さ
ら
に
宗
教
神
秘
主
義
を
決
定
的
な
ら
  
 

「
決
定
性
の
内
容
」
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
篇
以
降
 
の
 具
体
的
な
 

歴
史
的
資
料
の
研
究
の
基
礎
と
す
る
著
者
の
立
場
が
明
ら
か
に
 さ
れ
る
。
 

第
一
に
従
来
は
、
神
秘
主
義
 は
 神
秘
体
験
に
基
く
と
い
う
こ
と
  
 

の
 学
者
の
研
究
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
が
投
げ
 
 
 

 
 

る
 。
即
ち
神
秘
主
義
が
体
験
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
  
 

 
 

神
秘
主
義
が
た
だ
神
秘
体
験
の
み
に
淵
源
す
る
と
い
う
こ
と
の
 混
同
が
な
 

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
神
秘
 三
 義
は
神
 

秘
 体
験
に
機
縁
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
、
体
験
に
基
く
と
い
う
 
こ
と
と
を
 

 
 

載
然
 区
別
す
る
。
そ
こ
に
始
め
て
、
こ
の
機
縁
が
 、
 実
は
さ
ら
  
 

か
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
が
有
り
得
る
と
い
う
も
う
一
歩
 堀
  
 

探
求
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
体
験
が
基
盤
と
さ
れ
る
と
い
 

っ
 見
解
に
 

は
、
 実
は
実
践
と
意
識
と
い
う
体
験
の
二
面
が
あ
る
の
で
あ
る
 が
 、
著
者
 

の
 見
解
に
と
れ
ば
、
「
神
秘
主
義
の
具
体
的
事
実
は
、
実
践
の
  
 

と
も
、
意
識
の
面
で
な
く
と
も
、
十
分
に
伺
へ
る
こ
と
が
あ
る
 」
（
一
二
・
七
し
 

頁
 ）
と
い
う
。
だ
か
ら
実
践
的
意
識
的
な
る
体
験
は
、
神
秘
主
 義
の
具
体
 

的
 実
例
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
基
盤
を
な
す
生
々
 し
 い
 事
例
で
 

評
 
は
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
さ
ら
に
神
秘
主
 義
 に
直
接
的
基
 

本
 的
で
あ
り
得
る
理
念
的
な
る
神
秘
的
内
容
も
含
め
た
全
体
性
 に
 重
点
を
 

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
「
問
題
は
理
念
で
も
あ
り
体
験
で
 も
あ
る
 全
 

書
体
的
な
も
の
で
あ
る
の
が
本
来
の
神
秘
主
義
な
の
で
あ
っ
 

て
、
 分
け
ら
れ
 

た
の
が
本
来
で
は
な
い
」
と
し
て
、
こ
の
全
体
的
な
む
の
を
㌣
 侍
オ
 
0
-
Q
 

㏄
 つ
り
 

と
 名
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
全
体
的
な
も
の
を
神
秘
主
義
の
 基
底
的
な
 

も
の
と
し
て
改
め
て
見
直
そ
う
と
す
る
若
者
に
と
っ
て
は
、
 そ
 の
 研
究
の
 

対
象
は
、
従
来
の
研
究
が
体
験
的
神
秘
主
義
の
よ
う
に
強
烈
な
  
 

も
の
に
偏
り
勝
ち
で
あ
る
の
に
対
し
、
野
情
的
神
秘
主
義
を
却
 っ
て
基
底
 

的
な
も
の
の
 目
 払
の
露
呈
と
し
て
重
要
視
す
る
。
例
え
ば
新
約
 ヨ
ハ
ネ
 福
 

音
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
信
者
と
神
と
の
、
文
字
通
り
の
一
体
 観
 と
い
う
 

ょ
 り
、
む
し
ろ
一
体
 邸
か
 陣
地
 紛
 と
い
う
も
の
が
重
要
な
研
究
 対
象
と
な
 

も
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
著
者
の
明
か
に
し
た
宗
教
神
秘
主
 義
は
、
 

全
体
的
包
括
的
人
間
的
事
象
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
体
的
な
も
の
 で
あ
る
こ
 

と
が
重
要
な
一
つ
の
ク
リ
テ
 リ
オ
ソ
 で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
 、
そ
れ
は
 

人
間
の
主
体
的
体
得
の
場
面
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
 こ
の
「
 神
 

秘
 主
義
の
著
し
い
特
色
」
を
、
著
者
は
神
秘
 家
 そ
の
人
の
主
体
 べ
 
一
箇
 

の
肱
描
 た
る
新
事
実
と
し
て
意
識
す
る
体
得
的
人
間
的
事
象
に
 於
て
捉
え
 

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
全
く
の
新
し
い
事
実
と
し
て
の
 体
得
に
転
 

換
 吉
七
円
決
定
性
は
 、
 単
に
新
事
態
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
 と
い
う
感
 

じ
 方
の
性
質
を
い
う
の
で
は
な
く
、
「
新
事
態
と
い
う
遭
遇
そ
の
 
も
の
」
 、
 

即
ち
そ
の
意
味
内
容
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
 は
 単
な
る
 

心
理
的
過
程
乃
至
様
相
の
究
明
で
は
事
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
全
く
新
た
な
事
実
へ
転
換
す
る
最
終
の
基
盤
こ
れ
を
窮
極
 基
盤
と
 

 
 

呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
人
間
と
人
間
以
上
の
も
の
を
遭
遇
 せ
し
め
、
㈹
 

相
関
は
ら
し
め
る
可
能
的
根
源
場
面
で
あ
り
」
、
こ
れ
を
「
 同
  
 

の
 立
場
」
と
著
者
は
称
す
る
（
一
七
 0
 頁
 ）
。
そ
し
て
こ
の
 相
 即
的
 基
盤
 
1
 



た
だ
、
宗
教
史
家
と
し
て
の
著
者
は
、
こ
の
最
も
直
接
的
に
学
 的
 関
心
 

を
 呼
び
起
す
問
題
に
直
接
入
る
前
に
今
一
度
、
宗
教
の
発
生
を
 究
明
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
宗
教
史
的
考
察
の
態
度
を
保
持
し
な
が
ら
、
未
開
 人
 の
 宗
教
 規
 

象
に
 於
け
る
神
秘
主
義
的
な
も
の
の
検
討
を
先
行
さ
せ
て
い
る
 ，
こ
れ
が
 

第
二
編
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、
 い
 生
日
当
 ，
い
 ひ
 
%
 ヴ
ハ
 

等
の
従
来
の
原
始
神
秘
主
義
論
が
、
意
味
的
主
体
的
現
象
と
し
 て
の
神
秘
 

主
義
の
要
件
を
忘
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
 

と
し
て
い
 

る
 。
そ
し
て
著
者
自
身
シ
ャ
マ
ニ
ズ
を
検
討
し
、
そ
れ
が
既
に
 見
た
神
秘
 

は
 、
体
得
的
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
こ
こ
に
始
め
て
、
神
秘
 主
義
考
察
 

0
 発
足
点
を
決
定
す
る
基
盤
が
得
ら
れ
る
と
す
る
。
か
く
て
 こ
 の
 窮
極
的
 

主
体
性
の
体
得
的
場
面
と
し
て
の
自
己
超
越
の
場
は
、
人
間
 

の
 根
源
的
 

 
 

主
体
性
と
し
て
の
信
一
般
で
あ
り
、
こ
れ
を
著
者
は
尉
和
奏
 
目
 Ⅱ

Ⅱ
 
り
目
幅
 

-
 
つ
コ
 

の
 言
い
た
い
と
言
う
。
 

は
 上
の
方
法
論
及
び
神
秘
主
義
の
基
底
的
な
る
も
の
の
措
定
か
 ら
、
著
 

者
は
、
宗
教
神
秘
主
義
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
超
越
 神
教
 を
 際
立
っ
 

き
も
の
と
し
て
選
び
と
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
   

教
 現
象
の
中
に
 、
 右
の
よ
う
な
発
生
の
出
発
点
を
求
め
、
そ
の
 
展
開
を
探
 

る
 操
作
が
、
か
く
て
、
超
越
 神
 教
に
於
け
る
神
秘
主
義
開
花
の
 代
表
的
 事
 

例
 と
し
て
、
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
及
び
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
 
て
 究
明
さ
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
抑
々
超
越
 神
 教
に
あ
っ
て
、
如
何
に
し
 
て
そ
の
 本
 

来
の
立
場
と
対
照
的
な
る
神
秘
主
義
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
の
 
か
 、
そ
の
 

発
現
に
は
如
何
な
る
基
底
的
な
消
息
が
あ
っ
た
の
か
」
こ
れ
こ
 そ
 著
者
の
 

宗
教
神
秘
主
義
解
明
の
欲
求
に
切
実
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
 
る
の
で
あ
 

る
 。
 

主
義
の
本
質
と
は
明
か
な
差
異
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

か
く
て
、
本
論
は
一
般
に
は
神
秘
主
義
と
は
 対
庶
 的
と
も
思
わ
 れ
て
ぃ
 

る
 超
越
 神
 教
の
中
に
、
著
者
の
言
う
宗
教
神
秘
主
義
の
発
生
と
 

そ
の
 経
 

緯
 、
宗
教
神
秘
主
義
発
生
の
構
造
を
探
る
論
が
展
開
さ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

本
稿
で
は
方
法
論
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
 

で
、
 そ
 

の
 内
容
に
ふ
れ
る
こ
と
を
差
控
え
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
や
は
り
 

次
の
二
点
 

を
 、
本
稿
の
筆
者
の
立
場
か
ら
の
疑
問
と
し
て
提
出
し
大
方
の
 御
 教
示
を
 

得
た
い
。
 

そ
の
 一
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
史
的
研
究
を
志
し
て
い
る
筆
者
 

に
と
っ
 

て
 、
仏
教
そ
の
他
の
東
洋
的
宗
教
へ
の
無
知
か
ら
く
る
疑
問
で
 あ
る
。
 即
 

ち
本
 著
の
著
者
が
、
超
越
 神
 教
を
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
選
ん
 だ
 意
図
は
 

充
分
に
了
解
さ
れ
る
に
し
て
も
、
何
故
、
原
始
宗
教
の
検
討
を
 そ
れ
に
 先
 

付
 さ
せ
な
が
ら
、
東
洋
的
神
秘
主
義
と
謂
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
 
て
 @
 
二
口
 

乃
ハ
 
L
 レ
 

な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
イ
ス
ラ
 l
 ム
 や
 原
始
キ
リ
ス
ト
教
 と
 目
じ
 程
度
 

に
イ
 ン
テ
ン
シ
 ヴ
 に
比
較
検
討
さ
れ
る
こ
と
ま
で
も
望
む
の
で
 は
 決
し
て
 

な
い
が
、
も
う
一
つ
つ
つ
こ
ん
だ
比
較
の
言
及
が
欲
し
い
と
 思
 う
の
で
あ
 

る
 。
 

他
 の
一
つ
は
・
キ
リ
ス
ト
教
典
研
究
者
と
し
て
の
筆
者
の
疑
 

間
で
あ
 

る
 。
即
ち
 本
 著
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
の
研
究
に
 於
 て
 、
こ
の
 

特
殊
 條
 域
の
専
門
家
に
劣
ら
ぬ
慎
重
な
文
献
的
検
討
が
な
さ
れ
 て
い
な
が
 

ら
 、
そ
こ
に
は
当
然
配
慮
す
べ
き
様
式
史
的
研
究
の
成
果
等
 へ
 の
 顧
慮
に
 

初
足
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
ま
た
記
号
の
約
束
事
へ
の
無
視
な
ど
 に
も
気
づ
 

か
ざ
る
を
得
な
い
。
一
般
宗
教
史
的
研
究
と
特
殊
宗
教
史
的
研
 究
の
方
法
 

論
 的
問
題
は
な
お
疑
点
を
解
消
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
 で
あ
る
。
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O O O   一理 

か本 大   事 会 

梅 こ皮 四 

康 一武 一   
大蔵 ① 
  野 月       

猛 0 千 日 

  どうか 認 と た の長さ   た あ @ 
で ）   荊 房     
か 一 すて   こつ 。こと る 的 セ戸 @ る 議     がた明い のだ、 て   

土
岐
善
麿
 

仏
教
と
日
本
文
学
 

 
 

開
会
式
 

九
 ・
 
C
O
f
 

九
・
三
①
 

研
究
発
表
九
・
三
 0
@
 

一
二
 

研
究
発
表
一
 
二
 ・
 
じ
 ①
 !
 一
 

記
念
撮
影
 

三
 C
 

懇
親
会
一
六
・
四
 0
 田
 一
八
・
三
 
0
 

一
 
0
 月
 六
日
（
日
）
 

研
究
発
表
 

九
 ・
 
0
0
l
 

一
一
・
三
 

0
 

評
議
員
会
一
一
，
 三
 0
l
 

一
二
・
三
 

0
 

総
会
一
二
・
三
 O
f
 
 

一
四
・
 

0
0
 

武
蔵
野
史
跡
見
学
一
四
・
 
O
C
f
 

一
七
 

本
大
会
に
は
二
七
七
名
が
参
加
し
、
う
ち
一
四
 

0
 名
が
 セ
 部
会
 に
介
 

れ
て
研
究
発
表
を
行
な
っ
た
。
 

0
 理
事
会
昭
和
四
三
年
一
 0
 月
 ㍉
 白
 （
土
）
一
二
・
 

0
0
?
 

一
一
 
二
 ・
 
0
 ①
 

一
 
、
報
告
 

ュ
 、
庶
務
報
告
 

2
 、
会
計
報
告
 

3
 、
会
長
選
挙
報
告
 

4
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
者
に
つ
い
て
 

5
 、
 l
A
H
R
 

エ
ル
サ
レ
ム
研
究
会
に
つ
い
て
 

6
 、
日
本
学
術
会
議
選
挙
に
つ
い
て
 

7
 、
今
年
度
科
学
研
究
費
審
査
に
つ
い
て
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8
 、
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
委
員
会
に
つ
い
て
 

9
 、
ム
 「
回
の
大
会
開
催
 
校
 依
頼
に
つ
い
て
の
経
過
報
告
 

一
 、
議
事
 

1
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
 校
 と
し
て
第
一
候
補
大
阪
市
立
大
学
 、
第
 

二
 第
三
候
補
広
島
大
学
、
南
山
大
学
に
内
定
し
た
。
 

2
 、
昨
年
度
総
会
の
付
託
事
項
に
つ
い
て
。
「
靖
国
神
社
国
営
  
 

関
す
る
問
題
 1
 一
に
つ
い
て
の
討
議
経
過
説
明
の
後
「
日
本
宗
教
 字
 

会
 と
し
て
は
、
こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
公
的
声
明
，
要
望
を
 す
 

る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
今
後
と
も
学
問
的
研
究
 を
 

す
す
め
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
」
と
の
法
論
を
諒
承
し
た
。
 

3
 、
総
会
議
題
に
つ
い
て
 

4
 、
光
学
会
連
合
分
担
金
 は
 つ
い
て
。
従
来
人
類
科
学
誌
代
と
 し
て
 

八
 、
 0
0
0
 

円
を
負
担
し
て
い
た
が
、
財
政
的
事
情
か
ら
、
 

分
 担
 

金
 を
一
 0
 、
 0
0
0
 

円
に
増
額
す
る
こ
と
を
諒
承
し
た
。
 

5
 、
大
会
費
 値
 げ
に
つ
い
て
。
今
回
よ
り
学
術
大
会
費
を
五
 0
 、
 O
 

0
0
 円
か
ち
 八
 0
 、
 
0
0
0
 
円
に
値
上
げ
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
  
 

6
 、
新
入
会
員
を
承
認
し
た
。
 

7
 、
研
究
発
表
の
追
加
を
承
認
し
た
。
 

0
 評
議
員
会
昭
和
四
三
年
一
 
0
 月
 六
日
（
日
）
一
一
・
三
 0
 
f
 
 一
二
・
 

三
 O
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
報
告
 

一
 、
石
津
会
長
は
慣
例
に
よ
り
常
務
理
事
の
資
格
を
も
つ
こ
と
 を
 承
認
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

Ⅰ
ー
 A
H
R
 ヱ
 ル
サ
レ
ム
研
究
会
議
に
つ
い
て
。
本
年
セ
児
 

よ
り
 

「
め
が
な
い
」
の
共
通
題
目
で
行
な
わ
れ
、
石
津
 

照
璽
 
、
 堀
 一
郎
 
氏
 

が
 参
加
し
た
。
 

一
 
、
日
本
学
術
会
議
選
挙
に
つ
い
て
 

一
 
、
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
委
員
会
に
つ
い
て
。
「
・
青
少
年
の
み
 

小
数
 
意
 

報
告
。
 

一
 
、
昨
年
度
総
会
の
理
事
会
付
託
事
項
に
つ
い
て
 

一
 
、
「
靖
国
神
社
問
題
を
研
究
す
る
委
員
会
」
の
設
置
に
つ
い
て
 

一
 
、
第
二
八
回
学
術
大
会
開
催
 

校
は
 つ
い
て
 

0
 会
見
総
会
昭
和
四
三
年
一
 

0
 月
 六
日
（
日
）
一
二
・
三
 

0
 

議
長
小
口
健
一
 

出
席
者
一
 0
 八
名
 

一
 
、
庶
務
報
告
 

一
 
、
会
計
報
告
 

一
 
、
会
長
選
挙
報
告
、
新
会
長
に
 

堀
 一
郎
氏
が
就
任
し
た
。
 

一
 
、
 I
A
H
R
 
ヱ
 ル
サ
レ
ム
研
究
会
議
に
つ
い
て
。
一
九
七
 

0
 年
は
ス
 

，
 ク
ホ
ル
ム
で
開
催
の
予
定
。
参
加
は
個
人
参
加
も
認
め
ら
 

れ
て
 

い
る
こ
と
の
確
認
。
 

一
 
、
日
本
学
術
会
議
選
挙
に
つ
い
て
 

一
 
、
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
委
員
会
に
つ
い
て
 

一
 
、
昨
年
度
総
会
の
理
事
会
付
託
事
項
に
つ
い
て
 

一
 
、
「
靖
国
神
社
問
題
を
研
究
す
る
委
員
会
」
の
設
置
に
つ
い
て
 

。
 委
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員
 会
の
設
置
を
決
定
し
、
委
員
の
構
成
・
運
営
に
つ
い
て
は
 理
 事
会
 

に
一
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
 校
は
 
つ
い
て
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
者
発
表
及
び
授
与
。
原
案
氏
の
「
  
 

決
定
し
授
与
し
た
。
 

昭
和
四
十
二
年
度
収
支
決
算
報
告
 

一
 、
収
入
 

三
三
一
、
一
一
山
八
円
 

前
年
度
繰
越
金
 

一
 、
 0
 六
八
、
四
五
 0
 円
 

会
費
 

二
九
、
 

0
0
0
 

円
 

賛
助
会
費
 

上
 
八
四
、
四
 

0
0
 

円
 

会
話
売
上
金
 

第
二
六
回
大
会
参
加
費
五
五
、
六
 00
 円
 

一
四
 0
 、
 0
0
0
 円
 

出
版
助
成
金
 

二
三
、
 

0
0
0
 

円
 

岸
本
基
金
利
子
 

一
、
二
 0
 
 一
円
 

預
金
利
子
 

一
 、
七
一
三
、
二
九
五
円
 

計
 

一
 、
支
出
 

八
四
六
、
 
セ
六
 ①
 円
 

会
話
直
接
刊
行
賞
 

九
七
、
五
六
五
円
 

会
読
発
送
 費
 

 
 

編
集
諸
費
 

五
 0
 、
 0
0
0
 円
 

第
二
六
回
大
会
費
 

四
五
、
六
四
四
円
 

選
挙
関
係
費
 

三
 二
、
七
四
五
円
 

ム
 
天
日
 費
 

四
九
、
一
四
一
円
 

通
信
連
絡
 費
 

九
 、
二
一
五
円
 

印
刷
費
 

三
 0
 、
四
三
二
円
 

事
務
費
 

日
本
宗
教
学
会
賞
賞
金
三
 0
 、
 0
0
0
 円
 

一
二
、
四
二
 
0
 円
 

日
本
宗
教
学
会
賞
諸
費
 

一
四
、
 

0
0
0
 

円
 

関
係
学
会
費
 

 
 

円
 
円
 

三
 、
 0
0
0
 円
 

九
八
、
 0
 七
 0
 円
 

本
部
 費
 

二
三
二
二
、
 0
 一
二
円
 

十
 
"
 
-
 
Ⅰ
 

三
九
一
、
二
八
三
円
 

一
 、
差
引
残
高
 

0
 理
 年
会
昭
和
四
三
年
一
 0
 月
 二
一
 
0
 日
 （
水
）
一
八
 

｜
二
 0
.
 

三
 O
 

一
 、
新
入
会
員
を
承
認
し
た
。
 

一
 、
常
務
理
事
交
替
に
つ
い
て
。
柳
川
啓
一
常
務
理
事
は
一
身
 

七
 の
 都
 

合
 に
よ
り
理
事
と
な
り
、
脇
本
平
地
理
事
が
 

伐
 っ
て
常
務
と
な
 
る
こ
 

と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
「
靖
国
神
社
問
題
を
研
究
す
る
委
員
会
」
委
員
の
選
出
に
つ
 

い
て
。
 

構
成
、
運
営
、
委
員
会
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
 

諸
氏
 

に
 委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

有
賀
鉄
太
郎
、
安
洋
泰
彦
、
井
 
門
富
 二
夫
、
小
口
健
一
（
 
委
  
 

長
 ）
、
小
野
粗
放
、
 
楠
 正
弘
、
佳
木
秋
夫
、
桜
井
徳
太
郎
、
玉
 

城
銘
 

康
 四
郎
、
田
村
芳
朗
、
戸
田
義
雄
、
中
川
秀
 

恭
 、
野
村
暢
 清
 、
 星
 
㎎
 

 
 

野
元
 豊
 、
松
本
渡
（
幹
事
）
、
村
上
重
 

良
 、
諸
声
 素
純
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執
筆
者
紹
介
 

片
倉
素
子
拓
殖
大
学
講
師
 

杉
本
卓
川
東
北
大
学
大
学
院
 

江
崎
 
修
作
 
九
州
大
学
大
学
院
 

矢
崎
健
一
立
教
大
学
助
教
授
 

竹
中
 
情
常
 
大
正
大
学
教
授
 

恭
司
道
雄
立
教
大
学
教
授
 

伊
勢
崎
市
連
 敗
 本
町
一
五
六
五
 

北
爪
道
夫
 

渋
谷
区
上
原
一
 
｜
一
｜
 二
四
 

余
 

栄
 俊
 

札
幌
短
期
大
学
図
書
館
札
幌
市
南
八
条
 
西
 
一
六
丁
目
 

国
分
寺
市
西
町
二
ー
二
三
山
崎
 
荘
 

中
島
英
樹
 

名
古
屋
学
院
大
学
付
属
図
書
館
名
古
屋
市
東
区
大
幸
町
 

一
 0
 ｜
セ
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The Disintegration of the Matrilineal 

Family in Early Arabia reflected in 

the Qur'iin 

-With special reference to the Ayas on Nikah- 

Motoko Katakura 

Qur'ln which is Allah's revelation for Muslems is, from the point of view of 

social science, the eloquent source from which we know how the social structure 

and conditions stood in the Prophet Muhammad's day. Especially in Medina's 

revelation the vivid aspects of the family, whick was the basic unit in the commu- 

nity, can be confidently inferred. 

The Prophet's day was, as  Montgomery Watt pointed out, a time of transition 

from a normadic to a settled economy, and from tribal solidarity to individual 

selfishness. Corresponding with these economic and social changes, there went on  

a disintegration of the matrilineal family in the JShiliya and a growth of the patri- 

lineal family deriving from the struggle for private property. 

There is a prevalent notion that Islam introduced profound changes in t he  

status of women in the Jlhiliya, " the  time of Barbarism ", when there was poly- 

gamy, purchase of women, a confused social order, and so on. It should be noted 

that  these statements are often made with the deliberate intent of contrasting the  

glory of Islam with what went before. 

Here, in this essay, arranging chronologically and analyzing every Zya on 

NikZh in the Qur'an, an  aspect of the family system in the Prophet's day is 

discussed to reveal the complex of matrilineal and patrilineal factors. For the 

analysis of the changing process reflected in the Qur'sn, other second sources like 

Ki t lb  al-Aglni, al-Bukhari's Sahib, al-Kgrnil fi al-Ta'rikh, Ibn Sa'd, Ibn Ishlq 

etc are  referred to a t  the same time. 



The Fusion of Bodhisattva 

idea into Jataka 

Takushu Sugimoto 

Earlier (in the Journal of Religioa Studies. No. 167, pp. 38 f f . ) ,  we made i t  

clear through the investigation of Jstakas appearing in the Bharhut reliefs that the- 

original JStaka has no relation to the Bodhisattva idea and the participation of 

Buddha is not essential for the Jiitaka. 

Now in this article we discussed on these points from the literary sources; 

especially the four Nikriyns, Aga?nns and Vinayas of various schools. 

As the result of analysis of these materials, it is clarified that Jgtakas were  

developed not in the Sutta-(SGtra-)pitaka but in the Vinaya-pitaka. In the 

NikcTyas and Agamas (excepting the Ekottarcigama) the previous birth stories of 

Buddha are related to explain the superiority of Buddhist practice and doctrine to 

Brahmanical ones, and no single story of them is entitled as ' jiitaka '. And some 

of them are adopted not only as  ' Jataka'  but also as  'Auadcina' or ' It iurttaka'  

in the later text. Again, it is the most conclusive certainty that most of these 

examples were not regarded as  Jiitaka, for they are not retold in the Jdtakatthau- 

annand which belongs to the same school with the Nikdyas. 

These facts lead us to believe that the:; do not show us the real features of 

JStaka. 

On the other hand, the Vincyas  give us the clear information concerning the- 

development of Jataka. Especially the instances in the Vinayas of the M a h d s a ~ -  

ghikas, Lokottaravddins and Sarvdstiuddins are manifestly entitled as  ' Jataka ', 

and are of identical nature with those from Bharhut and the Jcitakattizavangana. 

Originally, JStaka meant one of the methods or forms of narration which told 

the past story in connection with the present incident, and it consists of two parts;  

the present incident (Pratipanna-vastu) and the past story (Atita-vastu), to which 

the part of combination (Samodha'naj was added later on. The compulsory combi- 

nation of Buddha with one of participants in the story is not pervasive in the- 

earlier Jatakas but is  a special character of the Ja'takatthavannand, which might 

be a later introduction due to the result that its composer collected the general 



Jatakas in order to explain how Buddha piled the virtuous deeds in his numerous 

former births for the achievement of enlightenment as stated in the beginning of 

the Niddnakathd. 

The first appearance of the word ' Jataka ' passively may not go back to the 

date of the 'Original Buddhism ' ,  i. e., before the ASoka's time. Because JBtakas 

are not independently narrated but are inserted to tell the disciplines to the monks 

and nuns with didactic purposes. And in the P d i  Vinaya, which is considered 

a s  the oldest, mentions only one specimen of JBtaka related to a nun, whose 

assemblage was founded later than the monk's one. 

The evident fusion of Bodhisattva coception into Jiltaka is noticed in the 

Vinayas of the Dharnzaguptakas and Mtslasarviistiviidins. This suggests that these 

two schools had a certain activity to create a new type of Jataka, as far as  our 

analysis of the soures in the Nikdyas, Agamas and Vinayas is concerned. But 

the problem as  to the relatioen between these two schools and the Mahayana, the 

texts of which commonly mention Jataka as the ' Bodhisattva story ', is remained 

unsolved. 



A Study of the Structure of Ancestor 
Worship in Ch'ing Lu (@@) 

Shusaku E jima 

I intend to consider ancestor worship in modern China from a structural point 

of view, which has generally been overlooked in this field of study. 

My basic hypothesis is that the way and the degree of one's worship for his 

dead relatives (ancestors) varies with his way and degree of evaluating the living 

relatives. Thus I tried to find out the structure of the evaluation system among 

kinship in modern China through the study of T a  Ch'ing Lii (kg@p~J). T h e  

result tells us that the evaluation system in the code has a multi-dimensional 

structure, differentiated by the kinship relations. Besides, I found some factors 

such as  blood relation, paternal and lineal consanguinity, generation, age, being a 

mother and living together, as the fundamental constituents of this system of 

evaluation. 

Through the consideration of the interrelation of these factors, we will be able 

to find one, not all, aspect of the structural frame of the ancestor worship in 

Ch'ing Lii. 



A Short History of the Book of 
Common Prayer in Chinese 

Ken-ichi Yazaki 

The first Prayer Book in Chinese was published in Hong Kong, 1854, under 

the  Rt. Rev. George Smith, and entitled, " Yesu sheng chiao tao kao wen " 
There were, subsequently, several attempts to translate the Prayer Book into 

Chinese and in 1872 the Rev. S. I. J. Schereschewsky of the Protestant Episcopal 

Church in U.S. A. published a translation with the Rev. John S. Burdon of the 

Church of England, which they call the "Chiao hui tao wen ". 
Although this was a composite book of the Prayer Books of both England and 

America, it was the first complete translation of the Book of Common Prayer into 

Chinese. 

The C. M. S., S. P. G., American and Canadian Missionaries had decided on their 

~espective areas of work in China and were using their respective Prayer Books, 

not recognizing and necessity fot a " Comon" book. So the Schereschewsky-Burdon 

Book which was in Mandarin did not receive wide use. Yet it became the source 

book for nearly all translation into Chinese after that. 

It facilitated the translation of the Prayer Book into Japanese and had a consi- 

derable influence in the establishment of the organized Nippon Seikijkai. 




